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はじめに�

�

 日本型福祉社会論とは、日本政府が 1970 年代に提唱

したわが国独自の概念である。この概念は、提唱後か

ら今日に至るまで、日本社会に大きな影響力を及ぼし

ている。日本型福祉社会論は、家族を「福祉の含み資

産」として、公助よりも共助や自助を優先させる引力

をもつ。当該思想は、それまでの福祉国家の形を変形

させる力をもち、国家の責任を地域、家族や個人に転

嫁させることに成功したとされる。 
� 本稿では、日本型福祉社会論が提唱された経過と、

生活保護制度との関係を分析することを主題として、

両者の共通性を指摘し、その影響が今日まで継続して

いることを指摘する。また、当該概念が生活保護ソー

シャルワーカーに与えた影響について、先行研究を批

判的に検討することにより、多様な生活保護ソーシャ

ルワーカーの姿を明らかにすることを目的とする。 
 
��日本型福祉社会論とはなにか�

�

� 日本型福祉社会論が提唱された背景には、1973（昭

和 48）年のオイルショックにより、わが国の高度経済

成長が終焉を迎えたことがある。その頃、政府は革新

勢力の躍進を横目に、福祉国家の充実に向けて舵を切

ることを決意していた。その意思は、1973（昭和 48）
年に実施された老人医療費無料化をはじめとする福祉

充実策に結実し、当該年は「福祉元年」と呼ばれるこ

ととなった。 
� しかし、同年に発生したオイルショックは、高度経

済成長を終焉へと導いた。高度経済成長が望めない日

本社会は、今後の方向性として新しい方法を考えなけ

ればばらなかった。なぜなら、「福祉元年」に象徴され

るような福祉政策を充実させるためには、多額の資金

がかかり、それを実現させるためには安定した経済成

長 が 必 要 不 可 欠 で あ っ た か ら で あ る （ 田 中

2010:10-14）。 
この課題に対し、日本政府は、福祉政策の充実では

なく「福祉見直し」へと政策の方向性を転換させる。

1978（昭和 53）年の『厚生白書』では家族構成員の

「同居」が「福祉における含み資産」であるとされ、

家族に対する福祉機能の代替的役割が期待されるとと

もに、企業福祉の社会保障制度への位置づけが提言さ

れた（小笠原 1988:159-169）。 
日本型福祉社会という用語は、1975（昭和 50）年に

発行された「生涯設計計画－日本型福祉社会のビジョ

ン」で初めて登場する（君島 1997:51）。登場時におい

て、日本型福祉社会論は福祉優先の方向性をもってい

たとされるが、その方向が転換したのは、1976（昭和

51）年の「昭和 50 年代前期経済計画」である。そこ

で、高度経済成長路線を離れて新たな目標を模索する

過渡期の苦しみの対症療法として日本型福祉社会とい

う用語が利用された。そこでの日本型福祉社会の概念

は、福祉を家族に肩代わりさせる原型となり、日本型

福祉社会論の原型としても、大きな影響力をもつこと

になった（君島 1997:52）。 
続く 1979（昭和 54）年 1 月以降、当時首相であっ

た大平正芳は次々と政策研究会を発足させた。そのな

かのひとつである「家庭基盤充実研究グループ」は、

1979（昭和 54）年 5 月に報告書を提出した。同研究

グループは、日本型福祉社会構想について、とりわけ
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῝く関わり、多大な影響を与えたとされている（平田

1982:27）。その報告書では、福祉機能として㔜要なも

のは、個人の自助ດ力、家庭の自❧自助と家族の相

ᢇ助、⫋場の相ᢇ助、地域社会の相ᢇ助、そして

公的ᢇ助であるとした。そのなかで、中ᚰは自❧自助

と相ᢇ助であり、公的ᢇ助はこれを助け⿵するも

のとして位置づけられた（新ᕝ 2005:102-103）。この

報告書におけるෆᐜは、1979（昭和 54）年 8 月 10 日

㛶㆟によってᢎㄆされた『新経済社会 7 ࣧ年計画』に

継ᢎされ、政府のලయ的計画の⌮念となったのである

（新ᕝ 2005:103）。 
『新経済社会 7 ࣧ年計画』では、日本社会について、

社会㝵ᒙ㛫の高いὶື性、ᡤᚓ分㓄の平➼性、機会の

平➼化にకう活発な➇தᚰ、ᡤᚓ分㓄の平➼性、

なປ関係なから、社会の安定性と活力が保ᣢされ

ると指摘されていた（ᕤ⸨ 2018a:8）。この計画は、1960
年代から 1970 年代前༙のように福祉国家をプ࣭ࣛࢫ

シン࣎ルとして✚ᴟ的にホ౯し、その実現を政策目標

としてᥖࡆてきた✀々の政策から転換したものであっ

た。それは、経済成長がῶ㏿するなかで、公共㒊㛛の

⫧大化による経済の㠀ຠ⋡をᅇ㑊しようとするもので

あった（ᯇ 1992:190-191）。 
『新経済社会 7 ࣧ年計画』が㛶㆟決定された 1979

（昭和 54）年 8 月、自Ẹඪは『日本型福祉社会』とい

う研究ྀ書を発行している。これは、福祉国家の政策

と㈈政の⭾ᙇに対するྰ定から⌮論がᒎ㛤された。そ

のうえで、同書においては、ձ個人がᡤᒓする家庭、

ղ個人がᡤᒓする企業、ճẸ㛫保㝤なを代⾲するᕷ

場を通じて利用できるࣜࢫク対ฎシ࣒ࢸࢫを主యとす

る日本型福祉社会シ࣒ࢸࢫを提した。ここでは、国

家の社会保障制度はこれらのシ࣒ࢸࢫを⿵するもの

として位置づけられた（ᕤ⸨ 2018a:6）。このように、

日本型福祉社会論は、日本型㞠用ࣞジー࣒が福祉ࣞジ

ー࣒の機能を྾していくことを正当化するものであ

った（ᐑ本 2008:97）。 
ここで提㉳された日本型福祉社会論については、「そ

れ以前に提唱された多様な考えに相当⛬度思想的ῡ※

を᭷するものであり、決して✺ዴとしてかつく新し

いものとして生まれたということはできない」と指摘

されるように、それまでの自Ẹඪが目指す国家政策が

影響を与えている（ᇼ 1981:47）。 
ᕤ⸨は、日本型福祉社会論ⴌⱆ期における福祉国家

政策⌮念として、以ୗの≉徴をᣲࡆている（ᕤ⸨

2017:3-13）。 
 

1�社会政策や社会保障制度を中᰾にした、⥲ྜ的な

制度を新たに⦅すること。 
2�地域社会に公的㒊㛛、イン࢛ࣇー࣐ル㒊㛛、Ẹ㛫

Ⴀ利㒊㛛をໟᦤした⥲ྜ的な福祉シ࣒ࢸࢫを構⠏す

ること。 
3�公的な政策や地域福祉における⥲ྜ性、⥲ྜ化は、

社会保障制度における㐠Ⴀの㐺正化と関連があった。 
4�㞟ᅋ主⩏を基盤とした日本型のࢸࢽ࣑ࣗࢥ意㆑

と、個人主⩏を基盤としてయ⣔化されているすḢ型

福祉国家య制を⥲ྜ化すること。 
5�社会保障のྛ制度のなかで、社会ၥ題をຠᯝ的に

ゎ決できる制度に、㞟中的に㈈※を分㓄すること。 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  
� ୖグのような≉徴を᭷する日本型福祉社会論につい

て、正長は、日本型福祉社会論が国Ẹྛᒙの見ゎを分

᩿し、相に対❧させるようなかたちでୡ論᧯సに

われ、その後の新保Ᏺ主⩏時代の先導的役割をᢸうよ

うになったとの見ゎを♧している（正長 2008: 19-24）。 
� 日本型福祉社会論は、社会福祉のᗈい⠊ᅖに多大な

影響を与えた。ᒸ田は、「日本型福祉社会とことさら言

われるのは、経済大国を⠏きୖࡆたわが国の自ಙに⏤

᮶するのであࢁうか、社会福祉についてもこれでよい

のࡔという㛤き直りをឤじるのは➹者ࡔけであࢁうか。

እ㠃的⦾ᰤのⶱの至るᡤにᄇ出する人㛫እの現象を

見てこれでよいと言えるのでࢁうか。͐（␎）͐今こ

そソーシャルワーク（社会福祉実㊶）の大⩏と機能を

☜ㄆし目標に直進すき時であࢁう（ᒸ田 1979:1）」
と㏙、日本型福祉社会論について批判を行っている。

本稿では、日本型福祉社会の影響を生活保護制度との

関連のなかでみていくこととする。 
 
��日本型福祉社会論とࠕ⏕άಖㆤ㐺ṇࠖᨻ⟇�

�

� 日本型福祉社会論は、社会のあらࡺるࣞ࣋ルに自助

ດ力をồめるものである（ᯇ 1985:123）。またそれ

は、⏨性正社員からなる「標‽」ୡᖏෆ㒊の助けྜい

で「自❧」することを⛠ᥭする୍方、社会保障制度は

「እ」的なものとྰ定する論⌮をもっている（ோ平

2014:285）。この時期、生活保護制度は、保護を⏦ㄳ

ẁ㝵で前にᣄྰするいわࡺる「Ỉ㝿సᡓ」のᡭ法が

定╔したとされる（ோ平 2014:288）。 
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� 日本型福祉社会論が主ᙇする思想をᫎした当時の

生活保護に関わる政策のひとつに、「生活保護㐺正化」

政策がある。日本における「生活保護㐺正化」政策は、

生活保護の℃ᩆを㜵ࡄことに主║が置かれ、₃ᩆには

関ᚰがもたれない。➨ 2 次ୡ⏺大ᡓ後、日本の生活保

護政策は、⧞り㏉し「生活保護㐺正化」政策を実施し

てきた。なかでも、1981（昭和 56）年 11 月 17 日の

社保➨ 123 ྕ厚生┬社会ᒁ保護課長࣭┘ᰝ指導課長通

▱「生活保護の㐺正実施の᥎進について」（通⛠「123
ྕ通▱」）は、ᭀ力ᅋ員なの不正ཷ⤥を㜵ࡄことを目

的に発出されたものであるが、これは結ᯝ的に生活保

護利用者に対して保護のᡴち切りや、それをཷけさせ

ない≧ἣసりを福祉ົᡤにᙉ要するものであった

（Ỉ島 2014:211）。この政策は、日本型福祉社会論の

思想をⰍ⃰くᫎしたものであり、当時の生活保護行

政や生活保護ソーシャルワーカーに大きな影響を与え

た。 
なお本稿では、主に福祉ົᡤにおいて生活保護業

ົにᚑする⫋員の呼⛠について、より時代に㐺した

ྡ⛠の標‽化がồめられていることを㚷みて（田中

2019:16）、引用㒊分を㝖いて生活保護ソーシャルワー

カーとする。また、ᚑ᮶、生活保護制度は、制度をཷ

ける者に対し「ཷ⤥者」との⾲現を用いてきた。しか

し、本稿では、「ཷ⤥者」との⾲現はཷື的であると考

える。᠇法につ定されている生ᏑᶒをᏲるために、生

活保護はㄡもがその対象となりᚓる制度であり、当

者は自らその制度を利用することができる。そのよう

な考えに๎り、本研究では生活保護をཷける者の呼⛠

を生活保護ཷ⤥者ではなく、生活保護利用者と明グす

る。 
� 日本型福祉社会論が提出された⩣年にあたる 1980
（昭和 55）年から 1983（昭和 58）年にかけて行われ

た生活保護の不正ཷ⤥対策は、その後におけるప保護

⋡期の生活保護行政、さらには今日までの生活保護行

政のあり方にとってணの意をᣢっていたと指摘さ

れている（田 2014:279）。 
� 「123 ྕ通▱」が発出される前年の 1980（昭和 55）
年には、࣑ࢥࢫ࣐をᕳき㎸ࢇで生活保護の不正ཷ⤥࢟

ャン࣌ーンが実施された。同年、和ḷᒣ┴ᚚᆓᕷにお

いてᭀ力ᅋ員が㞟ᅋで生活保護を不正にཷ⤥していた

ことが、新⪺ྛ⣬において相次いで報㐨された。これ

に関する㢮ఝ報㐨は、1981（昭和 56）年になっても

続けられた（田 2014:279-282）。 

� 当時、政ᶒ与ඪであった自Ẹඪが考えていたࢼショ

௳は、人に対して୍ᚊ平➼にかつ無᮲࣒࣐ࢽ࣑ルࢼ

に与えられるものではなく、本人がດ力をしたにも関

わらࡎ、不可ᢠ力によるによって生きることに必

要な࣒࣐ࢽ࣑を☜保できない場ྜに㝈ってᨭのᡭが

ᕪしఙられるというものであった（ᕤ⸨ 2018E:27）。
このことは、本稿が主題としている生活保護㡿域とも

ᙉい⧅がりをもつ。このような政策は、生活保護を利

用しようとする者に対し、ࢸࢫグ࣐を与すること

に㈉⊩する機能をもつ。日本型福祉社会論は、生活保

護㡿域において、より㝈られた୍㒊の㈋ᅔ者のみをᨭ

の対象とすることを明言するものであり、国Ẹに対

して自助を要ㄳするࡔけでなく、生活保護を利用する

ことに㌋㌉いをぬえさせ、当該制度を利用する者に対

して、の意㆑をᙉ化することに㈉⊩したといえよう。 
�  
���ࠕ�� ྕ㏻▱ࠖと⏕άಖㆤ࣮࣮࢝࣡ࣝࣕࢩ࣮ࢯ�

�

� 日本型福祉社会論は、生活保護㡿域においてもその

ຠ力を発し、「123 ྕ通▱」へと結実していった。で

は、当時生活保護ソーシャルワークを実㊶していた福

祉ົᡤの現業員やᰝᐹ指導員はのようにこの政策

と対ᓖしていたのであࢁうか。 
� 田は、「123 ྕ通▱」がᗈくᾐ㏱していく要ᅉのひ

とつとして、福祉ົᡤにົする生活保護ソーシャ

ルワーカーのなかにある意㆑をᣲࡆている。それはす

なわち、生活保護ソーシャルワーカーのᗈい⠊ᅖに、

要保護㝵ᒙ、⿕保護㝵ᒙに対する౯್ዣ的な意㆑が

Ꮡᅾしていたという௬ㄝである（田 2014:294）。 
田は生活保護ソーシャルワーカーの基本的≉性とし

て、生活保護の要保護者、⿕保護者からの人ᶒ、生Ꮡ

ᶒの主ᙇを不ᛌにឤじる意㆑ならࡧに、それらの人々

の人᱁や人㛫性をᕪูする意㆑があったとする（田

2014:294）。田によれば、ᬑẁ、これらのឤを生

活保護ソーシャルワーカーはᢚᅽしているが、そこに

「123 ྕ通▱」が発出されたことが่⃭となったとす

る。「123 ྕ通▱」の≺いはᭀ力ᅋ員の不正ཷ⤥を㜵ࡄ

ことであったが、ୖグのように生活保護の対象となる

人々に対してዲましいឤをᢪいていない生活保護ソ

ーシャルワーカーは、「123 ྕ通▱」のෆᐜをᣑ大ゎ㔘

して、それを୍⯡の人々にもᗈࡆていったとする。そ

れを㉳Ⅼとして、生活保護をཷけけないỈ㝿సᡓや

㎡㏥ᒆのᙉ制による保護のᗫṆがᣑ大したとしている
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（田 2014:294-295）。 
このような௬ㄝをᥖࡆる田の論ᣐのひとつは、

田がᮾி㒔福祉ᒁにおいて実施した⫋員研ಟにおける

自㌟の経㦂である。田はその㝿、ཷㅮ生の生活保護

ソーシャルワーカーから、役人のẼ㉁や発想を⌮ゎし

ていないとの批判をཷけた。そのソーシャルワーカー

は、役人とは、ఫẸが自分のᶒ利や人ᶒを主ᙇしなが

らなにかの要ồをもってやってきた場ྜには、まࡎ㢌

をこࡎいで、要ồを㏥けると言った。そのうえで、当

者がែ度を変えて、お㢪いしますというែ度に出れ

ば、それについて考えるవ地があるとヰした（田

2014:295-296）。田の௬ㄝ論ᣐ 2 Ⅼ目は、田自㌟

が㛫᥋的に▱りえたある生活保護ソーシャルワーカー

の発言である。このソーシャルワーカーは、ດ力をし

てくれる人にはやさしくするが、そうではない場ྜは

ཝしく᥋するという。このようなែ度は、生活保護ソ

ーシャルワーカーが生活保護の引き⥾め≌引役として

ാく要ᅉとなったと田は考えている（田

2014:296-297）。 
田は社会Ꮫ者として、ୖ グのように「123 ྕ通▱」

の影響がᣑ大した要ᅉのひとつとして、生活保護ソー

シャルワーカーのᚰ性をᣲࡆているが、➹者はここで

この௬ㄝに対して、␗なるどⅬから田の௬ㄝに対し、

␗論を唱える。➹者がୖグの田が提♧する௬ㄝに対

する論のᮦ料としてᣲࡆるのは、公的ᢇ助研究㐠ື

ᅋయである国公的ᢇ助研究会（以ୗ、公ᢇ研）にᡤ

ᒓする࣓ンࣂーがグした当時のグ㘓である。公ᢇ研は

社会福祉研究㐠ືの୍⩼をᢸい、生活保護ソーシャル

ワーカーのᑓ㛛性向ୖと生活保護利用者のᶒ利をᏲる

ための㐠ືを今日に至るまで継続しているᅋయである

（大 2000）。公ᢇ研は、2001（平成 13）年に『生

活保護 50 年の㌶㊧－ソーシャルࢣーࢫワーカーと公

的ᢇ助のᒎ望』を発行している。同書のなかで、当時

公ᢇ研の会長であったᮡᮧは発หの意ᅗを次のように

㏙ている。 
 
� ⚾たち国公的ᢇ助研究会に㞟うものは、この㛫、

機関ㄅ『Ꮨห� 公的ᢇ助研究』のㄅୖで、ࠐ年にお

よࡪ生活保護制度のṔྐのⅬ検と、この制度の課題と

ᒎ望を多㠃的に検討してきた。この出∧≀はその≉㞟

を中ᚰとして、この㛫機関ㄅの⣬㠃でྲྀりୖࡆられた

ၥ題を課題ࡈとに構⠏したものであるが、その成ᯝ

を現場にࣇーࣂࢻックしてさらに㆟論を῝めていた

くとともに、国Ẹྛᒙがこのၥ題に関ᚰをᣢっていࡔ

たࡔくことを意ᅗして⦅㞟した（ᮡᮧ 2001:1）。 
 
� ୖグの意ᅗをもって⦅㞟されている同書には、本稿

でྲྀりୖࡆている「123 ྕ通▱」と関連する当時のグ

㏙が多くの生活保護ソーシャルワーカーからᐤせられ

ている。以ୗでは、それらのኌをྲྀりୖࡆることによ

って、田の先行研究とは␗なったഃ㠃をᥥき出す。 
� 以ୗは、ᮐᖠᕷの生活保護ソーシャルワーカーをṔ

任したᱱᕝのグ㏙である。 
 
୍ඵ୍年୍୍月の「生活保護の㐺性化実施の᥎進に

ついて」（いわࡺる「୍୕ྕ通▱」）が出されたとき

ᮐᖠᕷの⤌ྜは、ンࢣーࢺを実施して、「㐺正化」

対、不正ཷ⤥㜵Ṇにຠᯝがないが༙ᩘ、福祉ປാは生

きがいのあるであるが୕割という結ᯝでした。こ

の結ᯝを背景に「ᮐᖠ方ᘧ」という通▱を保護指導課

から出させました。同意書は୍ᚊにồめないこと、関

係先↷会は機Ე的に行わࡎ、その必要性について༑分

に検討することな。この時期としてᮐᖠはよくがࢇ

ばったと思います。その後、ᮐᖠᕷにおいて、ẕぶが

人のᏊもをṧしてṚஸ（୍ඵ年）、ワーカーの

同意書ഇ㐀（୍年）、ワーカーの保護費ブ （ྲ୍ྀ

୕年）と続き、その現場に居ྜわせた者として、

⫋場のΰは長い㛫続き、あのときの対ᛂながよか

ったのかと今でも思い出すことがあります。（ᱱᕝ

2001㸻2001:48） 
 
� ᱱᕝのグ㏙は、「123 ྕ通▱」に対する生活保護ソー

シャルワーカーのᛂが୍様なものではないことを♧

している。ୖ グにある「同意書は୍ᚊにồめないこと、

関係先↷会は行わࡎ、その必要性について༑分に検討

する」とする「ᮐᖠ方ᘧ」は、生活保護利用者にᐤり

ῧった方法であり、それが「ᮐᖠᕷはよくがࢇばった」

との自ᕫホ౯に⧅がったのであࢁう。その୍方で、

「123 ྕ通▱」が実ົにあたる生活保護ソーシャルワ

ーカーに㈇の影響を及ぼしたこともまた実である。

それらは、ᯇᓮによって以ୗのように⾲現されている。 
 
� 「㐺正化」政策がᒎ㛤されてからは、ࢣーࢫワーカ

ーは⣲直に人をಙじることができなくなった（ᯇᓮ

1994㸻2001:70）。 
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（田 2014:294-295）。 
このような௬ㄝをᥖࡆる田の論ᣐのひとつは、

田がᮾி㒔福祉ᒁにおいて実施した⫋員研ಟにおける

自㌟の経㦂である。田はその㝿、ཷㅮ生の生活保護

ソーシャルワーカーから、役人のẼ㉁や発想を⌮ゎし

ていないとの批判をཷけた。そのソーシャルワーカー

は、役人とは、ఫẸが自分のᶒ利や人ᶒを主ᙇしなが

らなにかの要ồをもってやってきた場ྜには、まࡎ㢌

をこࡎいで、要ồを㏥けると言った。そのうえで、当

者がែ度を変えて、お㢪いしますというែ度に出れ

ば、それについて考えるవ地があるとヰした（田

2014:295-296）。田の௬ㄝ論ᣐ 2 Ⅼ目は、田自㌟

が㛫᥋的に▱りえたある生活保護ソーシャルワーカー

の発言である。このソーシャルワーカーは、ດ力をし

てくれる人にはやさしくするが、そうではない場ྜは

ཝしく᥋するという。このようなែ度は、生活保護ソ

ーシャルワーカーが生活保護の引き⥾め≌引役として

ാく要ᅉとなったと田は考えている（田

2014:296-297）。 
田は社会Ꮫ者として、ୖ グのように「123 ྕ通▱」

の影響がᣑ大した要ᅉのひとつとして、生活保護ソー

シャルワーカーのᚰ性をᣲࡆているが、➹者はここで

この௬ㄝに対して、␗なるどⅬから田の௬ㄝに対し、

␗論を唱える。➹者がୖグの田が提♧する௬ㄝに対

する論のᮦ料としてᣲࡆるのは、公的ᢇ助研究㐠ື

ᅋయである国公的ᢇ助研究会（以ୗ、公ᢇ研）にᡤ

ᒓする࣓ンࣂーがグした当時のグ㘓である。公ᢇ研は

社会福祉研究㐠ືの୍⩼をᢸい、生活保護ソーシャル

ワーカーのᑓ㛛性向ୖと生活保護利用者のᶒ利をᏲる

ための㐠ືを今日に至るまで継続しているᅋయである

（大 2000）。公ᢇ研は、2001（平成 13）年に『生

活保護 50 年の㌶㊧－ソーシャルࢣーࢫワーカーと公

的ᢇ助のᒎ望』を発行している。同書のなかで、当時

公ᢇ研の会長であったᮡᮧは発หの意ᅗを次のように

㏙ている。 
 
� ⚾たち国公的ᢇ助研究会に㞟うものは、この㛫、

機関ㄅ『Ꮨห� 公的ᢇ助研究』のㄅୖで、ࠐ年にお

よࡪ生活保護制度のṔྐのⅬ検と、この制度の課題と

ᒎ望を多㠃的に検討してきた。この出∧≀はその≉㞟

を中ᚰとして、この㛫機関ㄅの⣬㠃でྲྀりୖࡆられた

ၥ題を課題ࡈとに構⠏したものであるが、その成ᯝ

を現場にࣇーࣂࢻックしてさらに㆟論を῝めていた

くとともに、国Ẹྛᒙがこのၥ題に関ᚰをᣢっていࡔ

たࡔくことを意ᅗして⦅㞟した（ᮡᮧ 2001:1）。 
 
� ୖグの意ᅗをもって⦅㞟されている同書には、本稿

でྲྀりୖࡆている「123 ྕ通▱」と関連する当時のグ

㏙が多くの生活保護ソーシャルワーカーからᐤせられ

ている。以ୗでは、それらのኌをྲྀりୖࡆることによ

って、田の先行研究とは␗なったഃ㠃をᥥき出す。 
� 以ୗは、ᮐᖠᕷの生活保護ソーシャルワーカーをṔ

任したᱱᕝのグ㏙である。 
 
୍ඵ୍年୍୍月の「生活保護の㐺性化実施の᥎進に

ついて」（いわࡺる「୍୕ྕ通▱」）が出されたとき

ᮐᖠᕷの⤌ྜは、ンࢣーࢺを実施して、「㐺正化」

対、不正ཷ⤥㜵Ṇにຠᯝがないが༙ᩘ、福祉ປാは生

きがいのあるであるが୕割という結ᯝでした。こ

の結ᯝを背景に「ᮐᖠ方ᘧ」という通▱を保護指導課

から出させました。同意書は୍ᚊにồめないこと、関

係先↷会は機Ე的に行わࡎ、その必要性について༑分

に検討することな。この時期としてᮐᖠはよくがࢇ

ばったと思います。その後、ᮐᖠᕷにおいて、ẕぶが

人のᏊもをṧしてṚஸ（୍ඵ年）、ワーカーの

同意書ഇ㐀（୍年）、ワーカーの保護費ブ （ྲ୍ྀ

୕年）と続き、その現場に居ྜわせた者として、

⫋場のΰは長い㛫続き、あのときの対ᛂながよか

ったのかと今でも思い出すことがあります。（ᱱᕝ
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シャルワーカーのᛂが୍様なものではないことを♧
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する」とする「ᮐᖠ方ᘧ」は、生活保護利用者にᐤり

ῧった方法であり、それが「ᮐᖠᕷはよくがࢇばった」

との自ᕫホ౯に⧅がったのであࢁう。その୍方で、

「123 ྕ通▱」が実ົにあたる生活保護ソーシャルワ

ーカーに㈇の影響を及ぼしたこともまた実である。

それらは、ᯇᓮによって以ୗのように⾲現されている。 
 
� 「㐺正化」政策がᒎ㛤されてからは、ࢣーࢫワーカ
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「㐺正化」政策が行われて以降、厚生┬が♧す┘ᰝ

の主║㡯、╔目Ⅼはࣗࣜ࣎ー࣒として、⚾が実ឤ

する㝈りでは、㹼භಸにቑຍしている。それࡔけ

に࢙ࢳックすき㡯がቑえており、ฎ⌮すき

ົも⦾㞧となったわけである。ゼၥすればあれこれ�

ばࡡックしてこれも⪺き、そのうえグ㘓も書か࢙ࢳ

ならࡎと、うしても家庭ゼၥよりもࢫࢹクワーク

中ᚰのになってしまう。今や、出かける行政か

ら待ちの行政へ、そして呼ࡧつける行政へとなって

いる（ᯇᓮ 1994㸻2001:72）。 
 

「㐺正化」政策は୕㹼ᅄ年で⫋場のࢣーࢫワーカー

を୍ᤲする人をとってきた。個ู性について考え

なくても決められたことを୍ᚊにすればよいとされ

たし、実施要㡿をㄞみこなせなくても、ࣗࢽ࣐ル

が⌮ゎできればよいとされたのである（ᯇᓮ 1994
㸻2001:74）。 

 
ୖグのグ㏙は、「123 ྕ通▱」の影響➼をཷけて実施

された生活保護の℃ᩆを㜵ࡄための「生活保護㐺正化」

政策の影響を㏙たものである。ここには、ୖ㏙の

田の௬ㄝ通り、当該政策が生活保護ソーシャルワーカ

ーに対して、利用者をうようになるための原ື力と

なっているഃ㠃がみられる。しかし、ୖグ、ᯇᓮのグ

㏙はそれに対し無ᢠにᚑおうとしているわけではな

い。そのような⫋場を変えていくດ力の必要性につい

て「現実ので無批判に『㐺正化』政策を実行して

いるのでは、▩┪ははなはࡔしくなる。における

は離させてはならない」と⾲明さࢿン࣍と࢚࣐ࢸࢱ

れているのである（ᯇᓮ 1994㸻2001:74）。同様の指

摘は⸨ᇛからも以ୗのように行われている。 
 

福祉見直し、行政ᨵ革、福祉切りᤞてという୍連

のṔྐ的₻ὶのなかで、厚生┬が大ⶶや会計検ᰝ㝔

のᅽ力にᒅし、「生活保護㐺性（原ᩥ࣐࣐）実施の不

➼ᘧ」をけたのࡔ。͐（␎）⨜にⴠちた≧ែと

はࢇな≧ἣなのか。生活保護の基本目的と⌮念で

ある国Ẹの᭱ప生活の保障が☜保されない現実が

次々と生まれていること、生活保護ᢸ当ࢣーࢫワー

カーのᑓ㛛性や自❧性が┿っ向からྰ定され、無制

㝈の人␗ືがᙉ行されて⫋場のⲨᗫがᛴ㏿に進行

し、多くの福祉ປാ者が、ാきがいや生きがいをዣ

いྲྀられてしまったこと、その結ᯝとして、⿕保護

ୡᖏの自❧への正しい助がᙅまり、㈋ᅔが生産

する≧ἣが㢧ᅾ化し、ᛴ進ᒎしていること➼々、い

れも、生活保護制度の᰿ᖿをᦂるがすၥ題≧ἣばࡎ

かりである（⸨ᇛ 2001㸻2001:65）。 
 

⸨ᇛのグ㏙は、日本型福祉社会論からὴ生した「123
ྕ通▱」の㈇の影響を生活保護ソーシャルワーカーが

⿕ることによって、それが生活保護利用者の不利┈に

⧅がっているとするものである。しかし、このような

論㏙を行いながらも⸨ᇛは以ୗのように自㌟の決意を

語っている。 
 

⚾は➨୍線のࢣーࢫワーカーや指導員の直㠃して

いるᅔ㞴をしっかりととらえ直し、あいఃし、関係

機関とも力をྜわせ、生活保護行政本᮶の社会的役

割をᯝたすく、ດ力を続けていきたいと思ってい

る（⸨ᇛ 2001㸻2001:66-67）。 
 

このグ㏙は、生活保護ソーシャルワーカー自㌟が当

時の生活保護政策に対してᢠおうとດ力する姿勢の⾲

れであり、ୖグの田の௬ㄝとは␗なる意見の⾲明で

ある。 
� また、「123 ྕ通▱」の影響が生活保護ソーシャルワ

ーカーのാく福祉ົᡤのなかでᚎ々に出てきたとす

る以ୗのグ㏙がある。 
 

୍ඵ୍年に出された「㐺正化」通▱が国つ模

で「ຠᯝ」を現してきたのが୍ඵභ年頃からであ

った（㧘田 2001㸻2001:117）。 
 

同様の指摘は、ᑿ⸨からも以ୗのように行われてい

る。 
 

୍ඵභ年くらいから、生活保護の❆ཱྀでのつ制、

な言ⴥで言いますと「Ỉ㝿సᡓ」と呼ばれるよう

なことが行われるようになったか、㡸㈓金ㄪᰝや

ᢇ㣴ㄪᰝながཝしくなってまいりました。あわせ

て、ᑵປ指導、をしなさいという指導がᙉまっ

てまいりました。ひとཱྀに生活保護の㐺正化と言わ

れてもいࢁいࢁなືきがあります。そういう中で保

護⋡は、ࡎっとୗがってまいったわけです（ᑿ⸨

2001㸻2001:180-181）。 
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えばこのこࢁ、ᰣᮌ┴బ㔝ᕷ福祉ົᡤでは、生

活保護の⏦ㄳ者に対してጾᅽ的なᩥ言を用いることに

よりࢸࢫグ࣐をᙉㄪするしおりをస成した。また、

横ᕷ ༡福祉ົᡤでは、生活保護⏦ㄳ要௳にはな

いᢇ㣴ㄳồやデ᩿書を⏦ㄳ者にồめることで、保護⏦

ㄳをᢚ制していた（ụ㇂ 2017:42-44）。このようなྲྀ

⤌みは、「Ỉ㝿సᡓ」と呼ばれるが、当時の厚生┬は先

㢌に❧って、国の福祉ົᡤへその実施をಁ進する

役割をᢸったのである。この影響をụ㇂は以ୗのよう

に㏙ている。 
�  
� � 㐺正化の᥎進による福祉ົᡤへの影響は大きく、

それまでの「ᘓ前」としてはあったࢣーࢫワーカー

と⿕保護者とのಙ㢗関係を前提とした生活保護行政

はྰ定され、要保護者を保護から㝖することが福

祉ົᡤの業ົであるとのㄆ㆑も生じている（ụ㇂

2017:45）。 
 
� � 㐺正化の国的᥎進により、ࢣーࢫワーカーに⿕

保護者へのどが㟢㦵に現れるែも生じ、⿕保護

者を生活保護から㝖するための㐪法な対ᛂが国

でᩘ多くなされたとの指摘がなされるに至っている

（ụ㇂ 2017:45）。 
 
� ୖグのグ㏙はこれまで㏙てきた田の௬ㄝがく

のㄗりではないことを♧すものといえよう。田の௬

ㄝ通り、生活保護ソーシャルワーカーが「123 ྕ通▱」

の影響をཷけた「生活保護㐺正化」政策の᥎進役とな

ったഃ㠃があることをụ㇂のグ㏙は♧している。 
 しかし、ୖグのụ㇂のグ㏙もすての自యが

「123 ྕ通▱」の影響をཷけた「生活保護㐺正化」政

策の᥎進役となったことを♧しているわけではない。

えば大㜰府ᯛ方ᕷでは、「123 ྕ通▱」をいかに㜼Ṇ

するかということにとまらࡎ、この通▱に象徴され

る生活保護のᶒ利ᐖをのように㣗いṆめるか。ま

た、そのような福祉ົᡤとして⫋場をᏲり、生活保

護ソーシャルワーカーとしての⫋ົやその人㛫性を

うᏲるかを主題とした「ᯛ方方ᘧ」がᒎ㛤された� �

（大 2000:284-300）。ᯛ方ᕷのようなྲྀ⤌みは、

国の自యのなかではᑡᩘに␃まるものである。しか

し、生活保護ソーシャルワーカーと利用者をᏲるため

のこのようなྲྀ⤌みがあったṔྐはᛀ༷されてはなら

ない。 

� 以ୖ、日本型福祉社会論の影響をཷけた「123 ྕ通

▱」と生活保護ソーシャルワーカーの関係について、

生活保護ソーシャルワーカーが同通▱の᥎進役をᢸっ

たとする田の௬ㄝは、୍㠃的なᤊえ方であるという

ことを明らかにした。 
 
�とめࡲ��

�

日本型福祉社会論の考えが公ᘧな形で提♧されてか

ら 2 年後に「123 ྕ通▱」は発出されている。ୖ㏙の

ように、日本型福祉社会論は公助の後㏥と自助、家族

㛫の共助をᙉㄪするものである。この考えにᚑえば、

公的ᢇ助に㢗ることは᭱後のᡭẁとなり、௬に生活保

護制度を利用することに至った場ྜには、その当者

に対してᙉいࢸࢫグ࣐を与することになる。「123
ྕ通▱」が出された直᥋的な⌮⏤は、前㏙のように、

ᭀ力ᅋの生活保護不正ཷ⤥に関するၥ題であるが、そ

の᰿ᗏには、公助の後㏥をその⌮念としている日本型

福祉社会論の影響があると➹者は考える。日本型福祉

社会論と「123 ྕ通▱」は、その⾲㠃をそう課題をู々

のものとして設定しながら、᰿ᗏでは公助を後㏥させ、

自助と家族㛫の共助をᙉㄪする姿勢が共通している。

「123 ྕ通▱」が発出された背景には、日本型福祉社

会を進ᒎさせたい政府の意向が含まれていたのではな

かࢁうか。 
� ୍方、「123 ྕ通▱」が本᮶の目的を㉸えてその影響

を発した⌮⏤について、田は生活保護ソーシャル

ワーカーの利用者に対するᕪู意㆑をᣲࡆているが、

田の主ᙇは生活保護ソーシャルワーカーの୍ഃ㠃を

切りྲྀっているに過ࡂない。田の௬ㄝにᚑえば、す

、ての生活保護ソーシャルワーカーが利用者に対し

ᕪู意㆑をᣢち、当者からのኌを不ᛌにឤじている

ものとしてཷけྲྀることも可能であるが、実㝿はその

ような୍ᯛᒾではない。そこには、利用者を想い、ᑡ

しでも生活保護制度を当者にとってよいものにして

いこうと考える生活保護ソーシャルワーカーがいたこ

とをᛀ༷してはならない。 
� 「123 ྕ通▱」が発出された後も、生活保護の℃⌫

を㜵ࡄことを目的とする「生活保護㐺正化」政策は、

今日に至るまで⧞り㏉し実施されている（ᡞ田 2021）。
また、自助と共助とᙉㄪして公助を後㏥させようとヨ

みる日本型福祉社会論の考え方も形を変えながら今日

まで同様の政策が実施されている。 
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えばこのこࢁ、ᰣᮌ┴బ㔝ᕷ福祉ົᡤでは、生

活保護の⏦ㄳ者に対してጾᅽ的なᩥ言を用いることに

よりࢸࢫグ࣐をᙉㄪするしおりをస成した。また、

横ᕷ ༡福祉ົᡤでは、生活保護⏦ㄳ要௳にはな

いᢇ㣴ㄳồやデ᩿書を⏦ㄳ者にồめることで、保護⏦

ㄳをᢚ制していた（ụ㇂ 2017:42-44）。このようなྲྀ

⤌みは、「Ỉ㝿సᡓ」と呼ばれるが、当時の厚生┬は先

㢌に❧って、国の福祉ົᡤへその実施をಁ進する

役割をᢸったのである。この影響をụ㇂は以ୗのよう

に㏙ている。 
�  
� � 㐺正化の᥎進による福祉ົᡤへの影響は大きく、

それまでの「ᘓ前」としてはあったࢣーࢫワーカー

と⿕保護者とのಙ㢗関係を前提とした生活保護行政

はྰ定され、要保護者を保護から㝖することが福

祉ົᡤの業ົであるとのㄆ㆑も生じている（ụ㇂

2017:45）。 
 
� � 㐺正化の国的᥎進により、ࢣーࢫワーカーに⿕

保護者へのどが㟢㦵に現れるែも生じ、⿕保護

者を生活保護から㝖するための㐪法な対ᛂが国

でᩘ多くなされたとの指摘がなされるに至っている

（ụ㇂ 2017:45）。 
 
� ୖグのグ㏙はこれまで㏙てきた田の௬ㄝがく

のㄗりではないことを♧すものといえよう。田の௬

ㄝ通り、生活保護ソーシャルワーカーが「123 ྕ通▱」

の影響をཷけた「生活保護㐺正化」政策の᥎進役とな

ったഃ㠃があることをụ㇂のグ㏙は♧している。 
 しかし、ୖグのụ㇂のグ㏙もすての自యが

「123 ྕ通▱」の影響をཷけた「生活保護㐺正化」政

策の᥎進役となったことを♧しているわけではない。

えば大㜰府ᯛ方ᕷでは、「123 ྕ通▱」をいかに㜼Ṇ

するかということにとまらࡎ、この通▱に象徴され

る生活保護のᶒ利ᐖをのように㣗いṆめるか。ま

た、そのような福祉ົᡤとして⫋場をᏲり、生活保

護ソーシャルワーカーとしての⫋ົやその人㛫性を

うᏲるかを主題とした「ᯛ方方ᘧ」がᒎ㛤された� �

（大 2000:284-300）。ᯛ方ᕷのようなྲྀ⤌みは、

国の自యのなかではᑡᩘに␃まるものである。しか

し、生活保護ソーシャルワーカーと利用者をᏲるため

のこのようなྲྀ⤌みがあったṔྐはᛀ༷されてはなら

ない。 

� 以ୖ、日本型福祉社会論の影響をཷけた「123 ྕ通

▱」と生活保護ソーシャルワーカーの関係について、

生活保護ソーシャルワーカーが同通▱の᥎進役をᢸっ

たとする田の௬ㄝは、୍㠃的なᤊえ方であるという

ことを明らかにした。 
 
�とめࡲ��

�

日本型福祉社会論の考えが公ᘧな形で提♧されてか

ら 2 年後に「123 ྕ通▱」は発出されている。ୖ㏙の

ように、日本型福祉社会論は公助の後㏥と自助、家族

㛫の共助をᙉㄪするものである。この考えにᚑえば、

公的ᢇ助に㢗ることは᭱後のᡭẁとなり、௬に生活保

護制度を利用することに至った場ྜには、その当者

に対してᙉいࢸࢫグ࣐を与することになる。「123
ྕ通▱」が出された直᥋的な⌮⏤は、前㏙のように、

ᭀ力ᅋの生活保護不正ཷ⤥に関するၥ題であるが、そ

の᰿ᗏには、公助の後㏥をその⌮念としている日本型

福祉社会論の影響があると➹者は考える。日本型福祉

社会論と「123 ྕ通▱」は、その⾲㠃をそう課題をู々

のものとして設定しながら、᰿ᗏでは公助を後㏥させ、

自助と家族㛫の共助をᙉㄪする姿勢が共通している。

「123 ྕ通▱」が発出された背景には、日本型福祉社

会を進ᒎさせたい政府の意向が含まれていたのではな

かࢁうか。 
� ୍方、「123 ྕ通▱」が本᮶の目的を㉸えてその影響

を発した⌮⏤について、田は生活保護ソーシャル

ワーカーの利用者に対するᕪู意㆑をᣲࡆているが、

田の主ᙇは生活保護ソーシャルワーカーの୍ഃ㠃を

切りྲྀっているに過ࡂない。田の௬ㄝにᚑえば、す

、ての生活保護ソーシャルワーカーが利用者に対し

ᕪู意㆑をᣢち、当者からのኌを不ᛌにឤじている

ものとしてཷけྲྀることも可能であるが、実㝿はその

ような୍ᯛᒾではない。そこには、利用者を想い、ᑡ

しでも生活保護制度を当者にとってよいものにして

いこうと考える生活保護ソーシャルワーカーがいたこ

とをᛀ༷してはならない。 
� 「123 ྕ通▱」が発出された後も、生活保護の℃⌫

を㜵ࡄことを目的とする「生活保護㐺正化」政策は、

今日に至るまで⧞り㏉し実施されている（ᡞ田 2021）。
また、自助と共助とᙉㄪして公助を後㏥させようとヨ

みる日本型福祉社会論の考え方も形を変えながら今日

まで同様の政策が実施されている。 
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� 本稿では、日本型福祉社会と生活保護制度、なかで

も 1981（昭和 56）年の「123 ྕ通▱」との関係を考

えるなかで、「123 ྕ通▱」の背景には日本型福祉社会

論の影響があることを㏙た。 
また、「123 ྕ通▱」がᗈがった⌮⏤のひとつとして、

生活保護ソーシャルワーカーの利用者に対するᕪู意

㆑をᣲࡆている先行研究を批判的に検討することによ

って、多様な生活保護ソーシャルワーカーの姿を明ら

かにした。先行研究では、生活保護ソーシャルワーカ

ーが「123 ྕ通▱」の᥎進役としてᥥかれている。本

稿において明らかにしたྐ実からもそのようなഃ㠃が

あることはྰ定できないが、すての生活保護ソーシ

ャルワーカーがそのような行ືをとったわけではない

のである。日本型福祉社会論の影響をཷけた「123 ྕ

通▱」に対し、本稿で明らかにしたような生活保護利

用者にᐤりῧう姿勢の生活保護ソーシャルワーカーが

いたことをṔྐのなかにᇙもれさせてはならない。➹

者は今後も、Ṕྐのなかにある多様な生活保護ソーシ

ャルワーカーの姿をᥥき出したいと考えている。 
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ASD 学生の修学および就労支援に関する総合的研究 

－チェンマイ大学における障害学生支援の実態調査を含む－ 
 

小川� 勤 
 

Comprehensive research on educational and employment support for ASD students 

; Including a fact-finding survey of support for students with disabilities at Chiang Mai University. 

Tsutomu OGAWA 
 

Summary 

This paper summarizes the results and issues of research on academic support and employment support for students 

with developmental disabilities, especially ASD students, over the past five years, supported by Grants-in-Aid for 

Scientific Research from the Japan Society for the Promotion of Science. 

The purpose of this research was to focus on the support process during the transition from university to society, based 

on the fact that students with developmental disabilities have many difficulties in employment due to the characteristics 

of their disabilities. We aim to help supporters acquire self-advocacy skills (hereinafter referred to as SAS), which is the 

ability to understand, explain to others, and take action to ask others for the support they need. The purpose of this 

research was to conduct research on support methods and how support should be provided in collaboration with 

off-campus employment transition support offices (hereinafter referred to as offices). 

As a result of the research, in order to obtain SAS in academic support at the university, it is necessary for ASD students 

to carefully examine the ASD students in advance before they directly convey the details of their request for 

accommodation to the teacher in charge of the class. be. This does not mean that it can be applied to any student with 

ASD who wishes to do so; it should only be targeted at students who are able to accept their disability to a certain extent, 

are able to express themselves, and are able to participate in skills practice conducted by the support office in advance. It 

turned out to be. In addition, when collaborating with employment transition support offices with the aim of acquiring 

SAS and making the transition from university to society even smoother for ASD students, etc., we first ask about the 

systems, functions, and approaches to employment support of each organization. It became clear through interviews 

with the people in charge of the disabled student support office at the workplace and university that it is important to 

have mutual understanding. It has been found that if this is not done sufficiently, a mismatch will occur on both sides. As 

a result, the type of collaboration between business establishments and universities has recently changed to one in which 

they take part in career education at universities, and then link them to participation in activities at the workplace. I 

was able to hear from university supporters. 

 .

�

１．はじめに�

2013（平成 25）年 6 月に制定された障害を理由と

する差別の解消の推進に関する法律（以下、障害者差

別解消法という）は、同法の附則第７条において、施

行（2016（平成 28）年４月）後３年を経過した場合

に事業者による合理的配慮の在り方その他の施行状況

について所要の見直しを行う旨規定されていた。この

ため、内閣府内に設置された障害者政策委員会は、

2019（平成 31）年 2 月より 11 回にわたる検討会を開

催し、2020（令和２）年６月に意見書を取りまとめた。 

この意見書等を踏まえ、同法の改正作業が実施され、

改正案が 2021（令和 3）年 5 月、参議院本会議で可決、

成立した。合理的配慮の提供を民間事業主（私立大学

を含む）に義務付けることなどを内容とする改正法が

2024（令和 6）年 6 月から施行される予定になってい
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る。 
このような୍㐃のືࡁは障害による差別を解消し、

ㄡࡶがศけ㝸てなࡃඹ生する♫会を実⌧することを┠

的としており、回の改正法によりこの┠的の㐩成に

より㏆࡙いてࡁたといえるかࡶしれない。 
➹者は 2019（令和ඖ年）年より、ࢼࣟࢥ⚝の下で 2

年間の⿵ຓᮇ間のᘏ㛗を含めこれまで 5 年間にわたっ

て᪥本学⾡⯆会の⛉研㈝⿵ຓをཷけながらⓎ㐩障害

学生、≉に ASD 学生の修学支援および就労支援に関

する研究を推進してࡁた。 
そこで、本ㄽᩥでは、これまでの研究の成ᯝを᫂ら

かにするととࡶㄢ㢟についてࡶまとめる。また、3 年

間以ୖにཬࢼࣟࢥࡪ⚝でᾏእ調査研究ࡶでࡁなかった

が、本年（2023（令和 5）年）9 月にࢱイᅜのチェン

マイ大学でᾏእ⌧ᆅ調査を実施した⤖ᯝࡏేࡶて᫂ら

かにする。これにより᪥本とᾏእの大学との障害学生

支援をᕠる同意Ⅼと┦㐪Ⅼを᫂らかにしていࡃ。 
�

㸰．⛉◊㈝⿵ຓࡢ✲◊ࡓࡁ࡚ࡅཷࢆᡂᯝㄢ㢟�

㸦１㸧⛉◊㈝⿵ຓࡢ✲◊ࡓࡁ࡚ࡅཷࢆ┠ⓗ�

本研究は㸪2019（令和ඖ）年にࢺ࣮ࢱࢫした。本研

究の┠的はⓎ㐩障害学生がその障害≉ᛶから就労に関

してከࡃのᅔ㞴をᢪえているという事実から㸪大学か

ら♫会⛣行する間の支援ࢫࢭࣟࣉに╔┠し㸪Ⓨ㐩障

害学生⮬らがࠕ⮬ศの障害≉ᛶを理解し㸪他者にㄝ᫂

し㸪⮬ศがᚲ要とする支援を他者にồめていࡃ行ືを

㉳こࡏるຊ 㸪ࠖすなわࡕ㸪࢟ࢫ࣭࣮ࢩ࢝࣎ࢻ࣭ࣇࣝࢭ

（ࣝ以下、SAS㸸⮬ᕫᶒ᧦ㆤຊ）の⋓ᚓを┠ᣦして㸪

支援者の支援方法ࡸ学እの就労⛣行支援事業所（以下、

事業所）と㐃ᦠした支援の在り方について研究を行う

ことを┠的とする研究で࠶った。 
 

㸦㸰㸧㹑㸿㹑⋓ᚓࡓࡢめࡢᏛෆ࡛ࡢ⤌ྲྀࡢᡂᯝ

�ㄢ㢟

� SAS を⋓ᚓするために、大学内では障害学生⮬らが

配慮㢪の内容をᤵ業ᢸᙜのඛ生に⮬らがㄝ᫂するなど

のάືに取り⤌ࡔࢇ。また、学内のྛ㒊ᒁの༠ຊをᚓ

て障害学生に学内イン࣮ࢱンࣉࢵࢩを実施した。大学

内の関ಀᶵ関ࡔけでなࡃ、生༠と㐃ᦠ࣭༠ຊして生༠

の事をయ㦂するࠕしࡈとチࣕࣞンࠖࢪにࡶ取り⤌ࢇ

 。ࡔ
� 学内イン࣮ࢱンࣉࢵࢩでは実施㒊ᒁとఱᗘにࡶΏる

事๓ᡴࡕ合わࡏを行ったୖでイン࣮ࢱンを実施したた

め、イン࣮ࢱンを実施した学生に࠶る⛬ᗘ SAS を⋓ᚓ

したೃが見られた。 
� ୍方、生༠におけるࠕしࡈとチェࣞンࠖࢪに取り⤌

まりⰾし࠶障害学生にᑐする生༠ഃからのホ౯はࡔࢇ

いࡶのではなかった。⮬ᕫ୰ᚰで事を࿘りの同と

༠調しながら実施でࡁていないというཝしいホ౯で࠶

った。 
学内ࡸ生༠での取⤌を㏻して㸪ḟのようなㄢ㢟が᫂

らかになった。学内イン࣮ࢱンࣉࢵࢩのように予め支

援がཷけられる⎔ቃが⏝意されている場合には、SAS 
等のࣝ࢟ࢫ⩦ᚓࡸ、⮬ᕫ理解ࡸ事理解を῝めること

は࠶る⛬ᗘ容᫆で࠶る。しかし、支援య制が༑ศᩚっ

ていない業実⩦ࡸ業イン࣮ࢱンࣉࢵࢩの場合には㸪

本ே⮬㌟が㧗い⬟ຊࡸᑓ㛛ࣝ࢟ࢫが࠶ったとしてࡶ㸪

⮬㌟の障害≉ᛶ理解ࡸ♫会ᛶを㧗めることが可⬟かど

うかはᮍ▱ᩘで࠶ることがศかった。また㸪࿘ᅖとの

関ಀᛶをୖᡭࡃ⠏けないというᙅࡳを⿵うࢽ࣮ࣞࢺン

の㊊から学内で実施することは࢘ࣁ࢘ࣀが大学のࢢ

㞴しいことが᫂らかになった。 
୍方㸪支援者は㸪業の就労⎔ቃに㐺したࣕࢩ࣮ࢯ

ࢽ࣮ࣞࢺなどの（以下、 SST）ࢢンࢽ࣮ࣞࢺࣝ࢟ࢫࣝ

ンࢢ方法を༑ศ理解でࡁない。これらのㄢ㢟は㸪学内

でいる。そこで㸪ࢇのၥ㢟を含ࡃないከࡁけで解決でࡔ

就労⛣行を㏻して業との関わりが῝ࡃ㸪就労支援に

ᑐしてከࡃの࢘ࣁ࢘ࣀをᣢつ就労⛣行支援事業所（以

下、事業所とࡪ）との㐃ᦠを⪃えるようになった。�  
㐃ᦠすることにより㸪SAS などのࣝ࢟ࢫを㛗いᮇ間

をかけて⫱てることがでࡁる。また㸪ࣝ࢟ࢫの⩦ᚓࡸ

ྥୖにྥけた取⤌を㏻して⮬ᕫ理解ࡸ事理解の῝

をᅗることがでࡁる。さらに㸪୧者が支援ࢫࢭࣟࣉを

ඹ᭷することで㸪就労支援でලయ的になったಶࠎのㄢ

㢟ࡸその⫼ᬒについて㸪୧者の立場ࡸ事を⪃慮しな

がらከゅ的にᤊえることがでࡁるようになり㸪᪩ᮇの

ㄢ㢟解決につながる。また㸪就⫋後の⫋業定╔にࡶᐤ

する。このように㐃ᦠすることにより㸪ከࡃの࣓ࣜ

㸪また㸪⛣行支援に関する᪂たࡁをᚓることがでࢺࢵ

な▱見をⓎ見することで㸪Ⓨ㐩障害学生の就⫋⋡のྥ

ୖに㈉⊩でࡁると⪃えた。 
 
㸦㸱㸧㹑㸿㹑⋓ᚓࡓࡢめࡢᏛᑵປ⛣⾜ᨭ

ᴗࡢ㐃ᦠࡢ⤌ྲྀࡢᡂᯝㄢ㢟�

ᚑ᮶のⓎ㐩障害学生支援は㸪ྛ⮬の障害≉ᛶにᛂࡌ

たᑐฎ⒪法的な支援が୰ᚰで࠶った。しかし㸪大学か
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関ಀᛶをୖᡭࡃ⠏けないというᙅࡳを⿵うࢽ࣮ࣞࢺン

の㊊から学内で実施することは࢘ࣁ࢘ࣀが大学のࢢ

㞴しいことが᫂らかになった。 
୍方㸪支援者は㸪業の就労⎔ቃに㐺したࣕࢩ࣮ࢯ

ࢽ࣮ࣞࢺなどの（以下、 SST）ࢢンࢽ࣮ࣞࢺࣝ࢟ࢫࣝ

ンࢢ方法を༑ศ理解でࡁない。これらのㄢ㢟は㸪学内

でいる。そこで㸪ࢇのၥ㢟を含ࡃないከࡁけで解決でࡔ

就労⛣行を㏻して業との関わりが῝ࡃ㸪就労支援に

ᑐしてከࡃの࢘ࣁ࢘ࣀをᣢつ就労⛣行支援事業所（以

下、事業所とࡪ）との㐃ᦠを⪃えるようになった。�  
㐃ᦠすることにより㸪SAS などのࣝ࢟ࢫを㛗いᮇ間

をかけて⫱てることがでࡁる。また㸪ࣝ࢟ࢫの⩦ᚓࡸ

ྥୖにྥけた取⤌を㏻して⮬ᕫ理解ࡸ事理解の῝

をᅗることがでࡁる。さらに㸪୧者が支援ࢫࢭࣟࣉを

ඹ᭷することで㸪就労支援でලయ的になったಶࠎのㄢ

㢟ࡸその⫼ᬒについて㸪୧者の立場ࡸ事を⪃慮しな

がらከゅ的にᤊえることがでࡁるようになり㸪᪩ᮇの

ㄢ㢟解決につながる。また㸪就⫋後の⫋業定╔にࡶᐤ

する。このように㐃ᦠすることにより㸪ከࡃの࣓ࣜ

㸪また㸪⛣行支援に関する᪂たࡁをᚓることがでࢺࢵ

な▱見をⓎ見することで㸪Ⓨ㐩障害学生の就⫋⋡のྥ

ୖに㈉⊩でࡁると⪃えた。 
 
㸦㸱㸧㹑㸿㹑⋓ᚓࡓࡢめࡢᏛᑵປ⛣⾜ᨭ

ᴗࡢ㐃ᦠࡢ⤌ྲྀࡢᡂᯝㄢ㢟�

ᚑ᮶のⓎ㐩障害学生支援は㸪ྛ⮬の障害≉ᛶにᛂࡌ

たᑐฎ⒪法的な支援が୰ᚰで࠶った。しかし㸪大学か

ASD 学生の修学支援および就労支援に関する総合的研究（小川� 勤） 
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ら♫会の⛣行を見ᤣえた支援では㸪障害学生⮬らが

障害≉ᛶを理解するととࡶに㸪⮬らの障害≉ᛶに合⮴

した事の理解というᩍ⫱的࣮ࣟࣉチからの支援が

Ḟかࡏない。このため㸪就労について㇏ᐩな࢘ࣁ࢘ࣀ 

をᣢつ就労支援事業所と㐃ᦠすることで㸪修学支援か

ら就労支援㸪さらに就労後のࣉࢵ࣮࢛ࣟࣇを含めた

ໟᣓ的࣭㛗ᮇ的な支援を含む実ຠᛶの㧗いᩍ⫱ࢢࣟࣉ

の⛣行がさを研究し㸪障害学生の大学から♫会࣒ࣛ

らにになることを┠ᣦした。ලయ的には就労⛣行

支援事業所との༠議を㏻して㸪⛣行支援におけるᶵ⬟

ᙺについて┦理解を῝めるために研究⿵ຓᮇ間ࡸ

୰に 6 つの就労⛣行支援事業所のゼၥ調査を実施した。

また、就労⛣行支援事業所において研究開Ⓨした SAS
⋓ᚓを┠ᣦしたᩍ⫱カ⦎を実施し㸪࣒ࣛࢢࣟࣉの᭷ຠ

ᛶを検ドするための‽ഛ作業に╔ᡭした。 
事業所をゼၥ調査したことにより、ྛ事業所には、

それࡒれ␗なった支援ᶵ⬟をᣢっていることが᫂らか

になった。 
６つの事業所について㸪その支援内容の実態と事業

所と大学との㐃ᦠの可⬟ᛶについて実態調査を実施し

た。６つの事業所（NDLHQ㸪3($.6 ⚄ᡞ��132 法ே࢚ࣜ

ン、XQVHOILVK㸪/,7$/,&2ࢰ ࣞ࢝ン࢚、ᗈᓥࢫࢡ࣮࣡

れのᅛ᭷の支援ᶵ⬟と事業所と大学ࡒは㸪それ（ࢪࢵ

の㐃ᦠのࢱࢫイࣝ（ᆺ）をᣢっている。�

⾲㸯に♧したように、それࡒれの事業所は␗なるᅛ

᭷の支援ᶵ⬟をᣢࡕ㸪さらにᚓ意とする支援ศ㔝ࡶ␗

なる。�

ලయ的には、業ഃの立場に立って㸪࢟ࢫ࣭ࣈࣙࢪ

ࣝྥୖを┠ᣦした࣭ࣈࣙࢪマࢵチンࢥ࣭ࣈࣙࢪࡸࢢ－

チンࢢを㔜どするࢱイࣉの事業所（NLHQ、XQVHOILVK㸸

ࡸϨ）。事業所の⏝者のᚓ意࣭ᚓ意の㒊ศࣉイࢱ

ேを見ᴟめる࣓ࢫࢭンࢺ（ホ౯）を㔜どし㸪࣑ࢥ

ながらேࡳン⬟ຊを㧗めるために㸪ᴦしࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗ
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୍方㸪大学との㐃ᦠࢱイࣉには㸪᭷ᩱで就労にᚲ要

な 667 、NLHQ）ࣉイࢱを提供するࣝ࢟ࢫ࣭ࣈࣙࢪࡸ

XQVHOILVK㸸㐃ᦠࢱイࣉϨ）ࡸ㸪$6' 学生の࣓ࢫࢭン

これまでの支援方法に関するሗ㸪ࡸᯝ⤖（ホ౯）ࢺ

支援をᕠるさまࡊまなࢻ࣮ࢯࣆ࢚等を大学からᚓる

ᙧで㐃ᦠするࢱイ132）ࣉ 法ேࣜࢰ࢚ン㸸㐃ᦠࢱイࣉ

ϩ）㸪さらに㸪大学のࣜࣕ࢟ᩍ⫱の୍㒊をᢸうᙧで�

㐃ᦠし㸪その後㸪事業所でのάືの参ຍに⤖び付

けるࢱイ6.$)3）ࣉ ⚄ᡞ、/,7$/,&2 、ᗈᓥࢫࢡ࣮࣡

がࣉイࢱϪ）などの㐃ᦠࣉイࢱ㸸㐃ᦠࢪࢵࣞ࢝ン࢚

�。ることが᫂らかになった࠶

 
㸦㸲㸧ᑵປ⛣⾜ᨭᴗᡤࡢ㐃ᦠࡿࡍ㝿ࡢ␃ព

Ⅼ�

大学はこれまで㸪学እの就労⛣行支援事業所とは࠶

まりᐦ᥋な関ಀを⠏いてこなかった。しかし㸪平成��

年�月の障害者差別解消法の施行以㝆㸪大学は合理的

な配慮の提供のほⅬから$6'などのⓎ㐩障害学生の⛣

行支援にこれまで以ୖに㸪配慮していかなけれࡤなら

なࡃなった。このため㸪大学在学୰から⏝可⬟な学

እの事業所をά⏝して㸪就労支援の実をᅗっていか

なけれࡤならない。�

たࡔし㸪⾲㸯に♧すようにྛ事業所は就労支援に関

しては㸪それࡒれᅛ᭷のᶵ⬟を᭷している。このため㸪

障害学生がᕼᮃする支援をᚲࡎしࡶ༑ศཷけられる

わけではない。୍方㸪就労⛣行支援事業所は大学ࡸ障

害学生のさまࡊまな事をᚲࡎしࡶ༑ศ理解してい

るわけではない。したがって㸪障害学生の⛣行支援に

ᑐするࢬ࣮ࢽにマࢵチした事業所で࠶るかどうかを

༑ศྫྷして⏝するᚲ要が࠶る。�

このように大学と事業所との㐃ᦠの在り方を⪃える
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㝿には㸪それࡒれの就労支援にᑐするయ制ࡸᶵ⬟㸪⪃

え方について᭱ึに┦理解することが大ษで࠶る。�

� 事実、この௳について、ྛ大学の障害学生支援ᐊ

のᢸᙜ者にࣜࣄンࢢした⤖ᯝ、ᙜึは事業所との

㐃ᦠ࣭༠ຊに関しては、$6' 学生の࣓ࢫࢭンࢺ（ホ

౯）⤖ᯝࡸこれまでの支援方法に関するሗ㸪支援

をᕠるさまࡊまなࢻ࣮ࢯࣆ࢚等を大学からᚓるᙧ

で㐃ᦠする㐃ᦠࢱイࣉϩを┠ᣦしたが、ḟ第に事業

所と大学との㐃ᦠにᑐする⪃え方の㐪いࡸ事業所

でのάືに関して大学からの参ຍ者が㐪和ឤをぬ

えたりする等により、⌧在はୖグに♧した㐃ᦠࢱイ

ᩍ⫱の୍㒊をᢸうࣜࣕ࢟大学の、ࡕϪ、すなわࣉ

ᙧで㐃ᦠし㸪その後㸪事業所でのάືの参ຍに⤖

び付けるࢱイࣉにኚわってࡁているという意見を

大学の支援者から⪺ࡃことがከࡃなった。�

本研究ではୖグに♧したように、大学で༑ศでࡁな

い㒊ศを事業所がᣢっている࢘ࣁ࢘ࣀをって SAS

等の⋓ᚓにάかしていࡃことがでࡁれࡤと⪃えたが、

どうࡶそこまでは⌧実的には行かないことが᫂らかに

なった。事業所がᣢっている障害者㞠⏝のሗの本ே

┦ࡳなᝎࠎ障害者㞠⏝に関するᵝࡸの提供ಖㆤ者ࡸ

ㄯ等の方が大学からのࢬ࣮ࢽが㧗いことが᫂らかにな

った。 

 

㸱．ᾏእࡢᏛにࡿࡅ࠾㞀ᐖᏛ⏕ᨭ≦⌧ࡢㄢ

㢟�

㸦１㸧࣐࢙ࣥࢳᏛࡢᴫせ�

回ゼၥ調査を実施したࢱイᅜのチェンマイ大

学（以下、CMU）は、1964 年㸯月にࢱイで᭱ึの

ᆅ方大学として設された。CMU はࢱイ㒊ᆅᇦ

では୍␒の大学で࠶り、㒊で၏୍のᅜ立総合大学

となっている。学生ᩘは⣙ 37,000 ྡで、ࣂンࢡࢥ

以እでは᭱大規ᶍをり、学⾡㠃でࡶ㧗いホ౯をཷ

けるࢱイでࡶᒅᣦのᅜ立の総合大学で࠶る。ࢱイは

学Ṕ♫会とゝわれており、ࣛン࢟ンୖࢢの大学ฟ

㌟者のከࡃはࢱイ業ࡔけでなࡃ᪥⣔業で⟶理

者としてά㌍しているேがከい。ࢱイの大学ࣛン࢟

ンࢢ（RANKING WEB OF UNIVERSITIES 内に

る࠶ Thailand(World Rank)（እ㒊ࣜンࢡ））では、

イᅜ内で、第ࢱ 1 のᅜ立マࢻࣄン大学（࣮ࢥࢼン

第、（┴࣒ࢺࣃ 2 のᅜ立 チࣗࣛࣟンࢥン大学（ࣂ

ンࢡࢥ）にḟいで、第 3 となっている。 

CMU には学㒊としては、㎰業、ᘓ⠏学、経Ⴀ、

⛉学、࢚ンࣜࢽࢪンࢢ、ேᩥ⛉学、♫会⛉学、ᩍ

⫱、ⱁ⾡、経῭、法律、マ࣑ࢥࢫ、政と行政、་

学、་⒪⛉学、┳ㆤ学、ṑ学、⸆学、⋇་、㎰業、

㟁Ẽᕤ学、ሗᢏ⾡などのከࡃの学㒊が࠶る。また、

᪥本ㄒ学⛉はேᩥ学㒊᪥本ㄒ学⛉に࠶る。᪥本ㄒ学

⛉では、᪥本の大学の㸯年間の␃学ࣛࢢࣟࣉ

が設けられている。ධ学ᮇは࣒ 8 月、༞業ᮇ㸸

5 月となっている。 

 

㸦㸰㸧࣐࢙ࣥࢳᏛにࡿࡅ࠾㞀ᐖ⪅ᨭࡢᐇែ 

CMU における障害学生支援は主に、ࠕDisability�

Support� Services（以下、DSS）ࠖ が୰ᚰ的に実施

している。回、DSS の Associate Professor Dr. 

Ratchaneekorn Tongsookdee (Dr.Pia)Ặから直᥋、

CMU における障害学生支援の⌧状とㄢ㢟について

たので、以下、その内容ࡁすることがでࢢンࣜࣄ

を⤂する。 

 

㸦㸰㸫１㸧ཷධ㞀ᐖᏛ⏕ᩘ�

⾲ 2 の㏻りで、CMU では᭱㏆支援をᕼᮃする障

害学生のⓏ㘓者ᩘがయ的にቑຍしている。また、

ධ学Ⅼでุ᫂している障害学生ᩘࡶቑຍしてい

る。 

学生の在⡠ᩘ（⣙ 37,000 ྡ）にẚてᑡᩘで࠶

るとឤࡌたのでこのⅬをఛったとこࢁ、₯在的に☜

かにࡶっとከいかࡶしれないが、ࢱイᅜの場合、᪥

本以ୖに小学ᰯẁ㝵からࢽ࣮ࣜࢡࢫンࢢをཷけ、Ⓨ

㐩障害等の障害の࠶る学生࣭生ᚐをᢕᥱしているࢣ

生ά支援ࡸ⫱から≉別支援ᩍࢁᗂいこ、ࡃがከࢫ࣮

が行われているとのことで࠶った。そのため、CMU

ධ学Ⅼから࠶る⛬ᗘ、Ⓨ㐩障害等の障害の࠶る学

生をᢕᥱしているとのことで࠶った。 

イᅜの障害学生支援のࢱ、した୰でࢢンࣜࣄ

య的な≉ᚩをᩍえてࡶらったので、以下、᫂らかに

する。 

ձࢱイ政府ࡸ大学は障害者の支援に✚ᴟ的で࠶る。 

ղከࡃの大学が障害の࠶る学生をཷけධれている。 

ճከࡃの学生࣭生ᚐが大学ධ学๓に≉別支援ᩍ⫱ࢥ

 。ているࡁをཷㅮしてࢫ࣮
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᪥本ㄒ学⛉はேᩥ学㒊᪥本ㄒ学⛉に࠶る。᪥本ㄒ学

⛉では、᪥本の大学の㸯年間の␃学ࣛࢢࣟࣉ

が設けられている。ධ学ᮇは࣒ 8 月、༞業ᮇ㸸

5 月となっている。 

 

㸦㸰㸧࣐࢙ࣥࢳᏛにࡿࡅ࠾㞀ᐖ⪅ᨭࡢᐇែ 

CMU における障害学生支援は主に、ࠕDisability�

Support� Services（以下、DSS）ࠖ が୰ᚰ的に実施

している。回、DSS の Associate Professor Dr. 

Ratchaneekorn Tongsookdee (Dr.Pia)Ặから直᥋、

CMU における障害学生支援の⌧状とㄢ㢟について

たので、以下、その内容ࡁすることがでࢢンࣜࣄ

を⤂する。 

 

㸦㸰㸫１㸧ཷධ㞀ᐖᏛ⏕ᩘ�

⾲ 2 の㏻りで、CMU では᭱㏆支援をᕼᮃする障

害学生のⓏ㘓者ᩘがయ的にቑຍしている。また、

ධ学Ⅼでุ᫂している障害学生ᩘࡶቑຍしてい

る。 

学生の在⡠ᩘ（⣙ 37,000 ྡ）にẚてᑡᩘで࠶

るとឤࡌたのでこのⅬをఛったとこࢁ、₯在的に☜

かにࡶっとከいかࡶしれないが、ࢱイᅜの場合、᪥

本以ୖに小学ᰯẁ㝵からࢽ࣮ࣜࢡࢫンࢢをཷけ、Ⓨ

㐩障害等の障害の࠶る学生࣭生ᚐをᢕᥱしているࢣ

生ά支援ࡸ⫱から≉別支援ᩍࢁᗂいこ、ࡃがከࢫ࣮

が行われているとのことで࠶った。そのため、CMU

ධ学Ⅼから࠶る⛬ᗘ、Ⓨ㐩障害等の障害の࠶る学

生をᢕᥱしているとのことで࠶った。 

イᅜの障害学生支援のࢱ、した୰でࢢンࣜࣄ

య的な≉ᚩをᩍえてࡶらったので、以下、᫂らかに

する。 

ձࢱイ政府ࡸ大学は障害者の支援に✚ᴟ的で࠶る。 

ղከࡃの大学が障害の࠶る学生をཷけධれている。 

ճከࡃの学生࣭生ᚐが大学ධ学๓に≉別支援ᩍ⫱ࢥ

 。ているࡁをཷㅮしてࢫ࣮

ASD 学生の修学支援および就労支援に関する総合的研究（小川� 勤） 
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մࢱイᅜにおいては障害のࢪ࣮ࣜࢺ（㑅別）につ

いては、小さいこࢁからࢽ࣮ࣜࢡࢫンࢢをཷけ、

小学ᰯから㧗ᰯまで、学ᰯの援ຓをཷけながらຮ

ᙉしている。大学にධ学すると、とࢇど㐺ᛂ⬟

ຊを㌟に付けている。 
յմの㏻り、大学における支援者は、ධ学Ⅼから、

障害の࠶る学生の障害の✀㢮ࡸこれまでの支援

の内容をᢕᥱしている。 
նCMU の場合には、インࣈࢩ࣮ࣝࢡ学ᰯおよび≉

別支援学ᰯの༞業生はᑡᩘで࠶る。 
շCMU の場合には学生がデ᩿書をᣢっているか、

ᣢっていないかは᫂で࠶る。 
 
㸦㸰㸫㸰㸧ཷධ㞀ᐖᏛ⏕ࡢ✀㢮�

2023年ᗘにⓏ㘓されているཷධ障害者 50ྡの

障害の✀㢮とその合は⾲ 3 のとおりで࠶る。 

㌟య障害が 25 ྡとయの 50㸣を༨めている。

ḟに⫈ぬ障害が 14 ྡでయの 28㸣となっている。

これにより、CMU の場合にはいわࡺるࠕ┠に見

える障害ࠖ学生の支援を୰ᚰに行っていることが

わかる。ణし、ᢸᙜ者からのሗでは ASD と他

の障害との㔜」した障害をᣢっている学生は

యの 34%となっているそうࡔ。それにしてࡶ、᪥

本の大学の場合には ASD 等のⓎ㐩障害の࠶る学

生にᑐする支援の合が⢭⚄障害の࠶る学生の

ḟにከいのとẚてᑐ⛠的な合となっている。

この理由として、CMU がධ学㑅ᢤ➇தの⃭しい

大学（ࢱイᅜで第 3 のࣛン࢟ンࢢの大学）で࠶

り、ASD 学生の内、かなり学ຊに⮬ಙの࠶る学生

しかཷ㦂しないといった事ࡸ小学ᰯからⓎ㐩

障害等のࢽ࣮ࣜࢡࢫンࢢが進ࢇでいることがཎ

ᅉの୍つと⪃えられる。 
 

㸦㸰㸫㸱㸧ྛ㞀ᐖにᑐࡿࡍᨭෆᐜ�

� ྛ障害の✀㢮にᛂࡌて、ලయ的などのような支

援を実施しているのかを⪺いたとこࢁ、ୖグ２－

２で♧したように DSS がᑐᛂしている障害✀は

㌟య障害、⫈ぬ障害等のいわࡺるࠕ┠に見える障

害ࠖ学生の修学支援を୰ᚰに行っている。このた

め、᪥本の大学がᑐᛂしている支援内容、支援方

法と大ࡁな㐪いはなかった。そこで、どぬ障害お

よび⫥య⮬由、ASD のⓎ㐩障害学生の支援内容

をここで⤂する。 
ձ⫈ぬ障害 
（㔜ᗘの⫈ぬ障害の場合）�  
࣭ᡭヰ㏻ヂ 
࣭ᤵ業の⿵⩦ࡸㅮ義 
（㞴⫈の場合） 
࣭⿵⫈ჾ 
࣭ゝㄒ⒪法 
࣭ㄢእᤵ業࣭ㅮ義 
ղ⫥య⮬由 
࣭㌴いす 
࣭Ṍ行ჾ 
࣭MP3  ࣮ࢲ࣮ࢥࣞࢻン࢘ࢧ
 ࣮チェࢫࣂ࣭
࣭ᡭすり 
࣭㟁ື㏦㏄ࢫࣂ 
࣭障害学生ᑅ 
࣭㌴いすࡸṌ行ჾの࣓ンࢼࢸンࢫࣅ࣮ࢧࢫ 
࣭⿵⩦ᤵ業の実施 
ճASD 学生 
A࣭SD ᚰ理学にᇶ࡙ࡃ⮬㛢࢘࢝ンࣜࢭンࢢἋ㹜

 ࢫࣅ
࣭行ື調ᩚ࣮ࣟࣉチ 
࣭ᚰ理学者または⢭⚄⛉་による࣮ࣆࣛࢭ 
࣭㹀㹓㹂㹂㹗࣒ࣛࢢࣟࣉ 
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࣭≉別ᤵ業ࡸㅮ義 
ୖグの Buddy とは、ࠕ௰間、௰Ⰻࡃなるࠖとい

う意を᭷し、Buddy system = ┦༠ຊ方ᘧと

いう⏝ㄒでࡶ⏝される。 Buddy Program は、

᪥本ㄒ会ヰ、ᤵ業のࢱࢫࢩンࢺ、᪥ᖖ生άの┦

ㄯなど、ཷධ学生の生ά⯡をࢺ࣮࣏ࢧすること

を意する。 
� なお、ឤ࣭行ື障害の࠶る学生にᑐしてୖࡶ

グճの ASD 学生と同ᵝな支援内容を提供してい

るとのことࡔった。 
� ୖグからわかるように┠に見える障害に関す

る DSS の支援内容は、᪥本の大学の支援内容と

大ࡁなࡕがいはない。しかし、CMU がかなり大

規ᶍな総合大学で࠶るため、大学内のᚰ理学者ࡸ

⢭⚄⛉་を⤌⧊的にά⏝し、࣮ࣆࣛࢭ、デ᩿など

を実施しているⅬはチェンマイ大学のே的ࣜࢯ

 。たࡌを᭷ຠにά⏝しているとឤࢫ࣮
 

㸦㸰㸫㸲㸧㹁㹋㹓にࡿࡅ࠾㞀ᐖᏛ⏕ࡢᑵປᨭ�

� CMU では障害学生の就労支援をලయ的にどの

ように行っているがをࣜࣄンࢢしたとこࢁ、

DSS では࢜ンࣛイン࣭ て障害学ࡌを㏻ࢺ࣮ࢣン

生の㞠⏝状況をᢕᥱしているとのことࡔった。ま

た、㟁ヰࡸ LINE ࢫࢹによる㠀බᘧのࢪ࣮ࢭࢵ࣓

ンをά⏝して、事の‶㊊ᗘに関するࣙࢩࢵ࢝

ሗࡸ DSS のධがᚲ要な解決すࡁၥ㢟がⓎ生

しているかどうかをᢕᥱするようにດめている

とのことࡔった。 
� また、障害学生の就労支援をᅗるために CMU
内の他の関㐃⤌⧊と㐃ᦠすることが࠶るかどう

かを⪺いたとこࢁ、以下のような回⟅をᚓた。 
ձ DSS は 学 内 ⤌ ⧊ の Social � Innovation�
Foudation と༠ຊして、障害の࠶る学生のᩍ⫱ᮇ

間୰に㞠⏝し、༞業後の就労ࣝ࢟ࢫを㌟に付けさ

 。ることをዡບしているࡏ
ղDSS は障害の࠶る学生にᑐしてຠᯝ的なᒚṔ

書の書ࡁ方をᣦᑟしている。 
ճ学生が労ാᕷ場に⛣行する๓に就⫋㠃᥋の㝿

に㉁ၥに的☜に⟅え、⮬ಙを付けさࡏるための就

⫋㠃᥋ࣙࢩ࣮࣑ࣞࣗࢩンを実施している。この㝿

に、㠃᥋の᭹ࡸ㠃᥋‽ഛの方をేࡏてᣦᑟ

している。 
� この㎶りは᪥本の大学と同ᵝな取⤌を実施し

ていることがศかった。 
 

㸦㸰㸫㸳㸧㹂㹑㹑にࡿࡅ࠾άືࡢᡂᯝࡸㄢ㢟ࡢࢆ

�ࡢࡿ࠸࡚ࡋにά࠺ࡼ

� 回のゼၥ調査にᑐして୰ᚰとなってᑐᛂし

ていたࡔいた Ratchaneekorn ඛ生（ࣛチ࣮ࣕࢽ

ンᩍᤵ）に࣮ࢥ DSS の支援άືの成ᯝࡸㄢ㢟

をどのようにάかしているのかをࣜࣄンࢢし

た⤖ᯝ、障害の࠶る学生にᑐしてㅮᖌࣂࢻࡸイ

たࡃを改ၿしていࢫࣅ࣮ࢧ⫱が提供するᩍ࣮ࢨ

めの条௳、ᅔ㞴ᛶ、解決策を᥈るためにከࡃの研

究がこれまで行われてࡁたそうࡔ。 
 

㸦㸰㸫㸴㸧㹂㹑㹑ࡀ㞀ᐖᏛ⏕ࢆᨭࡿࡍ㝿ࡸ㹂㹑㹑

ၥ㢟Ⅼࡸㄢ㢟ࡿ࠸࡚࠼㝿に⌧ᅾᢪࡃ࠸࡚ࡋ㐠Ⴀࢆ

に࠺ࡼࡢ࡚࠸ࡘに⪃ࡢࡿ࠸࡚࠼�

ୖグの㉁ၥに Ratchaneekorn ඛ生（ࣛチ࣮ࣕࢽ

ンᩍᤵ）からは以下のような回⟅をᚓるこ࣮ࢥ

とがでࡁた。 
ձ㹁㹋㹓から提供されているᩍ⫱のᶵ会には、ま

 。ての障害が含まれていないす、ࡔ
ղ㹁㹋㹓から提供されているᩍ⫱のᶵ会には、ま

 。ᑓᨷが含まれていないࡸての施設す、ࡔ
ճ障害の࠶る学生は障害の࠶るேを支援するし

しれないが、⮬ศࡶるか࠶とを経㦂したことがࡈ

の研究ศ㔝においてはそのような支援をཷけた

経㦂がない。 
մ障害の࠶る学生の୰には᪂しい⎔ቃࡸ同に

័れるのが㞴しかったり、すてのฟ㈝を㈥う༑

ศなお㔠がないなど、事にⱞ労し、事に‶

をឤࡌているேࡶいる。 
 

㸲．ศᯒ�

⛉研㈝の研究⿵ຓをཷけた 5年間にわたる本研

究の┠的はⓎ㐩障害学生がその障害≉ᛶから就

労に関してከࡃのᅔ㞴をᢪえているという事実

から㸪大学から♫会⛣行する間の支援ࢫࢭࣟࣉ

に╔┠し㸪Ⓨ㐩障害学生⮬らがࠕ⮬ศの障害≉ᛶ

を理解し㸪他者にㄝ᫂し㸪⮬ศがᚲ要とする支援

を他者にồめていࡃ行ືを㉳こࡏるຊ 㸪ࠖすなわ

࢟ࢫ࣭࣮ࢩ࢝࣎ࢻ࣭ࣇࣝࢭ㸪ࡕ （ࣝ以下、SAS㸸
⮬ᕫᶒ᧦ㆤຊ）の⋓ᚓを┠ᣦして㸪支援者の支

援方法ࡸ学እの就労⛣行支援事業所と㐃ᦠした
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࣭≉別ᤵ業ࡸㅮ義 
ୖグの Buddy とは、ࠕ௰間、௰Ⰻࡃなるࠖとい

う意を᭷し、Buddy system = ┦༠ຊ方ᘧと

いう⏝ㄒでࡶ⏝される。 Buddy Program は、

᪥本ㄒ会ヰ、ᤵ業のࢱࢫࢩンࢺ、᪥ᖖ生άの┦

ㄯなど、ཷධ学生の生ά⯡をࢺ࣮࣏ࢧすること

を意する。 
� なお、ឤ࣭行ື障害の࠶る学生にᑐしてୖࡶ

グճの ASD 学生と同ᵝな支援内容を提供してい

るとのことࡔった。 
� ୖグからわかるように┠に見える障害に関す

る DSS の支援内容は、᪥本の大学の支援内容と

大ࡁなࡕがいはない。しかし、CMU がかなり大

規ᶍな総合大学で࠶るため、大学内のᚰ理学者ࡸ

⢭⚄⛉་を⤌⧊的にά⏝し、࣮ࣆࣛࢭ、デ᩿など

を実施しているⅬはチェンマイ大学のே的ࣜࢯ

 。たࡌを᭷ຠにά⏝しているとឤࢫ࣮
 

㸦㸰㸫㸲㸧㹁㹋㹓にࡿࡅ࠾㞀ᐖᏛ⏕ࡢᑵປᨭ�

� CMU では障害学生の就労支援をලయ的にどの

ように行っているがをࣜࣄンࢢしたとこࢁ、

DSS では࢜ンࣛイン࣭ て障害学ࡌを㏻ࢺ࣮ࢣン

生の㞠⏝状況をᢕᥱしているとのことࡔった。ま

た、㟁ヰࡸ LINE ࢫࢹによる㠀බᘧのࢪ࣮ࢭࢵ࣓

ンをά⏝して、事の‶㊊ᗘに関するࣙࢩࢵ࢝

ሗࡸ DSS のධがᚲ要な解決すࡁၥ㢟がⓎ生

しているかどうかをᢕᥱするようにດめている

とのことࡔった。 
� また、障害学生の就労支援をᅗるために CMU
内の他の関㐃⤌⧊と㐃ᦠすることが࠶るかどう

かを⪺いたとこࢁ、以下のような回⟅をᚓた。 
ձ DSS は 学 内 ⤌ ⧊ の Social � Innovation�
Foudation と༠ຊして、障害の࠶る学生のᩍ⫱ᮇ

間୰に㞠⏝し、༞業後の就労ࣝ࢟ࢫを㌟に付けさ

 。ることをዡບしているࡏ
ղDSS は障害の࠶る学生にᑐしてຠᯝ的なᒚṔ

書の書ࡁ方をᣦᑟしている。 
ճ学生が労ാᕷ場に⛣行する๓に就⫋㠃᥋の㝿

に㉁ၥに的☜に⟅え、⮬ಙを付けさࡏるための就

⫋㠃᥋ࣙࢩ࣮࣑ࣞࣗࢩンを実施している。この㝿

に、㠃᥋の᭹ࡸ㠃᥋‽ഛの方をేࡏてᣦᑟ

している。 
� この㎶りは᪥本の大学と同ᵝな取⤌を実施し

ていることがศかった。 
 

㸦㸰㸫㸳㸧㹂㹑㹑にࡿࡅ࠾άືࡢᡂᯝࡸㄢ㢟ࡢࢆ

�ࡢࡿ࠸࡚ࡋにά࠺ࡼ

� 回のゼၥ調査にᑐして୰ᚰとなってᑐᛂし

ていたࡔいた Ratchaneekorn ඛ生（ࣛチ࣮ࣕࢽ

ンᩍᤵ）に࣮ࢥ DSS の支援άືの成ᯝࡸㄢ㢟

をどのようにάかしているのかをࣜࣄンࢢし

た⤖ᯝ、障害の࠶る学生にᑐしてㅮᖌࣂࢻࡸイ

たࡃを改ၿしていࢫࣅ࣮ࢧ⫱が提供するᩍ࣮ࢨ

めの条௳、ᅔ㞴ᛶ、解決策を᥈るためにከࡃの研

究がこれまで行われてࡁたそうࡔ。 
 

㸦㸰㸫㸴㸧㹂㹑㹑ࡀ㞀ᐖᏛ⏕ࢆᨭࡿࡍ㝿ࡸ㹂㹑㹑

ၥ㢟Ⅼࡸㄢ㢟ࡿ࠸࡚࠼㝿に⌧ᅾᢪࡃ࠸࡚ࡋ㐠Ⴀࢆ

に࠺ࡼࡢ࡚࠸ࡘに⪃ࡢࡿ࠸࡚࠼�

ୖグの㉁ၥに Ratchaneekorn ඛ生（ࣛチ࣮ࣕࢽ

ンᩍᤵ）からは以下のような回⟅をᚓるこ࣮ࢥ

とがでࡁた。 
ձ㹁㹋㹓から提供されているᩍ⫱のᶵ会には、ま

 。ての障害が含まれていないす、ࡔ
ղ㹁㹋㹓から提供されているᩍ⫱のᶵ会には、ま

 。ᑓᨷが含まれていないࡸての施設す、ࡔ
ճ障害の࠶る学生は障害の࠶るேを支援するし

しれないが、⮬ศࡶるか࠶とを経㦂したことがࡈ

の研究ศ㔝においてはそのような支援をཷけた

経㦂がない。 
մ障害の࠶る学生の୰には᪂しい⎔ቃࡸ同に

័れるのが㞴しかったり、すてのฟ㈝を㈥う༑

ศなお㔠がないなど、事にⱞ労し、事に‶

をឤࡌているேࡶいる。 
 

㸲．ศᯒ�

⛉研㈝の研究⿵ຓをཷけた 5年間にわたる本研

究の┠的はⓎ㐩障害学生がその障害≉ᛶから就

労に関してከࡃのᅔ㞴をᢪえているという事実

から㸪大学から♫会⛣行する間の支援ࢫࢭࣟࣉ

に╔┠し㸪Ⓨ㐩障害学生⮬らがࠕ⮬ศの障害≉ᛶ

を理解し㸪他者にㄝ᫂し㸪⮬ศがᚲ要とする支援

を他者にồめていࡃ行ືを㉳こࡏるຊ 㸪ࠖすなわ

࢟ࢫ࣭࣮ࢩ࢝࣎ࢻ࣭ࣇࣝࢭ㸪ࡕ （ࣝ以下、SAS㸸
⮬ᕫᶒ᧦ㆤຊ）の⋓ᚓを┠ᣦして㸪支援者の支
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支援の在り方について研究を行うことで࠶った。 
� そこで、この┠的にἢって研究してࡁた成ᯝと
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㸳．⤖ㄽ�

本ㄽᩥは⛉研㈝の⿵ຓをཷけた研究成ᯝをまと

めたࡶので࠶る。本研究を㏻して࢝࣎ࢻ࣭ࣇࣝࢭ

の⋓ᚓを┠ᣦして大学の内እ（SAS）ࣝ࢟ࢫ࣭࣮ࢩ

でᵝࠎな取⤌を実㦂的に行うととࡶに、その成ᯝと

ㄢ㢟をୖグに4のศᯒのように࠶る⛬ᗘ♧すことが

でࡁたとឤࡌている。 
ᙜึ、本研究をጞめる๓にᵓしていたᛮᝨとは

␗なり、ASD 学生等の SAS ⋓ᚓࡸ大学から♫会

のな⛣行に就労⛣行支援事業所が᭷ຠにά⏝

でࡁるのではないかと⪃えていたが、⌧実は大学が

⪃えるࢬ࣮ࢽと事業所が⪃える支援内容との間で

実的には事業所と大学との㐃ᦠのᙧ⌧、ࡌが生ࣞࢬ

が大学のࣜࣕ࢟ᩍ⫱の୍㒊をᢸうᙧで㐃ᦠし㸪そ

の後㸪事業所でのάືの参ຍに⤖び付けるࢱイࣉ

にኚわってࡁているという事実を᫂らかにするこ

とがでࡁた。その意では、本研究の┠的ࡸ意ᅗと

はᑡし␗なるࡶのとなったが、ᶵ⬟ࡶ⪃え方ࡶ␗な

る 2 つの⤌⧊が㐃ᦠ࣭༠ຊし、成ᯝをୖࡆていࡃた

めには、事๓のヰし合いを㏻して༑ศな┦理解と

実施ୖⓎ生したㄢ㢟を解決していࡃための⥅⥆的

な調ᩚ作業の㔜要ᛶをษ実にឤࡌ取ることがでࡁ

た。 
大学と事業所の㐃ᦠ࣭༠ຊ関ಀが後どのように

Ⓨᒎ࣭ᣑ大するかは⌧Ⅼではわからない㒊ศがከ

いが、ASD 学生ࡸ障害の࠶る学生が♫会でά㌍し

ていࡃඹ生♫会を┠ᣦしていࡃので࠶れࢱ、ࡤイの

チェンマイ大学での学的での⤌⧊的な取⤌とそ

れをࣉࢵࢡࢵࣂする୰ኸ政府のࣉࢵࢡࢵࣂが

なりよりࡶḞかࡏないことが本研究を㏻ࡌて᫂ら

かになった。 
 
 

ㅰ㎡�

本研究は JSPS ⛉研㈝ 19k02931 のຓ成をཷけたࡶ

のです。 
�  
ཧ⪃࣭ᘬ⏝ᩥ⊩࣭㈨ᩱ�

���チェンマイ大学障害学生支援ᐊ（'66）'66 の 'U��

5DWFKDQHHNRUQ�7RQJVRRNGHH��'U�3LD�Ặより提供

していたࡔいた&08の障害学生支援に関する関ಀ

㈨ᩱ�

障害者差別解消法改正をわかり ࠕイࣟ㏻ಙ࣑ࣛ��

解ㄝ。業にồめられるጼໃとは㸽ࠖࡃすࡸ

���������� ᪥∧�

KWWSV���ZZZ�PLUDLUR�FR�MS�EORJ�SRVW��������

��

�� S-POOLࠕ障害者差別解消法とは㸽合理的配慮ࡸ

⨩則についてࡶ解ㄝࠖ�

KWWSV���SOXV�VSRRO�FR�MS�DUWLFOH�HOLPLQDWH�

GLVFULPLQDWLRQ�DFW�KWPO� �

�� 障害者㞠⏝࣒ࢥࢺࢵࢻ�障害者㞠⏝ࣂࢻイࢨ

࣮�ᯇඃᏊ +5SURࠕ令和 �年のࠕ障害者差別解消

法ࠖの改正で民間業のࠕ合理的配慮ࠖが法的義

務。業のᙳ㡪とは㸽 、ࠖ�����������

KWWSV���ZZZ�KUSUR�FR�MS�VHULHVBGHWDLO�SKS"W

BQR �����

��令和ඖ年 � 月 �� ᪥ࠕ᪂しい௦の≉別支援ᩍ⫱

の在り方に関する᭷㆑者会議配ᕸ㈨ᩱ������

��᪥本学生支援ᶵᵓࠕ�令和 � 年ᗘ（���� 年ᗘ）障

害の࠶る学生の修学支援に関する実態調査 �ࠖ���。�

��小川勤㸪ࠕࠕ合理的配慮ࠖとࠕ支援య制の見直しࠖ

をめࡄってࠖ�ᩥ㒊⛉学ᩍ⫱㏻ಙ 1�。���㸪

S����������。�

��小川勤ࠕ�Ⓨ㐩障害学生にᑐする⛣行支援のᇶ本

的⪃え方̿⛣行支援における学内እ支援⤌⧊と

の㐃ᦠ࣭༠ຊ̿ 㸪ࠖࠗ 大学ᩍ⫱学会ㄅ 第࠘ �� ྕ��㸪

S。����������。�

��小川勤ࠕ�Ⓨ㐩障害学生にᑐする⤌⧊的支援の⌧

状とㄢ㢟について 㸪ࠖࠗ 大学ᩍ⫱学会ㄅ �࠘���㸪S。

����������。�

���小川勤ࠕ�就労支援事業所と㐃ᦠした $6' 学生の

⛣行支援－大学と就労⛣行支援事業所との᭷ᶵ

的㐃ᦠに関する⪃ᐹ－㸪㟼ᒸ⚟♴大学⣖要��ྕ㸪

S。���。����。�

���小川勤ࠕ�インࣈࢩ࣮ࣝࢡᩍ⫱とࢸࣜࣅࢩࢭࢡ

㧗大᥋⥆および大学から就労に⮳る⛣行支－

援に関する総合的研究－㸪㟼ᒸ⚟♴大学⣖要 ��

ྕ㸪S。���。����。�

���∦ᒸ⨾⳹ࠕ�Ⓨ㐩ẁ㝵と障害≉ᛶにᛂࡌたࣝࢭ

ࣇ࣭ ࣭࣮ࢩ࢝࣎ࢻ ᩍ⫱の実ド的研究ࣝ࢟ࢫ 㸪ࠖࠗ平

成 ��㹼�� 年ᗘ⛉研㈝ຓ成事業࠘�����。�

���㧗ᶫ▱㡢⦅�ᒾ⏣῟Ꮚ他ࠕ�Ⓨ㐩障害の࠶る大学

生の支援ࠖ�㔠Ꮚ書ᡣ�������
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社会保障と地域福祉 
－社会保険を中心として地域包括ケアシステムを考察する－ 

 

渡邊英勝 
 

Social security and community welfare 
－Examining community comprehensive care systems with a focus on social insurance－ 

 
Hidemasa WATANABE 

 
 
はじめに�

� 介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支え合

う仕組みとして 2000 年にスタートして、令和５年１

月現在、� 第１号被保険者数は、3,584 万人となって

いる。要介護（要支援）認定者数は、693.3 万人で、

うち男性が 219.9 万人、女性が 473.4 万人となってい

る。要介護・要支援認定者数は 2021 年 2 月末現在で

666 万人（第 1 号被保険者のみ）に達し、過去と比較

すると、2000 年が 218 万人なので開始以来 3 倍とな

っている。保険料は 2000 年度全国平均 2,911 円であ

ったが、2021 年度～2023 年度の第８期介護保険事業

計画期間における 65 歳以上の介護保険の第１号保険

料の月額の全国平均は 6,014 円である。2025 年には

8,200 円になると予測されている。 
� 総務省は 2023 年 4 月 12 日に昨年 10 月 1 日時点で

の 65 歳以上の高齢化率は 29.0%で、75 歳以上の人口

はより大幅増加傾向にあり、人口の占める割合として

過去最高の 15.5%となり、日本の総人口に占める割合

としては人口の約 1/3 は 65 歳以上という計算となる。� �  
2025 年には、団塊の世代すべてが 75 歳以上となり、

2040 年には、団塊ジュニア世代が 65 歳以上になるな

ど、人口の高齢化は、今後、さらに進展することが予

想されている。 
� 介護保険法は、平成 17年（2005年）、平成 20年（2008
年）、平成 23 年（2011 年）、平成 26 年（2014 年）、 
平成 29 年（2017 年）、令和２年（2020 年）「地域共

生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する

法律」と、複数回改正されている。 
� また、2005（平成 17）年の介護保険法改正で「地

域包括ケアシステム」という言葉が初めて使われ、「地

域包括支援センター」の創設が打ち出された。その後、

2011（平成 23）年の同法改正で、条文に「自治体が

地域での自立した生活の支援に関する施策を包括的に

推進すべきである」としている。そして、2014（平成

26）年「医療介護総合確保推進法」が施行され、地域

包括ケアシステムの構築が全国的に進められるように

なった。 
� 地域包括ケアシステムとは、「ニーズに応じた住宅が

提供されることを基本とした上で、生活上の安全・安

心・健康を確保するために、医療や介護のみならず、

福祉サービスを含めた様々な生活支援サービスが日常

生活の場（日常生活圏域）で適切に提供できるような

地域での体制」（地域包括ケア研究会、2008）である。 
それは、住まい、生活支援、介護、医療、予防などの

サービスが、おおむね 30 分でかけつけられる圏域で

提供されるとされ、地域社会全体として、24 時間サ

ービスを提供できる仕組みである。さらに、近隣住民

やボランティアなどの参加を得ながら、フォーマル・

インフォーマル両方で、また、医療保険制度の両分野

から、高齢者を地域で支えていくものである。 
地域包括ケアシステムは、「自助・互助・共助・公助」

それぞれの地域の関係者の参加によって形成される。 
� 自助とは、自分の力で住み慣れた地域で暮らすため

に、福祉・介護サービスを購入したり、自らの健康に

注意を払ったり、健康維持をしたり、病気やケガをし

たとき受診をするといった、個人の生活課題を解決す

る力である。 
� 互助とは、近隣住民・家族・友人・ボランティアな

どが助け合い、それぞれが抱える生活課題をお互いが

解決し合う力である。費用負担が制度的に裏付けられ
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ていない自Ⓨ的な支え合いである。自治会など地⦕組

⧊の活ື、地༊社༠活ື、ボランティア・NPO 等に

よる生活支援など幅ᗈい活ືがある。 
� 共助（保険）とは、制度化された┦互ᢇ助のことで

あり、医療、年㔠、介護保険、社会保険制度など被保

険者による┦互の負担で成り立っているものである。 
� 公助とは、自助・互助・共助ではᑐ応出来ないこと

にᑐして生活保障を行う社会福祉制度のことである。

⛯による負担で成り立ち、「一⯡㈈※による高齢者の福

祉事業」「生活保護」「人ᶒ᧦護・ᚅᑐ策」といった

生活保障制度や社会福祉制度のことをいう。 
� 地域福祉を推進する仕組みである「地域包括ケアシ

ステム」がຠᯝ的にᶵ⬟するためには、「4 つの助（自

助・互助・共助・公助）」の仕組みが㔜要である。 
� 「共助・公助」はල体的に援助をするための確かな

制度ではあるが、ᑡᏊ高齢化による担いᡭ㊊や㈈ᨻ

≧ἣなどから今後大幅なᣑは㞴しいと言われている。 
そのため「自助・互助」が期ᚅされており、「自助」を

基本にし、地域全体を支え合う「互助」の体制をసっ

ていく事がồめられている。 
� そのために、地域住民に㌟近なᏑ在であるᕷ⏫ᮧが

中心となって、NPO 法人、民間業、༠同組合、ボ

ランティア、社会福祉法人、社会福祉༠㆟会、地⦕組

⧊、介護サービス事業者、シルࣂー人ᮦセンター、⪁

人ࢡラࣈ、家ᨻ፬⤂介ᡤ、ၟᕤ会、民生ጤဨ等の生活

支援サービスを担う事業体と㐃ᦠしながら、ከ様な

日常生活上の支援体制の実・ᙉ化ཬࡧ高齢者の社会

参加の推進を一体的にᅗっていくことを┠的とする生

活支援体制ᩚഛ事業が開始されたり、᪂しい総合事業

による介護予防・生活支援サービス事業（ゼၥᆺサー

ビス・㏻ᡤᆺサービス・生活支援サービス）が᪂設さ

れたりと、これから地域包括ケアシステムに介入して

いくにあたって、ྛ 地域の実に合わࡏた「自助」「互

助」推し進めていく傾向がఛわれる。 
� 本ㄽでは、「自助」「互助」に注┠するのではなく、

あまり注┠されない「共助」についてᩚ⌮し、地域福

祉推進や地域包括ケアシステムとの関㐃性をぢ┤し、

地域包括ケアシステムを構築するための、「共助」のᙺ

割を確認していくことを┠的とする。 
♫ಖ㝤ไᗘ�

� 日本においては、社会保障制度が国民の生活をᏲっ

ているが、社会保障制度は、ල体的には「社会保険」、

「社会福祉」、「公的ᢇ助」、「保健医療・公⾗⾨生」の

4 つのᰕで構成されている。 
ࣜスࢡには病気やケガ、Ṛஸ、出⏘、⪁齢、介護、

ኻ業、ປാ⅏ᐖなどがあり、それぞれのࣜスࢡにᑐし

て「国民健康保険・健康保険」「ཌ生年㔠保険・国民年

㔠」「介護保険」「㞠用保険」「ປാ者⅏ᐖ⿵ൾ保険」の

5 ✀㢮がある。 
� ᗈ⩏の社会保険はというと、上グの 5 ✀㢮であるが、

「国民健康保険・健康保険」「ཌ生年㔠保険・国民年㔠」

「介護保険」の 3 つを、⊃⩏の社会保険とࡪ場合が

ある。「㞠用保険」「ປാ者⅏ᐖ⿵ൾ保険」をປാ保険

とࡪ。 
� 以ୗ、な社会保険についてᴫㄝしていくが、介護

保険と国民健康保険については⣬幅の㒔合で割ឡする。 
（１）ປാ者⅏ᐖ⿵ൾ保険（ປ⅏保険） 
� ປാ者⅏ᐖ⿵ൾ保険は、業務上の事⏤、事業が同

一人でない以上の事業に使用されるປാ者（以ୗ「複

数事業ປാ者」という。）の以上の事業の業務を要ᅉ

とする事⏤ཪは㏻によるປാ者の負യ、病、障ᐖ、

Ṛஸ等にᑐして㎿㏿かつ公正な保護をするため、ᚲ要

な保険⤥付を行い、あわࡏて、業務上の事⏤、複数事

業ປാ者の以上の事業の業務を要ᅉとする事⏤ཪは

㏻により負യし、ཪは病にかかったປാ者の社会

ᖐのಁ進、ᙜヱປാ者ཬࡧその㑇族の援護、ປാ者

の安全ཬࡧ⾨生の確保等をᅗり、もってປാ者の福祉

の増進にᐤすることを┠的としている。 
� その保険⤥付の✀㢮として、ձ療㣴⿵ൾ⤥付、ղఇ

業⿵ൾ⤥付、ճയ病⿵ൾ年㔠、մ障ᐖ⿵ൾ⤥付、յ障

ᐖ⿵ൾ年㔠ᕪ額一時㔠、ն障ᐖ⿵ൾ๓払一時㔠、շ介

護⿵ൾ⤥付、ո㑇族⿵ൾ年㔠、չ㑇族⿵ൾ年㔠๓払一

時㔠、պ㑇族⿵ൾ一時㔠、ջⴿ⚍料がある。上グ以እ

に、以上の事業の業務を要ᅉとして負യし、ཪは

病にかかった場合にປാ者にᑐして支⤥される「複数

業務要ᅉ⅏ᐖ」。ປാ者が㏻により被った負യ、病、

障ᐖまたはṚஸ」にᑐし支⤥する「㏻⅏ᐖ」がある。� �  
また、保険⤥付以እに過ປṚのཎᅉである、⬻⾑⟶

ᝈ、心⮚ᝈを事๓にᢕᥱし、適切な保健ᣦᑟを行

う「ḟ健康診᩿等⤥付」。業務⅏ᐖ、複数業務要ᅉ⅏

ᐖ、㏻⅏ᐖを被った被⅏ປാ者の円な社会ᖐを

ಁ進するための事業、被⅏ປാ者の介護の援護、㑇族

のᑵᏛの援護、㈨㔠の㈚付けによる援護等の「社会

ᖐಁ進等事業」がある。 
� そして、社会ᖐಁ進事業には、ປ⅏保険の⤥付㔠

にあわࡏて、ປ⅏保険で⿵ൾされる㔠額に上ࡏして
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ていない自Ⓨ的な支え合いである。自治会など地⦕組

⧊の活ື、地༊社༠活ື、ボランティア・NPO 等に

よる生活支援など幅ᗈい活ືがある。 
� 共助（保険）とは、制度化された┦互ᢇ助のことで

あり、医療、年㔠、介護保険、社会保険制度など被保

険者による┦互の負担で成り立っているものである。 
� 公助とは、自助・互助・共助ではᑐ応出来ないこと

にᑐして生活保障を行う社会福祉制度のことである。

⛯による負担で成り立ち、「一⯡㈈※による高齢者の福

祉事業」「生活保護」「人ᶒ᧦護・ᚅᑐ策」といった

生活保障制度や社会福祉制度のことをいう。 
� 地域福祉を推進する仕組みである「地域包括ケアシ

ステム」がຠᯝ的にᶵ⬟するためには、「4 つの助（自

助・互助・共助・公助）」の仕組みが㔜要である。 
� 「共助・公助」はල体的に援助をするための確かな

制度ではあるが、ᑡᏊ高齢化による担いᡭ㊊や㈈ᨻ

≧ἣなどから今後大幅なᣑは㞴しいと言われている。 
そのため「自助・互助」が期ᚅされており、「自助」を

基本にし、地域全体を支え合う「互助」の体制をసっ

ていく事がồめられている。 
� そのために、地域住民に㌟近なᏑ在であるᕷ⏫ᮧが

中心となって、NPO 法人、民間業、༠同組合、ボ

ランティア、社会福祉法人、社会福祉༠㆟会、地⦕組

⧊、介護サービス事業者、シルࣂー人ᮦセンター、⪁

人ࢡラࣈ、家ᨻ፬⤂介ᡤ、ၟᕤ会、民生ጤဨ等の生活

支援サービスを担う事業体と㐃ᦠしながら、ከ様な

日常生活上の支援体制の実・ᙉ化ཬࡧ高齢者の社会

参加の推進を一体的にᅗっていくことを┠的とする生

活支援体制ᩚഛ事業が開始されたり、᪂しい総合事業

による介護予防・生活支援サービス事業（ゼၥᆺサー

ビス・㏻ᡤᆺサービス・生活支援サービス）が᪂設さ

れたりと、これから地域包括ケアシステムに介入して

いくにあたって、ྛ 地域の実に合わࡏた「自助」「互

助」推し進めていく傾向がఛわれる。 
� 本ㄽでは、「自助」「互助」に注┠するのではなく、

あまり注┠されない「共助」についてᩚ⌮し、地域福

祉推進や地域包括ケアシステムとの関㐃性をぢ┤し、

地域包括ケアシステムを構築するための、「共助」のᙺ

割を確認していくことを┠的とする。 
♫ಖ㝤ไᗘ�

� 日本においては、社会保障制度が国民の生活をᏲっ

ているが、社会保障制度は、ල体的には「社会保険」、

「社会福祉」、「公的ᢇ助」、「保健医療・公⾗⾨生」の

4 つのᰕで構成されている。 
ࣜスࢡには病気やケガ、Ṛஸ、出⏘、⪁齢、介護、

ኻ業、ປാ⅏ᐖなどがあり、それぞれのࣜスࢡにᑐし

て「国民健康保険・健康保険」「ཌ生年㔠保険・国民年

㔠」「介護保険」「㞠用保険」「ປാ者⅏ᐖ⿵ൾ保険」の

5 ✀㢮がある。 
� ᗈ⩏の社会保険はというと、上グの 5 ✀㢮であるが、

「国民健康保険・健康保険」「ཌ生年㔠保険・国民年㔠」

「介護保険」の 3 つを、⊃⩏の社会保険とࡪ場合が

ある。「㞠用保険」「ປാ者⅏ᐖ⿵ൾ保険」をປാ保険

とࡪ。 
� 以ୗ、な社会保険についてᴫㄝしていくが、介護

保険と国民健康保険については⣬幅の㒔合で割ឡする。 
（１）ປാ者⅏ᐖ⿵ൾ保険（ປ⅏保険） 
� ປാ者⅏ᐖ⿵ൾ保険は、業務上の事⏤、事業が同

一人でない以上の事業に使用されるປാ者（以ୗ「複

数事業ປാ者」という。）の以上の事業の業務を要ᅉ

とする事⏤ཪは㏻によるປാ者の負യ、病、障ᐖ、

Ṛஸ等にᑐして㎿㏿かつ公正な保護をするため、ᚲ要

な保険⤥付を行い、あわࡏて、業務上の事⏤、複数事

業ປാ者の以上の事業の業務を要ᅉとする事⏤ཪは

㏻により負യし、ཪは病にかかったປാ者の社会

ᖐのಁ進、ᙜヱປാ者ཬࡧその㑇族の援護、ປാ者

の安全ཬࡧ⾨生の確保等をᅗり、もってປാ者の福祉

の増進にᐤすることを┠的としている。 
� その保険⤥付の✀㢮として、ձ療㣴⿵ൾ⤥付、ղఇ

業⿵ൾ⤥付、ճയ病⿵ൾ年㔠、մ障ᐖ⿵ൾ⤥付、յ障

ᐖ⿵ൾ年㔠ᕪ額一時㔠、ն障ᐖ⿵ൾ๓払一時㔠、շ介

護⿵ൾ⤥付、ո㑇族⿵ൾ年㔠、չ㑇族⿵ൾ年㔠๓払一

時㔠、պ㑇族⿵ൾ一時㔠、ջⴿ⚍料がある。上グ以እ

に、以上の事業の業務を要ᅉとして負യし、ཪは

病にかかった場合にປാ者にᑐして支⤥される「複数

業務要ᅉ⅏ᐖ」。ປാ者が㏻により被った負യ、病、

障ᐖまたはṚஸ」にᑐし支⤥する「㏻⅏ᐖ」がある。� �  
また、保険⤥付以እに過ປṚのཎᅉである、⬻⾑⟶

ᝈ、心⮚ᝈを事๓にᢕᥱし、適切な保健ᣦᑟを行

う「ḟ健康診᩿等⤥付」。業務⅏ᐖ、複数業務要ᅉ⅏

ᐖ、㏻⅏ᐖを被った被⅏ປാ者の円な社会ᖐを

ಁ進するための事業、被⅏ປാ者の介護の援護、㑇族

のᑵᏛの援護、㈨㔠の㈚付けによる援護等の「社会

ᖐಁ進等事業」がある。 
� そして、社会ᖐಁ進事業には、ປ⅏保険の⤥付㔠

にあわࡏて、ປ⅏保険で⿵ൾされる㔠額に上ࡏして

社会保障と地域福祉－社会保険を中心として地域包括ケアシステムを考察する－（渡邊英勝） 
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支⤥される≉ู支⤥㔠がある。 
（２）㞠用保険 
� 㞠用保険は、ປാ者がኻ業した場合ཬࡧປാ者につ

いて㞠用の⥅⥆がᅔ㞴となる事⏤が生じた場合にᚲ要

な⤥付を行う。また、ປാ者が自ら⫋業に関するᩍ⫱

カ⦎を受けた場合、ປാ者がᏊを㣴⫱するためのఇ業

をした場合に⤥付を行う。そして、ປാ者の生活ཬࡧ

㞠用の安定をᅗり、ᑵ⫋をಁ進し、⫋業の安定に㈨す

るため、ኻ業の予防、㞠用≧ែの正、㞠用ᶵ会の増

大、ປാ者の⬟力の開Ⓨཬࡧ向上そのປാ者の福祉

の増進をᅗることを┠的としている。 
� 㞠用保険は大きく「ኻ業等⤥付」「⫱ඣఇ業⤥付」「㞠

用保険２事業（㞠用安定事業、⬟力開Ⓨ事業）」の୕つ

がある。 
Ϩ㸬ኻ業等⤥付 

ኻ業等⤥付には、ồ⫋者⤥付・ᑵ⫋ಁ進⤥付・ᩍ⫱

カ⦎⤥付・㞠用⥅⥆⤥付の㸲つがある。 
１）ồ⫋者⤥付 

ồ⫋者⤥付は、一⯡被保険者、高年齢被保険者、▷

期㞠用≉被保険者、日㞠ປാ被保険者それぞれにᑐ

して㐪う⤥付が行われる。 
ձ一⯡被保険者にᑐするồ⫋者⤥付は基本ᡭᙜ、ᢏ⬟

⩦得ᡭᙜ、ᐤᐟᡭᙜ、യ病ᡭᙜの 4 つがある。 
a㸬基本ᡭᙜは一⯡にኻ業ᡭᙜと言われている。㞠用

保険の被保険者が、定年、ಽ⏘、ዎ約期間の‶等に

より㞳⫋し、ኻ業中に支⤥されるものである。仕事に

ᑵく意ᚿと⬟力があると認められない場合は支⤥ᑐ㇟

とならない。㞠用保険の被保険者期間が過去 2 年間で

㏻算 12 ࣨ月以上（≉定⌮⏤㞳⫋者・≉定受⤥㈨᱁者

の場合は 1 年間に㏻算して 6 か月以上）であった時に

支⤥される。ኻ業ᡭᙜの㔠額は「㈤㔠日額」の 50%～

80%の支⤥率をけてồめられる。㞠用保険の被保険

者であった期間に応じて、90 日～150 日分支⤥される。 
たࡔし、会社㒔合（ಽ⏘や解㞠など）の場合、≉定受

⤥㈨᱁者等として 90 日～330 日となる。さらに、ᡤ

定⤥付日数分の基本ᡭᙜの支⤥ࡔけでは᭷ຠなຠᯝを

Ⓨできない場合、ᘏ㛗⤥付という制度が設けられて

いる。ኻ業の認定を受けようとする受⤥㈨᱁者は、㞳

⫋後、⟶㎄公共⫋業安定ᡤに出㢌し、ồ⫋の⏦し㎸み

をしなけれࡤならない。 
b㸬ᢏ⬟⩦得ᡭᙜ 
� ᢏ⬟⩦得ᡭᙜは、受⤥㈨᱁者が公共⫋業安定ᡤ㛗の

ᣦ♧した公共⫋業カ⦎等を受ける場合に、その公共⫋

業カ⦎等を受ける期間について支⤥するものである。 
「受ㅮᡭᙜ」と「㏻ᡤᡭᙜ」があり、受ㅮᡭᙜは 40
日分を㝈度として 1 日 500 円支⤥され、㏻ᡤᡭᙜは∦

㐨 2 以上の場合、㏻費が支⤥される。カ⦎ෆᐜは

ᘓ設関㐃や IT ⣔から事務・介護・⨾ᐜまで、さまࡊ

まなカ⦎を受けられるࢥースが用意されている。 
c㸬ᐤᐟᡭᙜ 
� ᐤᐟᡭᙜは、受⤥㈨᱁者が、公共⫋業安定ᡤ㛗のᣦ

♧した公共⫋業カ⦎等を受けるため、その者により生

計を維持されている同ᒃのぶ族とูᒃしてᐤᐟする場

合に、そのᐤᐟする期間について支⤥する。支⤥額は

月額 10,700 円である。 
d㸬യ病ᡭᙜ 
� യ病ᡭᙜは、受⤥㈨᱁者が、㞳⫋後公共⫋業安定ᡤ

に出㢌し、ồ⫋の⏦㎸みをした後において、病ཪは

負യのために⫋業にᑵくことができない日数が⥅⥆し

て 15 日以上の場合に、基本ᡭᙜの支⤥を受けること

ができない日について、基本ᡭᙜの支⤥日数分に┦ᙜ

する日数を㝈度として支⤥される。യ病ᡭᙜの日額は、

基本ᡭᙜの日額に┦ᙜする額である。 
ղ高年齢被保険者にᑐするồ⫋者⤥付 
� 65 歳以上の被保険者（▷期㞠用≉被保険者ཬࡧ日

㞠ປാ被保険者を㝖く。）がኻ業した場合に、高年齢ồ

⫋者⤥付㔠が支⤥される。 
� 高年齢ồ⫋者⤥付㔠は、㞳⫋の日以๓ 1 年間に、被

保険者期間が㏻算して 6 ⟠月以上であったときに支⤥

される。支⤥額は算定基♏期間に応じて 1 年ᮍ‶であ

れࡤ、基本ᡭᙜ日額の 30 日分、1 年以上であれࡤ 50
日分、一時㔠として支⤥される。 
ճ▷期㞠用≉被保険者にᑐするồ⫋者⤥付 
� ▷期㞠用≉被保険者に支⤥されるồ⫋者⤥付は≉

一時㔠という。被保険者であって、Ꮨ⠇的に㞠用さ

れるもののうちḟの㺏、㺐のいずれにもヱᙜしない者が

ኻ業した場合に、≉一時㔠が支⤥される。 
㺏� 4 ⟠月以ෆの期間を定めて㞠用される者 
㺐� 1 㐌間のᡤ定ປാ時間が 20 時間以上 30 時間ᮍ‶

である者 
� ≉一時㔠の額は、基本ᡭᙜの日額の 30 日分（ᙜ

分の間、40 日分）である。 
� ▷期㞠用≉被保険者とはᏘ⠇的にാくປാ者のこ

とである。㞠用期間が 1 年ᮍ‶であることがཎ๎で、 
として、ᾏの家やス࢟ー場など≉定のᏘ⠇のみႠ業

する施設でാくᚑ業ဨがᣲࡆられる。 
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մ日㞠ປാ被保険者にᑐするồ⫋者⤥付 
� 日㞠ປാ者とは、ḟの㺏㺂㺐いずれかにヱᙜするປാ者

をいう。 
㺏� 日々㞠用される者 
㺐� 30 日以ෆの期間を定めて㞠用される者 
� 日㞠ປാ被保険者には、日㞠ປാồ⫋者⤥付㔠が支

⤥されるが、日㞠ປാ被保険者がኻ業した場合におい

て、そのኻ業の日のᒓする月の๓ 2 月間に、༳⣬保険

料が㏻算して 26 日分以上⣡付されているときに、支

⤥される。༳⣬保険料が 31 ᯛ以ୗで 13 日分、44 日

分以上で 17 日分の⤥付㔠が支⤥される。 
２）ᑵ⫋ಁ進⤥付 
� ᑵ⫋ಁ進⤥付には、ᑵ⫋ಁ進ᡭᙜ、⛣㌿費、ồ⫋活

ື支援費の 3 つがある。 
ձᑵ⫋ಁ進ᡭᙜ 
� ᑵ⫋ಁ進ᡭᙜには、ᑵ業ᡭᙜ、ᑵ⫋ᡭᙜ・ᑵ業ಁ

進定╔ᡭᙜ、常用ᑵ⫋支度ᡭᙜがある。 
a㸬ᑵ業ಁ進ᡭᙜ 
� ᑵ業ಁ進ᡭᙜは、常用㞠用以እで⫋業にᑵいた者で

あって、ᙜヱ⫋業にᑵいた日の๓日における基本ᡭᙜ

の支⤥ṧ日数がᙜヱ受⤥㈨᱁に基࡙くᡤ定⤥付日数の

3 分の 1 以上かつ 45 日以上であるものに支⤥される。

支⤥額は基本ᡭᙜ日額の 30%にᑵ業日数分をけた

㔠額である。 
b㸬ᑵ⫋ᡭᙜ・ᑵ業ಁ進定╔ᡭᙜ 
� ᑵ⫋ᡭᙜは、ཌ生ປാ省令で定める安定した⫋業

にᑵいた者であって、ᙜヱ⫋業にᑵいた日の๓日にお

ける基本ᡭᙜの支⤥ṧ日数がᙜヱ受⤥㈨᱁に基࡙くᡤ

定⤥付日数の 3 分の 1 以上であるものに支⤥される。 
支⤥額は、基本ᡭᙜ日額に支⤥ṧ日数に┦ᙜする日

数に 10 分の 6（その⫋業にᑵいた日の๓日における基

本ᡭᙜの支⤥ṧ日数がᙜヱ受⤥㈨᱁に基࡙くᡤ定⤥付

日数の 3 分の 2 以上であるもの（᪩期ᑵ⫋者）にあ

っては、10 分の 7）をじて得た数をじて得た額と

されている。 
� ᑵ⫋ಁ進定╔ᡭᙜは、ᑵ⫋ᡭᙜの要௳にヱᙜする

者であって、同一の事業の適用事業にその⫋業にᑵ

いた日からᘬき⥆いて 6 ⟠月以上㞠用される者であっ

て、ᑵ⫋ᡭᙜの額に、基本ᡭᙜ日額に支⤥ṧ日数に

┦ᙜする日数に 10 分の 4（᪩期ᑵ⫋者にあっては、

10 分の 3）をじて得た数をじて得た額を㝈度とし

てཌ生ປാ省令で定める額を加えて得た額が支⤥され

る。 

c㸬常用ᑵ⫋支度ᡭᙜ 
� 常用ᑵ⫋支度ᡭᙜは、受⤥㈨᱁者（基本ᡭᙜの支⤥

ṧ日数がᡤ定⤥付日数の 3 分の 1 ᮍ‶である者）、高

年齢受⤥㈨᱁者（高年齢ồ⫋者⤥付㔠の支⤥を受けた

者であって、ᙜヱ高年齢受⤥㈨᱁に係る㞳⫋の日の⩣

日から㉳算して一年を⤒過していないものを含む。）、

≉受⤥㈨᱁者（≉一時㔠の支⤥を受けた者であっ

て、ᙜヱ≉受⤥㈨᱁に係る㞳⫋の日の⩣日から㉳算

して 6 ⟠月を⤒過していないものを含む。）ཪは日㞠

受⤥㈨᱁者であって、㌟体障ᐖ者そののᑵ⫋がᅔ㞴

な者としてཌ生ປാ省令で定めるものに支⤥されるも

のである。 
� 支⤥額は、基本ᡭᙜの支⤥ṧ日数が 90 日ᮍ‶であ

る場合、支⤥ṧ日数に 10 分の 4 をじて得た額であ

る。 
ղ⛣㌿費 
� ⛣㌿費は、受⤥㈨᱁者等が公共⫋業安定ᡤ、⫋業安

定法第ᅄ条第㡯につ定する≉定地方公共団体ⱝしく

は⫋業⤂介事業者の⤂介した⫋業にᑵくため、ཪは公

共⫋業安定ᡤ㛗のᣦ♧した公共⫋業カ⦎等を受けるた

め、その住ᡤཪはᒃᡤをኚ᭦する場合において、公共

⫋業安定ᡤ㛗が、ᚲ要があると認めたときに、支⤥さ

れる。⛣㌿費の額は、受⤥㈨᱁者等ཬࡧその者により

生計を維持されている同ᒃのぶ族の⛣㌿に㏻常要する

費用を考៖して、ཌ生ປാ省令で定める。⛣㌿費は㕲

㐨㈤、⯪㈤、⯟✵㈤、㌴㈤、⛣㌿料、╔後ᡭᙜである。 
ճồ⫋活ື支援費 
� ồ⫋活ື支援費は、受⤥㈨᱁者等がồ⫋活ືにకい

ḟの㺏～㺑のいずれかにヱᙜする行Ⅽをする場合におい

て、公共⫋業安定ᡤ㛗がཌ生ປാ大⮧の定める基‽に

ᚑってᚲ要があると認めたときに支⤥される。 
㺏� ᗈ域ồ⫋活ື費（公共⫋業安定ᡤの⤂介によるᗈ⠊

ᅖの地域にわたるồ⫋活ື） 
㺐� ▷期カ⦎受ㅮ費（公共⫋業安定ᡤの⫋業ᣦᑟにᚑっ

て行う⫋業に関するᩍ⫱カ⦎の受ㅮそのの活ື） 
㺑� ồ⫋活ື関係ᙺ務用費（ồ⫋活ືをᐜ᫆にするた

めのᙺ務の用） 
㸱）ᩍ⫱カ⦎⤥付 

ᩍ⫱カ⦎⤥付はᩍ⫱カ⦎⤥付㔠とᩍ⫱カ⦎支援⤥付

㔠がある。 
ձᩍ⫱カ⦎⤥付㔠 
� ᩍ⫱カ⦎⤥付㔠は、ᩍ⫱カ⦎⤥付ᑐ㇟者が、㞠用の

安定ཬࡧᑵ⫋のಁ進をᅗるためにᚲ要な⫋業に関する
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մ日㞠ປാ被保険者にᑐするồ⫋者⤥付 
� 日㞠ປാ者とは、ḟの㺏㺂㺐いずれかにヱᙜするປാ者

をいう。 
㺏� 日々㞠用される者 
㺐� 30 日以ෆの期間を定めて㞠用される者 
� 日㞠ປാ被保険者には、日㞠ປാồ⫋者⤥付㔠が支

⤥されるが、日㞠ປാ被保険者がኻ業した場合におい

て、そのኻ業の日のᒓする月の๓ 2 月間に、༳⣬保険

料が㏻算して 26 日分以上⣡付されているときに、支

⤥される。༳⣬保険料が 31 ᯛ以ୗで 13 日分、44 日

分以上で 17 日分の⤥付㔠が支⤥される。 
２）ᑵ⫋ಁ進⤥付 
� ᑵ⫋ಁ進⤥付には、ᑵ⫋ಁ進ᡭᙜ、⛣㌿費、ồ⫋活

ື支援費の 3 つがある。 
ձᑵ⫋ಁ進ᡭᙜ 
� ᑵ⫋ಁ進ᡭᙜには、ᑵ業ᡭᙜ、ᑵ⫋ᡭᙜ・ᑵ業ಁ

進定╔ᡭᙜ、常用ᑵ⫋支度ᡭᙜがある。 
a㸬ᑵ業ಁ進ᡭᙜ 
� ᑵ業ಁ進ᡭᙜは、常用㞠用以እで⫋業にᑵいた者で

あって、ᙜヱ⫋業にᑵいた日の๓日における基本ᡭᙜ

の支⤥ṧ日数がᙜヱ受⤥㈨᱁に基࡙くᡤ定⤥付日数の

3 分の 1 以上かつ 45 日以上であるものに支⤥される。

支⤥額は基本ᡭᙜ日額の 30%にᑵ業日数分をけた

㔠額である。 
b㸬ᑵ⫋ᡭᙜ・ᑵ業ಁ進定╔ᡭᙜ 
� ᑵ⫋ᡭᙜは、ཌ生ປാ省令で定める安定した⫋業

にᑵいた者であって、ᙜヱ⫋業にᑵいた日の๓日にお

ける基本ᡭᙜの支⤥ṧ日数がᙜヱ受⤥㈨᱁に基࡙くᡤ

定⤥付日数の 3 分の 1 以上であるものに支⤥される。 
支⤥額は、基本ᡭᙜ日額に支⤥ṧ日数に┦ᙜする日

数に 10 分の 6（その⫋業にᑵいた日の๓日における基

本ᡭᙜの支⤥ṧ日数がᙜヱ受⤥㈨᱁に基࡙くᡤ定⤥付

日数の 3 分の 2 以上であるもの（᪩期ᑵ⫋者）にあ

っては、10 分の 7）をじて得た数をじて得た額と

されている。 
� ᑵ⫋ಁ進定╔ᡭᙜは、ᑵ⫋ᡭᙜの要௳にヱᙜする

者であって、同一の事業の適用事業にその⫋業にᑵ

いた日からᘬき⥆いて 6 ⟠月以上㞠用される者であっ

て、ᑵ⫋ᡭᙜの額に、基本ᡭᙜ日額に支⤥ṧ日数に

┦ᙜする日数に 10 分の 4（᪩期ᑵ⫋者にあっては、

10 分の 3）をじて得た数をじて得た額を㝈度とし

てཌ生ປാ省令で定める額を加えて得た額が支⤥され

る。 

c㸬常用ᑵ⫋支度ᡭᙜ 
� 常用ᑵ⫋支度ᡭᙜは、受⤥㈨᱁者（基本ᡭᙜの支⤥

ṧ日数がᡤ定⤥付日数の 3 分の 1 ᮍ‶である者）、高

年齢受⤥㈨᱁者（高年齢ồ⫋者⤥付㔠の支⤥を受けた

者であって、ᙜヱ高年齢受⤥㈨᱁に係る㞳⫋の日の⩣

日から㉳算して一年を⤒過していないものを含む。）、

≉受⤥㈨᱁者（≉一時㔠の支⤥を受けた者であっ

て、ᙜヱ≉受⤥㈨᱁に係る㞳⫋の日の⩣日から㉳算

して 6 ⟠月を⤒過していないものを含む。）ཪは日㞠

受⤥㈨᱁者であって、㌟体障ᐖ者そののᑵ⫋がᅔ㞴

な者としてཌ生ປാ省令で定めるものに支⤥されるも

のである。 
� 支⤥額は、基本ᡭᙜの支⤥ṧ日数が 90 日ᮍ‶であ

る場合、支⤥ṧ日数に 10 分の 4 をじて得た額であ

る。 
ղ⛣㌿費 
� ⛣㌿費は、受⤥㈨᱁者等が公共⫋業安定ᡤ、⫋業安

定法第ᅄ条第㡯につ定する≉定地方公共団体ⱝしく

は⫋業⤂介事業者の⤂介した⫋業にᑵくため、ཪは公

共⫋業安定ᡤ㛗のᣦ♧した公共⫋業カ⦎等を受けるた

め、その住ᡤཪはᒃᡤをኚ᭦する場合において、公共

⫋業安定ᡤ㛗が、ᚲ要があると認めたときに、支⤥さ

れる。⛣㌿費の額は、受⤥㈨᱁者等ཬࡧその者により

生計を維持されている同ᒃのぶ族の⛣㌿に㏻常要する

費用を考៖して、ཌ生ປാ省令で定める。⛣㌿費は㕲

㐨㈤、⯪㈤、⯟✵㈤、㌴㈤、⛣㌿料、╔後ᡭᙜである。 
ճồ⫋活ື支援費 
� ồ⫋活ື支援費は、受⤥㈨᱁者等がồ⫋活ືにకい

ḟの㺏～㺑のいずれかにヱᙜする行Ⅽをする場合におい

て、公共⫋業安定ᡤ㛗がཌ生ປാ大⮧の定める基‽に

ᚑってᚲ要があると認めたときに支⤥される。 
㺏� ᗈ域ồ⫋活ື費（公共⫋業安定ᡤの⤂介によるᗈ⠊

ᅖの地域にわたるồ⫋活ື） 
㺐� ▷期カ⦎受ㅮ費（公共⫋業安定ᡤの⫋業ᣦᑟにᚑっ

て行う⫋業に関するᩍ⫱カ⦎の受ㅮそのの活ື） 
㺑� ồ⫋活ື関係ᙺ務用費（ồ⫋活ືをᐜ᫆にするた

めのᙺ務の用） 
㸱）ᩍ⫱カ⦎⤥付 

ᩍ⫱カ⦎⤥付はᩍ⫱カ⦎⤥付㔠とᩍ⫱カ⦎支援⤥付

㔠がある。 
ձᩍ⫱カ⦎⤥付㔠 
� ᩍ⫱カ⦎⤥付㔠は、ᩍ⫱カ⦎⤥付ᑐ㇟者が、㞠用の

安定ཬࡧᑵ⫋のಁ進をᅗるためにᚲ要な⫋業に関する

社会保障と地域福祉－社会保険を中心として地域包括ケアシステムを考察する－（渡邊英勝） 
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ᩍ⫱カ⦎としてཌ生ປാ大⮧がᣦ定するᩍ⫱カ⦎を受

け、ᙜヱᩍ⫱カ⦎をಟした場合において、支⤥要௳

期間が 3 年以上であるときに支⤥される。 
� ᩍ⫱カ⦎ᑐ㇟者とは、ᩍ⫱カ⦎を開始した日に一⯡

被保険者ཪは高年齢被保険者である者、ᩍ⫱カ⦎を開

始した日がᙜヱ日の┤๓の一⯡被保険者ཪは高年齢被

保険者でなくなった日から 1 年以ෆにある者をいう。 
� ᩍ⫱カ⦎⤥付㔠は一⯡ᩍ⫱カ⦎、≉定一⯡ᩍ⫱カ⦎、

ᑓ㛛実㊶ᩍ⫱カ⦎の 3 ✀㢮がある。一⯡ᩍ⫱カ⦎の⤥

付率は 100 分の 20 で上㝈額が 10 万円、≉定一⯡ᩍ⫱

カ⦎の⤥付率は 100 分の 40 で上㝈額が 20 万円、ᑓ㛛

実㊶ᩍ⫱カ⦎は 100 分の 50（1 年以ෆの㞠用された場

合は 100 分の 70）で上㝈額が 120 万円（カ⦎期間が 4
年の場合は 160 万円）である。 
ղᩍ⫱カ⦎支援⤥付㔠 
� ᩍ⫱カ⦎支援⤥付㔠は、ᩍ⫱カ⦎⤥付ᑐ㇟者であっ

て、令和 7 年 3 月 31 日以๓にᩍ⫱カ⦎を開始したも

の（ᙜヱᩍ⫱カ⦎を開始した日における年齢が 45 歳

ᮍ‶であるものに㝈る。）が、ᙜヱᩍ⫱カ⦎を受けてい

る日のうちኻ業している日について支⤥される。支⤥

額は、基本ᡭᙜの日額に 100 分の 80 をじて得た額

である。 
㸲）㞠用⥅⥆⤥付 
� 㞠用⥅⥆⤥付は高年齢㞠用⥅⥆⤥付と介護ఇ業⤥付

がある。 
ձ高年齢㞠用⥅⥆⤥付 
� 高年齢㞠用⥅⥆⤥付は、高年齢によるປാ⬟力のప

ୗや㏻常務のᅔ㞴化等にకい 60 歳から 65 歳までの

期間において、60 歳฿達時点に比べて㈤㔠が┦ᙜ⛬度

పୗした場合に一定の⤥付を行うことにより、⫋業生

活の円な⥅⥆を援助、ಁ進することを┠的とする⤥

付である。高年齢㞠用⥅⥆基本⤥付㔠と高年齢ᑵ⫋

⤥付㔠がある。 
a㸬高年齢㞠用⥅⥆基本⤥付㔠 
� 高年齢㞠用⥅⥆基本⤥付㔠は、被保険者にᑐして支

⤥ᑐ㇟月に支払われた㈤㔠の額が、ᙜヱ被保険者が 60
歳に達した日を受⤥㈨᱁に係る㞳⫋の日とみなした、

みなし㈤㔠日額に 30 をじて得た額の 100 分の 75 に

┦ᙜする額をୗるに⮳った場合に、ᙜヱ支⤥ᑐ㇟月に

ついて支⤥される。ᙜヱ㈤㔠額がみなし㈤㔠日額に 30
をじて得た額の 100 分の 61 ᮍ‶であった場合、支

⤥ᑐ㇟月に支払われた㈤㔠額の 100 分の 15 をじて

得た額が支⤥される。 

b㸬高年齢ᑵ⫋⤥付㔠 
� 高年齢ᑵ⫋⤥付㔠は、受⤥㈨᱁者が 60 歳に達し

た日以後安定した⫋業にᑵくことにより被保険者とな

った場合において、ᙜヱ被保険者にᑐしᑵ⫋後の支

⤥ᑐ㇟月に支払われた㈤㔠の額が、ᙜヱ基本ᡭᙜの日

額の算定の基♏となった㈤㔠日額に 30 をじて得た

額の 100分の 75に┦ᙜする額をୗるに⮳ったときに、

ᙜヱᑵ⫋後の支⤥ᑐ㇟月について支⤥される。 
� 額については、高年齢㞠用⥅⥆基本⤥付㔠の額の算

定方法に係るつ定を‽用している。 
ղ介護ఇ業⤥付 
� 介護ఇ業⤥付㔠は、被保険者が、ᑐ㇟家族を介護す

るためのఇ業をした場合において、ᙜヱ介護ఇ業を開

始した日๓ 2 年間に、みなし被保険者期間が㏻算して

12 か月以上であったときに、支⤥༢期間について支

⤥される。 
� 介護ఇ業⤥付㔠の額は、㈤㔠日額に┦ᙜする額に支

⤥༢期間の日数をじて得た額の 100 分の 40（ᙜ

分の間 100 分の 67）に┦ᙜする額である。 
� また、同一のᑐ㇟家族についてᙜヱ被保険者が 4 回

以上の介護ఇ業をした場合における 4 回┠以後の介護

ఇ業、ཪは、同一のᑐ㇟家族についてᙜヱ被保険者が

した介護ఇ業ࡈとに、介護ఇ業を開始した日から介護

ఇ業を⤊した日までの日数を合算して得た日数が

93 日に達した日後の介護ఇ業については、介護ఇ業⤥

付㔠は支⤥されない。 
ϩ㸬⫱ඣఇ業⤥付 
� ⫱ඣをするປാ者に、⫱ඣఇ業をྲྀ得しやすくし、

ఇ業後の円な⫋場ᖐを援助、ಁ進する┠的で平成

6 年に⫱ඣఇ業⤥付制度が設けられた。令和 2 年 4 月

からは、ኻ業等⤥付の㞠用⥅⥆⤥付から分㞳され、⊂

立した保険⤥付となった。 
令和 4 年 10 月からは、出生時⫱ඣఇ業⤥付㔠の創

設、⫱ඣఇ業⤥付㔠の分割支⤥など、⫱ඣ・介護ఇ業

法の改正にあわࡏた改正が施行されている。 
� ⫱ඣఇ業⤥付は、⫱ඣఇ業⤥付㔠ཬࡧ出生時⫱ඣఇ

業⤥付㔠がある。 
１）⫱ඣఇ業⤥付㔠 
� ⫱ඣఇ業⤥付㔠は、被保険者が、その 1 歳に‶たな

いᏊを㣴⫱するためのఇ業をした場合において、ᙜヱ

⫱ඣఇ業を開始した日๓ 2 年間に、みなし被保険者期

間が㏻算して 12 か月以上であつたときに、支⤥༢

期間について支⤥される。 
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� 被保険者が⫱ඣఇ業について⫱ඣఇ業⤥付㔠の支⤥

を受けたことがある場合において、ᙜヱ被保険者が同

一のᏊについて 3 回以上の⫱ඣఇ業をした場合におけ

る 3 回┠以後の⫱ඣఇ業については、⫱ඣఇ業⤥付㔠

は、支⤥しないものとされている。 
� ⫱ඣఇ業⤥付㔠の額は、㈤㔠日額に┦ᙜする額に支

⤥日数をじて得た額の 100 分の 50（ᙜヱ⫱ඣఇ業

を開始した日から㉳算してఇ業日数が㏻算して 180日

に達するまでの間に㝈り、100 分の 67）に┦ᙜする額

である。 
２）出生時⫱ඣఇ業⤥付㔠 
� 出生時⫱ඣఇ業⤥付㔠は、被保険者が、そのᏊの出

生の日から㉳算して 8 㐌間を⤒過する日の⩣日までの

期間ෆに 4 㐌間以ෆの期間を定めてᙜヱᏊを㣴⫱する

ためのఇ業をした場合において、ᙜヱ出生時⫱ඣఇ業

を開始した日๓ 2 年間に、みなし被保険者期間が㏻算

して 12 か月以上であったときに支⤥される。 
� 出生時⫱ඣఇ業⤥付㔠の額は、ఇ業開始時㈤㔠日額

支⤥日数をじて得た額の 100 分の 67 に┦ᙜする額

である。 
� 同一のᏊについてᙜヱ被保険者が 3 回以上の出生時

⫱ඣఇ業をした場合における 3 回┠以後の出生時⫱ඣ

ఇ業をしたとき、ཪは同一のᏊについてᙜヱ被保険者

がした出生時⫱ඣఇ業ࡈとに、ᙜヱ出生時⫱ඣఇ業を

開始した日からᙜヱ出生時⫱ඣఇ業を⤊した日まで

の日数を合算して得た日数が 28 日に達した日後の出

生時⫱ඣఇ業には支⤥しない。 
Ϫ㸬㞠用保険 2 事業 
� 㞠用保険 2 事業は、㞠用安定事業と⬟力開Ⓨ事業が

ある。 
１）㞠用安定事業 
� ᨻᗓは、被保険者、被保険者であつた者ཬࡧ被保険

者になࢁうとする者に関し、ኻ業の予防、㞠用≧ែの

正、㞠用ᶵ会の増大その㞠用の安定をᅗるため、

㞠用安定事業を行うことができる。 
２）⬟力開Ⓨ事業 
� ᨻᗓは、被保険者等に関し、⫋業生活の全期間を㏻

じて、これらの者の⬟力を開Ⓨし、ཬࡧ向上さࡏるこ

とをಁ進するための事業を行うことができる。 
（㸱）健康保険 
� 健康保険法は、この法律は、ປാ者ཪはその被ᢇ㣴

者の業務⅏ᐖ以እの病、負യⱝしくはṚஸཪは出⏘

に関して保険⤥付を行い、もって国民の生活の安定と

福祉の向上にᐤすることを┠的としている。 
Ϩ㸬保険⤥付の✀㢮 

法律による保険⤥付は、ḟのとおりである。 
一� 療㣴の⤥付୪ࡧに入㝔時㣗事療㣴費、入㝔時生活

療㣴費、保険እే用療㣴費、療㣴費、ゼၥ┳護療㣴費

ཬࡧ⛣㏦費の支⤥ 
� യ病ᡭᙜ㔠の支⤥ 
୕� ᇙⴿ料の支⤥ 
ᅄ� 出⏘⫱ඣ一時㔠の支⤥ 
� 出⏘ᡭᙜ㔠の支⤥ 
භ� 家族療㣴費、家族ゼၥ┳護療㣴費ཬࡧ家族⛣㏦費

の支⤥ 
� 家族ᇙⴿ料の支⤥ 
ඵ� 家族出⏘⫱ඣ一時㔠の支⤥ 
� 高額療㣴費ཬࡧ高額介護合算療㣴費の支⤥ 
１）療㣴の⤥付 
� 被保険者の病ཪは負യに関しては、ḟにᥖࡆる療

㣴の⤥付を行う。 
一� 診察 
� ⸆ཪは治療ᮦ料の支⤥ 
୕� ฎ⨨、ᡭ⾡そのの治療 
ᅄ� ᒃ宅における療㣴上の⟶⌮ཬࡧその療㣴にకう世

ヰそのの┳護 
� 病㝔ཪは診療ᡤの入㝔ཬࡧその療㣴にకう世ヰ

そのの┳護 
療㣴の⤥付を受ける者は、その⤥付を受ける㝿、ḟ

のྛ号にᥖࡆる場合の༊分に応じ、一部負担㔠として、

ᙜヱ保険医療ᶵ関ཪは保険⸆ᒁに支払うこととなって

いる。 
ձ70 歳に達する日のᒓする月以๓である場合� 100
分の 30 
ղ70 歳に達する日のᒓする月の⩣月以後である場合

100 分の 20 
ճ70 歳に達する日のᒓする月の⩣月以後である場合

であって、ᨻ令で定めるとこࢁにより算定したሗ㓘の

額がᨻ令で定める額以上であるとき� 100 分の 30 
２）യ病ᡭᙜ㔠 
� 被保険者が療㣴のためປ務に᭹することができない

ときは、そのປ務に᭹することができなくなった日か

ら㉳算して 3 日を⤒過した日からປ務に᭹することが

できない期間、യ病ᡭᙜ㔠が支⤥される。 
യ病ᡭᙜ㔠の額は、一日につき、യ病ᡭᙜ㔠の支⤥

を始める日のᒓする月以๓の┤近の⥅⥆した 12 月間
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� 被保険者が⫱ඣఇ業について⫱ඣఇ業⤥付㔠の支⤥

を受けたことがある場合において、ᙜヱ被保険者が同

一のᏊについて 3 回以上の⫱ඣఇ業をした場合におけ

る 3 回┠以後の⫱ඣఇ業については、⫱ඣఇ業⤥付㔠

は、支⤥しないものとされている。 
� ⫱ඣఇ業⤥付㔠の額は、㈤㔠日額に┦ᙜする額に支

⤥日数をじて得た額の 100 分の 50（ᙜヱ⫱ඣఇ業

を開始した日から㉳算してఇ業日数が㏻算して 180日

に達するまでの間に㝈り、100 分の 67）に┦ᙜする額

である。 
２）出生時⫱ඣఇ業⤥付㔠 
� 出生時⫱ඣఇ業⤥付㔠は、被保険者が、そのᏊの出

生の日から㉳算して 8 㐌間を⤒過する日の⩣日までの

期間ෆに 4 㐌間以ෆの期間を定めてᙜヱᏊを㣴⫱する

ためのఇ業をした場合において、ᙜヱ出生時⫱ඣఇ業

を開始した日๓ 2 年間に、みなし被保険者期間が㏻算

して 12 か月以上であったときに支⤥される。 
� 出生時⫱ඣఇ業⤥付㔠の額は、ఇ業開始時㈤㔠日額

支⤥日数をじて得た額の 100 分の 67 に┦ᙜする額

である。 
� 同一のᏊについてᙜヱ被保険者が 3 回以上の出生時

⫱ඣఇ業をした場合における 3 回┠以後の出生時⫱ඣ

ఇ業をしたとき、ཪは同一のᏊについてᙜヱ被保険者

がした出生時⫱ඣఇ業ࡈとに、ᙜヱ出生時⫱ඣఇ業を

開始した日からᙜヱ出生時⫱ඣఇ業を⤊した日まで

の日数を合算して得た日数が 28 日に達した日後の出

生時⫱ඣఇ業には支⤥しない。 
Ϫ㸬㞠用保険 2 事業 
� 㞠用保険 2 事業は、㞠用安定事業と⬟力開Ⓨ事業が

ある。 
１）㞠用安定事業 
� ᨻᗓは、被保険者、被保険者であつた者ཬࡧ被保険

者になࢁうとする者に関し、ኻ業の予防、㞠用≧ែの

正、㞠用ᶵ会の増大その㞠用の安定をᅗるため、

㞠用安定事業を行うことができる。 
２）⬟力開Ⓨ事業 
� ᨻᗓは、被保険者等に関し、⫋業生活の全期間を㏻

じて、これらの者の⬟力を開Ⓨし、ཬࡧ向上さࡏるこ

とをಁ進するための事業を行うことができる。 
（㸱）健康保険 
� 健康保険法は、この法律は、ປാ者ཪはその被ᢇ㣴

者の業務⅏ᐖ以እの病、負യⱝしくはṚஸཪは出⏘

に関して保険⤥付を行い、もって国民の生活の安定と

福祉の向上にᐤすることを┠的としている。 
Ϩ㸬保険⤥付の✀㢮 

法律による保険⤥付は、ḟのとおりである。 
一� 療㣴の⤥付୪ࡧに入㝔時㣗事療㣴費、入㝔時生活

療㣴費、保険እే用療㣴費、療㣴費、ゼၥ┳護療㣴費

ཬࡧ⛣㏦費の支⤥ 
� യ病ᡭᙜ㔠の支⤥ 
୕� ᇙⴿ料の支⤥ 
ᅄ� 出⏘⫱ඣ一時㔠の支⤥ 
� 出⏘ᡭᙜ㔠の支⤥ 
භ� 家族療㣴費、家族ゼၥ┳護療㣴費ཬࡧ家族⛣㏦費

の支⤥ 
� 家族ᇙⴿ料の支⤥ 
ඵ� 家族出⏘⫱ඣ一時㔠の支⤥ 
� 高額療㣴費ཬࡧ高額介護合算療㣴費の支⤥ 
１）療㣴の⤥付 
� 被保険者の病ཪは負യに関しては、ḟにᥖࡆる療

㣴の⤥付を行う。 
一� 診察 
� ⸆ཪは治療ᮦ料の支⤥ 
୕� ฎ⨨、ᡭ⾡そのの治療 
ᅄ� ᒃ宅における療㣴上の⟶⌮ཬࡧその療㣴にకう世

ヰそのの┳護 
� 病㝔ཪは診療ᡤの入㝔ཬࡧその療㣴にకう世ヰ

そのの┳護 
療㣴の⤥付を受ける者は、その⤥付を受ける㝿、ḟ

のྛ号にᥖࡆる場合の༊分に応じ、一部負担㔠として、

ᙜヱ保険医療ᶵ関ཪは保険⸆ᒁに支払うこととなって

いる。 
ձ70 歳に達する日のᒓする月以๓である場合� 100
分の 30 
ղ70 歳に達する日のᒓする月の⩣月以後である場合

100 分の 20 
ճ70 歳に達する日のᒓする月の⩣月以後である場合

であって、ᨻ令で定めるとこࢁにより算定したሗ㓘の

額がᨻ令で定める額以上であるとき� 100 分の 30 
２）യ病ᡭᙜ㔠 
� 被保険者が療㣴のためປ務に᭹することができない

ときは、そのປ務に᭹することができなくなった日か

ら㉳算して 3 日を⤒過した日からປ務に᭹することが

できない期間、യ病ᡭᙜ㔠が支⤥される。 
യ病ᡭᙜ㔠の額は、一日につき、യ病ᡭᙜ㔠の支⤥

を始める日のᒓする月以๓の┤近の⥅⥆した 12 月間

社会保障と地域福祉－社会保険を中心として地域包括ケアシステムを考察する－（渡邊英勝） 
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のྛ月のᶆ‽ሗ㓘月額を平均した額の 30 分の 1 に┦

ᙜする額の 3 分の 2 ┦ᙜする㔠額である。യ病ᡭᙜ㔠

の支⤥期間は、同一の病ཪは負യཬࡧこれによりⓎ

した病に関しては、その支⤥を始めた日から㏻算し

て 1 年 6 か月である。 
㸱）出⏘⫱ඣ一時㔠 
� 被保険者が出⏘したときは、出⏘⫱ඣ一時㔠として、

ᨻ令で定める㔠額が支⤥される。 
� 出⏘⫱ඣ一時㔠は、一ඣにつき定額の 48 万 8,000
円であるが、⏘⛉医療⿵ൾ制度に加入の医療ᶵ関等で

ዷፎ㐌数 22 㐌以㝆に出⏘した場合の場合には、50 万

円である。 
㸲）出⏘ᡭᙜ㔠 
� 被保険者が出⏘したときは、出⏘の日以๓ 42 日（ከ

⫾ዷፎの場合においては、98 日）から出⏘の日後 56
日までの間においてປ務に᭹さなかった期間、出⏘ᡭ

ᙜ㔠が支⤥される。 
� 出⏘ᡭᙜ㔠の㔠額はയ病ᡭᙜ㔠と同様である。 
５）高額療㣴費 
� 療㣴の⤥付について支払われた一部負担㔠の額ཪは

療㣴に要した費用の額からその療㣴に要した費用につ

き保険እే用療㣴費、療㣴費、ゼၥ┳護療㣴費、家族

療㣴費ⱝしくは家族ゼၥ┳護療㣴費として支⤥される

額に┦ᙜする額を᥍㝖した額がⴭしく高額であるとき

は、その療㣴の⤥付ཪはその保険እే用療㣴費、療㣴

費、ゼၥ┳護療㣴費、家族療㣴費ⱝしくは家族ゼၥ┳

護療㣴費の支⤥を受けた者にᑐし、高額療㣴費が支⤥

される。 
（㸲）国民年㔠 
� 国民年㔠制度は、日本国᠇法第 25 条第 2 㡯につ定

する⌮ᛕに基࡙き、⪁齢、障ᐖཪはṚஸによって国民

生活の安定がそこなわれることを国民の共同㐃ᖏによ

って防Ṇし、もつて健全な国民生活の維持ཬࡧ向上に

ᐤすることを┠的とし、┠的を達成するため、国民

の⪁齢、障ᐖཪはṚஸに関してᚲ要な⤥付を行うもの

である。 
� 国民年㔠の⤥付の✀㢮は、第 1 号被保険者、第 2 
号被保険者およࡧ第 3 号被保険者に共㏻するものと

して基♏年㔠があるが、⤥付の事⏤に応じて⪁齢基♏

年㔠、障ᐖ基♏年㔠およࡧ㑇族基♏年㔠の 3 ✀㢮が

ある。第 1 号被保険者の⊂自⤥付として、付加年㔠、

ᐻ፬年㔠、Ṛஸ一時㔠がある。 
１）⪁齢基♏年㔠 

� ⪁齢基♏年㔠は、保険料⣡付῭期間ཪは保険料ච㝖

期間を᭷する者が 65 歳に達したときに、その者に支

⤥される。たࡔし、その者の保険料⣡付῭期間と保険

料ච㝖期間とを合算した期間が 10 年に‶たないとき

は支⤥されない。⪁齢基♏年㔠の額は、780,900 円に

改定率をじて得た額であるが、保険料⣡付῭期間の

月数が 480に‶たない者に支⤥する場合は、ᙜヱ額に、

保険料⣡付῭期間の月数を 480で㝖して得た数をじ

て得た額とする。 
２）障ᐖ基♏年㔠 
� 障ᐖ基♏年㔠は、病にかかり、ཪは負യし、かつ、

その病ཪは負യཬࡧこれらに㉳ᅉする病について

初めて医ᖌཪはṑ⛉医ᖌの診療を受けた日（初診日）

において、ᙜヱ初診日から㉳算して 1 年 6 月を⤒過し

た日において、そのയ病により障ᐖ等⣭にヱᙜする⛬

度の障ᐖの≧ែにあるときに支⤥される。たࡔし、ᙜ

ヱയ病に係る初診日の๓日において、初診日のᒓする

月の๓々月までに被保険者期間があり、かつ、ᙜヱ被

保険者期間に係る保険料⣡付῭期間と保険料ච㝖期間

とを合算した期間がᙜヱ被保険者期間の 3 分の 2 に‶

たないときは支⤥されない。 
� 障ᐖ基♏年㔠の額は、780,900 円に改定率をじて

得た額であり、障ᐖの⛬度が障ᐖ等⣭の 1 ⣭にヱᙜす

る者に支⤥する障ᐖ基♏年㔠の額は、同㡯に定める額

の 100 分の 125 である。また、その者によって生計を

維持しているその者のᏊを᭷するに⮳ったことにより

第 1 Ꮚ・第 2 Ꮚについて 224,700�改定率を加算する

（3 人┠以㝆のᏊ 1 人につき、74,900�改定率）。 
㸱）㑇族基♏年㔠 
� 㑇族基♏年㔠は、被保険者ཪは被保険者であつた者

がḟの一からᅄのいずれかにヱᙜする場合に、その者

の㓄അ者ཪはᏊに支⤥する。たࡔし、第一号ཪは第

号にヱᙜする場合にあっては、Ṛஸした者につき、Ṛ

ஸ日の๓日において、Ṛஸ日のᒓする月の๓々月まで

に被保険者期間があり、かつ、ᙜヱ被保険者期間に係

る保険料⣡付῭期間と保険料ච㝖期間とを合算した期

間がᙜヱ被保険者期間の 3 分の 2 に‶たないときは、

支⤥されない。 
一� 被保険者が、Ṛஸしたとき。 
� 被保険者であった者であって、日本国ෆに住ᡤを

᭷し、かつ、60 歳以上 65 歳ᮍ‶であるものが、Ṛஸ

したとき。 
୕� ⪁齢基♏年㔠の受⤥ᶒ者（保険料⣡付῭期間と保
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険料ච㝖期間とを合算した期間が 25 年以上である者

に㝈る。）が、Ṛஸしたとき。 
ᅄ� 保険料⣡付῭期間と保険料ච㝖期間とを合算した

期間が 25 年以上である者が、Ṛஸしたとき。 
  㑇族基♏年㔠の額は、780,900 円に改定率をじて

得た額である。Ꮚのある㓄അ者に支⤥される額は、第

1 Ꮚ・第 2 Ꮚにつき、225,700 円�改定率が加算され

る（3 人┠以㝆のᏊ 1 人につき、74,900�改定率）。 
㸱）付加年㔠 
� � 付加年㔠は、保険料に係る保険料⣡付῭期間を᭷

する者が⪁齢基♏年㔠の受⤥ᶒをྲྀ得したときに、そ

の者に支⤥される。付加年㔠の年㔠額は、200 円に保

険料⣡付῭期間の月数をじて得た額である。 
� 改定率のつ定は適用されない。ᚑって 480 月‶額の

場合、96,000 円加算されることになる。 
㸲）ᐻ፬年㔠 
� ᐻ፬年㔠は、Ṛஸ日の๓日においてṚஸ日のᒓする

月の๓月までの第一号被保険者としての被保険者期間

に係る保険料⣡付῭期間と保険料ච㝖期間とを合算し

た期間が 10年以上であるኵがṚஸした場合において、

ኵのṚஸのᙜ時ኵによって生計を維持し、かつ、ኵと

の፧ጻ関係 10 年以上⥅⥆した 65 歳ᮍ‶のጔがあると

きに、その者に支⤥される。たࡔし、⪁齢基♏年㔠ཪ

は障ᐖ基♏年㔠の支⤥を受けたことがあるኵがṚஸし

たときは支⤥されない。 
� ᐻ፬年㔠の額は、Ṛஸ日のᒓする月の๓月までの第

一号被保険者としての被保険者期間に係るṚஸ日の๓

日における保険料⣡付῭期間ཬࡧ保険料ච㝖期間につ

き、⪁齢基♏年㔠の額の 4 分の 3 である。 
５）Ṛஸ一時㔠 
� Ṛஸ一時㔠は、Ṛஸ日の๓日においてṚஸ日のᒓす

る月の๓月までの第一号被保険者としての被保険者期

間に係る保険料⣡付῭期間の月数等が 36 月以上であ

る者がṚஸした場合において、その者に㑇族があると

きに、その㑇族に支⤥される。たࡔし、⪁齢基♏年㔠

ཪは障ᐖ基♏年㔠の支⤥を受けたことがある者がṚஸ

したときは支⤥されない。 
� 額は、月数が 36 月以上 180 月ᮍ‶で 120,000 円 
420 月以上の場合最高 320,000 円である。 
（５）ཌ生年㔠保険 
� ཌ生年㔠保険は、ປാ者の⪁齢、障ᐖཪはṚஸにつ

いて保険⤥付を行い、ປാ者ཬࡧその㑇族の生活の安

定と福祉の向上にᐤすることを┠的としている。 

１）⪁齢ཌ生年㔠 
� ⪁齢ཌ生年㔠は、被保険者期間を᭷する者が、65 歳

以上であること、かつ、保険料⣡付῭期間と保険料ච

㝖期間とを合算した期間が 10 年以上である場合に支

⤥される。 
� ⪁齢ཌ生年㔠の額は、被保険者であつた全期間の平

均ᶆ‽ሗ㓘額（被保険者期間の計算の基♏となるྛ月

のᶆ‽ሗ㓘月額とᶆ‽㈹額に、ホ౯率をじて得

た額の総額を、ᙜヱ被保険者期間の月数で㝖して得た

額）に 1000 分の 5.481 に┦ᙜする額に被保険者期間

の月数をじて得た額である。 
２）障ᐖཌ生年㔠 
� 障ᐖཌ生年㔠は、病にかかり、ཪは負യし、その

病ཪは負യཬࡧこれらに㉳ᅉする病につき初めて

医ᖌཪはṑ⛉医ᖌの診療を受けた日において被保険者

であった者が、ᙜヱ初診日から㉳算して 1 年 6 か月を

⤒過した日において、そのയ病により障ᐖ等⣭の 1㸪2㸪
3 ⣭にヱᙜする⛬度の障ᐖ≧ែにある場合に、その者

に支⤥する。たࡔし、初診日の๓日において、初診日

のᒓする月の๓々月までに国民年㔠の被保険者期間が

あり、かつ、ᙜヱ被保険者期間に係る保険料⣡付῭期

間と保険料ච㝖期間とを合算した期間がᙜヱ被保険者

期間の 3 分の 2 に‶たないときは支⤥しない。 
� 障ᐖཌ生年㔠の額は、⪁齢ཌ生年㔠のつ定のによ

り計算した額である。この場合において、ᙜヱ障ᐖཌ

生年㔠の額の計算の基♏となる被保険者期間の月数が

300 に‶たないときは、これを 300 とする。 
障ᐖの⛬度が障ᐖ等⣭の 1 ⣭にヱᙜする者に支⤥す

る障ᐖཌ生年㔠の額は、100 分の 125 に┦ᙜする額で

ある。 
障ᐖཌ生年㔠の⤥付事⏤となった障ᐖについて障ᐖ

基♏年㔠を受けることができない場合において、障ᐖ

ཌ生年㔠の額が障ᐖ基♏年㔠の額に 4 分の 3 をじて

得た額に‶たないときは、ᙜヱ額を障ᐖཌ生年㔠の額

とする。 
� 障ᐖの⛬度が障ᐖ等⣭の 1 ⣭ཪは 2 ⣭にヱᙜする者

に支⤥する障ᐖཌ生年㔠の額は、受⤥ᶒ者によって生

計を維持しているその者の 65 歳ᮍ‶の㓄അ者がある

ときは、障ᐖཌ生年㔠の額に加⤥年㔠額を加算した額

である。 
㸱）㑇族ཌ生年㔠 
� 㑇族ཌ生年㔠は、被保険者ཪは被保険者であつた者

が、ձ被保険者が、Ṛஸしたとき、ղ被保険者であっ
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険料ච㝖期間とを合算した期間が 25 年以上である者

に㝈る。）が、Ṛஸしたとき。 
ᅄ� 保険料⣡付῭期間と保険料ච㝖期間とを合算した

期間が 25 年以上である者が、Ṛஸしたとき。 
  㑇族基♏年㔠の額は、780,900 円に改定率をじて

得た額である。Ꮚのある㓄അ者に支⤥される額は、第

1 Ꮚ・第 2 Ꮚにつき、225,700 円�改定率が加算され

る（3 人┠以㝆のᏊ 1 人につき、74,900�改定率）。 
㸱）付加年㔠 
� � 付加年㔠は、保険料に係る保険料⣡付῭期間を᭷

する者が⪁齢基♏年㔠の受⤥ᶒをྲྀ得したときに、そ

の者に支⤥される。付加年㔠の年㔠額は、200 円に保

険料⣡付῭期間の月数をじて得た額である。 
� 改定率のつ定は適用されない。ᚑって 480 月‶額の

場合、96,000 円加算されることになる。 
㸲）ᐻ፬年㔠 
� ᐻ፬年㔠は、Ṛஸ日の๓日においてṚஸ日のᒓする

月の๓月までの第一号被保険者としての被保険者期間

に係る保険料⣡付῭期間と保険料ච㝖期間とを合算し

た期間が 10年以上であるኵがṚஸした場合において、

ኵのṚஸのᙜ時ኵによって生計を維持し、かつ、ኵと

の፧ጻ関係 10 年以上⥅⥆した 65 歳ᮍ‶のጔがあると

きに、その者に支⤥される。たࡔし、⪁齢基♏年㔠ཪ

は障ᐖ基♏年㔠の支⤥を受けたことがあるኵがṚஸし

たときは支⤥されない。 
� ᐻ፬年㔠の額は、Ṛஸ日のᒓする月の๓月までの第

一号被保険者としての被保険者期間に係るṚஸ日の๓

日における保険料⣡付῭期間ཬࡧ保険料ච㝖期間につ

き、⪁齢基♏年㔠の額の 4 分の 3 である。 
５）Ṛஸ一時㔠 
� Ṛஸ一時㔠は、Ṛஸ日の๓日においてṚஸ日のᒓす

る月の๓月までの第一号被保険者としての被保険者期

間に係る保険料⣡付῭期間の月数等が 36 月以上であ

る者がṚஸした場合において、その者に㑇族があると

きに、その㑇族に支⤥される。たࡔし、⪁齢基♏年㔠

ཪは障ᐖ基♏年㔠の支⤥を受けたことがある者がṚஸ

したときは支⤥されない。 
� 額は、月数が 36 月以上 180 月ᮍ‶で 120,000 円 
420 月以上の場合最高 320,000 円である。 
（５）ཌ生年㔠保険 
� ཌ生年㔠保険は、ປാ者の⪁齢、障ᐖཪはṚஸにつ

いて保険⤥付を行い、ປാ者ཬࡧその㑇族の生活の安

定と福祉の向上にᐤすることを┠的としている。 

１）⪁齢ཌ生年㔠 
� ⪁齢ཌ生年㔠は、被保険者期間を᭷する者が、65 歳

以上であること、かつ、保険料⣡付῭期間と保険料ච

㝖期間とを合算した期間が 10 年以上である場合に支

⤥される。 
� ⪁齢ཌ生年㔠の額は、被保険者であつた全期間の平

均ᶆ‽ሗ㓘額（被保険者期間の計算の基♏となるྛ月

のᶆ‽ሗ㓘月額とᶆ‽㈹額に、ホ౯率をじて得

た額の総額を、ᙜヱ被保険者期間の月数で㝖して得た

額）に 1000 分の 5.481 に┦ᙜする額に被保険者期間

の月数をじて得た額である。 
２）障ᐖཌ生年㔠 
� 障ᐖཌ生年㔠は、病にかかり、ཪは負യし、その

病ཪは負യཬࡧこれらに㉳ᅉする病につき初めて

医ᖌཪはṑ⛉医ᖌの診療を受けた日において被保険者

であった者が、ᙜヱ初診日から㉳算して 1 年 6 か月を

⤒過した日において、そのയ病により障ᐖ等⣭の 1㸪2㸪
3 ⣭にヱᙜする⛬度の障ᐖ≧ែにある場合に、その者

に支⤥する。たࡔし、初診日の๓日において、初診日

のᒓする月の๓々月までに国民年㔠の被保険者期間が

あり、かつ、ᙜヱ被保険者期間に係る保険料⣡付῭期

間と保険料ච㝖期間とを合算した期間がᙜヱ被保険者

期間の 3 分の 2 に‶たないときは支⤥しない。 
� 障ᐖཌ生年㔠の額は、⪁齢ཌ生年㔠のつ定のによ

り計算した額である。この場合において、ᙜヱ障ᐖཌ

生年㔠の額の計算の基♏となる被保険者期間の月数が

300 に‶たないときは、これを 300 とする。 
障ᐖの⛬度が障ᐖ等⣭の 1 ⣭にヱᙜする者に支⤥す

る障ᐖཌ生年㔠の額は、100 分の 125 に┦ᙜする額で

ある。 
障ᐖཌ生年㔠の⤥付事⏤となった障ᐖについて障ᐖ

基♏年㔠を受けることができない場合において、障ᐖ

ཌ生年㔠の額が障ᐖ基♏年㔠の額に 4 分の 3 をじて

得た額に‶たないときは、ᙜヱ額を障ᐖཌ生年㔠の額

とする。 
� 障ᐖの⛬度が障ᐖ等⣭の 1 ⣭ཪは 2 ⣭にヱᙜする者

に支⤥する障ᐖཌ生年㔠の額は、受⤥ᶒ者によって生

計を維持しているその者の 65 歳ᮍ‶の㓄അ者がある

ときは、障ᐖཌ生年㔠の額に加⤥年㔠額を加算した額

である。 
㸱）㑇族ཌ生年㔠 
� 㑇族ཌ生年㔠は、被保険者ཪは被保険者であつた者

が、ձ被保険者が、Ṛஸしたとき、ղ被保険者であっ
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た者が、被保険者の㈨᱁を႙ኻした後に、被保険者で

あった間に初診日があるയ病によりᙜヱ初診日から㉳

算して 5 年を⤒過する日๓にṚஸしたとき、ճ障ᐖ等

⣭の一⣭ཪは⣭にヱᙜする障ᐖの≧ែにある障ᐖཌ

生年㔠の受⤥ᶒ者が、Ṛஸしたとき、մ⪁齢ཌ生年㔠

の受⤥ᶒ者（保険料⣡付῭期間と保険料ච㝖期間とを

合算した期間が 25 年以上である者に㝈る。）ཪは保険

料⣡付῭期間と保険料ච㝖期間とを合算した期間が

25 年以上である者が、Ṛஸしたとき、上グձ～մのい

ずれかにヱᙜするとき支⤥される。   
たࡔし、Ṛஸした者につき、Ṛஸ日の๓日において、

Ṛஸ日のᒓする月の๓々月までに国民年㔠の被保険者

期間があり、かつ、ᙜヱ被保険者期間に係る保険料⣡

付῭期間と保険料ච㝖期間とを合算した期間がᙜヱ被

保険者期間の 3 分の 2 に‶たないときは支⤥されない。 
� 㑇族ཌ生年㔠の額は、Ṛஸした被保険者ཪは被保険

者であった者の被保険者期間を基♏として計算した額

の 4 分の 3 に┦ᙜする額であるが、その額の計算の基

♏となる被保険者期間の月数が 300に‶たないときは、

これを 300 として計算した額としている。 
㸲）障ᐖᡭᙜ㔠 
� 障ᐖᡭᙜ㔠は、病にかかり、ཪは負യし、そのയ

病に係る初診日において被保険者であつた者が、ᙜヱ

初診日から㉳算して 5 年を⤒過する日までの間におけ

るそのയ病の治った日において、そのയ病によりᨻ令

で定める⛬度の障ᐖ（障ᐖ等⣭ 3 ⣭より⛬度の㍍い障

ᐖ）の≧ែにある場合に、その者に支⤥される。 
� 障ᐖᡭᙜ㔠の額は、⪁齢ཌ生年㔠のሗ㓘比部分の

年㔠額のつ定のにより計算した額の 100分の 200┦

ᙜする額である。 
ᆅᇦໟᣓ࣒ࢸࢫࢩࢣඹຓ�

� ཌ生ປാ省によると、団塊の世代が 75 歳以上とな

る 2025（令和 7 年）以㝆は、国民の医療や介護の㟂

要が、さらに増加することがぢ㎸まれている。このた

め、ཌ生ປാ省においては、2025 年（令和 7 年）を

┠㏵に、高齢者のᑛཝの保持と自立生活の支援の┠的

のもとで、ྍ⬟な㝈り住み慣れた地域で、自分らしい

暮らしを人生の最期まで⥆けることができるよう、地

域の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケア

システム）の構築を推進している。高齢者ࡔけがᑐ㇟

ではなく障ᐖ者やඣ❺も含めた包括的なシステムであ

る。「自助・互助・共助・公助」が㔜要であると言われ

ているが、自助と互助がとりわけ㔜要とされている。

しかし、共助と公助も同時に実しなけれࡤ、地域包

括ケアシステムは成立しない。 
� 共助である社会保険についてᴫほしたが、国民の生

活をᏲり、安定さࡏ、安心をするためには、社会保険

の実と、アࢡセシビࣜティを高めること、ෆᐜの

実をᅗること等がồめられる。 
� また、地域包括ケアシステムにおける「共助」は

に医療（健康保険・国民健康保険）と介護保険の㐃ᦠ

がㅻわれているが、国民の生活を㇏かにするためには、

それࡔけではなく、ປാ保険や年㔠も㔜要なものであ

るのに、あまり言ཬされていないことはၥ題である。

また、ປാ保険や年㔠保険も共助の要⣲として㔜要ど

されなくてはならないと考える。 
また、社会保険ྛ法の条文には「福祉の増進にᐤ

することを┠的とする」「国民の生活の安定と福祉の向

上にᐤすることを┠的とする」と᫂グされており、

福祉の増進・向上を┠的とする制度である。 
� ཌ生ປാ省は令和 4 年 11 月 14 日に「地域包括ケア

システムの᭦なる῝化・推進について」の㈨料を公⾲

した。「介護がᚲ要となっても、できる㝈り住み慣れた

地域で、これまでの日常生活に近い⎔ቃで暮らし⥆け

たいということは、国民の共㏻の㢪いである。その㢪

いを実現さࡏるためには、介護や介護予防、医療はも

とより、住まい、生活支援、そして社会参加までもが

包括的に確保される地域を、人口・世ᖏ構成や地域社

会のኚ化があっても、ྛ地域の実に応じて構築し、

維持し⥆けていくことがᚲ要であり、「地域包括ケアシ

ステム」を῝化さࡏていかなけれࡤならない」として

いる。 
� 地域包括ケアシステムを構築するための中᰾ᶵ関と

しての地域包括支援センターのᶵ⬟ᙉ化について᳨ウ

の方向性も♧している。えࡤ、「地域包括支援センタ

ー以እにも介護予防支援のᣦ定ᑐ㇟をᣑ大することを

含めて᳨ウする」「人ᮦ確保がᅔ㞴となっている現≧を

㋃まえ、㸱⫋✀の㓄⨨はཎ๎としつつ、基ᖿᆺ・ᶵ⬟

ᙉ化ᆺセンターなどの後方支援を行うセンターの 
設⨨が進むよう、現行では同一法人でのみ認められて

いるサࣈセンター形ᘧと同様に、複数ᣐ点で合算して

3 ⫋✀を㓄⨨することもྍとするなど、ᰂ㌾な⫋ဨ㓄

⨨を進めるべき」「௵介護支援ᑓ㛛ဨの確保がᅔ㞴な

≧ἣも㋃まえつつ、地域包括支援センター自らがᑗ来

の௵介護支援ᑓ㛛ဨを⫱成するというど点に立ち、

「௵介護支援ᑓ㛛ဨそのこれに‽ずる者」の「‽
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ずる者」の⠊ᅖをᣑ大する」「一⯡的な┦ㄯは高齢者に

とって㌟近な地域でのつながりのもとで行うことがで

きるよう、ᒃ宅介護支援事業ᡤやᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃ宅

介護事業ᡤなど地域ᐦ╔ᆺのᣐ点をࣈランࢳやサࣈセ

ンターとして活用することを推進する」「総合┦ㄯ支援

業務を含む包括的支援事業をᕷ⏫ᮧがጤクする場合地

域包括支援センターの業務負担を㍍ῶするため、部分

ጤクやጤクをྍ⬟とすることについて」等♧してい

る。 
⤖� � ㄽ�

� 地域共生社会の構築を⌮ᛕにᥖࡆ、そのල体的な仕

組みとして地域包括ケアシステムの実現に向けて、ྛ

ᕷ⏫ᮧがᠱになって進めている。ᕷ⏫ᮧが仕組み࡙

くりをしていくのࡔが、ල体的には、ㄡがཪはどこが

᰾となってつくっていくのࢁࡔうか。 
地域包括支援センターには社会福祉ኈ、保健ᖌ、

௵介護支援ᑓ㛛ဨの 3 ⫋✀が㓄⨨されている。このう

ち、社会福祉ኈが中心となって、3 ⫋✀が༠力し合い、

ᕷ⏫ᮧとともに仕組み࡙くりをしていくことが考えら

れる。さらには生活支援ࢥーࢹィࢿーターが住民参加

のインフォーマルサービスの開Ⓨ・推進・実、┦ㄯ

支援ᑓ㛛ဨが障ᐖ福祉分野での包括的支援体制の構築、

社会福祉༠㆟会の࣑ࢥュニティࢯーシࣕル࣡ー࢝ーは

個ู支援と地域支援の両方を同時に推進し、地域福祉

࡙くりをᡭけている。現時点では、ྛᑓ㛛⫋が一体

となって㐃ᦠをᙉめながら、システムを構築していく

ことになるであࢁうと考えている。したがって、自助・

互助・共助・公助を万㐢なく、ྛᑓ㛛⫋がこれらを意

㆑しながら、ྲྀり組ࢇでいくᚲ要がある。ෑ㢌㏙べた

が、現在の地域包括ケアシステム࡙くりには自助と互

助がᙉㄪされており、生活支援ࢥーࢹィࢿーターが住

民参加の在宅福祉サービスの開Ⓨにしࢇでいる。し

かし、共助もシステム࡙くりにはḞかࡏない要⣲であ

るのに、そのᙉ化をᅗることについてはあまりᙉㄪさ

れていない。システム࡙くりに係るᑓ㛛⫋は、自助、

互助ࡔけでなく、共助についてもしっかりと意㆑しな

がらྲྀり組ࢇでいくᚲ要がある。そのためには、もう

一度共助について確認し、Ꮫࡧ┤し、しかりと▱㆑

を得て、定╔さࡏ、いつでも活用できるような体制を

ᩚえていくことがᚲ要である。本ㄽでは、共助につい

てᴫㄝをしながら、地域包括ケアシステムをすすめて

いくための㔜要な構成要⣲であることを確認した。

ᑓ㛛⫋は共助についても幅ᗈい▱㆑を㌟につけ、地域

包括ケアシステム࡙くりと、個ู支援や地域࡙くり支

援に活用できるようにしていくᚲ要がある。 
ᩥ� � ⊩�

(1)⏣中きよむࠗ ᑡᏊ高齢社会の社会保障・地域福祉ㄽ࠘

中ኸ法つ� 2021 
(2)ᒾ本康ᚿࠗ社会保障㈈※としての⛯と保険料࠘⊂立

行ᨻ法人⤒῭⏘業研究ᡤ 2008 
(3)ụ上ᓅᙪࠗ 社会保障の㈈※ၥ題－⛒⛯と社会保険料

をめࡄるㄽ点࠘社会ᨻ策Ꮫ会ㄅࠗ社会ᨻ策࠘第 9 ᕳ 1
号 63~76 2017 
(4)Ἑ合ඞ⩏ࠗ 大㒔ᕷにおける高齢者の社会的Ꮩ立と社

会保障・社会福祉の課題 社࠘会ᨻ策Ꮫ会ㄅࠗ 社会ᨻ策࠘

第 7 ᕳ 118-131 2002 
(5)ᯇ➃ඞ文ࠗ 地域福祉推進における２つの支援ᶵ⬟－

個ู支援と地域支援に╔┠して－࠘᱈ᒣᏛ㝔大Ꮫ総合

研究ᡤ⣖要第 42 ᕳ第 3 号 1Ң27 2016 
(6) ཌ生ປാ省⪁健ᒁ 2022ࠗ 地域包括ケアシステムの

᭦なる῝化・推進について࠘

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/00101199
6.pdfhttps://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001
011996.pdf 
(7)公┈㈈団法人全日本病㝔༠会ࠗ 地域包括ケアシステ

ム࠘2020 
https://www.ajha.or.jp/guide/5.html 
(8) 公┈㈈団法人㛗ᑑ⛉Ꮫ⯆㈈団 健康㛗ᑑࢵࢿト

ࠗ地域包括ケアシステムとは࠘2019 
https://www.tyojyu.or.jp/net/kaigo-seido/chiiki-shien
/chiikihokatsukeashisutemu.html 
(9) ཌ生ປാ省ࠗ地域包括ケアシステム࠘

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/h
ukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/ 
(10)ཌ生ປാ省ࠗ介護保険法と「地域共生社会」「地域

包括ケア」の⨨࡙けについて࠘ 
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/00101583
2.pdf 
(11) ᰴᘧ会社ࣞࢡアールࠗ社会保険ປ務ኈㅮᗙ 全

合᱁テ࢟スト࠘2023 
(12)ཌ生ປാ省ࠗ地域包括ケアシステム࠘

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/h
ukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/ (2) 
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ずる者」の⠊ᅖをᣑ大する」「一⯡的な┦ㄯは高齢者に

とって㌟近な地域でのつながりのもとで行うことがで

きるよう、ᒃ宅介護支援事業ᡤやᑠつᶍከᶵ⬟ᆺᒃ宅

介護事業ᡤなど地域ᐦ╔ᆺのᣐ点をࣈランࢳやサࣈセ

ンターとして活用することを推進する」「総合┦ㄯ支援

業務を含む包括的支援事業をᕷ⏫ᮧがጤクする場合地

域包括支援センターの業務負担を㍍ῶするため、部分

ጤクやጤクをྍ⬟とすることについて」等♧してい

る。 
⤖� � ㄽ�

� 地域共生社会の構築を⌮ᛕにᥖࡆ、そのල体的な仕

組みとして地域包括ケアシステムの実現に向けて、ྛ

ᕷ⏫ᮧがᠱになって進めている。ᕷ⏫ᮧが仕組み࡙

くりをしていくのࡔが、ල体的には、ㄡがཪはどこが

᰾となってつくっていくのࢁࡔうか。 
地域包括支援センターには社会福祉ኈ、保健ᖌ、

௵介護支援ᑓ㛛ဨの 3 ⫋✀が㓄⨨されている。このう

ち、社会福祉ኈが中心となって、3 ⫋✀が༠力し合い、

ᕷ⏫ᮧとともに仕組み࡙くりをしていくことが考えら

れる。さらには生活支援ࢥーࢹィࢿーターが住民参加

のインフォーマルサービスの開Ⓨ・推進・実、┦ㄯ

支援ᑓ㛛ဨが障ᐖ福祉分野での包括的支援体制の構築、

社会福祉༠㆟会の࣑ࢥュニティࢯーシࣕル࣡ー࢝ーは

個ู支援と地域支援の両方を同時に推進し、地域福祉

࡙くりをᡭけている。現時点では、ྛᑓ㛛⫋が一体

となって㐃ᦠをᙉめながら、システムを構築していく

ことになるであࢁうと考えている。したがって、自助・

互助・共助・公助を万㐢なく、ྛᑓ㛛⫋がこれらを意

㆑しながら、ྲྀり組ࢇでいくᚲ要がある。ෑ㢌㏙べた

が、現在の地域包括ケアシステム࡙くりには自助と互

助がᙉㄪされており、生活支援ࢥーࢹィࢿーターが住

民参加の在宅福祉サービスの開Ⓨにしࢇでいる。し

かし、共助もシステム࡙くりにはḞかࡏない要⣲であ

るのに、そのᙉ化をᅗることについてはあまりᙉㄪさ

れていない。システム࡙くりに係るᑓ㛛⫋は、自助、

互助ࡔけでなく、共助についてもしっかりと意㆑しな

がらྲྀり組ࢇでいくᚲ要がある。そのためには、もう

一度共助について確認し、Ꮫࡧ┤し、しかりと▱㆑

を得て、定╔さࡏ、いつでも活用できるような体制を

ᩚえていくことがᚲ要である。本ㄽでは、共助につい

てᴫㄝをしながら、地域包括ケアシステムをすすめて

いくための㔜要な構成要⣲であることを確認した。

ᑓ㛛⫋は共助についても幅ᗈい▱㆑を㌟につけ、地域

包括ケアシステム࡙くりと、個ู支援や地域࡙くり支

援に活用できるようにしていくᚲ要がある。 
ᩥ� � ⊩�

(1)⏣中きよむࠗ ᑡᏊ高齢社会の社会保障・地域福祉ㄽ࠘

中ኸ法つ� 2021 
(2)ᒾ本康ᚿࠗ社会保障㈈※としての⛯と保険料࠘⊂立

行ᨻ法人⤒῭⏘業研究ᡤ 2008 
(3)ụ上ᓅᙪࠗ 社会保障の㈈※ၥ題－⛒⛯と社会保険料

をめࡄるㄽ点࠘社会ᨻ策Ꮫ会ㄅࠗ社会ᨻ策࠘第 9 ᕳ 1
号 63~76 2017 
(4)Ἑ合ඞ⩏ࠗ 大㒔ᕷにおける高齢者の社会的Ꮩ立と社

会保障・社会福祉の課題 社࠘会ᨻ策Ꮫ会ㄅࠗ 社会ᨻ策࠘

第 7 ᕳ 118-131 2002 
(5)ᯇ➃ඞ文ࠗ 地域福祉推進における２つの支援ᶵ⬟－

個ู支援と地域支援に╔┠して－࠘᱈ᒣᏛ㝔大Ꮫ総合

研究ᡤ⣖要第 42 ᕳ第 3 号 1Ң27 2016 
(6) ཌ生ປാ省⪁健ᒁ 2022ࠗ 地域包括ケアシステムの

᭦なる῝化・推進について࠘

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/00101199
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介護福祉士のスキルアップに向けた教育的アプローチ 
－養成教育課程におけるケアマネジャー資格の捉え方－ 

 
大久保 功 

 
An educational approach to improving the skills of care workers 

-How to understand care manager qualification in the training curriculum- 
 

Isao OHKUBO 
 

 
はじめに 

2021 年度の介護職員数の集計では、約 214 万 9 千
人の従事者数である。厚生労働省が 2021 年 7 月に発
表した『第 8期介護保険事業計画に基づく介護職員の
必要数について』によると、介護サービス見込み量等

に基づき都道府県が推計した介護職員の必要数では、

2023年度には約 233万人、2025年度には約 243万人、
2040年度には約 280万人が必要と予測している。 
一方で 2021 年度の介護保険サービス受給者数は、
約 589万人（居宅サービス約 405万人、地域密着型サ
ービス約 89万人、施設サービス約 96万人）となって
いる。加えて、ケアプランを作成する介護支援専門員

（以下ケアマネジャーとする）の従事者数は、2020
年 10月現在で約 18万 8千人である。サービス受給者
数からケアマネジャーの従事者数を除した概算からす

ると、一人のケアマネジャーの担当件数は約 35 名分
となり、ほぼ余力のない数値となっている。介護従事

者の不足はケアマネジャーの不足にも直結しており、

同時進行で考えるべき課題である。ケアマネジャーと

なるための基礎資格の中で、最も多いのが介護福祉士

である。とりわけ介護の専門職であると同時に将来の

ケアマネジャー候補として有力な有資格者といえる。 
 介護福祉士は介護サービスにおいて主体的に専門技

術を提供し、介護従事者のリーダー的な役割を担うが、

実務経験を積んだ後に介護を熟知したケアマネジャー

となることへの期待度も高い。本研究では介護福祉士

養成教育、介護人材不足の解消、介護福祉士のスキル

アップの視点から養成教育の内容検証と先行教育の考

察を試み、介護実践の経験値と専門性を有するケアマ

ネジャー養成への将来展望について追究していく。             

１． 研究の目的 

 介護福祉士養成教育におけるケアマネジャーの専門

性や機能に関する教育内容を整理し、現状ではどの程

度の項目が反映されているかを検証する。その上で、

介護福祉士の養成課程において、ケアマネジャーと介

護福祉士の連携のあり方を比較検討しながら、双方の

専門性と業務理解を図ることの意義について考察する。 
 
２．研究方法と倫理的配慮 

 本研究は介護福祉士養成教育ならびにケアマネジャ

ーの資格、業務、役割についての内容を概括したうえ

で、双方の専門教育における相乗効果を考察する文献

研究である。従って、個人等の情報が特定される表記

は一切ないものとして論述する。 
 
３．求められる介護福祉士像と養成教育 

 社会保障審議会福祉部会が 2017（平成 29）年に公
表している新たな「求められる介護福祉士像」による

と、介護過程の展開力、本人や家族の力を引き出す支

援、多職種との連携、介護職の中核を担うチームマネ

ジメントの役割などが拡充項目となっている。その内

容については、表 1において改めて見定めたい。 
 
表 1 新たな求められる介護福祉士像（2017年 10月） 

1．尊厳と自立を支えるケアを実践する 

2．専門職として自律的に介護過程の展開ができる 

3．身体的な支援だけでなく、心理的・社会的支援も展開で

きる 

4．介護ニーズの複雑化・多様化・高度化に対応し、本人や

家族等のエンパワメントを重視した支援ができる 
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5．QOL（生άの㉁）の⥔ᣢ・向上の視点をᣢって、介護予
㜵からリࣁビリࢸーࣙࢩン、┳ྲྀりࡲで、対㇟者の状ែのኚ

化に対応できる 
6．地域の中で、施設・在宅にかかわらࡎ、本人が望ࡴ生ά
を支えることができる 
7．関連㡿域の基本的なことを理解し、多職種連携によるチ
ームケアを実践する 
8．本人や家族、チームに対する࣑ࣗࢥニケーࣙࢩンや、的
☜な記㘓・記述ができる 
9．ไ度を理解しつつ、地域や社会のニーズに対応できる 
10．介護職の中で中核的な役割を担う 
           㸩 

高い理性の保ᣢ 
出㸸社会保障審議会福祉部会福祉人材専門ጤ員会『介護人材に求

められる機能の᫂☜化とキャリアパスの実現に向けて』（平成 29年

10月 4᪥）をもとに➹者作成 

 

 表 1に♧された項目に༶し、介護福祉士養成課程に
おける教育内容の見直しが図られた。2019年度より㡰
ḟᑟධされている、養成教育࢝リキࣗラムの見直しの

内容については、表 2の㏻りである。 
 
表 2 介護福祉士養成ㄢ⛬の教育ෆᐜのぢ┤ࡋのほⅬ 

1．チームマネジメント能力を養うための教育内容の拡充 
『人㛫関ಀと࣑ࣗࢥニケーࣙࢩン』の教育にྵࡴべき事項に

「チームマネジメント」を追加し、充当時㛫を 30時㛫から
60時㛫にኚ᭦した。 
2．対㇟者の生άを地域で支えるための実践力の向上 
『社会の理解』の教育にྵࡴべき事項に「地域ඹ生社会」を

追加した。 
「介護実⩦」の教育にྵࡴべき事項に「地域における社会支

援の実践」を追加した。 
3．介護過程の実践力の向上 
㡿域『介護』の目的に「ྛ㡿域のᏛびの実践と⤫ྜ」を追加。 
『介護⥲ྜ₇⩦』と『介護実⩦』に、新たに教育にྵࡴべき

事項を追加し、『介護⥲ྜ₇⩦』には「知㆑と技術の⤫ྜ」

「介護実践の⛉Ꮫ的᥈究」、『介護実⩦』には「介護過程の実

践的展開」「多職種༠働の実践」「地域における生ά支援の実

践」を加える。 
4．ㄆ知ケアの実践力の向上 
『ㄆ知の理解』の教育にྵࡴべき事項に「ㄆ知の心理的

ഃ㠃の理解」、ㄆ知にకう生άへのᙳ㡪のみに㝈らない、

「ㄆ知ケアの理解」を追加した。 

5．介護と་⒪の連携を㋃ࡲえた実践力の向上 
『介護実⩦』に「多職種༠働の実践」を追加し、介護職種と

しての役割を理解するとともに、「サービス担当者会議」や

「ケース࢝ンࣞࣇンス」等を㏻ࡌて、多職種連携やチーム

ケアを体験的にᏛࡪ内容とする。 
『ここࢁとからだのしくみ』の教育にྵࡴべき事項を「人体

のᵓ㐀や機能を理解するための基礎的な知㆑」と「生ά支援

のሙ㠃に応ࡌた心身へのᙳ㡪」に大ูした。 
『発㐩と⪁化の理解』の教育にྵࡴべき事項の「人㛫の成㛗

と発㐩」の項目に「ラࣇサࢡルのྛ期の基礎的な理解」

を追記した。 
出㸸厚生労働省社会・援護ᒁ福祉基┙課福祉人材☜保対⟇ᐊ『介護福

祉教育の方向性と展望』（௧ 3年 11月 17᪥）をもとに➹者作成 

 
 表㸯の内容では、専門職としての自律的な介護過程

を展開できることや、関連職種への基本的な理解の必

要性が提㉳され、介護実践に加え、アࢭスメントやプ

ランニンࢢの能力や多職種連携に༶したマネジメント

能力が求められている。それらを考៖した表㸰の見直

しのほ点では、地域ඹ生社会の理解、多職種連携のᙉ

化とチームマネジメント力の養成、ㄆ知や心身機能

のኚ化への理解や実践力の向上などを意図としている。 
 このことは、多職種連携の༠働職種となるケアマジ

ャーの機能や役割ともඹ㏻していることであり、双方

の相理解はさらに重要なものとなる。 
 
㸲．࣮ࣕࢪࢿ࣐ࢣに求められるᶵ⬟とᙺ 

 ケアマネジャーには⏝者の尊厳保ᣢཬび自立支援

に資するケアマネジメントを㐙行できる能力が求めら

れている。介護支援専門員実務研ಟの内容に♧されて

いる、公ṇ中立なケアマネジメントを実現するための

ケアマネジャーに求められる機能と役割については、

表 3に♧す㏻りである。 
 
表  に求められるᶵ⬟とᙺ࣮ࣕࢪࢿ࣐ࢣ 3

࠙プランニンࢢ機能ࠚ 
⏝者の⢭⚄および身体的な状ែ、家族や支援者との関ಀ

性、⏝者の要望や౯値ほなどを༑分にアࢭスメントする。

その結果に基づき、㐺切な介護サービス計画を作成する。 
࠙マネジメント機能ࠚ 
介護サービスの実施状ἣと保険給の⟶理を担い、㐺切な介

護サービスが、⥲ྜ的かつ効⋡的、効果的に提供されるため

のマネジメントを行う。 
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࠙ㄪ整機能ࠚ 
保険、་⒪、福祉分㔝などの専門職との連携を図る。それを

基にした社会資※のά⏝などにより、⏝者への支援を⥲ྜ

的に行うためのࢥーࢹネーࢱーとしての機能を果たす。 
࠙相ㄯ機能ࠚ 
⏝者や家族からの相ㄯを受け、ᝎみやⴱ⸨をㄔ実に受けと

める。その内容を෭㟼かつ中立的な立ሙで考៖し、⏝者が

ᣢつၥ題解Ỵ能力を発できるように支援する。 
࠙ᶒ᧦護機能ࠚ 
㐺切なサービス受給への見Ᏺり、ዎ約等の支援、不┈を⿕

る状ἣの᪩期発見などを実践し、ケアマネジメントの過程

を㏻ࡌて⏝者のᶒを᧦護する。 
出㸸『ゞ第 2 ∧介護支援専門員実務研ಟࢸキスト上ᕳ』をཧ考

に➹者作成 

 
 ケアマネジャーは介護保険の給⟶理に基づくマネ

ジメント機能、⏝者の心身状ែや生ά⫼ᬒなどをྵ

めた⥲ྜ的なアࢭスメント能力、⏝者のᝎみやッえ
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 介護福祉士とケアマネジャーの双方向的な理解に基

づき、介護福祉士養成教育の中でケアマネジャーの資

格や業務についてのᏛ⩦となる部分を検証する。介護

福祉士養成ࢸキスト『最新介護福祉士養成ㅮᗙ（第 1
ᕳ㹼第 15 ᕳ）』（中ኸἲつ）をཧ考に、ྛ⛉目におけ
るケアマネジャーの資格、機能、役割、介護福祉士と

の༠働や連携に関連する記㍕をᢤ⢋し表 4に整理する。 
 
表 4 介護福祉士養成ࢺࢫ࢟ࢸにࡳる介護ᨭᑓ㛛ဨ

 るなㄝ᫂グ㍕のෆᐜࡍに㛵（࣮ࣕࢪࢿ࣐ࢣ）

1．人㛫の理解 
「介護支援専門員や相ㄯ支援専門員には、⏝者がサービス

を㑅ᢥ・Ỵ定するᶒを༑分に行することができるように

支援することが求められていࡲす。」 
「介護保険ไ度における介護支援専門員の保有資格として、

もっとも高い比⋡を༨めるのが介護福祉士です。介護福祉士

の専門性をいかしながら介護支援専門員として多職種チー

ムのリーダーをになう人も数多くいࡲす。」 

「サービス担当者会議は、介護支援専門員（ケアマネジャー）

がケアプランを立するときやࣔニࢱリンࢢをするときに

開ദされることが多く、サービスにかかわっているさࡲࡊࡲ
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 「。すࡲ
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4．介護の基本ϩ 
「介護支援専門員（ケアマネジャー）とは、要介護者・要支

援者からの相ㄯに応ࡌるとともに、要介護者等がその心身の

状ἣ等に応ࡌて㐺切な居宅サービス、地域密着型サービス、

施設サービス、あるいはྛ種の介護予㜵サービスを⏝でき

るように、ᕷ⏫ᮧ、サービス事業者や施設との連⤡ㄪ整を行

う専門職です。」 
「⏝者のニーズに応ࡌてケアプランが作成され、その連⤡

ㄪ整役が介護支援専門員（ケアマネジャー）です。これによ

って་⒪分㔝と福祉分㔝の専門職が連携してサービスを提
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「介護福祉職内で࢝ンࣞࣇンスを開いたり、サービス提供

にたࡎさわる多職種が集ࡲって会議を行ったりしࡲす。」 
「介護保険ไ度ではサービス担当者会議の開ദが義務づけ

られていࡲす。⏝者のケア提供にかかわるྛサービス担当

者を介して、介護支援専門員（ケアマネジャー）の立した

ケアプランをもとに、介護サービス実施の方㔪や目ᶆ、方ἲ

などを議論してỴ定する会議です。」 
6.生ά支援技術Ϩ 
「介護支援専門員は、ケアプラン（居宅サービス計画ࡲたは

施設サービス計画）を立しࡲす。その㝿に⏝者の⛣ືに

関するアࢭスメントを行い、⏝者の意向にそいながら心身

の状ែにあわࡏて⛣ືに関連する課題を解Ỵできるよう目

ᶆを設定しࡲす。」 
「施設では、介護支援専門員が施設サービス計画を作成しࡲ

す。介護支援専門員は、相ㄯ員からの情報をもとにල体的な

介護内容を施設サービス計画に┒り込ࡴために、ケア࢝ンࣇ

 「。すࡲンスを開きࣞ
7.生ά支援技術ϩ 
「介護支援専門員は、新しい課題を解Ỵするためにྛサービ

ス事業者などと連⤡・ㄪ整を行いࡲす。」 
「介護福祉職は介護支援専門員が立したケアプランにそ

って、個ูサービス計画を作成し、計画にそって実践してい

きࡲす。介護福祉職は⏝者のᛮいやἥ状ἣのኚ化、᪥ࠎ

の状ែ・ᬽらしのኚ化を介護支援専門員に報࿌して、⏝者

の QOL（Quality of Life㸸生άの㉁）を高めることをඹ㏻
の目ᶆとし、連携・༠働をはかっていきࡲす。」 
8．生ά支援技術Ϫ 
「介護福祉士は生ά支援を行う専門職です。⏝者とかかわ

る㝿には介護過程の考え方をࡲࡩえ、᪥ࠎの状ἣを分ᯒし、

なࡐこの方ἲで介護をするのかを考え、実践し、ホ౯して

いくことが、⏝者の生άの⥅⥆につながるということを意

㆑する必要がありࡲす。」 
9.介護過程 
「ケアマネジメントではケアマネジャーという専門職が、介

護を必要とする人の生ά上のᅔりࡈとを᥈り、その解Ỵに向

けてどのような種㢮の社会資※をどのような㢖度で提供す

れࡤよいかを考え計画しࡲす。」 
「たとえ社会資※が充実していたとしても、⏝者のニーズ

に応ࡌてサービスをㄪ整するケアマネジャーがいなけれࡤ、

⏝者の多くは複雑なไ度のしくみや⏝方ἲに関する知

㆑が༑分でないために、社会資※のά⏝ができࡎ、生άの⥅

⥆はᅔ㞴になりࡲす。」 

10.介護⥲ྜ₇⩦ 
「計画作成担当者は、主として家族と事業ᡤ、関ಀ施設と事

業ᡤを密᥋に関連づけるつなࡂ役です。ྛ事業ᡤに 1 人ࡎ
つの㓄⨨がỴめられていࡲすが、そのうࡕ 1 人は介護支援
専門員（ケアマネジャー）の資格がなけれࡤなりࡏࡲん。」 
11.ここࢁとからだのしくみ 
特ẁの記㍕なし 
12.発㐩と⪁化の理解 
特ẁの記㍕なし 
13.ㄆ知の理解 
「かかりつけ་や、ㄆ知ᝈ་⒪ࢭンࢱー等の専門་⒪機

関、地域ໟ括支援ࢭンࢱーや介護保険事業ᡤ等との連携体ไ

を整えながら支援が行われていきࡲす。」 
ͤ地域ໟ括ケアࢩスࢸム、地域ໟ括支援ࢭンࢱー、ㄆ知ึ

期集中支援チーム、ㄆ知地域支援推進員の解ㄝにおいてケ

アマネジャー（主௵ケアマネジャー）の㓄⨨などを記㍕。 
14．障ᐖの理解 
「高㱋障ᐖ者のሙྜ、基本的には介護支援専門員（ケアマネ

ジャー）が障ᐖ関ಀの計画もྵめて作成することとなりࡲ

す。障ᐖの状ἣが複雑であることが理⏤で、介護支援専門員

༢⊂での計画作成がᅔ㞴なሙྜには、ᕷ⏫ᮧのุ᩿により相

ㄯ支援専門員と༠働で計画作成を行う、いわࡺるダࣈルケア

マネもྍ能となっていࡲす。」 
15．་⒪的ケア 
特ẁの記㍕なし 
出㸸『最新第 2∧介護福祉士養成ㅮᗙ第 1ᕳ㹼第 15ᕳ』の記㍕を

引⏝し➹者作成 

 
 介護福祉士養成教育の課程においては、主に「人㛫

と社会」、「介護」の㡿域にて、介護支援専門員の資格

や役割がල体的に解ㄝされている。ࢸキストをཧ↷す

る㝈りではึᏛ者にも理解しやすい内容となっており、

ケアマネジャーの基礎資格の中で介護福祉士の保有者

が一␒多いこと、サービス担当者会議の⨨づけ、ケ

アマネジメントの展開などはヲㄝされている。当ヱの

内容は介護福祉士ᅜ家試験ၥ題にも直᥋的に反映され

ている項目や文ゝもあり、その点でも重要性をㄆ㆑し、

多職種連携を意㆑した機能と役割の理解については、

概ࡡ㐩成ྍ能と見込ࡲれる。 
一方で、実践的な業務理解については、ࢸキストの

内容だけでは不༑分であることを記しなけれࡤなら

ない。実務経験を経て介護福祉士を目ᣦす人は、㏻ᖖ

業務や職域などでケアマネジャーと᥋する機会もあり、
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職務の理解をᚓることもྍ能となる。しかし養成施設

でᏛࡪᏛ生では、介護実⩦における経験等のᏛ⩦効果

は期待できるが、量的、㉁的にも༑分とはゝえࡎ、教

ᤵἲや教育方ἲのᕤኵなどで補うことが課題ともなる。 
 
㸴．⪃ᐹとࡲとめ 

 介護福祉士養成教育とケアマネジャーの機能と役割

について人材☜保のほ点から分ᯒしたሙྜ、介護福祉

士を目ᣦす人が資格をྲྀᚓしたのࡎࡲ、ࡕは実践から

の専門性を高め、求められる介護福祉士像に㏆づくた

めのྲྀ⤌が必要である。その㏵上で、自律的な介護過

程の展開、本人のストࣞンࢢスや家族等のエンパワメ

ントを重視した支援、多職種連携によるチームケアの

実践力を⩦ᚓし、ケアマネジャーの機能と役割との連

ື性にẼづく。その経験値からケアマネジャーの業務

をㄆ㆑し、自らの関心や意ᛮと意ḧにより、ケアマ

ネジャーの資格ྲྀᚓを目ᣦすことが理とされる。 
介護福祉士は介護とケアマネジメントの双方の実践

に⢭㏻した専門職として期待され、自らもその意㆑を

高めながら将来展望をᥥくことが重要である。 
 
ᅗ 1 介護福祉士にࡅ࠾る࣮ࣕࢪࢿ࣐ࢣのᒎᮃ 

 
 
養成施設等においてᡤ定の教育課程をಟする   
たはࡲ 3年以上の介護実務経験と実務者研ಟをಟする 
 

 ケアマネジャーの業務・役割・専門性をᏛࡪ 
    介護福祉士との実践的なඹ㏻項にẼづき理解する 
 
 
 
介護福祉士として 5年㛫従事 
介護計画の作成やサービス担当者会議へのཧ加を経験 
 

㉁の高いケアマネジメントの必要性を理解 
     ⥲ྜ的な援ຓ支援への事に㨩力をឤࡌる 
 
 
 
 介護実践とケアマネジメントの双方の専門性を⩦ᚓ 
 社会的ニーズに༶した福祉の対人援ຓ職としてά㌍する 

 

介護福祉士養成教育におけるケアマネジャーの資格

や業務に関する理解においては、ケアマネジメントの

実践力を養うとඹに、将来ケアマネジャーになるྍ能

性を⛎めている人への先行教育にも⧅がる。 
ᕝᘏ（2019）は、新たな介護福祉士養成教育の実践
展開として対人援ຓワー࢝ーとしての教育にゝཬして

おり「介護福祉士は་ᖌや┳護ᖌや社会福祉士などの

⏝ーや教員や保育士などと୪び、࢝ャルワーࢩーࢯ

者の生をᕥྑしかࡡない業務に従事する対人援ຓワ

ー࢝ーである。これらの対人援ຓワー࢝ーは、自分の

「人㛫性」をもά⏝しながら、相ᡭの人㛫のᢪえるၥ

題の解Ỵに向かってඹにດ力していく。」と述べている。
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ネジャーの専門性や業務を立体的にᛮ考し、体験的に

Ꮫࡪ方ἲとして、表 5において➹者の考えを提する。 
 
表  ࡧのලయ的なᏛのᴗົ理ゎ࣮ࣕࢪࢿ࣐ࢣ 5

1.ケアプランのᶍᨃ作成 
 予めケアプランの作成ᡭ㡰を教ᤵしたうえで要介護者の

生ά状ែがメージできる画像等をά⏝し、ࢢループワーࢡ

においてケアプランを検討し作成する。実㝿にわれている

ケアプラン様ᘧを⏝し、作成₇⩦にリアルឤをᣢたࡏる。 
࠙㐺⏝⛉目  など「介護の基本」「介護過程」ࠚ
2.介護保険サービスの給㢠や自ᕫ㈇担㢠の算出₇⩦ 
 居宅介護サービスの༢౯表を資ᩱとして㓄ᕸし、⏝者の

ᕼ望サービスを記した事を基に、サービス種ู、ᅇ数、時

㛫などを様ᘧに記㍕する。その後、ྛ 自で㟁༟等を⏝して

実㝿に㈝⏝を計算し、給㢠や⏝者㈇担㢠等を算出する。 
࠙㐺⏝⛉目  など「介護過程」「介護の基本」「社会の理解」ࠚ
3.サービス担当者会議のᶍᨃ開ദ 
 ロールプࣞ（役割₇技）をά⏝し、本人、家族、介護や

་⒪の専門職などを㓄役しサービス担当者会議を実₇する。

進行とリアリࢸ効果から、進行者（ケアマネジャー役）

は担当教員や実践者等のアࢩスࢱント教員を充当する。 
࠙㐺⏝⛉目  など「ン技術ࣙࢩニケー࣑ࣗࢥ」「介護過程」ࠚ

 
 その、要介護ㄆ定ㄪᰝのᶍᨃ₇⩦やఫ宅改ಟにお

けるアࢭスメントと理⏤᭩の作成₇⩦なども、ືきと

記述を㏻してケアマネジャーの実務をල体的にఏえら

介護福祉士になりたい… 

ケアマネジャーの資格をྲྀᚓ 

介護福祉士の資格をྲྀᚓ 
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れる内容と考える。ࡲた、介護福祉士とケアマネジャ

ーのඹ㏻のキーワーࢻを関連づけ、多職種連携の主た

る༠働者関ಀとのㄆ㆑を高める働きかけも必要である。 
 
ᅗ 2 介護福祉士と࣮ࣕࢪࢿ࣐ࢣのඹ㏻ࢻ࣮࣮࣡࢟ 

  
ᑛཝ࣭ᶒ᧦護 

         ⮬❧ᨭ࣭ከ⫋✀㐃ᦠ 

 ά⏕࠸ࡋのேらࡑ         

         ᑐேຓ࣭┦ㄯᨭ 

         QOLのྥୖᨭ 

 ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࣒࣮ࢳ         

         グ㘓ࡸ㆟のᢏ㔞 

         ไᗘ理ゎ࣭㈨㉁ྥୖ    ޯ 

 
 にࡾࢃ࠾

 介護福祉士養成教育が開ጞされたから 36 年が経過
し、⛉目㓄⨨や時㛫数をྵめて大ᖜな見直しが行われ

てきた。特にၻ⑱྾引等の行Ⅽにకう「་⒪的ケア」

のᑟධと、アࢭスメントや介護計画の立能力を養う

「介護過程」の教育内容の拡充は㝿立つものである。 
一方でケアマネジャーの㡿域では開ጞから 23 年の
㛫に、㸳年ࡈとの᭦新時研ಟのᑟධ、主௵ケアマネジ

ャーの設、介護給㐺ṇ化計画に基づくケアプラン

点検やケアマネジャーࡈとにケアプランをチ࢙ッࢡで

きる重ᣦ定ไなどが整ഛされ、ไ度理解と専門性の

向上に向けた⥅⥆的なᣦᑟや教育の機会を設けている。 
ఱれも専門職としての資㉁向上を♧၀し、対人援ຓ

技術者としてのㄔ実な職務ጼໃと社会的ಙ㢗をᢎ⥅し、

と多様化、複雑化していく地域社会の状ἣに対応ࠎ้

すべく専門技術の高度化への方⟇ともいえる。 
介護人材の☜保と専門職の養成は一体のものであり、

社会的ニーズに対応し⥆けるためにも、ᜏ久的に必要

な教育実践となるものである。本研究では介護福祉士

とケアマネジャーの双方における㛗期的かつᏳ定的な

人材☜保について一考し、介護福祉士がケアマネジャ

ーの資格を有効なスキルアップのラࢭンスとして捉

え、介護福祉サービスや介護保険ไ度を支える実践力

を᪩期にᵓ⠏する方⟇への検討を加えた。後はアࢡ

教育的アプローチに関ࡴの要⣲をྵࢢラーニンࣈࢸ

連した自らのᤵ業実践等を᰿ᣐに検証し、教育的効果

や理解度の分ᯒなどを行っていきたいと考える。 
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すべく専門技術の高度化への方⟇ともいえる。 
介護人材の☜保と専門職の養成は一体のものであり、

社会的ニーズに対応し⥆けるためにも、ᜏ久的に必要

な教育実践となるものである。本研究では介護福祉士

とケアマネジャーの双方における㛗期的かつᏳ定的な

人材☜保について一考し、介護福祉士がケアマネジャ

ーの資格を有効なスキルアップのラࢭンスとして捉

え、介護福祉サービスや介護保険ไ度を支える実践力

を᪩期にᵓ⠏する方⟇への検討を加えた。後はアࢡ
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日本初の保育絵本「キンダーブック」の研究�戦後 �� 年の歩み�進藤令子��

 

   

日本初の保育絵本「キンダーブック」の研究:戦後 10 年

の歩み 
 

進藤令子 
 

A study of Japan's first childcare picture book "Kinderbook" : progress in the 10 years since the war 
 

Reiko SHINDO 
 
はじめに�

�����昭和��年��月、「観察絵本キンダーブック」�第

１篇�お米の巻�が株式会社フレーベル館より日本で初

めての保育絵本として創刊され、�����令和��年��月､

創刊 �� 年を迎えた。幼稚園や保育園への直接販売とい

う独自の販売ルートを開拓して、創刊から一貫して同

一の出版社である株式会社フレーベル館が刊行してい

る。�

１冊毎にテーマ�主題�を設定して、幼児のものの見

方・行動規範と制作者である大人の求めるもの�社会・

生活・文化に対する見方等�が雑誌の基本的性格となり、

「観察絵本」として事実をありのままに描く姿勢に基

づいて、作品の内容に反映されている。�

同誌は戦前から現在まで継続して当時の子どもたちに

読み継がれてきた国内唯一の保育絵本であり、日本の

幼児教育史の上で、大きな役割を果たしてきた。�

この全国の子どもたちに親しまれた「キンダーブック」

の出版には、静岡県ゆかりの人物が大きく関わり刊行

されたことについて、紹介する。�

「日本のフレーベル」と呼ばれる静岡市鷹匠町出身の

倉橋惣三>�����明治 ���年～�����昭和 ���年@である。�

倉橋は �����昭和 ��年 � 月発行の�� 編�「乗物の巻」�

より編集顧問となり、�����昭和 ���年 � 月 �� 日の戦

後の復刊・第 � 号「ムギ」から �����昭和 ���年 � 月発

行の第 �� 集 � 編「あめのちびちゃんたち」まで、戦前

から戦後まで「キンダーブック」編集に継続して携わ

り、日本の幼児教育の振興に貢献した。�

当稿では、創刊から戦後復刊までの同誌の歩みと戦

後の日本の混乱期から復興期>�����昭和 ���年～

�����昭和���年@までの戦後��年間の誌面の特色につ

いて考察する。�

今後、倉橋が「キンダーブック」で担当した内容や

出身地である静岡市より創刊された幼児絵本「あそび」

についても考察する予定である。�

筆者所属の地域連携推進センターでは、研究成果の

地域公開事業として �����令和 ��年から �����令和 ��

年に下記の幼児�児童�絵本展を開催した。�

【�����令和 ��年度】�

・静岡ゆかりの幼児絵本で見る時代展�

� �� �会場：静岡英和学院大学�

・静岡ゆかりの幼児絵本キンダーブック展�

� � �会場：富士市立中央図書館�

・キンダーブックと昭和の子ども展�

� � �会場：牧之原市立図書交流館�

【�����令和 ��年度】�

・静岡発� 戦後の子ども雑誌展�

� � �会場：静岡市立中央図書館�

 
���「キンダーブック」の歩み�戦前��

� 同誌の創刊からの歩みを社会情勢と共に記載する。�

�����大正 ���年 � 月 �� 日、幼稚園の創始者であるド

イツの教育学者であるフリードリッヒ・フレーベル

（���� 年－���� 年）生誕の日に、「幼稚園令」が公布

され、翌 �� 日「幼稚園施行規則」が制定され、従来の

「遊戯、唱歌、談話、手技」の � 保育項目に新たに「観

察」の項目が加えられたことにより「観察」は関心を

呼び、�����昭和 ��年 � 月、株式会社フレーベル館の

新たな事業として「観察絵本」発刊が計画され、幼児

用教育絵本として創刊された。�

株式会社フレーベル館創業者である高市次郎

>�����明治 ��年～�����昭和 ���年� 愛媛県温泉郡小

野村出身@は絵本創刊の意図を次のように述べている。�
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「幼児教育⏺のᶒጾᓊ㎶⚟㞝ඛ生編集ᣦᑟのもとに、

したࡩのⅬに新ᶵ㍈を出し、┿に本誌のをࠎ✀

いと記している。文Ꮠを自⏤に読ࡴことの出来ない幼

児のⅭに、絵画を௨て描かれたる、⤫一あり、連⤡あ

る一冊の༢行書⡠である。新幼稚園令の観察項目の加

へられたるをᶵとしてᘢ社はṈの新計画を発⾲し、ㅽ

みて大ศ᪁⏺にᤝࡆたいとᛮࡩ」�「幼稚園用品目㘓」

昭和 � 年度��

・�����昭和 ��年 � 月�� 編�「乗物の巻」発行�

� 編から倉橋が編集顧問となࡗた。�

・�����昭和 ��年 � 月�「ツࢳ࢘࢜ࣀ࣓ࣂ」創刊�

「ツࢳ࢘࢜ࣀ࣓ࣂ」は今日まで継続されている。�

・�����昭和 ���年 � 月�出版物の一ඖ的㓄⤥ᶵ関と�

日本出版㓄⤥株式会社が設立、「キンダーブック」�

直販方式はゎయ�

・�����昭和 ���年 �� 月 � 日�

�「株式会社フレーベル館」を「株式会社日本保育館」

とᨵ⛠�

・�����昭和 ���年 �� 月 � 日��ኴᖹὒ戦தຨ発�

・�����昭和 ���年 � 月�「観察絵本キンダーブック」、�

「観察絵本࣑クࢥࣀࢽドࣔ」とᨵ題�

・�����昭和 ���年 � 月�日本出版文化༠会ゎᩓ、日本

出版会設立、�� 月情ሗᒁは出版事業ᩚഛせ⥘を発⾲、

日本出版会に実施を令�

・�����昭和 ���年�

第�「ンࢢンࢩクࣛࣔ࣎」 �� 集 � 編�より誌ᆺが⦰小

され、「タタ࢝フ࢝イࢢン」「ツࣀタࣛ࢝」「キࣛ࢝

フ࣊ࢿ」といࡗた戦தや生⏘が主題となࡗた。�

・�����昭和 ���年 � 月 �� 日�

「セキタンࣤ࣍ルヒト」�第 �� 集 �� 編�を᭱後に、

「観察絵本࣑クࢥࣀࢽドࣔ」⤊刊�

・�����昭和 ���年 � 月� �

株式会社フレーベル館会㛗高市次郎� 静岡市鷹匠町

に開、同社社㛗高市㞝� 静岡市大ᒾに開�

� この高市の静岡市開は、同社ဨのబᨻ治>同社

：ົ�����大正 ���年～�����昭和 ���年� 株式会社フ

レーベル静岡創業者�静岡市@との交流で開ඛにし

たことが推 される。�

� 高市は、�����昭和 ���年 � 月 �� 日～�� 日の静岡市

✵くにより⿕⅏し、中ᕝ᰿町に開をして⤊戦を

迎える。�

�

�

���「キンダーブック」の歩み�戦ᚋ��

� 同誌の戦後の歩みを社会情勢と共に記載する。�

・�����昭和 ���年 � 月 �� 日� 戦த⤊⤖�

・���� 昭和 ���年 � 月 �� 日� *+4�連ྜ国㌷⥲ྖ令㒊�､

日本ᨻᗓに対し「ゝㄽཬび新⪺の自⏤に関するぬ書」

を発令�

・�����昭和���年 �月 ��日� *+4�連ྜ国㌷⥲ྖ令㒊�､�

日本ᨻᗓに対して「新⪺ཬびゝㄽの自⏤への㏣加ᥐ�

⨨に関するぬ書」をᣦ令�

・�����昭和 ���年 � 月 �� 日�日本出版会ゎᩓ�

・�����昭和 ���年 �� 月 � 日��出版事業令､同施行規則�

ᗫṆ�

・�����昭和 ���年１月 �� 日�「株式会社日本保育館」､

「株式会社フレーベル館」に社ྡኚ᭦�

・�����昭和 ���年 � 月 �� 日� ᮅ日新⪺に「幼児のክ� �

明るく正しく⨾しい観察絵本キンダーブック�

刊�� 月号ムギの巻、㸵月上᪪発売㒊ᩘ㝈定⮳ᛴஒ予

⣙」とᗈ࿌を載ࡏる。�

・�����昭和 ���年 � 月 �� 日�「観察絵本キンダーブッ

ク」第１集１編「ムギ」復刊�

復刊にあたり、倉橋は巻㢌に「新らしいもの～キン

ダーブックの刊～」をᥖࡆ、次のᵝに述べている。�

「ᩓࡗた後に、ⴠちた後に、ྂい᰿から新ⱆがࡩく。

新らしい✀子に、前とはูなⰼと実がᚅたれる。そ

の᭦生のẼはຬましく、成㛗のຊは㏾しい。今や初

ኟの自↛がそれであり、立ち上がる国の勢がそれࡔ。

その大きい勢に推されて、幼い子らの園に⸽るキン

ダーブックの刊も、その一つである。まえから

の親しみをつづࡅて㡬きたいし、これからの新らし

みを期ᚅしても㡬きたいし。新らしいものによࡗて

こそ、子らを新らしくし、国を新らしくしてゆࡅる

のであるから。ᇵおうᇵおう。幼い子らの園に。」�

・�����昭和 ���年 � 月 �� 日�

「学ᰯ教育ἲ」�幼稚園令ᗫṆ、භ三三ᅄ制を規定��

公布、� 月１日新学制実施�

・�����昭和 ���年 � 月�

「ようちえん」�第 � 集 � 編�から国Ẹ学ᰯにྜわࡏ、

この号よりࡦらがなを用。�

同年 �� 月号�第 � 集 � 編�「ありがとう」、�����昭和

���年 � 月号�第 � 集 �� 編�「やさしいおかあさん」

から社会に目をྥࡅた内容となࡗている。�

��� また、株式会社フレーベル館より、戦後間もない

�����昭和 ���年 � 月、絵本「マッ࢝ーࢧーඖᖊ」���
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�ᒣᓮ一ⰾ画�が発行された。�

この「マッ࢝ーࢧーඖᖊ」は、↓⾑㠉を行ࡗたᜠ

人としてඖᖊをㆭえる内容となࡗている。�

日本のᩋ戦後、「キンダーブック」の出版社である株

式会社フレーベル館のྲྀ⥾役として画したᒣᓮ一

ⰾ>�����明治 ���年～ἐ年明@は、ᕝ市出身のࢪ

ࣕーࢼリࢫトとしてᮾிで活㌍した人物であり、同

社役ဨとして、*+4�連ྜ国㌷⥲ྖ令㒊�より戦後いち

᪩く復刊をチྍされた「キンダーブック」出版に大

きく関わࡗた静岡県ゆかりの人物でもある。�

絵本が発行された ����（昭和 ��）年 � 月は、日本国

᠇ἲが施行された日（� 月 � 日）であり、日本はኳ

ⓚ主ᶒから国Ẹ主ᶒに生まれኚわࡗた時期である。�

・�����昭和 ���年 �� 月 �� 日「児童⚟♴ἲ」公布�

・�����昭和 ���年「保育せ㡿幼児教育の手びき」刊行�

・�����昭和 ���年 *+4�連ྜ国㌷⥲ྖ令㒊�΅እᒁ、「キ

ンダーブックは࣓リ࢝においても㢮誌のない�

���独自のものである」と発⾲�

�

��戦ᚋ��ᖺの「キンダーブック」のෆᐜに࡚࠸ࡘ�

�����昭和���年�月号～�����昭和���年�月号までの

「キンダーブック」���冊の内、��冊�本学キンダー文

ᗜ、筆者所ⶶศ�を対㇟として、⣬面にⓏ場した内容（絵、

および文）をㄪべ、読者である幼児、保ㆤ者に対して

の編集者の意図について考察する。�

�

����⫋ᴗ�に࡚࠸ࡘ�

� 事について記載があࡗた作品は、��作品中��作品

�������であࡗた。下記の��作品はᵝࠎな事�⫋業�、

特定の事�⫋業�の特集号となࡗている。�

��第�集�編�����年�月�「ムギ」�㎰ᐙ�ムギ作り��

��第�集�編�����年��月�「ありがとう」�㒑౽やさん、

ᾘ㜵のおࡌさん、こうつうࡏいりのおまわりさん、

ーでⲴ物を㐠ᦙして࢝うさん、リࣖࡻのしゃしࢫࣂ

いる人、幼稚園のඛ生、㐨ᬑㄳのᕤኵさん�

��第�集�編�����年�月��㎰ᐙ�お米��

��第�集��編�����年�月��㎰ᐙ�みかん��

��第�集�編�����年�月��㎰ᐙ�さつまいも��

��第�集�編�����年��月�「おまわりさん」��

おまわりさん、こうつうࡹࡌんさ�

��第�集��編�����年�月�「はなうりおࡌさん」��

はなうりおࡌさん、㋃ษのおࡌさん�

��特集号�����年�月�「たのしいỶ㌴」�㥐でാく人ࠎ�

��第�集�編�����年�月�「ゆうびんやさん」��

ゆうびんやさん�

���第�集�編�����年��月�「わたくしたちのために」�

いりのおまわりさࡏうやさん、こうつうࡹうにࡹࡂ

ん、しんたいࡅんさのࡏんࡏい、おࡦゃくしࡻう

さん、ࡏんどうさん、こうえんのおࡌさん、しࡻ

うࡰうさん�

���第�集�編�����年��月�「すみ」�まちのすみやさん、

�らのすみやきさんࡴ

ᥖ載された事�⫋業�では、��作品の内、㎰ᐙ�おࡦ

ゃくしࡻうさん�や果ᶞ園᱂ᇵ�さくらんࡰ⏿、りんࡈ

⏿、みかん⏿、なし⏿�等、㎰業・ᯘ業・⁺業の第１次

⏘業従事者のᥖ載は、��ᅇ�����㸣�であࡗた。�

Ⓩ場ᅇᩘが上のものは、�ᅇ：㆙察ᐁ�おまわりさん、

こうつうࡹࡌんさ�、�ᅇ：㒑౽ᒁဨ�ゆうびんやさん�、

ᾘ㜵⨫ဨ�しࡻうࡰうのおࡌさん、しࡻうࡰうかんしい

ん、しࡻうࡰうさん�、�ᅇ㥐ဨとなࡗていた。�

そのは、ࢫࣂのしゃしࡻうさん、幼稚園のඛ生、㐨

ᬑㄳのᕤኵさん、 の㐠びᒇさん、はなうりおࡌさん、

とりやさん、動物園の㣫育ဨ、くࡔものやさん、�

りんࡈ売りのおࡌさん、トࣛックの㐠㌿手、⯪㢌さん、

⯪ဨさん�⯪乗り�、⢊ᒇ、⫗ᒇ、㠐ᒇ、果物のᗑᒇ、

㕲㐨でാくࡦとたち�㥐ဨ、ᶵ関士、⥺㊰ᕤ手、�

㟁ຊᕤ手、᳨ᰝಀ、᧯㌴ಀ、㋃ษ㆙手）、㟁Ẽᶵ関㌴

㐠㌿手、ṑ་者さん、とこやさん、とうࡔいきんࡴの

おࡌさん、とࡅいやさん、かんࡩࡈさんが描かれた。�

記載されていた事�⫋業�は、子どもたちの日ᖖ生

活、ᐙᗞ生活、㏻園㊰でᬑẁこどもたちが見かࡅる身

㏆な事�⫋業�に従事する人たちが描かれ、当時㣗⣊

問題が大きな関心時であࡗたため、㎰業従事者�ムギや

米作り等�がከく描かれている。�

また、ዪ性の事はかんࡩࡈさんが描かれているのみ

で、ዪ性はᐙᗞでാくおẕさんの生活が主に描かれて

いるのもこの時代の特色として見られる。�

�

���እᅜに࡚࠸ࡘ�

� እ国について記載があࡗた作品は、��作品中��作品

�����であࡗた。�

記載のあࡗた作品は下記のとおりである。�

��第�集�編�����年�月�「ムギ」��࢝リ࣓

��第�集�編�����年��月�「࢜ヒࢧマࢥࣀドࣔ」��

�タイトル英ㄒ⾲記�࢝リ࣓WKH�6XQ�DQG�FKLOGUHQ��

��第�集�編�����年�月�「たんࡱࡱ」�እ国�国ྡなし��
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���第�集�編�����年�月�「とうࡔいのこども」��

��࢝リ࣓

��第�集��編�����年�月�「みかん」��࢝リ࣓

��トルࢩ、ࢥࢫࢩンフࣛンࢧ�

��第�集��編�����年�月�「やさしいおかあさん」��

イタリ�ࣟーマ��

��第�集��編�����年�月�「さくら」��࢝リ࣓

��第�集�編�����年�月�「ࡡことࡎࡡみ」��࢝フリ

��第�集�編�����年�月�「おつきさん」�てんࡌく�

���特集号������年�月�「たのしいỶ㌴」��࢝リ࣓

���第�集�編�����年�月�「きしゃࡗࡈこ」��࢝リ࣓

���第�集�編�����年��月�「マࢨーࢢーࢫ」�イギリࢫ�

���第�集�編�����年�月�「たのしいࡡࡩのたび」��

�ࢫーࣚーク�、イギリࣗࢽ�࢝リ࣓

記載された国ูでは、࣓リ࢝は��作品中、�作品

�����であり、イギリࢫが�作品、イタリが１作品、

インドが１作品、フリ࢝が�作品であࡗた。�

⤊戦後、*+4�連ྜ国㌷⥲ྖ令㒊�の༨㡿⤫治下にあり、

当時の日本のᨻ治、⤒῭、教育文化、㣗⣊まで全てが

リ࣓、のᙳ㡪下に⨨かれている≧ἣのため࢝リ࣓

�。についてከくᥖ載されている࢝

�

���子どものマࢼー、ᣵᣜについて�

子どものマࢼー、ᣵᣜが記載された作品は、��作品

中��作品�������であࡗた。�

記載のあࡗた主な作品は、下記のとおりである。�

��第�集�編�����年�月�「࢚ࣚࢳ࢘ン」��

生活⩦័の⩦ᚓ�手Ὑい、あいさつ、くつᒚき、ࡰう

しを⿕る、手⣬のཷྲྀ�おれい�、幼稚園のᘬ⋡�ᮅ

のあいさつ��

��第�集�篇�����年�月�「おてがみ」��

おやくそく�てがみを書く��

��第�集�編�����年��月�「ࡰくのおうち」��

おでかࡅ�いࡗてきます��

��第�集��編�����年�月�「ࡩゆのこども」��

おやすみなさい�

��第�集�編�����年�月�「はるのおともࡔち」��

Ⰻい子のいちにち�いࡗてまいります㸭はい�

�らんこはࡪ かわりばん㸭おくつは�ちゃんとࡆた

ばこへ㸭ࡈはんのまえに�てをあらいましࡻう㸭�

さようなら��

��第�集�編�����年�月�「おࡦさま」���

�んよࡏうしまࡰࡡくたち�おࡰ �

��第�集�編�����年��月�「わたくしたちのために」�

��ありがとう�うやさんࡹうにࡹࡂ

��第�集�編�����年�月�「ࡅࡗࡏん」���

おててを�きれいにあらいましࡻう㸭おࢁࡩのࡌか

ん�なかよくはいりましࡻう��

��第�集�編�����年�月�「はるがきた」��

しんࡈう�きをつࡅましࡻう㸭ࡈあいさつをしまし

�う㸭ࡻう㸭みんなで�なかよくあそびましࡻ

おてては�きれいにあらいましࡻう�

���第�集�編�����年�月�「ࡻࡌうࡪなこども」��

いつもうがい㸭おやゆび�なめちゃいࡅないよ㸭�

おててをあらおう�

���第��集�編�����年�月�「みんなでつくりましࡻう」�

かたづࡅ㸭あさのあいさつ�おはようࡊࡈいます㸭�

みんなで�なかよく�あそびましࡻう㸭くつは�きち

んとࡆ�たばこへ㸭てを�きれいにあらいましࡻう��

㸭おうちに�ついたらࡈ�あいさつ㸭そとから�かえ

う�くるまにきをつࡈうがい㸭しんࢁࡈࢁࡈ�てࡗ

���㸭よいこはࡅあとは�おかたづࡔて㸭あそんࡅ

はやࡡ�

���第��集�編�����年�月�「ࡈがつ」��

わすれものはしないよう� はんかち� はながみ�

おべんとう㸭おあそびは�みんなといࡗしࡻにࡆ�ん

きよく㸭よばれたら�「はい」とおへんࡆࡌんきよく

㸭ࡈはんのまえには�てをあらいましࡻう㸭ࡈはん

のときのあいさつ� いたࡔきます� ちそうさま㸭ࡈ

ありがとう� �めんなさいࡈ まちがいしたので���

�めんなさい㸭みちくさしないでࡈ おうちへまࡗす

�㸭たのしい�えんそくࡄ かみくࡎは�くࡎばこへ㸭

よいこは�にこにこࡻࡌ�うࡪなからࡔ�

���第��集�編�����年�月�「あめのちびちゃんたち」�

�るまえにはࡡ きれいに�はみがきしましࡻう�㸭��

わるいẼにかからࡠよう� よࡰうちࡹうしゃを�

いたしましࡻう㸭あめのࡦは� あまࡄのよういを�

いたしましࡻう㸭たべすࡂ� のみすࡂ� しないよ

うに� きをつࡅましࡻう㸭ࡡるときは� まきにࡡ

きかえて� ようࡩくを�たたみましࡻう㸭おべんࡌ

�からでたらࡻ てをあらいましࡻう�

子どものマࢼー・ᣵᣜの特色は、子どもが日ᖖ生活

で基本的に身に╔ࡅるべき生活⩦័と集ᅋ生活を㏦る

上でのᚲせ事項がわかりやすくලయ的に⡆₩に記載さ

れているため、子どもたちにとࡗて、⌮ゎしやすく、

わかりやすい内容で描かれている。�
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���第�集�編�����年�月�「とうࡔいのこども」��

��࢝リ࣓

��第�集��編�����年�月�「みかん」��࢝リ࣓

��トルࢩ、ࢥࢫࢩンフࣛンࢧ�

��第�集��編�����年�月�「やさしいおかあさん」��

イタリ�ࣟーマ��

��第�集��編�����年�月�「さくら」��࢝リ࣓

��第�集�編�����年�月�「ࡡことࡎࡡみ」��࢝フリ

��第�集�編�����年�月�「おつきさん」�てんࡌく�

���特集号������年�月�「たのしいỶ㌴」��࢝リ࣓

���第�集�編�����年�月�「きしゃࡗࡈこ」��࢝リ࣓

���第�集�編�����年��月�「マࢨーࢢーࢫ」�イギリࢫ�

���第�集�編�����年�月�「たのしいࡡࡩのたび」��

�ࢫーࣚーク�、イギリࣗࢽ�࢝リ࣓

記載された国ูでは、࣓リ࢝は��作品中、�作品

�����であり、イギリࢫが�作品、イタリが１作品、

インドが１作品、フリ࢝が�作品であࡗた。�

⤊戦後、*+4�連ྜ国㌷⥲ྖ令㒊�の༨㡿⤫治下にあり、

当時の日本のᨻ治、⤒῭、教育文化、㣗⣊まで全てが

リ࣓、のᙳ㡪下に⨨かれている≧ἣのため࢝リ࣓

�。についてከくᥖ載されている࢝

�

���子どものマࢼー、ᣵᣜについて�

子どものマࢼー、ᣵᣜが記載された作品は、��作品

中��作品�������であࡗた。�

記載のあࡗた主な作品は、下記のとおりである。�

��第�集�編�����年�月�「࢚ࣚࢳ࢘ン」��

生活⩦័の⩦ᚓ�手Ὑい、あいさつ、くつᒚき、ࡰう

しを⿕る、手⣬のཷྲྀ�おれい�、幼稚園のᘬ⋡�ᮅ

のあいさつ��

��第�集�篇�����年�月�「おてがみ」��

おやくそく�てがみを書く��

��第�集�編�����年��月�「ࡰくのおうち」��

おでかࡅ�いࡗてきます��

��第�集��編�����年�月�「ࡩゆのこども」��

おやすみなさい�

��第�集�編�����年�月�「はるのおともࡔち」��

Ⰻい子のいちにち�いࡗてまいります㸭はい�

�らんこはࡪ かわりばん㸭おくつは�ちゃんとࡆた

ばこへ㸭ࡈはんのまえに�てをあらいましࡻう㸭�

さようなら��

��第�集�編�����年�月�「おࡦさま」���

�んよࡏうしまࡰࡡくたち�おࡰ �

��第�集�編�����年��月�「わたくしたちのために」�

��ありがとう�うやさんࡹうにࡹࡂ

��第�集�編�����年�月�「ࡅࡗࡏん」���

おててを�きれいにあらいましࡻう㸭おࢁࡩのࡌか

ん�なかよくはいりましࡻう��

��第�集�編�����年�月�「はるがきた」��

しんࡈう�きをつࡅましࡻう㸭ࡈあいさつをしまし

�う㸭ࡻう㸭みんなで�なかよくあそびましࡻ

おてては�きれいにあらいましࡻう�

���第�集�編�����年�月�「ࡻࡌうࡪなこども」��

いつもうがい㸭おやゆび�なめちゃいࡅないよ㸭�

おててをあらおう�

���第��集�編�����年�月�「みんなでつくりましࡻう」�

かたづࡅ㸭あさのあいさつ�おはようࡊࡈいます㸭�

みんなで�なかよく�あそびましࡻう㸭くつは�きち

んとࡆ�たばこへ㸭てを�きれいにあらいましࡻう��

㸭おうちに�ついたらࡈ�あいさつ㸭そとから�かえ

う�くるまにきをつࡈうがい㸭しんࢁࡈࢁࡈ�てࡗ

���㸭よいこはࡅあとは�おかたづࡔて㸭あそんࡅ

はやࡡ�

���第��集�編�����年�月�「ࡈがつ」��

わすれものはしないよう� はんかち� はながみ�

おべんとう㸭おあそびは�みんなといࡗしࡻにࡆ�ん

きよく㸭よばれたら�「はい」とおへんࡆࡌんきよく

㸭ࡈはんのまえには�てをあらいましࡻう㸭ࡈはん

のときのあいさつ� いたࡔきます� ちそうさま㸭ࡈ

ありがとう� �めんなさいࡈ まちがいしたので���

�めんなさい㸭みちくさしないでࡈ おうちへまࡗす

�㸭たのしい�えんそくࡄ かみくࡎは�くࡎばこへ㸭

よいこは�にこにこࡻࡌ�うࡪなからࡔ�

���第��集�編�����年�月�「あめのちびちゃんたち」�

�るまえにはࡡ きれいに�はみがきしましࡻう�㸭��

わるいẼにかからࡠよう� よࡰうちࡹうしゃを�

いたしましࡻう㸭あめのࡦは� あまࡄのよういを�

いたしましࡻう㸭たべすࡂ� のみすࡂ� しないよ

うに� きをつࡅましࡻう㸭ࡡるときは� まきにࡡ

きかえて� ようࡩくを�たたみましࡻう㸭おべんࡌ

�からでたらࡻ てをあらいましࡻう�

子どものマࢼー・ᣵᣜの特色は、子どもが日ᖖ生活

で基本的に身に╔ࡅるべき生活⩦័と集ᅋ生活を㏦る

上でのᚲせ事項がわかりやすくලయ的に⡆₩に記載さ

れているため、子どもたちにとࡗて、⌮ゎしやすく、

わかりやすい内容で描かれている。�

日本初の保育絵本「キンダーブック」の研究�戦後 �� 年の歩み�進藤令子��
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�

���Ꮚࡶの㐟ࡧに࡚࠸ࡘ�

� 子どもの遊びについて記載された作品は、��作品中

��作品�������であࡗた。�

��第１集�編�����年�月�「ムギ」�እ遊び�⦖㊴び、�

かࡈめかࡈめ㸭三㍯㌴㸭≟と遊ࡪ��

��第１集�編�����年��月�「࢜ヒࢧマࢥࣀドࣔ」��

እ遊び�ࢫࢥࢨクヒ��

��第�集�編�����年�月�「࢚ࣚࢳ࢘ン」�እ遊び�

�ままࡈと��

��第�集�編�����年�月�「おこめ」�እ遊び�いなࡈとり��

��第�集��編�����年�月�「さくら」��እ遊び�おゆうࡂ��

��第�集�編�����年�月�「ࡏみのはなし」��እ遊び�

��みとりࡏ�

��第�集�編�����年�月�「さつまいも」��እ遊び�

�おいもやき��

��第�集��編�����年�月�「はるがきた」��እ遊び�

�すみれ・れんࡆ・つくしとり、おままࡈと��

��第�集�編�����年�月�「おてがみ」��እ遊び�

�ゆうびんࡗࡈこ��

���第�集�編�����年�月�「うみのこども」��እ遊び�

�かࡗࡅこ、ᾏỈᾎ、おさいく��

���第�集�編�����年�月�「おつきさん」��ᐊ内遊び�

�ᢡり⣬��

���第�集�編�����年��月�「ࡰくのおうち」��እ遊び�

�たこあࡆ、なわとび、すもう、野⌫、かࡗࡅこ��

���第�集��編�����年�月�「たのしいのりもの」���

እ遊び�ࢣࢫート、三㍯㌴、たこあࢫ、ࡆキー�、

ᐊ内遊び�おはなし��

���第�集第��編�����年�月�「ࡩゆのこども」��እ遊び

�㞷遊び、おしくらまんࡹࡌう、ゆきがࡏࡗん、� �
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�おゆうࡂ��
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���第�集��編�����年�月�「こどものおしࡻうがつ」��

እ遊び�はࡈまつり��
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���第��集�編�����年�月�「なつやすみのかんさつ」��

እ遊び�はࡥࡗ遊び、かࡩࡆみ、おゆうࡂ��

ᐊ内遊び�いࢁがみもࡊいく��

���第��集�編�����年�月�「あきののやま」���

እ遊び�ࡪらんこ、なわとび、ࢥマまわし、࣎ール

あそび��

上記��作品中、እ遊びは��作品�������がᥖ載され、

ᐊ内遊びは��作品�������がᥖ載されていた。�

子どもの遊びは、యを動かしながら心も成㛗さࡏるຠ

果も期ᚅできるእ遊びが㔜Ⅼ的にྲྀり上ࡆられていた。�

�

�にࡾࢃ࠾

࠙「キンダーブック」のᯝࡓࡋࡓᙺにࠚ࡚࠸ࡘ�

戦後��年間>�����昭和���年�月号～�����昭和���年

�月号@の「キンダーブック」の全య的特色は、現代の

ᵝに幼稚園での生活を中心としたより㝈られた範ᅖで

の対㇟が描かれているのではなく、自ศより目上の年

㛗の子どもや大人、高㱋者をྵめたよりᖜᗈいୡ代の

人たちの社会生活がከく描かれているため、社会生活

が自↛とぬえられるᵝになࡗている。�

また、እ国の紹介では࣓リ࢝について特にከくᥖ載

されていることも時代を反映している。�

戦後��年間の「キンダーブック」は、日本の幼児教

育に大きな役割を果たすと共に、現代のᵝにከᵝな࣓

ては、ᐙᗞで子どもと保ㆤ者ࡗがない時代にあࢹ

が一⥴に当時の時代とୡ┦を読み、学べるࣗࢽーࢫ性

をྜわࡏᣢつ⥲ྜ情ሗ誌的な役割も果たしていたと考

える。�

�

࠙㟼ᒸ┴ࡾࡺのᗂඣ⤮ᮏࠚ�

倉橋が関わࡗた「キンダーブック」と同Ỉ‽の幼児

絵本「あそび」が �����昭和 ���年 � 月、静岡市ⵇ༊の

株式会社∦ၟ会より創刊された。>同社は �����昭和

���年 � 月、「あそび」発行ᶒを㈈ᅋἲ人ᜠ㈷㈈ᅋ静岡

県同⬊ㆤ会に↓ൾㆡΏ@�

この雑誌の創刊には、倉橋の༠ຊがあࡗたことがุ明

している。�

そして「あそび」の後継誌として、�����昭和 ���年 �

月、株式会社∦ၟ会の後継会社である静岡市ⵇ༊の

株式会社ᮾ㑥出版より創刊された「フレンドブック」

および静岡県初の⥲ྜ小学ᰯ読本「一年の」・「

年の」についてもㄪᰝを進めており、ㄪᰝ⤖果の�

公開を進めていきたい。�

 
戦後 10 年の「キンダーブック」112 タイトル 

(72 タイトルのㄪᰝを実施 ͤ༳� 
年月日� ᥖ載号� タイトル�

���� 年 � 月� 第 � 集１編� ムギ� 戦後復刊第 � 号�

���� 年 �� 月� 第 � 集㸰編� �ドࣔࢥト࣑࢘

���� 年 �� 月� 第 � 集㸱編� �ドࣔࢥࣀマࢧヒ࢜

���� 年 �� 月� 第 � 集㸲編� �ࣕࢩン࢝レキࢩࣁ

���� 年 � 月� 第 � 集㸳編� フࣘࣀド࢘ブツ�

���� 年 � 月� 第 � 集 � 編� �ン࢚ࢳ࢘ࣚ

���� 年 � 月� 第 � 集 � 編� たんࡱࡱ�

���� 年 � 月� 第 � 集 � 編� やさしいことり�

���� 年 � 月� 第 � 集 � 編� とうࡔいのこども�

���� 年 � 月� 第 � 集 � 編� たのしいなつ�

���� 年 � 月� 第 � 集 � 編� おこめ�

���� 年 �� 月� 第 � 集 � 編� ありがとう�

���� 年 �� 月� 第 � 集 � 編� うんどうかい�

���� 年 �� 月� 第 � 集 � 編� ゆきのおくに�

���� 年 � 月� 第 � 集 �� 編� みかん�

���� 年 � 月� 第 � 集 �� 編� やさしいおかあさん�

���� 年 � 月� 第 � 集 �� 編� さくら�

���� 年 � 月� 第 � 集 � 編� つばめさん�

���� 年 � 月� 第 � 集 � 編� �みࡎࡡことࡡ

���� 年 � 月� 第 � 集 � 編� �みのはなしࡏ

���� 年 � 月� 第 � 集 � 編� さつまいも�

���� 年 � 月� 第 � 集 � 編� �くらのこうえんࡰ

���� 年 � 月� 第 � 集 � 編� おつきさんのたび�

���� 年 �� 月� 第 � 集 � 編� おちばときのみ�

���� 年 �� 月� 第 � 集 � 編� おまわりさん�

���� 年 � 月� 第 � 集 � 編� きしゃ�

���� 年 � 月� 第 � 集 �� 編� はるがきた�

���� 年 � 月� 第 � 集 �� 編� はなうりおࡌいさん�

���� 年 � 月� 第 � 集 � 編� こどもどうࡪつえん�

���� 年 � 月� 第 � 集 � 編� とࡅい�

���� 年 � 月� 第 � 集第編� あめ�

���� 年 � 月� 第 � 集 � 編� おてがみ�

���� 年 � 月� 第 � 集 � 編� うみのこども�

���� 年 � 月� 第 � 集 � 編� おつきさん�

���� 年 �� 月� 第 � 集 � 編� あきのおやま�

���� 年 �� 月� 第 � 集 � 編� りんࡈ�

���� 年 �� 月� 第 � 集 � 編� �くのおうちࡰ

���� 年 � 月� 第 � 集 �� 編� たのしいのりもの�
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日本初の保育絵本「キンダーブック」の研究�戦後 �� 年の歩み�進藤令子��
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���� 年 � 月� 第 � 集 �� 編� �ゆのこどもࡩ

���� 年 � 月� 第 � 集 �� 編� �うさんࡒ

���� 年 � 月� 第 � 集 � 編� はるのおともࡔち�

���� 年 � 月� 第 � 集 � 編� おかあさん�

���� 年 � 月� 第 � 集 � 編� おࡦさま�

���� 年 � 月� 第 � 集 � 編� ゆうびんやさん�

���� 年 � 月� 第 � 集 � 編� あり�

���� 年 � 月� 第 � 集 � 編� いࢁいࢁなおうち�

���� 年 �� 月� 第 � 集 � 編� おみࡏやさん�

���� 年 �� 月� 第 � 集 � 編� わたくしたちのために�

���� 年 �� 月� 第 � 集 � 編� きもの�

���� 年 � 月� 第 � 集 �� 編� おしࡻうがつ�

���� 年 � 月� 第 � 集 �� 編� ゆきのࡦ�

���� 年 � 月� 第 � 集 �� 編� おさるさん�

���� 年 � 月� 第 � 集 � 編� みんなたのしく�

���� 年 � 月� 第 � 集 � 編� おおきくなれつよくなれ�

���� 年 � 月� 第 � 集 � 編� きのはなし�

���� 年 � 月� 第 � 集 � 編� おしさま�

���� 年 � 月� 第 � 集 � 編� おうちのまわり�

���� 年 � 月� 第 � 集 � 編� きしゃࡗࡈこ�

���� 年 �� 月� 第 � 集 � 編� みち�

���� 年 �� 月� 第 � 集 � 編� くまのはなし�

���� 年 �� 月� 第 � 集 � 編� うちࡹࡌうたのしく�

���� 年 � 月� 第 � 集 �� 編� おおきいな�

���� 年 � 月� 第 � 集 �� 編� �ࢁいࢁのいࡦ

���� 年 � 月� 第 � 集 �� 編� にんࡻࡂうのくに�

���� 年 � 月� 第 � 集 � 編� はるのえんそく�

���� 年 � 月� 第 � 集 � 編� うし�

���� 年 � 月� 第 � 集 � 編� かわのたび�

���� 年 � 月� 第 � 集 � 編� なつがきた�

���� 年 � 月� 第 � 集 � 編� みつばちのくに�

���� 年 � 月� 第 � 集 � 編� �ーツ࣏ࢫ
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はじめに 

 

令和 4年文部科学省初等中等教育特別支援教育課調

査「通常の学級に在席する特別な教育的支援を必要と

する児童生徒に関する調査結果について」によれば、

教育的支援が必要な生徒の割合は小中学校で 6.5％、

高等学校で 1.3％、これに対し、行動面での支援が必要

な生徒の割合は小中学校で 4.7％、高等学校で 1.4％と

なっている。成長に伴う支援の必要性の低下幅は学習

面で 5.2 ポイントであるのに対し、行動面は 3.3 ポイ

ントとなっており、低下割合は学習面 80％に対し、行

動面 70.2％となり、行動面の支援の必要性は成長に応

じて相対的に高くなっている。また、高等学校におけ

る支援が必要な問題項目として、不注意の問題が最多

となっている。成人後の就労場面においても、行動面、

認知（注意）面での支援の必要性が高いことが推察さ

れる。 

就労における発達障害者への合理的配慮として、「合

理的配慮指針」では、「募集及び採用時」において「面

接時に、就労支援機関の職員等の同席を認めること」

「面接・採用試験について、文字によるやりとりや試

験時間の延長等を行うこと」、「採用後」では「業務指

導や相談に関し、担当者を定めること」「業務指示やス

ケジュールを明確にし、指示を一つずつ出す、作業手

順について図等を活用したマニュアルを作成する等の

対応を行うこと」「 出退勤時刻・休暇・休憩に関し、

通院・体調に配慮すること」「感覚過敏を緩和するため、

サングラスの着用や耳栓の使用を認める等の対応を行

うこと」「本人のプライバシーに配慮した上で、他の労

働者に対し、障害の内容や必要な配慮等を説明するこ

と」を示している。 

平成 28（2016）年 5 月の発達障害者支援法改正で

は、発達障害者支援地域協議会の新設の他、国や都道

府県による就労の定着のための支援や事業主による雇

用安定が努力義務として明記された。これにより、就

労支援事業所等における就労支援も定着を視野に入れ

る必要性が高まったと考えられる。尚、この定着や雇

用安定のための支援を、田中[1]は、「雇用継続支援」と

呼び、「発達障害者雇用に関する法制度を活用した支援

であり、福祉的支援に連続、又は同時に行う支援と位

置づけ、発達障害者の雇用継続を図りその自立と社会

参加を促進させることを目的とする支援」と定義して

いる。本稿における就労支援には、雇用継続支援の意

味を含むものとして考えていくこととする。 

発達障害者の雇用継続に関して、障害者職業総合セ

ンターによる 2017 年度「障害者の就業状況等に関す

る調査研究」では、長期的な定着促進要因として、「障

害の確認前の職歴、失業期間、求人種類、週労働時間、

求人開拓」が挙げられ、当事者の特性と職場や作業内

容とのマッチングや失敗体験の回数や期間を減らすこ

とが重要であることが示唆されている。 

 発達障害者への就労支援の状況や実際の支援につい

ては、中村ら[2]により、支援機関の種類別にみた発達

障害者への支援の特色が調べられている。同調査によ

ると、発達障害者支援センターや東京都区市町村障害

者就労支援事業所支援拠点では面談が基本であり、障

害者就労移行支援事業所ではアセスメントやグループ

ワークが行われていることがわかっている。尚、これ

らの特色は、支援機関そのものにより現れたものとし

て考えることが適切であると同調査で述べられている。 
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 ⓗ┠ࡢ✲◊

 

 発達障害がある人の就労支援上の課題や対応につい

ては、福祉、労働ศ野の他にも、教育、精神ಖ་⒪

等のศ野からᵝࠎなᥦゝがなされている。障害者職業

総合センター[3]は 2015 年に、就労支援の場面におけ
る発達障害者の職業生活上の課題の事や実㊶に関す

る記述を多数の文⊩からᢳ出・ศ類し、課題項目を

くࡁ 5つ（「業務㐙行」「対人関ಀ・࣑ࢥュニケーシࣙ
ン」「ルール・マࢼー」「行動面の課題」「自ᕫ理ゎや精

神面の課題」）にศ類している。同センターは、それら

職業生活上の課題に対する対応について㉁問⣬調査を

実し、結果をࣞࣞࣇンスࣈックとしてまとめてい

る。2017 年に中村ら[2]は、「知的障害者や精神障害者

と㐪った特性に対する⊂自な支援᪉法を導入している

のか」「ᚑ᮶みられた༢一の障害者を対㇟者としてࡁた

（たとえば、知的障害者のみを支援する等）機関にお

ける発達障害者へのアプࣟーチはのようにおこなわ

れているのか」を調べるため、発達障害者支援センタ

ー、障害者就労支援センター、障害者就業・生活支援

センター、障害者就労移行支援事業所、東京都区市町

村障害者就労支援事業所支援拠点を対㇟に調査を行っ

ている。さらに 2019年、Ἑ村[4]はその後に出された事

や実㊶ሗ࿌も参考に、福祉的就労ではなく、通常雇

用または障害者雇用を対㇟に、発達障害者の就労支援

において生じるᵝࠎな問題を、「業と発達障害者をつ

なࡄ௰ᙺのᙺ割」から᥈⣴的に調査している。しか

しながら、福祉的就労の場である就労継続支援事業所

を対㇟としたものはぢ当たらない。本研究は、福祉的

就労の場に↔点し、わが国では障害者自立支援法に

よる障害福祉サーࣅスがᥦ౪される௨前から所ㅝ「作

業所」としてᗈくᬑ及している就労継続支援事業所に

おける発達障害のある人の就労支援上の困難や工夫に

ついて明らかにし、᪥ࠎの実㊶への示唆をᚓることを

目的とした。 
 なお、発達障害は 2011 年௨㝆、障害者基本法にお
いて精神障害に含まれることになり、精神障害者とし

て障害福祉サーࣅスを用でࡁる制度となっているこ

とから、実際の障害福祉サーࣅス事業所の用者には

発達障害とその他の精神障害をేせᣢつ人や発達障害

としては所ㅝ「グࣞーࢰーン」の人もいること、そう

した人を対㇟から㝖እすることに実㊶上の意味がஈし

いことから、研究主題を⾲題のとおりとし、精神障害

や発達障害のある人の就労支援上の困難や工夫につい

て᥈ることとした。᥈⣴の重ᚰは発達障害のある人で

ある᪨をここに記しておく。 
 
⌮ⓗ㓄៖ 

 
本研究は、㟼ᒸ福祉学研究ィ⏬理ᑂ査のᢎ認を

ᚓた上で行った（ᢎ認␒ྕ㸸SUW22-15）。調査協力者
に対し、研究の目的、調査内容と᪉法、調査への協力

やྛ㉁問ẖの回⟅の᭷↓の௵意性と᧔回の自⏤、不参

加による不┈は一切生じないこと、ಶ人ሗや調査

ሗのಖㆤ⟶理と一定期間⤒過後の◚Რについて᭩面

およびཱྀ㢌にて説明し、同意をᚓた上で研究を行った。 
 
᪉ἲ 

 
 就労継続支援 Bᆺ事業所で働く職員（精神ಖ福祉
ኈ）で本研究への同意がᚓられた調査協力者 18 ྡに
対して、ࣜࣔート手ẁをే用した㑅ᢥᘧ㉁問を含む༙

ᵓ㐀面接による調査を行った。㉁問は、最㏆の精神

障害のある人をྲྀりᕳく就労の状況や新ᆺ࢘ࢼࣟࢥイ

ルス感ᰁのᙳ㡪、他の精神障害とẚべた発達障害の

ある人の就労状況についての㑅ᢥᘧ㉁問の他、発達障

害のある人が就労やその継続のための要⣲や支援上の

工夫、作業特性やᮃましい⎔ቃ、休憩におけるᮃまし

い⎔ቃ、働く場での困難や工夫、同や支援者の困難

や工夫、支援者として㌟につけた᪉がよいス࢟ルやእ

部にᮃむ支援なについて㉁問し、ᛮうとこࢁを自⏤

に⟅えてもらうᙧとした。 
回⟅については、㑅ᢥᘧ㉁問については、1）㏆年の

就労状況として㔞的に集ィを行い、それ௨እの内容に

ついては、Myringの㉁的内容ศᯒの手法を参考に、調
査の中で要点とᛮえるとこࢁについて要⣙的内容ศᯒ

を行ったものを、2）発達障害がある人の就労における
困難と 3）発達障害のある人の就労のための工夫につ
いての 2」つをࢸーマとし、それࡒれᴫᛕするため
の説明的内容ศᯒを行い、ᚓられたࢥーࢻをࣜࢦࢸ࢝

ẖに㝵ᒙしていくᵓ㐀的内容ศᯒを行った。 
 
⤖ᯝ 

 
 1）㏆年の就労状況 
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に⟅えてもらうᙧとした。 
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 就労継続支援 Bᆺ事業所職員の視点にからみた、発
達障害のある人の㏆年の就労状況について、ᚓられた

結果を集ィしたものを図 1㹼3に示す。 
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図 2 
 
 
 

図 3 
 
 図 1㹼3より、本調査における就労継続支援 B ᆺ事
業所職員の༳㇟として、新ᆺ࢘ࢼࣟࢥイルス感ᰁの

ᙳ㡪もあり㏆年の就労状況はややཝしく感じられる一

᪉で、他の精神障害とẚべて特に発達障害のある人の

就労へのᙳ㡪がࡁくなっているとまではいえない༳

㇟であることがㄞみྲྀれる。 
 
 2）就労における困難 
 
 就労継続支援 Bᆺ事業所職員の視点にからみた、発
達障害のある人の就労における困難について、5 つの
ࣜࢦࢸ࢝と 10の中23、ࣜࢦࢸ࢝の小ࣜࢦࢸ࢝がᢳ
出された。ᢳ出された結果を⾲ 1に示す。 
 
⾲ 1 就労における困難 
ࢦࢸ࢝
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中ࣜࢦࢸ࢝ 小ࢥ ࣜࢦࢸ࢝ ー
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との困難 

失敗や体調
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失敗体験によ
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17%
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17%
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33%
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どちらでもない ややプラス

プラスの影響がある

22%

22%
56%

他の精神障害と比べ発達障害のある人の
就労への影響

マイナスの影響がある ややマイナス

どちらでもない ややプラス

プラスの影響がある
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࿘ᅖとのᦶ᧿
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る不ಙ感 
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ー࣒に合
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をとるこ

との困難 

Ჴ上げして

ᢡり合うこ

との難しさ 

事の᪉や

౯್ほの相㐪 
3 

社会♩的行

動の不㊊ 
2 

意ᛮఏ達に

おける不安

と不感 

ュニケー࣑ࢥ

シࣙン㱈㱒に

よるയつࡁや

すさ 

3 

事の指示、ఏ

達の困難さ 
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ఏ達と確認の

不㊊ 
2 

࿘ᅖと呼྾

を合わせる

ことの難し

さ 

作業࣌ースを

合わせること

の困難さ 

3 

ゝ動のタイ࣑

ングをィるこ

との困難さ 

2 

作業内容

やその内

容ኚ᭦が

㝈定され

ることで

配置場所

の㑅ᢥ⫥

が⊃まっ

てしまう 

本人に合う

事が㝈定

される 

ᚓ手不ᚓ手の

ᕪのࡁさ 
3 

」㞧な作業の

困難さ 
2 

作業ኚ᭦が

難しく時間

がかかる 

作業ኚへの

ᙅさ 
2 

適した作業設

定の難しさ 
3 

障害特性

の定ᘧ

やゝㄒ

が難しい

ことで生

じる理ゎ

され難さ 

自㌟の特性

理ゎの困難

さ 

自㌟の特性理

ゎの困難さ 
2 

ಶ人ᕪが

く困難がࡁ

わかりにく

いことによ

る理ゎされ

難さ 

障害とಶ性を

理ゎする困難

さ 

2 

困難のわかり

難さ 
4 

対応が␗

なること

で生じる

ΰ 

対応が␗な

ることで生

じるΰ 

࿘ᅖの対応の

ばらつࡁ 
2 

かかわり᪉の

ಶ人ᕪのࡁ

さ 

2 

 
௨下にࣜࢦࢸ࢝を࠙ ࠚ、サࣜࢦࢸ࢝ࣈーをࠝ 、ࠞ

௦⾲的なㄒりを「」で示す。なお、ㄒりに対する⿵㊊

がある場合はㄒりの中に（ ）で記述している。 
 
࠙作業や人間関ಀが上手くいかなかった際にᣢࡕ┤

すことの困難ࠚ 
  
 このࣜࢦࢸ࢝は、事の場における作業や人間関ಀ

上の失敗として本人がᤊえた（失敗体験による㌑ࡁ）

に対して、その場やその後の適応的ᢕᥱや対応、自㌟

で㣧み下してḟに進むことが難しいことで生じる（通

い続けることの困難さ）を意味している。 
 
「本人にとって難しい作業を担当することで、上手く

いかなかったという失敗体験として本人の自ᕫ⫯定感

が下がってしまう」 
 
「新しい⎔ቃに័れるまで時間がかかり、その間に失

敗等のつまずࡁが生じる」 
 
「本人に働く意ḧや事に行ࡁたいというẼᣢࡕやゝ

ⴥはあるのにもかかわらず、行動が伴わない（動ࡁた

いのに動けない、働ࡁたいのに働けない状ែになる）」 
 
࠙場のࣞࣇー࣒に合わせた࣑ࢥュニケーシࣙンをとる

ことの困難ࠚ 
 
 このࣜࢦࢸ࢝は、事関ಀで求められる社会的♩

やᬯ㯲知の不㊊や⊂自のこࡔわりから生じる（Ჴ上げ

してᢡり合うことの難しさ）や、࿘ᅖとの࣌ースのず

れから生じる（࿘ᅖと呼྾を合わせることの難しさ）

による、事の場での（意ᛮఏ達における不安と不

感）を意味している。 
 
「用者なりの考え᪉、理ㄽ、ุ ᩿、౯್ほ、正義感、

正しさに基づいて行動しているとこࢁもあるので、᠈

 で（サ࣎っている等と）ุ᩿したり、こࡕらഃのุ
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かけてしまうとㄗゎや㱈㱒が生じて関ಀࡁけで働ࡔ᩿

がᝏくなる場合がある」 
 
「タイ࣑ングや相手のᵝᏊがわからない、ኌけの᪉

法がわからない等により、困っていても相談でࡁない

場合や、（作業の⤊や部ᮦの不㊊等）ఏえるべࡁこと

がఏえられない場合、ᢪえ㎸ࢇでしまい困難やトラࣈ

ルが生じる」 
 
「作業の進みල合に合わせて、ྛ自の作業手順や作業

時間、作業㏿度の調ᩚを行うことが求められる場合、

そしてそれがうまくでࡁなかった場合に、࿘ᅖとの㌵

㎚が生じてしまうྍ⬟性があります」 
 
࠙作業内容やその内容ኚ᭦が㝈定されることで配置場

所の㑅ᢥ⫥が⊃まってしまうࠚ 
 
このࣜࢦࢸ࢝は、本人の（ᚓ手不ᚓ手のᕪのࡁさ）

や（」㞧な作業の困難さ）により（本人に合う事が

㝈定される）ことや、（作業ኚへのᙅさ）から（適し

た作業設定の難しさ）が生じ、作業体での配置にお

いて本人が参加しうる場が時間的・✵間的に㝈られて

しまうことを意味している。 
 
「作業にዲࡁ᎘い（で⾲現されるこࡔわりやᚓ手不ᚓ

手）があるので、作業内容を考慮する必要がある」 
 
「その人なりのこࡔわりがある᪉に対しては、そのこ

ࡔわりに合った作業をᥦ౪することや、その᪉のこࡔ

わりとᩚ合性がྲྀれて▩┪が発生しにくいᙧでの働ࡁ

᪉を考えていくことが必要」 
 
「ẖ᪥、㐪う事になるような⎔ቃはྥいていないと

感じます」 
 
࠙障害特性の定ᘧやゝㄒが難しいことで生じる理

ゎされ難さࠚ 
 
このࣜࢦࢸ࢝は、発達障害の特性として（ಶ人ᕪが

ࡁく困難がわかりにくいことによる理ゎされ難さ）

があることに加えて、本人自㌟にも自㌟のᚰ㌟の状ែ

や感に対するメタ認知がᙅいという（自㌟の特性理

ゎの困難さ）があることから、自ศの特性をࣃターン

としてᴫᛕしたりゝㄒして⾲出することで࿘ᅖの

理ゎをᚓることが難しいことを意味している。 
 
「自㌟の障害特性を自覚していない場合も多い」 
 
「対人関ಀや࣑ࢥュニケーシࣙン場面で困難があるᵝ

Ꮚࡔが、それが（ఱᨾそうなるのか、それが障害によ

るものか）わかりづらい場合がある」 
 
「その᪉の障害特性について理ゎすることとその᪉自

㌟（ಶ性や性᱁、౯್ほ等）について理ゎすることと

の区別にᝎみ、対応に困難やⴱ⸨を感じる場合がある」 
 
࠙対応が␗なることで生じるΰࠚ 
 
 このࣜࢦࢸ࢝は、事の場において、本人に対する

（࿘ᅖの対応のばらつࡁ）があることと、࿘ᅖが求め

られる本人への（かかわり᪉のಶ人ᕪのࡁさ）によ

り、デ᩿等のሗが同じࡔとしてもその特性や求めら

れる対応のಶ人ᕪがࡁいことに加え、実際の࿘ᅖの

対応もばらつࡁが出てしまうことで相にΰが生じ

てしまうことを意味している。 
 
「同じデ᩿がついていても、⾲面的な行動が同じでも、

（求められる）関わり᪉が␗なる場合がある」 
 
「支援者によって、本人に対する支援の 度ᕪ、支援

のばらつࡁがあるように感じる。状況によっては、そ

れが問題や困難の発生につながるケースがある」 
 

3）発達障害のある人の就労のための工夫 
 
 就労継続支援 Bᆺ事業所職員の視点にからみた、発
達障害のある人の就労のための工夫について、8 つの
ࣜࢦࢸ࢝と 13の中23、ࣜࢦࢸ࢝の小ࣜࢦࢸ࢝がᢳ
出された。ᢳ出された結果を⾲ 2に示す。 
 
⾲ 2 就労のための工夫 
ࢦࢸ࢝

ࣜ 
中ࣜࢦࢸ࢝ 小ࢥ ࣜࢦࢸ࢝ ー

 数ࢻ
人の配置

やὶれの

ᵓ㐀、指

人の配置や

ὶれのᵓ㐀

、指示の

作業内容や᪉

法手順のಶ別

・最適 

5 
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定ᘧされ
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㞳をಖつ 
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な㊥㞳をಖつ 
1 

♩的࣑ࢥュ
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合わせた

ఏ達、記㘓
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よる失敗

やㄗゎの

㍍減 
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おける本人
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に合わせた

ఏ達᪉法や

⾲現の工夫 

指示内容や注

意事項、作業過

⛬や目ᶆ、成

ルの視覚ࢹࣔ

 

6 

᭕さやࣁイ

クストࢸンࢥ

を㑊けたල体

的で┤ᡖ的な

指示と⾲現 

5 

メࣔや⧞り

㏉しによる

記᠈ಖᣢと

 ス㜵Ṇ࣑

記㘓によるワ

ー࢟ングメࣔ

ࣜーの⿵や

 ス㜵Ṇ࣑
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指示ఏ達と本

人の理ゎ内容
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する 

1 

行動ほ察

でỮみྲྀ

った本人

の意図や

職場のᬯ

㯲知をゝ

ㄒや図等

で明示す

行動ほ察で

Ữみྲྀった

本人の意図

や職場のᬯ

㯲知をゝㄒ

や図等で明

示すること

で相理ゎ

ᬯ㯲知のゝㄒ

、視覚によ

る相理ゎの

促進 

3 

行動ほ察によ

る意図のỮみ

ྲྀり 

1 

ることで

相理ゎ

を図る 

を図る 

࿘ᅖのか

かわり᪉

やホ౯基

‽に⤫一

性をᣢた

せる 

࿘ᅖのかか

わり᪉やホ

౯基‽に⤫

一性をᣢた

せる 

職員間で指示

内容を⤫一し

ホ౯基‽や注

意事項をᆒ一

する 

2 

かかわる職員

や設間で対

応・支援の᪉ྥ

性や目的、課題

や対応に⤫一

性をᣢたせる 

2 

᪥ࠎのほ

察とሗ

ඹ᭷によ

る本人の

ኚへの

Ẽづࡁと

ᰂ㌾な対

応 

᪥ࠎのほ察

によりᚓら

れた本人

ሗのඹ᭷ 

本人の状ែや

最㏆のᵝᏊと

ኚ、成長につ

いて関ಀ職員

間でのሗඹ

᭷ 

2 

᪥ࠎのほ察

による本人

のኚに合

わせたᰂ㌾

な対応 

本人の状ែや

⯆味関ᚰ、注意

意㆑の᪉ྥ性

に合わせたᰂ

㌾な対応 

1 

᪥ࠎ本人のᵝ

Ꮚをほ察しኚ

を感じたと

にኌかけとࡁ

確認を行う 

3 

本人のタ

イ࣑ング

で相談し

やすくす

るための

相談᪉法

や相談相

手等のᵓ

㐀 

本人のタイ

ングで相࣑

談でࡁる⎔

ቃづくり 

本人のタイ࣑

ングで相談で

る⎔ቃづくࡁ

り 

3 

相談しやす

いᵓ㐀さ

れたᯟ⤌み

づくり 

職場௨እ、職員

௨እへの相談

の場の確ಖ 

1 

定期的にಶ別

面談を行い、困

りࡈとや職場

への要ᮃ、作業

とのマッチン

1 
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ᙉとス
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ฎ 
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等ストࣞス

場面へのࢥー

 ングの工夫ࣆ

1 

長期的に事
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௨下に 2）と同ᵝのᙧᘧにてࣜࢦࢸ࢝等を示す。 
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をಖつ）ことで、≀的・人的⎔ቃをᩚえることを意味
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「↷明が明るすࡂない、あまり㟼か過ࡂず適度な㞧㡢

がある（㡢を出しても夫な）⎔ቃ、なࢇであれ過

度な่⃭がない⎔ቃがᮃましい」 
 
「࿘ᅖが適度な㊥㞳をಖつことが切ࡔとᛮいます」 
 
࠙本人の認知特性に合わせたఏ達、記㘓手ẁ・᪉法の

工夫による失敗やㄗゎの㍍減ࠚ 
 
 このࣜࢦࢸ࢝は、（指示内容や注意事項、作業過⛬や

目ᶆ、成ࣔࢹルの視覚）や（᭕さやࣁイࢥンࢸ

クストを㑊けたල体的で┤ᡖ的な指示と⾲現）をᚰ

け、（メࣔや⧞り㏉しによる記᠈ಖᣢと࣑ス㜵Ṇ）を目
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す」 
 
「指示内容をその場でメࣔする（確認してもらう）」 
 
࠙行動ほ察でỮみྲྀった本人の意図や職場のᬯ㯲知を

ゝㄒや図等で明示することで相理ゎを図るࠚ 
 
 このࣜࢦࢸ࢝は、本人に対し（行動ほ察による意図

のỮみྲྀり）を行い、（ᬯ㯲知のゝㄒ、視覚による

相理ゎの促進）を目指すことを意味している。 
 
「ゝⴥのやりとりࡔけでなく、行動ほ察や作業での協

働を通して時間をかけて相手を理ゎしていくこと」 
 
「ルールや注意点を明記した文᭩を༳ๅするなして

本人とඹ᭷し、࣑スの発を㜵ࡄ」 
 
࠙࿘ᅖのかかわり᪉やホ౯基‽に⤫一性をᣢたせるࠚ 
 
 このࣜࢦࢸ࢝は、（職員間で指示内容を⤫一しホ౯基

‽や注意事項をᆒ一する）ことで本人がΰせず安
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定して参加でࡁるように支援することを意味している。 
 
「人によって、あるいは᪥によってุ᩿やホ౯が␗な

るな、基‽がばらついてしまうとΰを生む場合が

あるので、ุ᩿基‽をᥞえるようにする」 
 
࠙᪥ࠎのほ察とሗඹ᭷による本人のኚへのẼづࡁ

とᰂ㌾な対応ࠚ 
 
このࣜࢦࢸ࢝は、（᪥ࠎ本人のᵝᏊをほ察しኚを感

じたとࡁにኌかけと確認を行う）とඹに、（本人の状ែ

や最㏆のᵝᏊとኚ、成長について関ಀ職員間での

ሗඹ᭷）することを意味している。 
 
「Ẽになるゝ動や行動がみられた場合には、᠈ で

ᚰᬯ㨣を生まないように、本人にそのゝ動や行動の意

図や理⏤、事なを⪺いて、なࡐそうしたかを理ゎ

していく」 
 
「用者の᪉へのኌけの᪉や本人のᕼᮃにἢって

支援出᮶ているかを考えるため支援者同ኈで相談や

り㏉りをしている」 
 
࠙本人のタイ࣑ングで相談しやすくするための相談᪉

法や相談相手等のᵓ㐀ࠚ 
 
 このࣜࢦࢸ࢝は、（定期的にಶ別面談を行い、困りࡈ

とや職場への要ᮃ、作業とのマッチングを確認する）

な、（本人のタイ࣑ングで相談でࡁる⎔ቃづくり）を

意味している。 
 
「本人と相理ゎをしたり、問や困りࡈと、作業と

のマッチングを確認するため、定期的な面談の機会が

あるとⰋいとᛮう」 
 
「困った事があればすࡄに職員に相談することを、ண

めᐦに職員と確認すること」 
 
࠙成ຌ体験等によるᙉとストࣞス場面への対ฎࠚ 
 
 このࣜࢦࢸ࢝は、（成ຌ体験や࿘ᅖからのᙉを重ࡡ

自ಙや意ḧを高める）ことと、（他者からの指等スト

ࣞス場面へのࢥーࣆングの工夫）を意味している。 

「でࡁることを実㊶して✚み重ࡡること、小さな成ຌ

を✚み上げていくことが事上の成ຌや本人の意ḧや

‶㊊、安ᚰにつながるとᛮいます」 
 
「注意されたことを「注意された」「ᛣられた」と認㆑

するのでなく、達成課題（ク࢚スト）としてᤊえ、そ

れをクࣜアしていく」 
 
⪃ᐹ 

 
 1）就労における困難について 
  
ュ࣑ࢥに合わせた࣒ーࣞࣇ場の࠙、ࡕのうࣜࢦࢸ࢝5 
ニケーシࣙンをとることの困難࠙ࠚ作業内容やその内容

ኚ᭦が㝈定されることで配置場所の㑅ᢥ⫥が⊃まって

しまうࠚの が、就労継続を㜼害するものとࣜࢦࢸ࢝2
考えられた。 
 

ASD の࣑ࢥュニケーシࣙン困難についてはᗈく知
られているが、その機ᗎとして、ᯇ本[5]は「相手のこと

ば㐵いから相手の考える自ศとの社会的およびᚰ理

的関ಀ性を推ㄽ」することの困難を挙げている。ල体

には、ASDの人は同な社会的立場が㏆い人とのࢥ
ュニケーシࣙンにおいて「ㄒ用ㄽ的障害」を᭷して࣑

おり、相手とのᚰ理的㊥㞳・関ಀや場面に応じてこと

ば㐵いをኚえることがⱞ手であり、TD の人が自動的
に行っている場面やその時の相手との関ಀ性による

㊥㞳感やゝⴥ㐵いのኚや調ᩚも㠀常な㈇担となっ

ていると考えられる。この㈇担により同との࣑ࢥュ

ニケーシࣙンのẁ㝵で認知的ࣜࢯースを使い⑂ᘢし

てしまうことで、注意が求められる作業や、相手の視

⥺や動作のほ察に基づいた意図理ゎや立ࡕ位置の調

ᩚ（同が部ᮦをྲྀりに行こうと席を立った際に自ศ

の᳔Ꮚをᘬいて通りやすくする等）が求められるඹ同

作業が上手くいかなくなっていると推察される。作業

内容や配置が㝈定されるཎ因として、こうした意図理

ゎ不によるඹ同作業の困難が考えられる。障害者総

合センター[6]の研究ሗ࿌では、事におけるストࣞス

対ฎ法として「Ẽがᩓる時、⑂れた時に、作業を切り

᭰えて」いくことが⤂されている。作業内容や配置

が㝈定されてしまことは、ストࣞス対ฎの機会を減ら

し就労継続に㈇のᙳ㡪があると考えられる。ᒾ本[7]は、

就労継続には、「発達障害者の認知特性と࿘ᅖの理ゎ



49

㟼ᒸ福祉学⣖要 ➨ 20ྕ（2024年 2月） 
 

- 8 - 
 

定して参加でࡁるように支援することを意味している。 
 
「人によって、あるいは᪥によってุ᩿やホ౯が␗な

るな、基‽がばらついてしまうとΰを生む場合が

あるので、ุ᩿基‽をᥞえるようにする」 
 
࠙᪥ࠎのほ察とሗඹ᭷による本人のኚへのẼづࡁ

とᰂ㌾な対応ࠚ 
 
このࣜࢦࢸ࢝は、（᪥ࠎ本人のᵝᏊをほ察しኚを感

じたとࡁにኌかけと確認を行う）とඹに、（本人の状ែ

や最㏆のᵝᏊとኚ、成長について関ಀ職員間での

ሗඹ᭷）することを意味している。 
 
「Ẽになるゝ動や行動がみられた場合には、᠈ で

ᚰᬯ㨣を生まないように、本人にそのゝ動や行動の意

図や理⏤、事なを⪺いて、なࡐそうしたかを理ゎ

していく」 
 
「用者の᪉へのኌけの᪉や本人のᕼᮃにἢって

支援出᮶ているかを考えるため支援者同ኈで相談や

り㏉りをしている」 
 
࠙本人のタイ࣑ングで相談しやすくするための相談᪉

法や相談相手等のᵓ㐀ࠚ 
 
 このࣜࢦࢸ࢝は、（定期的にಶ別面談を行い、困りࡈ

とや職場への要ᮃ、作業とのマッチングを確認する）

な、（本人のタイ࣑ングで相談でࡁる⎔ቃづくり）を

意味している。 
 
「本人と相理ゎをしたり、問や困りࡈと、作業と

のマッチングを確認するため、定期的な面談の機会が

あるとⰋいとᛮう」 
 
「困った事があればすࡄに職員に相談することを、ண

めᐦに職員と確認すること」 
 
࠙成ຌ体験等によるᙉとストࣞス場面への対ฎࠚ 
 
 このࣜࢦࢸ࢝は、（成ຌ体験や࿘ᅖからのᙉを重ࡡ

自ಙや意ḧを高める）ことと、（他者からの指等スト

ࣞス場面へのࢥーࣆングの工夫）を意味している。 

「でࡁることを実㊶して✚み重ࡡること、小さな成ຌ

を✚み上げていくことが事上の成ຌや本人の意ḧや

‶㊊、安ᚰにつながるとᛮいます」 
 
「注意されたことを「注意された」「ᛣられた」と認㆑

するのでなく、達成課題（ク࢚スト）としてᤊえ、そ

れをクࣜアしていく」 
 
⪃ᐹ 

 
 1）就労における困難について 
  
ュ࣑ࢥに合わせた࣒ーࣞࣇ場の࠙、ࡕのうࣜࢦࢸ࢝5 
ニケーシࣙンをとることの困難࠙ࠚ作業内容やその内容

ኚ᭦が㝈定されることで配置場所の㑅ᢥ⫥が⊃まって

しまうࠚの が、就労継続を㜼害するものとࣜࢦࢸ࢝2
考えられた。 
 

ASD の࣑ࢥュニケーシࣙン困難についてはᗈく知
られているが、その機ᗎとして、ᯇ本[5]は「相手のこと

ば㐵いから相手の考える自ศとの社会的およびᚰ理

的関ಀ性を推ㄽ」することの困難を挙げている。ල体

には、ASDの人は同な社会的立場が㏆い人とのࢥ
ュニケーシࣙンにおいて「ㄒ用ㄽ的障害」を᭷して࣑

おり、相手とのᚰ理的㊥㞳・関ಀや場面に応じてこと

ば㐵いをኚえることがⱞ手であり、TD の人が自動的
に行っている場面やその時の相手との関ಀ性による

㊥㞳感やゝⴥ㐵いのኚや調ᩚも㠀常な㈇担となっ

ていると考えられる。この㈇担により同との࣑ࢥュ

ニケーシࣙンのẁ㝵で認知的ࣜࢯースを使い⑂ᘢし

てしまうことで、注意が求められる作業や、相手の視

⥺や動作のほ察に基づいた意図理ゎや立ࡕ位置の調

ᩚ（同が部ᮦをྲྀりに行こうと席を立った際に自ศ

の᳔Ꮚをᘬいて通りやすくする等）が求められるඹ同

作業が上手くいかなくなっていると推察される。作業

内容や配置が㝈定されるཎ因として、こうした意図理

ゎ不によるඹ同作業の困難が考えられる。障害者総

合センター[6]の研究ሗ࿌では、事におけるストࣞス

対ฎ法として「Ẽがᩓる時、⑂れた時に、作業を切り

᭰えて」いくことが⤂されている。作業内容や配置

が㝈定されてしまことは、ストࣞス対ฎの機会を減ら

し就労継続に㈇のᙳ㡪があると考えられる。ᒾ本[7]は、

就労継続には、「発達障害者の認知特性と࿘ᅖの理ゎ

就労継続支援事業所における精神障害や発達障害がある人の就労支援上の困難や工夫について（飛田 義幸） 
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不㊊による」「ᢚうつや行動障害な」の「2ḟ障害を
ண㜵すること」が重要であり、そのためには࿘ᅖの理

ゎはもとより、当事者の「自ᕫ理ゎ」とその基┙とな

る「注意制ᚚ機⬟のྥ上」が᭷ຠであるとしている。

職場でのᣵᣜや㞧談なに割かれる認知的ࣜࢯース

を⠇⣙することは、༢に作業上の࣑ス㍍減にとまら

ず、当事者の自ᕫᙧ成やᚰ理的安定、就労継続にもຠ

果があると考えられる。 
 
 2）就労のための工夫について 
 
行動ほ察でỮみྲྀった本人の意࠙、ࡕのうࣜࢦࢸ࢝8 
図や職場のᬯ㯲知をゝㄒや図等で明示することで相

理ゎを図る࠙ࠚ本人のタイ࣑ングで相談しやすくするた

めの相談᪉法や相談相手等のᵓ㐀 のࠚ 、がࣜࢦࢸ࢝2
本人の就労継続を支えるものと考えられた。 
 
 ほᛕ㐠動ࣔࢹルでは、人は目ᶆとそれへの᪉␎から

なる意図に基づࡁ行動しているとみなされる。ᯇ本[5]

は、「協同作業がにでࡁるためには意図（目ᶆとプ

ラン）がඹ᭷されていなければなりませࢇし、調ᩚが

行われなければなりませࢇ」としている。一᪉で、

「ASDの人には、意図の理ゎに困難がある」ため「ᚰ
理的関ಀ性にもとづくᬯ㯲のルール」の理ゎ・⋓ᚓが

困難であり、そのศを「ಶ人的⤒験なにもとづいて

⊂自に㌟につけたる⯙い」である「ࣜ࢜ジࢼルルー

ル」に基づいてุ᩿・行動しているとしている。行動

ほ察により本人の意図やࣜ࢜ジࢼルルールを明らかに

するとඹに、࿘ᅖの意図やᬯ㯲のルールを本人の認知

特性に合わせたᙧで示すことで相理ゎを図ることや、

そもそも࣑ࢥュニケーシࣙンは相手の行Ⅽに働ࡁかけ

るものではなく、いの意図に働ࡁかけるものである

ことを示していくことは、意図理ゎ・調ᩚによるඹ同

作業を目指す上で᭷ຠであると考えられる。また、ᯇ

本[5]は、「意図ࣞࣃートࣜーをඹ᭷」することで（ኟの

作業後࣑ーࢸングで職員から「᪥はᬬい中お⑂れ

ᵝでした」と発ゝがあると、その後ᚿ㢪者がアイスを

㈙いに行ࡁⓙでアイスを㣗べるな）「その⤌⧊のメン

バーがする行動からの目ᶆを推ㄽしたり、目ᶆから

のような行Ⅽがなされるかも推 でࡁ」、「ඹ᭷意図を

多くもつことは、認知的㈇Ⲵを減らすことにつながる」

と述べている。ྛ場面のルールややり᪉、࿘ᅖの行動

の意味なの意図ࣞࣃートࣜーをᬯ㯲知でなく明示知

としてඹ᭷することは、前述の課題に関しても、認知

的㈇Ⲵを下げることでその㍍減につながると期ᚅでࡁ

る。 
ᯇ本[8]は、特別支援学校では「ASDに対してはࠗで

す・ます࠘が多く使われている」とし、その理⏤とし

て「ASDとかかわる人びとは意図に働ࡁかけるのでは
なく、するべࡁ行動をᥦ示するということで、こࡕら

がやってしいことをุ᩿させおこなわせているので

はないか」と述べている。こうした対応は、ASDのあ
る人に問題なく目的の行Ⅽを行ってもらうⅭには᭷ຠ

࢟とᛮわれるが、意図理ゎや意図のඹ᭷・調ᩚのスࡔ

ルを㌟につける上でも、相手の意図に働ࡁかける࣑ࢥ

ュニケーシࣙンが事であることを理ゎする上でも㈇

のഃ面が生じᚓると考える。社会的カ⦎の場でもある

就労継続支援事業所においては、༢に問題なく動いて

もらうための指示や教示ではなく、人は意図をᣢって

おり、相手の意図を推察・確認しつつ、その意図に働

かけ、自ศの意図を調ᩚすることでඹ同作業を行っࡁ

ていることを学習してもらうことを目的として、本人

や࿘ᅖの意図やᬯ㯲知をྍ視しつつ相の意図理ゎ

や調ᩚをしながら作業をすすめていくことがᮃましい

と考える。 
なお、職場のᬯ㯲知を明示する意味は、༢にࣜ࢜ジ

ルルールよりも職場の社会的ルールをඃඛしてもらࢼ

うためではない。ᯇ本[5]は「ࣜ࢜ジࢼルルールと社会

的ルールがࡪつかったとࡁに、あえて自らの౯್ほに

ᚑってࣜ࢜ジࢼルルールをඃඛすることが意味がある

場合もある」としており、社会生活をᛌ適に㏦るため

には、「相手の意図に働ࡁかけて社会的ルールよりも࢜

ࣜジࢼルルールをඃඛした行動をすることの意味を相

手に⣡ᚓさせ」ることも必要な場合があるとしている。

これは、自ศの意図に基づいた行動がでࡁないために

㉳こる行動やこࡔわりがᙉくなることを㜵ࡄ上でも

意味があると考えられる。 
 
相談に関して、児⋢ら[9]は、ASDの特性をᣢつ人の

困難さと支援の事についてྛ文⊩に当たり、「⤒⦋や

状況はᵝࠎであるが、の事も、特性や対人᪉␎、

自ᕫ認知のᙅさや、࿘ᅖに援ຓ要ㄳを適切なタイ࣑ン

グで出せないこと、もしくは会社⤌⧊の文への↓理

ゎながཎ因となり、࿘ᅖの理ゎと当事者の理ゎがศ

᩿され、問題が㉳こっている」と述べている。障害者

総合センター[6]の研究ሗ࿌では、事におけるストࣞ
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ス対ฎ法として「ᝎみ事は㟁ヰで（支援者に）相談に

ってもらう」ことが⤂されている。発達障害のあ

る人が働く場において、⪺ࡁたいことやᝎみ事が出᮶

た際、支援者等に相談でࡁることは、事を続ける上

で必要なことであるが、その㉁問をいつのようにし

たらⰋいのかがわからないというᵓ図がみえてくる。

ᯇ本[5]は、「対人的なやりྲྀりのなかで、ᬯ㯲のルール

を⋓ᚓしていくためには、他の人の⾲・㌟り・ኌ

の調Ꮚ・視⥺なに着目して相手のẼᣢࡕや考えをㄞ

むことが必要」ࡔが、「そもそも ASDの人はこのよう
な社会的手がかりにあまり注意をྥけてくれませࢇ」

としている。相手のᵝᏊをぢて相談の機会をィること

が難しいとすると、࿘ᅖの᪉からኌをかけるか、相談

の機会や᪉法をணめỴめておくことが必要になると考

えられる。ල体的には、特定の面談者との定期的面談

をᵓ㐀する、相談᪉法に時間に⦡られないメール等

の手ẁを用いることなが考えられる。さらに、行動

ほ察により本人が困難をᢪえていると推察される際に

は、࿘ᅖからのኌかけなの対応がᮃまれる。ASDの
ある人の自ᕫᙧ成（自㌟の感や動に関する自ᕫ理

ゎ）は「人の内的な動やᚰに関する記᠈の✚み重ࡡ

がᅽಽ的にᑡないままにᙧ成され、自ᕫᴫᛕしてい

る」[10]とも考えられ、そうした⤒験の基┙となる「ᚰ

の理ㄽ」に関しても、定ᆺ発達とは␗なり、㠀┤感的

な「ゝㄒ的理⏤けによるࠗᚰの理ㄽ࠘をᙧ成する」

[10]ことが指されている。このことから、一⯡的に発

達障害がある人が「✵Ẽをㄞむ」と⾲現される対人的

な場の状況理ゎがⱞ手であることは、そうしたᚰ的⤒

験が㉁・㔞ඹに不㊊しがࡕなことが一因であると考え

られる。就労場面で求められる「自ᕫ理ゎ」は、その

場面における自ศをᐈほ視するメタ認知や、自ศの体

調や⑂労等をᢕᥱするセルࣔࣇニタࣜング、セルࣇケ

アの⬟力としてもᤊえられる。発達障害のある人には、

自㌟の⑂労や③みに対して感覚㕌㯞があることが知ら

れており、雇用継続の課題のࡦとつとなっている。࿘

ᅖの行動ほ察により、本人の状ែをᢕᥱしつつ適切な

⎔ቃ調ᩚや作業㔞・休憩時間の調⠇を適ᐅ行っていく

ことが対⟇として᭷ຠであると考えられる。その際、

」数の人間で行うことでよりほ察のጇ当性や対応の一

㈏性を高めることがྍ⬟となると考えられる。 
 
 にࡾࢃ࠾

 

 回、就労継続支援 B ᆺ事業所支援者の視点から、
発達障害のある人が働ࡁ続けるための示唆や、࿘ᅖと

の相理ゎのための᪉␎のࣄントをᚓることがでࡁた。

一᪉で、障害のある人を༢に⿕支援者として対㇟し

てしまうことは本意でないため、TD を含め一⯡的に
人がよりᛌ適に働くうえでの障ቨやその対ฎの工夫に

ついて、後さらに研究していࡁたいと考える。 
 
ᘬ⏝ᩥ⊩ 

 
1㸬田中一㸸「成人の発達障害」の「雇用継続支援」
̿就労支援に続く「雇用継続支援」のための法制度の

᳨ウ̿㸬総合福祉研究㸪21㸸247-257㸪2016㸬  
2㸬中村ዉࠎ㸪ʟ 本一㸸成人期発達障害者の就労支援

に関する調査研究 ̿さまࡊまな障害者支援機関の

用の現況について̿㸬東京学ⱁ学⣖要 総合教育科

学⣔ϩ㸪68㸸399-403㸪2017㸬  
3㸬障害者職業総合センター㸸発達障害者の就労生活上
の課題とその対応に関する研究̿「発達障害者就労支

援ࣞࣞࣇンスࣈック」活用のために̿㸸⊂立行ᨻ法

人高㱋・障害・求職者雇用支援機ᵓ㸪2015㸬 
4㸬Ἑ村బ和Ꮚ㸸発達障害者と業をつなࡄ就労支援の
課題と実㊶への示唆㸬ᗈᓥ学学院教育学研究科⣖

要㸪68㸸73-82㸪2019㸬 
5㸬ᯇ本敏㸸自㛢はὠ㍍ᘚをヰさないࣜターンࢬ㸬 
ゅᕝࣇࢯア文ᗜ㸪2023㸬  
6㸬障害者職業総合センター㸸調査研究ሗ࿌᭩ No.150 
発達障害者のストࣞス認知と職場適応のための支援に

関する研究㸬⊂立行ᨻ法人高㱋・障害・求職者雇用支

援機ᵓ㸪2020㸬 
7㸬ᒾ本つ㸸発達障害者のある人の就労に必要な自ᕫ
理ゎとは̿高機⬟自㛢ス࣌クトラ࣒における社会的

自ᕫのᙧ成を中ᚰに̿㸬明ᫍ学発達支援研究センタ

ー⣖要㸪4,㸸113-122㸪2019㸬  
8㸬ᯇ本敏㸸自㛢はὠ㍍ᘚをヰさない㸬ゅᕝࣇࢯ
ア文ᗜ㸪2020㸬  
9㸬児⋢⨾ᕼ㸪⠈Ꮚ㸸発達障害者の就労支援の現状と
課題㸬おⲔのỈዪᏊ学ᚰ理⮫ᗋ相談センター⣖要㸪 
22㸸63-74㸪2020㸬  
10㸬別府ဴ㸪野村㤶௦㸸高機⬟自㛢児は常児と␗
なる「ᚰの理ㄽ」をᣢつのか 「ㄗったಙᛕ」課題と

のゝㄒ的理⏤けにおける常児とのẚ㍑㸬発達ᚰ理

研究㸪16㸸257-264㸪2005㸬 
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ス対ฎ法として「ᝎみ事は㟁ヰで（支援者に）相談に

ってもらう」ことが⤂されている。発達障害のあ

る人が働く場において、⪺ࡁたいことやᝎみ事が出᮶

た際、支援者等に相談でࡁることは、事を続ける上

で必要なことであるが、その㉁問をいつのようにし

たらⰋいのかがわからないというᵓ図がみえてくる。

ᯇ本[5]は、「対人的なやりྲྀりのなかで、ᬯ㯲のルール

を⋓ᚓしていくためには、他の人の⾲・㌟り・ኌ

の調Ꮚ・視⥺なに着目して相手のẼᣢࡕや考えをㄞ

むことが必要」ࡔが、「そもそも ASDの人はこのよう
な社会的手がかりにあまり注意をྥけてくれませࢇ」

としている。相手のᵝᏊをぢて相談の機会をィること

が難しいとすると、࿘ᅖの᪉からኌをかけるか、相談

の機会や᪉法をணめỴめておくことが必要になると考

えられる。ල体的には、特定の面談者との定期的面談

をᵓ㐀する、相談᪉法に時間に⦡られないメール等

の手ẁを用いることなが考えられる。さらに、行動

ほ察により本人が困難をᢪえていると推察される際に

は、࿘ᅖからのኌかけなの対応がᮃまれる。ASDの
ある人の自ᕫᙧ成（自㌟の感や動に関する自ᕫ理

ゎ）は「人の内的な動やᚰに関する記᠈の✚み重ࡡ

がᅽಽ的にᑡないままにᙧ成され、自ᕫᴫᛕしてい

る」[10]とも考えられ、そうした⤒験の基┙となる「ᚰ

の理ㄽ」に関しても、定ᆺ発達とは␗なり、㠀┤感的

な「ゝㄒ的理⏤けによるࠗᚰの理ㄽ࠘をᙧ成する」

[10]ことが指されている。このことから、一⯡的に発

達障害がある人が「✵Ẽをㄞむ」と⾲現される対人的

な場の状況理ゎがⱞ手であることは、そうしたᚰ的⤒

験が㉁・㔞ඹに不㊊しがࡕなことが一因であると考え

られる。就労場面で求められる「自ᕫ理ゎ」は、その

場面における自ศをᐈほ視するメタ認知や、自ศの体

調や⑂労等をᢕᥱするセルࣔࣇニタࣜング、セルࣇケ

アの⬟力としてもᤊえられる。発達障害のある人には、

自㌟の⑂労や③みに対して感覚㕌㯞があることが知ら

れており、雇用継続の課題のࡦとつとなっている。࿘

ᅖの行動ほ察により、本人の状ែをᢕᥱしつつ適切な

⎔ቃ調ᩚや作業㔞・休憩時間の調⠇を適ᐅ行っていく

ことが対⟇として᭷ຠであると考えられる。その際、

」数の人間で行うことでよりほ察のጇ当性や対応の一

㈏性を高めることがྍ⬟となると考えられる。 
 
 にࡾࢃ࠾

 

 回、就労継続支援 B ᆺ事業所支援者の視点から、
発達障害のある人が働ࡁ続けるための示唆や、࿘ᅖと

の相理ゎのための᪉␎のࣄントをᚓることがでࡁた。

一᪉で、障害のある人を༢に⿕支援者として対㇟し

てしまうことは本意でないため、TD を含め一⯡的に
人がよりᛌ適に働くうえでの障ቨやその対ฎの工夫に

ついて、後さらに研究していࡁたいと考える。 
 
ᘬ⏝ᩥ⊩ 

 
1㸬田中一㸸「成人の発達障害」の「雇用継続支援」
̿就労支援に続く「雇用継続支援」のための法制度の
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2㸬中村ዉࠎ㸪ʟ 本一㸸成人期発達障害者の就労支援

に関する調査研究 ̿さまࡊまな障害者支援機関の

用の現況について̿㸬東京学ⱁ学⣖要 総合教育科

学⣔ϩ㸪68㸸399-403㸪2017㸬  
3㸬障害者職業総合センター㸸発達障害者の就労生活上
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4㸬Ἑ村బ和Ꮚ㸸発達障害者と業をつなࡄ就労支援の
課題と実㊶への示唆㸬ᗈᓥ学学院教育学研究科⣖
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5㸬ᯇ本敏㸸自㛢はὠ㍍ᘚをヰさないࣜターンࢬ㸬 
ゅᕝࣇࢯア文ᗜ㸪2023㸬  
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発達障害者のストࣞス認知と職場適応のための支援に

関する研究㸬⊂立行ᨻ法人高㱋・障害・求職者雇用支

援機ᵓ㸪2020㸬 
7㸬ᒾ本つ㸸発達障害者のある人の就労に必要な自ᕫ
理ゎとは̿高機⬟自㛢ス࣌クトラ࣒における社会的
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はじめに�

� 現在、深刻に進む少子高齢化やそれに伴う人口減少

社会に対応するため、地域課題の解決力（地域力）を

強化し、その持続可能性を高めていくことが求められ

ている。このような状況において、厚生労働省（2016）
は、福祉の提供について「『包括的な相談から見立て、

支援調整の組み立てに加えて、資源開発し、総合的な

支援が提供され、誰もがそのニーズに合った支援を受

けられる地域づくり』を行う」とし、新しい地域包括

支援体制を構築することが必要とされ、誰もが支えあ

う新たな共生社会として「地域共生社会」が示された。 
� この地域共生社会が示されたのは、2016（平成 28）
年の内閣府による「ニッポン一億総活躍プラン」であ

る。ニッポン一億総活躍プランでは、地域共生社会の

実現が位置づけられ、地域共生社会について「子供・

高齢者・障害者など全ての人々が地域、暮らし、生き

がいを共に創り、高め合うことができる『地域共生社

会』を実現する」としている。これを受けて、同年 10
月には具体的な推進方策を検討するため、厚生労働省

に「地域力強化検討会（地域における住民主体の課題

解決力強化・相談支援体制の在り方に関する検討会）」

が設置され、その検討をふまえ 2017（平成 29）年５

月に「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険

法等の一部を改正する法律（地域包括ケアシステム強

化法）」が成立し、この法律に基づいて社会福祉法が改

正され、2018（平成 30）年４月に施行された。 
この社会福祉法の改正は、地域福祉について大きな

転換であったと言える。2018 年の社会福祉法の改正で

は、地域福祉について３つの大きな転換があった。１

つめに、地域福祉推進の理念が規定されたことである。

地域福祉推進の理念として、支援を必要とする住民や

世帯が抱える多様で複合的な地域生活課題について、

住民や福祉関係者による把握および地域生活課題の解

決に資する支援を行う関係機関と連携して解決してい

くことが明記された。２つめに、市町村の包括的な支

援体制の整備について努めることが規定されたことで

ある。地域住民の地域福祉活動への参加を促進するた

めの環境整備、地域生活課題に関する相談を包括的に

受け止める体制の整備、多機関の協働による市町村に

おける包括的な相談支援の構築を市町村の努力義務と

した。３つめに、地域福祉計画を充実させることが規

定されたことである。市町村、都道府県地域福祉計画

については、それまで任意とされていたものが、努力

義務が課せられることになった。また、高齢者、障が

い者、児童など各福祉分野について共通して取り組む

事項を定め、上位計画として位置づけることになり、

市町村における包括的な支援体制の整備に関する事項

が記載事項として追加された。 
� このように現在の地域福祉は、地域共生社会の実現

に向けて、大きな転換期を迎えている。たとえば、地

域共生社会については、多様化、複合化している地域

の福祉ニーズに応えていく横断的な仕組みの構築に向

けた仕組みを検討するため、2019（令和元）年に「地

域共生社会推進検討会（地域共生社会に向けた包括的

支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会）」が設

置され、その検討をふまえて 2020（令和２）年６月に

「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を

改正する法律」が成立し、この法律に基づいて社会福

祉法が改正され、2021（令和３）年４月に施行された。

2020 年の社会福祉法の改正では、新たに「重層的支援

体制整備事業」が創設され、地域住民の複合・複雑化

した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を整備す

るために、「属性を問わない相談支援」、「参加支援」、

「地域づくりに向けた支援」の３つの支援を重層的に
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実施するようになった。 
� このように地域福祉は、地域共生社会の実現に向け

て、大きな転換期を迎えており、さまࡊまな取り組み

が行われている。このような取り組みは、社会福祉法

の改正などによって示された制ᗘ的なᯟ組みを、地域

共生社会として構築していくことにその┠的がある。

このような制ᗘ的なᯟ組みを地域福祉において構築し

ていくためには、その๓提として、地域の住民が抱え

ている問題（ニーズ）を明☜にしていくことが必要で

あり、明☜にした問題（ニーズ）を市町村の地域福祉

やその計画となる地域福祉計画にᫎしていくことが

必要となる。 
� 実㝿に、➹者は市町村の地域福祉計画の策定に関わ

っている。策定に関わるなかで、制ᗘとしてのᯟ組み

が充実しても、実㝿にそれを⏝する住民や世帯が抱

えているニーズがそこにᫎされていなければ意が

ないのではないかと実ឤしている。そこで、ᮏ✏では、

の問題解決ニテ࣑ࣗࢥにおけるࢡワーニテ࣑ࣗࢥ

プࣟࢭスを見┤し、地域住民が抱える問題（ニーズ）

をどのように地域福祉（あるいは地域福祉計画）に

ᫎしていくのかという点について、支援者であるソー

シャルワーカー1が取り組むき行動や視点を、࣑ࣗࢥ

ニテワーࢡにおける問題解決のプࣟࢭスを⏝いて、

分ᯒしていく。 
㸯㸬ࢡ࣮࣡ࢸࢽ࣑ࣗࢥにࡿࡅ࠾ၥ㢟ゎỴࢫࢭࣟࣉࡢ�

� スを見ࢭによる問題解決のプࣟࢡワーニテ࣑ࣗࢥ

┤す方法として、ᕝᘐ（2013）が示した「࣑ࣗࢥニテ

ス」を⏝いた2。ᕝᘐࢭにおける問題解決プࣟࢡワー

（2013）は、࣑ࣗࢥニテにおける問題について、２

つのഃ㠃があることをᣦしている。一つは、ࡈみฎ

理の問題、通機関の問題、⅏害や㜵≢などのᏳ全性

の問題など、地域住民が共通で抱えている問題であり

地域社会において解決していくものである。もう一つ

は、福祉問題として取り上ࡆられることが多く、地域

内で支援を必要とする高齢者、障がい者、児童などの

福祉的な支援に関するものである。そして、問題解決

の方法として、๓者については、主に「共同体の組⧊

化」によって問題を解決してくのに対し、ᚋ者につい

ては、「地域࣑ࣗࢥニテ」を問題の解決のᡭẁとして

⏝いるとᣦしている。 
� 地域共生社会の実現は、まさにᚋ者の問題解決の方

法であり、多様化、複合化する地域住民の福祉的ニー

ズに対して、高齢者、障がい者、児童といったᚑ᮶の 

ฟ㸸ᕝᘐ᐀அ（2013）『大ጔዪ子大Ꮫ 相談援ຓ₇⩦ϫ・テ࢟スࢺ』 

⦪りのබ的ࢧーࣅスࡔけではなく、地域࣑ࣗࢥニテ

における横断的な資源を活⏝しながら問題解決をᅗ

っていくことになる。このような問題解決のプࣟࢭス

について、ᕝᘐ（2013）は、࣑ࣗࢥニテワーࢡにお

ける問題解決のプࣟࢭスとし、࣑ࣗࢥニテワーࢡの

方法も、ཎ๎的にはソーシャルワーࢡ一⯡のプࣟࢭス

とኚわらࡎ、デ断э計画э実行эホ౯のẁ㝵をたどる

としている。しかし、࣑ࣗࢥニテワーࢡは、地域住

民の問題解決活動の支援というഃ㠃を持つため、この

プࣟࢭスがもう少し複雑になるとし、そのプࣟࢭスは、

ձ 地域デ断эղ 問題解決ࢢループのᙧ成эճ 問題

解決ࢢループによるデ断（課題☜ㄆᏛ⩦）эմ 問題

解決の計画のస成эյ 実行‽備эն 実行・進行（㐠

Ⴀ）⟶理 эշ ホ౯эո課題の発見、となる。これ

らの内ᐜを整理したのが、ᅗ「࣑ࣗࢥニテワーࢡに

おける問題解決プࣟࢭス」である。ḟに、その各プࣟ

 。スの内ᐜについてㄝ明していくࢭ
㸰㸬ࡢࢡ࣮࣡ࢸࢽ࣑ࣗࢥၥ㢟ゎỴࡢࢫࢭࣟࣉෆᐜ�

ձ 地域デ断 
� における問題解決は、地域住民ࢡワーニテ࣑ࣗࢥ

ᅗ�  スࢭにおける問題解決プࣟࢡワーニテ࣑ࣗࢥ
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からの相談に対応するか、ᑓ㛛⫋の┠から見ての地域

デ断からጞまる。➨１ẁ㝵で示された「地域デ断」で

は、問題（ニーズ）を発見するために、地域住民から

生活ሗの㞟や、⤫計や地ᅗなどの㛫᥋ሗの資ᩱ

から、ᙜヱ地域には、どのような問題（ニーズ）があ

るかをデ断する。このデ断⤖ᯝをふまえて、ᙜヱ問題

を支援するかどうかを、ソーシャルワーカーはᡤ属機

関で共通理解をᅗったうえで、取り組むことを決める。

たࡔし、現実的には、このように取り組む問題（ニー

ズ）については、行ᨻなどから㝆ࢁされるᙧでฟてく

るሙ合も少なくないとしている。 
ղ 問題解決ࢢループのᙧ成 
� ➨２ẁ㝵「問題解決ࢢループのᙧ成」では、問題を

解決するためのࢢループ「問題解決ࢢループ」をᙧ成

するための支援を開ጞする。基┙となるような問題解

決ࢢループがないሙ合は、ࢢループの設立から支援し

ていく。多くのሙ合は地域住民からの相談からጞまる

ため、その地域住民（もしくはࢢループ）を୰ᚰに支

援を行っていくことになる。行ᨻなどから㝆りてくる

課題のሙ合は、地域住民が取り組みたい課題かどうか

をᑀに⢭ᰝし、地域住民が取り組みたいようなᙧに

調整してから、問題解決ࢢループのᙧ成をᅗることが

必要となる。 
ճ 問題解決ࢢループによるデ断（課題☜ㄆᏛ⩦） 
� 実㝿に地域住民⮬㌟による問題解決の取り組みがጞ

まるのが➨３ẁ㝵からである。➨３ẁ㝵の「デ断（課

題☜ㄆᏛ⩦）」では、問題解決ࢢループ⮬㌟が、問題に

ついて内ᐜを整理し、様々な検討を加えて、その問題

が解決を必要する問題であること、どのようになれば

解決となるのか課題を☜ㄆする。その㐣⛬において、

☜ㄆされた課題のཎᅉ（問題構㐀）の把握やの地域

における㢮ఝした課題の解決状況の取ᮦ（ሗ㞟）、

問題解決にᙺ立ࡕそうな地域の社会資源の調ᰝなどを

行う。また、その㐣⛬においては、⮬分㐩の問題解決

に対する力㔞がどの⛬ᗘであるか、⮬ᕫぬ▱を㏕られ

ることにもなる。 
մ 問題解決の計画のస成 
� ➨４ẁ㝵の「問題解決の計画のస成」では、まࡎ、

問題解決の┠ᶆのస成（解決内ᐜ、解決ࣞ࣋ルなど

のࢦールの設定）をしながら、࿘ᅖへのᙳ㡪やἼཬຠ

ᯝを☜ㄆしつつ、問題解決に⮳る⤒㐣を㋃まえながら

計画をまとめる 。このẁ㝵で、ソーシャルワーカー

は、ࢦールを１つに㝈定するのではなく、いくつかの

ールを⪃えておく。また、⤊におけるホ౯を行ࢦ

う㝿の‽備として、ホ౯に対する計画も一⥴に立す

るように່めるなどの支援を行っていく。なお、計画

のస成は、解決すき問題が具体的であればあるど

立てやすくなる。 
յ 実行‽備 
� ➨５ẁ㝵「実行‽備」では、問題解決の具体的活動

計画を実㝿にᒎ開していく๓に、地域の関係者の合意

をᚓるなどのᑀな‽備స業をおこなうẁ㝵となる。

実行‽備での基ᮏ┠ᶆは、問題解決の内ᐜに関して問

題解決に取り組むことに関わる地域住民をቑやすこと

である。福祉問題については、少ᩘの住民の問題であ

るሙ合も少なくないが、協力者による多ᩘὴをᙧ成す

ることがこのẁ㝵の┠ᶆとなるとᣦされている。こ

の㐣⛬においても、ᘬき続きሗの㞟分ᯒなどを行

うとともに、計画のಟ正検討を行うこともある。 
ն 実行・進行（㐠Ⴀ）⟶理 
� ➨６ẁ㝵「実行・進行（㐠Ⴀ）⟶理」では、問題解

決のための活動として、地域の関係者による対ヰ㞟会

の開ദ（合意ᙧ成）やᙜヱ関係者によって合意した解

決行動の実施状況の見Ᏺり（ࣔニࣜࢱンࢢ）が୰ᚰと

なることが多い。また、問題を提㉳した問題解決ࢢル

ープ⮬㌟も⮬ら行うと⣙᮰した解決行動を行っていく

ことになる。 
շ ホ౯ 
� ➨㸵ẁ㝵「ホ౯」では、一連の問題解決活動のホ౯

をおこなう。ホ౯を行うሙ合、その᰿ᣐとなる資ᩱが

整理されていないと㐺正なホ౯が㞴しくなる。そのた

め、あらかࡌめホ౯に必要な記㘓のస成を行っておく

必要がある。この点は、これらの問題解決活動の多く

が、බ的な活動となるため、アカ࢘ンࣜࣅࢱテ（ㄝ

明㈐任）に備えておくことも大ษであり、その意で

も㐺正な記㘓はとても重要である。また、ホ౯は多く

のሙ合、いくつかのカテࣜࢦーで一定のᩘ್ᣦᶆに基

づいて行うሙ合が多いため、どの⛬ᗘで問題の解決と

見なすかという基‽をあらかࡌめ設定しておく必要が

ある。 
ո 課題の発見 
� ➨㸶ẁ㝵「課題の発見」では、これら一連の問題

解決活動を行ったら、課題についての追㊧（調ᰝ）の

システムをṧしておく必要がある。また、ここでの問

題解決ࢢループは一ᗘ解ᩓするሙ合もある。問題解決

に取り組ࡔࢇ実⦼を㋃まえた࢘ࣁ࢘ࣀを生かして、問



54

㟼ᒸ福祉大Ꮫ⣖要� ➨ 20 ྕ（2024 年 2 月） 
 

- 4 - 
 

題解決の取り組みに関連させて、発見された新たな課

題への取り組みをスࢱーࢺさせるሙ合もある。そのሙ

合は、ふたたび新たな課題への取り組みとして➨３ẁ

㝵にᡠることになる。 
� ௨上がᕝᘐ（2013）が示した「࣑ࣗࢥニテワーࢡ

ス」の内ᐜとなる。このプࢭにおける問題解決プࣟࢡ

ニテ࣑ࣗࢥ、スをみると、ソーシャルワーカーがࢭࣟ

のጞまりとして地域住民が抱える問題（ニーࢡワー

ズ）を発見するのが➨１ẁ㝵の「地域デ断」となる。

そして、実㝿にその問題（ニーズ）を地域住民と共᭷

し、問題解決に向けて取り組みがጞまるのは、➨３ẁ

㝵の「問題解決ࢢループによるデ断（課題☜ㄆᏛ⩦）」

௨㝆となる。地域福祉（あるいは地域福祉計画の策定）

において地域住民の意ᛮがᫎされることが重要であ

ることを⪃៖すると、この➨３ẁ㝵のプࣟࢭスは重要

である。ソーシャルワーカーが支援者として、࣑ࣗࢥ

ニテワーࢡのጞまりとして地域住民の問題（ニーズ）

を把握するのが➨１ẁ㝵「地域デ断」であり、その問

題（ニーズ）を基に、実㝿に住民による問題解決への

取り組みがጞまり、ソーシャルワーカーによる地域住

民への支援がጞまるのが➨３ẁ㝵「問題解決ࢢループ

によるデ断（課題☜ㄆᏛ⩦）」ということになる。こ

の２つの㐣⛬は、地域住民が抱える問題（ニーズ）を

どのように地域福祉（あるいは地域福祉計画）にᫎ

していくのかということについて、支援者であるソー

シャルワーカーが取り組むき行動や視点を⪃える上

で重要なプࣟࢭスとなる。そのため、ḟにこの２つの

プࣟࢭス内ᐜについてヲ⣽にみていくことにする。 
㸱㸬➨㸯ẁ㝵➨㸱ẁ㝵ࡢၥ㢟ゎỴࡢࢫࢭࣟࣉヲ⣽�

� ま１➨、ࡎẁ㝵の「地域デ断」は、地域での生活を

㜼害する地域課題や生活課題の内ᐜを調、その内ᐜ

が、ᙜ事者あるいは地域にとって、問題解決を必要と

する内ᐜであるかどうかをデ断することである。たࡔ

し、地域デ断のሙ合、内ᐜを福祉問題に㝈定しないと

いう≉ᚩがある。地域の問題は、地域住民がಶ人とし

て抱えているࣟࢡ࣑ニーズを地域ࣞ࣋ルの࣓ࢰニーズ

に転換していかないと、地域で解決すき問題（ニー

ズ）となっていきにくい点にὀ┠しておく必要がある。

また、多くのሙ合、地域で解決すき課題として、行

ᨻなどから課題を㝆ࢁすようなやり方となる。そのሙ

合、地域住民は、ᙜヱ問題に┿に取り組もうとせࡎ、

社会福祉協㆟会など地域に関連する機関のみが動くこ

とになり、┿の問題解決につながらないሙ合が多くな

る。しかし、このような行ᨻなどから課題を㝆ࢁすሙ

合でも、基ᮏ的にはᑀにಶ人が抱えるࣟࢡ࣑ニーズ

の調ᰝをおこなうなどして、その調ᰝ⤖ᯝや内ᐜと行

ᨻなどからの問題提㉳が一⮴することを☜ㄆした上で、

地域住民に取り組みを促していくことが必要となる。 
� ḟに、➨３ẁ㝵の「問題解決ࢢループによるデ断

（課題☜ㄆᏛ⩦）」である。ᕝᘐ（2013）は、ソーシ

ャルワーカーは、➨３ẁ㝵（それ௨㝆もྵむ）、住民に

よる問題解決ࢢループの活動に関して、２つのഃ㠃か

らの支援を行うことになるとᣦしている。一つは、

ᙜヱの活動推進がしないように่⃭し、新しい

ሗを提供して活動に必要な資㔠や≀ရ等を整えるなど、

具体的なࢧーࣅス提供をしていくことである。もう一

つは、ᙜヱ問題解決ࢢループの求めに応ࡌて、必要な

ሗやᢏ⾡を提供していくことである。そのため、ソ

ーシャルワーカーはᙜヱࢢループ࣓ンࣂーと「われわ

れឤぬ」を持つと同に、「支援者にᚭする」という動

き方のい分けが必要になるとᣦしている。なお、

問題解決ࢢループを計画策定ጤဨ会方ᘧや実行ጤဨ会

方ᘧとして組⧊するሙ合、ጤဨ会を構成する࣓ンࣂー

をどう㑅ฟするか、ᙜヱጤဨ会はጤဨ会࣓ンࣂー௨እ

の人をどれࡔけᕳきこめるか（地域住民をどのように

計画策定にᕳき㎸むか）、解決に行ᨻが関わるሙ合は、

行ᨻ୰ᚰになりすࡂないかなど、ὀ意深く組⧊し支援

していくこと必要となる。 
� ௨上、➨１ẁ㝵の「地域デ断」と➨３ẁ㝵の「問題

解決ࢢループによるデ断（課題☜ㄆᏛ⩦）」をヲ⣽に

みてきた。➨１ẁ㝵の「地域デ断」では、ソーシャル

ワーカーは、調ᰝなどで地域住民が抱えるಶ人として

のࣟࢡ࣑ニーズをᤊえることが重要となる。しかし、

ソーシャルワーカーは、そのࣟࢡ࣑ニーズを༢に把握

するࡔけではなく、それを地域ࣞ࣋ルの࣓ࢰニーズに

転換していくことが求められる。また、行ᨻなどから

課題を㝆ࢁすようなやり方においても、ソーシャルワ

ーカーは、その課題が、地域住民が抱えるࣟࢡ࣑ニー

ズと一⮴しているのか☜ㄆしていくస業が求められる。 
� ḟに、➨３ẁ㝵の「問題解決ࢢループによるデ断

（課題☜ㄆᏛ⩦）」では、ここから実㝿に地域住民とソ

ーシャルワーカーが問題解決に向けて取り組ࢇでいく

ことになる。このプࣟࢭスやそれ௨㝆においてソーシ

ャルワーカーに求められることは、地域住民の問題に

取り組む意㆑がしないように支援していくことと、

ソーシャルワーカーが地域住民と共に協働性を持って
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題解決の取り組みに関連させて、発見された新たな課

題への取り組みをスࢱーࢺさせるሙ合もある。そのሙ

合は、ふたたび新たな課題への取り組みとして➨３ẁ

㝵にᡠることになる。 
� ௨上がᕝᘐ（2013）が示した「࣑ࣗࢥニテワーࢡ

ス」の内ᐜとなる。このプࢭにおける問題解決プࣟࢡ

ニテ࣑ࣗࢥ、スをみると、ソーシャルワーカーがࢭࣟ

のጞまりとして地域住民が抱える問題（ニーࢡワー

ズ）を発見するのが➨１ẁ㝵の「地域デ断」となる。

そして、実㝿にその問題（ニーズ）を地域住民と共᭷

し、問題解決に向けて取り組みがጞまるのは、➨３ẁ

㝵の「問題解決ࢢループによるデ断（課題☜ㄆᏛ⩦）」

௨㝆となる。地域福祉（あるいは地域福祉計画の策定）

において地域住民の意ᛮがᫎされることが重要であ

ることを⪃៖すると、この➨３ẁ㝵のプࣟࢭスは重要

である。ソーシャルワーカーが支援者として、࣑ࣗࢥ

ニテワーࢡのጞまりとして地域住民の問題（ニーズ）

を把握するのが➨１ẁ㝵「地域デ断」であり、その問

題（ニーズ）を基に、実㝿に住民による問題解決への

取り組みがጞまり、ソーシャルワーカーによる地域住

民への支援がጞまるのが➨３ẁ㝵「問題解決ࢢループ

によるデ断（課題☜ㄆᏛ⩦）」ということになる。こ

の２つの㐣⛬は、地域住民が抱える問題（ニーズ）を

どのように地域福祉（あるいは地域福祉計画）にᫎ

していくのかということについて、支援者であるソー

シャルワーカーが取り組むき行動や視点を⪃える上

で重要なプࣟࢭスとなる。そのため、ḟにこの２つの

プࣟࢭス内ᐜについてヲ⣽にみていくことにする。 
㸱㸬➨㸯ẁ㝵➨㸱ẁ㝵ࡢၥ㢟ゎỴࡢࢫࢭࣟࣉヲ⣽�

� ま１➨、ࡎẁ㝵の「地域デ断」は、地域での生活を

㜼害する地域課題や生活課題の内ᐜを調、その内ᐜ

が、ᙜ事者あるいは地域にとって、問題解決を必要と

する内ᐜであるかどうかをデ断することである。たࡔ

し、地域デ断のሙ合、内ᐜを福祉問題に㝈定しないと

いう≉ᚩがある。地域の問題は、地域住民がಶ人とし

て抱えているࣟࢡ࣑ニーズを地域ࣞ࣋ルの࣓ࢰニーズ

に転換していかないと、地域で解決すき問題（ニー

ズ）となっていきにくい点にὀ┠しておく必要がある。

また、多くのሙ合、地域で解決すき課題として、行

ᨻなどから課題を㝆ࢁすようなやり方となる。そのሙ

合、地域住民は、ᙜヱ問題に┿に取り組もうとせࡎ、

社会福祉協㆟会など地域に関連する機関のみが動くこ

とになり、┿の問題解決につながらないሙ合が多くな

る。しかし、このような行ᨻなどから課題を㝆ࢁすሙ

合でも、基ᮏ的にはᑀにಶ人が抱えるࣟࢡ࣑ニーズ

の調ᰝをおこなうなどして、その調ᰝ⤖ᯝや内ᐜと行

ᨻなどからの問題提㉳が一⮴することを☜ㄆした上で、

地域住民に取り組みを促していくことが必要となる。 
� ḟに、➨３ẁ㝵の「問題解決ࢢループによるデ断

（課題☜ㄆᏛ⩦）」である。ᕝᘐ（2013）は、ソーシ

ャルワーカーは、➨３ẁ㝵（それ௨㝆もྵむ）、住民に

よる問題解決ࢢループの活動に関して、２つのഃ㠃か

らの支援を行うことになるとᣦしている。一つは、

ᙜヱの活動推進がしないように่⃭し、新しい

ሗを提供して活動に必要な資㔠や≀ရ等を整えるなど、

具体的なࢧーࣅス提供をしていくことである。もう一

つは、ᙜヱ問題解決ࢢループの求めに応ࡌて、必要な

ሗやᢏ⾡を提供していくことである。そのため、ソ

ーシャルワーカーはᙜヱࢢループ࣓ンࣂーと「われわ

れឤぬ」を持つと同に、「支援者にᚭする」という動

き方のい分けが必要になるとᣦしている。なお、

問題解決ࢢループを計画策定ጤဨ会方ᘧや実行ጤဨ会

方ᘧとして組⧊するሙ合、ጤဨ会を構成する࣓ンࣂー

をどう㑅ฟするか、ᙜヱጤဨ会はጤဨ会࣓ンࣂー௨እ

の人をどれࡔけᕳきこめるか（地域住民をどのように

計画策定にᕳき㎸むか）、解決に行ᨻが関わるሙ合は、

行ᨻ୰ᚰになりすࡂないかなど、ὀ意深く組⧊し支援

していくこと必要となる。 
� ௨上、➨１ẁ㝵の「地域デ断」と➨３ẁ㝵の「問題

解決ࢢループによるデ断（課題☜ㄆᏛ⩦）」をヲ⣽に

みてきた。➨１ẁ㝵の「地域デ断」では、ソーシャル

ワーカーは、調ᰝなどで地域住民が抱えるಶ人として

のࣟࢡ࣑ニーズをᤊえることが重要となる。しかし、

ソーシャルワーカーは、そのࣟࢡ࣑ニーズを༢に把握

するࡔけではなく、それを地域ࣞ࣋ルの࣓ࢰニーズに

転換していくことが求められる。また、行ᨻなどから

課題を㝆ࢁすようなやり方においても、ソーシャルワ

ーカーは、その課題が、地域住民が抱えるࣟࢡ࣑ニー

ズと一⮴しているのか☜ㄆしていくస業が求められる。 
� ḟに、➨３ẁ㝵の「問題解決ࢢループによるデ断

（課題☜ㄆᏛ⩦）」では、ここから実㝿に地域住民とソ

ーシャルワーカーが問題解決に向けて取り組ࢇでいく

ことになる。このプࣟࢭスやそれ௨㝆においてソーシ

ャルワーカーに求められることは、地域住民の問題に

取り組む意㆑がしないように支援していくことと、

ソーシャルワーカーが地域住民と共に協働性を持って

地域共生社会の実現に向けたソーシャルワーカーの行動と視点（小林 哲也） 
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課題に取り組ࢇでいくことである。しかし、問題解決

に取り組ࢇでいく㐣⛬において、ソーシャルワーカー

が問題解決の୰ᚰとなるのではなく、あくまで問題解

決に取り組ࢇでいくのは地域住民であって、ソーシャ

ルワーカーは、それをഃ㠃から支援していくという意

㆑を持つことが重要となる。 
⤖ㄽ�

� 現在、地域福祉は、地域共生社会の実現という大き

な転換期を迎えている。そのような状況の୰で、地域

住民が抱える問題（ニーズ）をどのように地域福祉（あ

るいは地域福祉計画）にᫎしていくのかという問題

意㆑に基づいて、支援者であるソーシャルワーカーが

取り組むき行動や視点を࣑ࣗࢥニテワーࢡにおけ

る問題解決プࣟࢭスを⏝いて分ᯒしてきた。 
� ⤖ㄽとして、ま１ࡎつめに、支援者であるソーシャ

ルワーカーは、地域住民が抱える問題（ニーズ）を発

見するためにおこなう「地域デ断」が重要となる。ソ

ーシャルワーカーは、まࡎ、調ᰝなどをおこない地域

住民が抱えるಶ人的なࣟࢡ࣑ニーズをᤊえる。そして、

そのᤊえたࣟࢡ࣑ニーズを、地域で、もしくは地域福

祉で解決していく࣓ࢰニーズに転換していくことがソ

ーシャルワーカーには求められる。その㝿、必要とな

るのがニーズの共通性と⥭ᛴ性であると⪃える。共通

性は、多くの地域住民が同ࡌように抱える問題（ニー

ズ）ということであり、⥭ᛴ性とは、すࡄに対応しな

ければならない問題（ニーズ）ということである。༢

に地域住民のࣟࢡ࣑ニーズを的☜にᤊえるというࡔけ

ではなく、それを࣓ࢰニーズに転換していくことがソ

ーシャルワーカーには求められる。また、取り組む問

題（ニーズ）について、行ᨻなどから㝆ࢁされるሙ合

においても、地域住民のࣟࢡ࣑ニーズとの整合性があ

るかᑀに☜ㄆしていくことが求められる。 
� ２つめに、実㝿に地域住民と共に地域の問題を解決

していくẁ㝵では、地域住民と協調性をもつことや支

援者であるソーシャルワーカーは、ഃ㠃的支援にᚭす

るということである。実㝿に、➹者が地域福祉計画の

策定に関わっている市町村では、問題解決ࢢループを

計画策定ጤဨ会方ᘧとして組⧊している。そのため、

ጤဨ会を構成する࣓ンࣂーをどう㑅ฟするか、ᙜヱጤ

ဨ会は、ጤဨ௨እの地域住民をどれࡔけᕳきこむこと

かというᣦは重要となる。また、現実的な問題解決

にあたっては、行ᨻや社会福祉協㆟会が୰ᚰとなって

問題解決に関わるሙ合が多く、地域住民が関わること

はそれど多くはない。そのため、行ᨻや社会福祉協

㆟会が୰ᚰになり㐣ࡂなっていないかなど、ὀ意深く

みていくことが必要となる。௨上がᮏ✏の⤖ㄽとなる。 
� ᭱ᚋにᚋの課題について㏙ていく。ᮏ✏は、地

域福祉が地域共生社会の実現に向けて大きな転換期を

迎えている現状から、地域共生社会の実現の๓提にあ

る地域住民が抱えている問題（ニーズ）を地域福祉や

市町村の地域福祉計画にどのようにᫎしていくかと

いう問題意㆑に基づいて、࣑ࣗࢥニテワーࢡにおけ

る問題解決プࣟࢭスを⏝いて分ᯒしてきた。ᮏ✏は、

地域住民が抱えている問題（ニーズ）をᫎするとい

う࣑ࣗࢥニテワーࢡにおける問題解決プࣟࢭスでも、

支援๓、支援୰のẁ㝵にあたる。もう一つ地域住民の

意ᛮや⪃えがᫎされなくてはならないのが、➨㸵ẁ

㝵「ホ౯」である。このホ౯についても、行ᨻや社会

福祉協㆟会が、どの⛬ᗘ取り組ࢇできたかというホ౯

になりやすい。実㝿にホ౯すきは、地域福祉による

事業やࢧーࣅスを受けてきたᙜ事者となる地域住民で

はないかと⪃える。ᚋの課題としては、࣑ࣗࢥニテ

スの支援ᚋのẁ㝵にࢭにおける問題解決プࣟࢡワー

あたるホ౯について、地域住民の意ᛮや⪃えを、どの

ように地域福祉（あるいは地域福祉計画）にᫎして

いくのかという点がᚋの課題となる。 
 
ཧ⪃ᩥ⊩�

ᕝᘐ᐀அ（2013）『大ጔዪ子大Ꮫ 相談援ຓ₇⩦ϫ・テ

 。『ࢺス࢟
厚生労働省（2016）「地域共生社会ポーࢱルࢺࢧ」（h
ttps://www.mhlw.go.jp/kyouseisyakaiportal/keii/、20
23.09.11 㜀ぴ） 
厚生労働⤫計協会⦅（2018）『ᅜ民の福祉と介護の動

向 2018/2019』厚生労働協会。 
༡㑻（2019）「地域共生社会構築に向けた方法ㄽ

◊✲㸫都ᇛ市の小地域実㊶者に↔点をᙜてて」『᱈ᒣᏛ

㝔大Ꮫ社会Ꮫㄽ㞟』➨ 52 ᕳ➨ 2 ྕ、63-90。 
Ọ⏣♸（2019）⦅ⴭ『よくわかる地域福祉 地域福祉

の改㠉』ࢿ࣑ルࣦ᭩ᡣ。 
 

ὀ） 
1 地域福祉における支援者としては、主に࣑ࣗࢥニテワーカーや

ソーシャルワーカーが⪃えられるが、ᮏ✏ではᗈく支ニテ࣑ࣗࢥ

援者をとらえるためにソーシャルワーカーとする。 
2 ᕝᘐ（2013）による「࣑ࣗࢥニテワーࢡにおける問題解決プࣟ

ス」を⏝いた理⏤としては、ᕝᘐẶの◊✲会に参加し、➹者がこࢭ

のプࣟࢭスの⪃をᢸᙜし行った⤒⦋がある。 
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増尾慶裕 

 

Development of constructivist teaching method using measurement data in information education 

－In elementary school Comprehensive study time－�

 

 

Yoshihiro� MASUO 

  

 

Abstract 

By utilizing measured data in elementary school mathematics education, we develop constructivist 

educational methods that foster thinking, judgment, and expressive abilities, and develop scientific 

schemas that are linked to mathematics, science, home economics, and comprehensive learning time. It 

is something to build. The learning material was set as teaching materials for converting electrical 

energy into thermal energy in science and home economics education. This research is based on 

elementary school mathematics education, and is a joint research project that is linked to science 

education, home economics education, and comprehensive study time. An electric iron used in home 

economics education was set up as a teaching material that converts electrical energy into thermal 

energy. Based on the children's existing knowledge, it was activated to enable them to understand and 

acquire new knowledge. Based on the children's existing knowledge based on their daily lives, have 

them draw a graph to predict the temperature change of an electric iron over time, and utilize ICT 

teaching materials to use the measured data values obtained from the iron measurement experiment. 

The students were then able to instantly create a graph, compare their existing knowledge with the 

graph obtained from the measurement experiment, and have them think about the comparison. This 

educational method improved the children's desire to learn about experiments. In the measurement 

experiment, the children decided on roles within the group and cooperated, allowing each child to learn 

independently, obtain measurement data, and understand and acquire new knowledge. .�

Through the above, we verified the effectiveness of an educational method that utilizes existing k

nowledge in elementary school mathematics education, science education, and home economics ed

ucation, and the effectiveness of setting an electric iron that converts electrical energy into therm

al energy as a learning subject.�

 

 
 静岡福祉大学前特任教授 
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はじめに�

ᮏ◊✲ࠊࡣ小学校算数教育࡛のデータ活用にࠊࡾࡼ

ඣ❺のᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊを育成しࠊ⌮⛉࣭ᐙ

ᗞ⛉࣭総合的な学習の時間㐃ᦠしてࠊ⛉学的࢟ࢫ

ー࣐（ࡾࡲࡲの࠶る▱㆑構㐀）を育成ࡍる教育方

法を構⠏ࡍるࡶの࡛࠶るࠋ�

測定データを活用ࡍるたࡵの学習㢟ᮦの㑅定のほ

Ⅼࡎࡲࠊࡽ⌮⛉教育にࡘいて㏙るࡍࡇるࠋ�

小学校⌮⛉教育ࠊࡣ学習ᣦᑟせ㡿㸯）にࠊࡾࡼ教⛉┠

ᶆࡀ௨ୗに定ࢀࡽࡵているࠋ�

� てほᐹ㸪ᐇ㦂なࡗࡶ㸪ぢ㏻しをࡳにぶし↛⮬ࠕ

を⾜い㸪ၥ㢟ゎỴの⬟ຊ⮬↛をឡࡍるᚰ情を育て

るࡶに㸪⮬↛の≀࣭⌧㇟にࡘいてのᐇឤをక

ࠖࠋ࠺方を㣴࠼⪄ࡸ㸪⛉学的なぢ方ࡾた⌮ゎをᅗࡗ

のᒚಟ⛉⌮ࡣ࡛⛬小学校の教育ㄢࠋているࢀࡉ♧

学ᖺࠊࡣ㸱ᖺ⏕ࡽ㸴ᖺ⏕࡛࠶るࠋ�

� �Aࠕ⛉⌮ の㔜≀ࠊࡣる┠ᶆࡍーࠖに㛵ࢠࣝࢿ࢚

ࡏ㟁Ẽをാࡧにග㸪☢▼ཬࡧのຊ୪࣒ࢦࡸ㸪㢼ࡉ

たࡁの⌧㇟をẚ㍑しなࡽࡀㄪ㸪ぢいࡔしたၥ㢟

を⯆࣭㛵ᚰをࡗࡶて㏣✲したࡶࠊࡾの࡙ࡾࡃをし

たࡍࡾる活ືを㏻して㸪ࡽࢀࡑのᛶ㉁ࡸാࡁにࡘい

てのぢ方࠼⪄ࡸ方を㣴ࢀࡉ♧ࠋ࠺ているࠋ 
㐨ࠖの学ࡾ㟁Ẽの㏻ࠕーࠖのࢠࣝࢿ࢚ Aࠕࠊたࡲ

習ෆᐜにࡘいてࠊࡣ௨ୗに♧ࡶࡍの࡛࠶るࠋ�

� 㟁ụに㇋㟁⌫なをࡘなࡂ㸪㟁Ẽを㏻ࡘࡍなࡂ

方ࡸ㟁Ẽを㏻ࡍ≀をㄪ㸪㟁Ẽのᅇ㊰にࡘいての⪃

�ࠋるࡍに࠺ࡼるࡁ࡛ࡀࡇࡘࡶを࠼

࣭� 㟁Ẽを㏻ࡘࡍなࡂ方㏻ࡉないࡘなࡂ方࠶ࡀる

�ࠋࡇ

࣭� 㟁Ẽを㏻≀ࡍ㏻ࡉない≀࠶ࡀるࠋࡇ�

� の学習ෆᐜのྲྀᢅࡽࢀࡑࠊ᭦にࠋているࢀࡉ♧

いにࡘいてࠕࠊࡣA� ≀㉁࣭ࢠࣝࢿ࢚ーࠖのᣦᑟに

ᙜたࡗてࡣ㸪3✀㢮௨ୖのࡶの࡙ࡾࡃを⾜ࡶ࠺の

�ࠋているࢀࡉ♧ࠋるࡍ

にኚした≧ែを⇕ࡀ㟁Ẽࠊࡣ࡛✲◊ᮏࡵのたࡑ

ྍどしてࠊ㟁Ẽをാࡏた時の⌧㇟をẚ㍑しなࡀ

ࡇいて学習ฟ᮶るࡘにࡁാࡸのᛶ㉁ࡽࢀࡑࠊㄪࡽ

のኚーࢠࣝࢿ࢚⇕ーをࢠࣝࢿ࢚㟁Ẽࠋした

に㛵してࠊࡣ前教⛉᭩㸰）ࠊ㸱）࡛࣒ࣟࢡࢽࠊࡣ⥺をᕳい

たᐇ㦂⨨ࠊࡀᥖ㍕ࢀࡉていたࠋししࠊ⌧⾜の教

⛉᭩࡛ࡑࠊࡣの⡆᫆なᐇ㦂⨨ࠊࡣᥖ㍕ࢀࢀࡉいな

いࡑࠋのたࠊࡵ小学校⌧ሙ࡛ࣖࣛࢻࠊࡣーࢺࡸー

ている㟁Ẽᶵჾをࢀࡉター➼の᪥ᖖ⏕活࡛用ࢫ

学習㢟ᮦしてࠊඣ❺に᥈ồ学習してㄪᰝࡏࡉる

�ࠋከいࡣࡇ

� ᮏ◊✲ࠊࡣ小学校算数⛉教育㸲）ࠊ⌮⛉教育ࠊᐙᗞ

⛉教育㸳）ཬࡧ総合的な学習の時間㸴）を㐃ᦠࡏࡉた

ඹྠ◊✲をᐇしࠊ前㏙の࠺ࡼに⛉学࢟ࢫー࣐の育

成を┠ᣦした◊✲を構ࡍるࡶの࡛࠶るࠋ�

� ている᥈ࢀࡉの小学校࡛ᐇࡃᅾከ⌧ࠊࡵのたࡑ

ồ学習ࠊࡣ᪥ᖖ⏕活㛵㐃ࡏࡉた᥈ồ࡛࠶るたࠊࡵ

ᮏ◊✲の構に㏆いࡶの࡛࠶るࢀࡽ࠼⪄るࠋ�

�

� ◊✲方法�

ᮏ◊✲࡛ࠊࡣᐙᗞ⛉教育㛵㐃ࡏࡉてࣖࣛࢻー

ࠊࡾ᭦に᪥ᖖ⏕活に㛵㐃しておࠊࡶࡾࡼターࢫーࢺࡸ

⛉学的に活用࡛ࡁる㟁Ẽᶵჾしてのࠊ㟁Ẽࣟ

ࣥを学習㢟ᮦしたࠋ�

  ᮏ◊✲のᐇ㊶ࠊࡣ㸰㸮㸰㸱ᖺ㸷᭶にA小学校㸴ᖺ

⏕࡛ᐇしたࠋ�

  ඣ❺のࣥࣟのタ定ᥦ♧にࡘいて௨ୗに㏙

�ࠋる

� 㸰ྎのࣥࣟをඣ❺にᥦ♧しࡀࡇࠊ㐪࠺を

のព➼ࠖ࠺㐪ࡀⰍࠕឤぬ的にࠊࡣ❺ඣࠋたࡏࡉ࠼⪄

ぢを㏙ていたࡇࠋの㸰ྎのࠊࡣࣥࣟእ㒊ࡽ

ᛶ⬟ࡸᶵ⬟の㐪いࡾࢃࠊࡣにࡃいࠋ㸯㒊のඣ❺ࠊࡀ

のពぢを㏙ࠖࡽたࡳるᐇ㦂をしてᗘをㄪ ࠕ

た࡛ࡇࡑࠋ教ᖌのᣦᑟしたいពᅗࡶ合⮴ࡍるたࡵ

ᐇ㦂をᐇしࠊㄪᰝࡍるࡇしたࠋの࠺ࡼにࠊ

ᐇ㦂方法をᕤኵࡍࡸࡾࢃࡤࢀࡍいをඣ❺にࡶ

い教育方ࡍࡸて学習し࠼ඣ❺のどぬにッࠊࡏࡉ࠼⪄

法を⪃したࠋ�

小学校算数教育࡛ࠊࡣ学習ᣦᑟせ㡿㸲）にࠊࡾࡼ算

数（数学）的に⾲⌧ࡍるࡇにࡘいてࠊࡣ算数の学

習࡛ࡣ㸪ゝ ⴥにࡼる⾲⌧ࡶに㸪ᅗ㸪数㸪ᘧ㸪⾲㸪

た算数（数学）的な⾲⌧の方法を用いࡗいࣇࣛࢢ

るࡇに特㉁࠶ࡀるࡇࠋの࠺ࡼな⾲⌧をၥ㢟ゎỴに

活したࡾ㸪ᛮ⪃の㐣⛬ࡸ⤖ᯝを⾲⌧してㄝ᫂した

�ࠋࡪ学࡛ࡇるࡍࡾ

いてࡘの測定の方法の⌮ゎにࡑ㔞のᢕᥱࠊたࡲ  

るሙ合㸪ẚࡍのをẚ㍑ࡶのࡘる㸰࠶にࡾ㌟のᅇࠊࡣ

㍑ᑐ㇟なるࡶののᒓᛶに╔┠し㸪ࡑのᒓᛶにࡘい

て数್して⾲࠶ࡀࡇࡍるࠋ算数࡛学ࡪ㔞のᢕᥱ

における測定ࡣ㸪ᗄࡘのࡶのをẚ㍑ࡍるᚲせ

㸪数್しࡾྲྀࡾを測ࢀࡑて࠼のの特ᚩをᤊࡶ㸪ࡽ

て⾲࠶࡛ࡇࡍるࡇࠋのព࡛㸪㔞のᢕᥱにおける
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測定ࡣ㸪ࡶののᒓᛶに╔┠し㸪༢を用いて㔞を

ᤊ࠼㸪ࡑの༢࡛測ࡗྲྀࡾた数್にᑐᛂࡏࡉるࡇ

�ࠋる࠶࡛

� ༶ࡕᮏ◊✲におけるࣥࣟの ᗘࠕࠊࡣ ᗘࠖ

て測定し数ࡵをỴࡉࡁる大ࡍᒓᛶ࡛༢࠺い

್࡛ࡁるࠋ�

� 算数（数学）的にࡣ㸪㔞の測定ࡣ㸪ࡶのの㞟合

ࡁ࡛ࡀࡇるࡳる࠶の㛵数࡛ᐇ数の㞟合ࡽ

るࠋ�

� のࡶ㸪ࡣののᒓᛶの数್においてࡶな࠺ࡼのࡇ

のᒓᛶを┤᥋ẚ㍑ࡍるࡽࡉࠊࡇに㸪ᣦᑟ㡯の

いて㸪算数（数学）的なぢࡘにࡾࡲࡲのࢀࡒࢀࡑ

方࣭⪃࠼方ࡸ育成を┠ᣦࡍ㈨㉁࣭⬟ຊにᇶ࡙ࡁ㸪算

数教育においてࠊࡣ㡿ᇦをࠕ㸿数ィ算ࠖ㸪ࠕ㹀ᅗ

ᙧࠖ㸪ࠕ㹁測定ࠖ㸪ࠕ㹁ኚ㛵ಀࠖཬࠕࡧ㹂デー

タの活用 のࠖࡘの㡿ᇦࢀࡉているࠋప学ᖺࠕࡣ㸿

数ィ算ࠖ㸪ࠕ㹀ᅗᙧࠖ㸪ࠕ㹁測定ࠖཬࠕࡧ㹂デー

タの活用 のࠖᅄ㡿ᇦࢀࡉているࢀࡉ♧ࠋているࠋ�

� 㛵ಀࠖCኚࠕして算数の学習ෆᐜࠊ࡛ࡇࡑ

㸴ࠊࡣᮏᐇ㦂ࠊࡵるた࠶᪤に学習ෆᐜの㡿ᇦ࡛ࠊࡣ

ᖺ⏕࡛のᐇしたࠋ�

�

� ࡍ⌮にᩚࡘ㸪ḟの㸱ࡣいࡽࡡ㹁測定ࠖの㡿ᇦのࠕ

るࡁ࡛ࡀࡇるࠋ�

࣭㌟のᅇࡾの㔞にࡘいて㸪ࡑのᴫᛕཬࡧ測定のཎ⌮

㇏いてのឤぬをࡘに㸪㔞にࡶるࡍ方法を⌮ゎ

�ࡇるࡍにし㸪㔞をᐇ㝿に測定

࣭㌟のᅇࡾの㇟の特ᚩを㔞に╔┠してᤊ࠼㸪㔞の

༢を用いて的☜に⾲⌧ࡍるࡇ�

࣭測定の方法ࡸ⤖ᯝをࡾ㏉ࡗて数⌮的なฎ⌮のࡼ

ࡼ学習に活用しࡸの測定を⏕活ࡑ㸪㔞ࡁにẼࡉ

�ࡇるែᗘを㌟にけるࡍ࠺

る算数（数学）的なぢࡏ㹁測定ࠖの㡿ᇦ࡛ാࠕ 

方࣭⪃࠼方に╔┠してෆᐜをᩚ⌮ࡍる㸪௨ୗのᅄ

�ࠋているࢀࡉ♧るࡁ࡛ࡀࡇるࡵࡲにࡘ

࣭� 㔞のᴫᛕを⌮ゎし㸪ࡑの大ࡉࡁのẚ方をぢい

�ࡇࡍࡔ

࣭� ┠的にᛂࡌた༢࡛㔞の大ࡉࡁを的☜に⾲⌧し

たࡾẚたࡍࡾるࡇ�

࣭� ༢の㛵ಀを⤫合的に⪃ᐹࡍるࡇ�

࣭� 㔞ࡑの測定の方法を᪥ᖖ⏕活に⏕ࡇࡍ�

㸪ḟのࡣいࡽࡡ㛵ಀࠖの㡿ᇦの㹁ኚࠕࠊたࡲ  

㸱ࡘにᩚ⌮ࡍるࡀࡇฟ᮶るࠋ�

࣭కࡗてኚࢃる㸰ࡘの数㔞の㛵ಀにࡘいて⌮ゎし㸪

ኚࡸᑐᛂのᵝᏊを⾲ࡸᘧ㸪ࣇࣛࢢに⾲したࡾㄞࢇ

るሙ合の数㔞の㛵ಀをẚࡘに㸪㸰ࡶるࡍࡾࡔ

にࡘいて合ࡸẚのពࡸ⾲し方を⌮ゎし㸪ࡽࢀࡇ

をồࡵたࡍࡾるࡇ�

ていࢀࡉ♧㛵ಀࠖの学習ෆᐜ࡛㹁ኚࠕࠊ࡛ࡇࡑ

るたࡵにࠊᮏᐇ㦂࡛ࠊࡣ時間 ᗘのኚの㛵ಀ࡛

ᐇしたࠋ�

� ḟにࠕ㹁ኚ㛵ಀࠖの㡿ᇦ࡛ാࡏる算数（数

学）的なぢ方࣭ 㸪るࡍ⌮方に╔┠してෆᐜをᩚ࠼⪄

ḟの㸱ࡘにࡵࡲるࡁ࡛ࡀࡇるࠋ�

� ձ� కࡗてኚࢃるࡘの数㔞のኚࡸᑐᛂの特

ᚩを⪃ᐹࡍるࡇ�

� ղ� の数㔞のࡘのูの数㔞の㛵ಀࡘる࠶

㛵ಀをẚるࡇ�

� ճ� ࡘの数㔞の㛵ಀの⪃ᐹを᪥ᖖ⏕活に⏕

�ࡇࡍ

� 算数（数࠺いࣇࣛࢢ⥺ࢀᢡࡣ࡛✲◊㸪ᮏ࡛ࡇࡑ

学）的な⾲⌧を用いて㸪⪃ᐹࡍるࡇしたࠋ�

算数（数学）的なぢ方࣭⪃࠼方ࠊࡣ�

࣭㸰ࡘの数㔞の㛵ಀなに╔┠してᤊ࠼�

࣭᰿ᣐをᇶに➽㐨を❧てて⪃࠼たࡾ㸪⤫合的࣭発ᒎ

的に⪃࠼たࡍࡾるࡇ�

࣭కࡗてኚࢃる㸰ࡘの数㔞のኚࡸᑐᛂの特ᚩを⪃

ᐹࡍるࡇ�

の数㔞の㛵ಀをࡘの㸰ูの数㔞の㛵ಀࡘる㸰࠶࣭

ẚるࡇ�

࡛ࡇるࡍの数㔞の㛵ಀを⪃ᐹࡘ㸰ࠊࡾࡼにࡽࢀࡇ

�ࠋる࠶

�

� ❺ඣࠊࡁ学習ᣦᑟせ㡿にᇶ࡙ࠊࡣᮏᐇ㦂࡛࡛ࡇࡑ

ඣࡽ算数（数学）的なほⅬࠊࡃ↓ࡣけ࡛ࡔឤぬࡀ

❺のどぬにッ࠼て学習ฟ᮶る発ᒎ的な教育方法を

⪃しタ定したࠊࡣࢀࡑࠋ㸰ྎのࣥࣟの ᗘኚ

を測定してࡑࠊの測定⤖ᯝをࣇࣛࢢしࠊどぬ教

ᮦして活用ࡍる方法࡛࠶るࡑࠋのたࡵにࣟࠊ

ࣥのᗏ㠃をᑓ用の ᗘィ࡛測定しࠊ㸯㸮⛊ẖにࠊ 

ᗘをㄞࢀྲྀࡳる࠺ࡼに測定ࡍるᐇ㦂を⾜ࡀࡇ࠺

ᚲせ࡛࠶るࠋ㸯㸮⛊ẖに測定した ᗘ್データをࢥ

に࠺ࡼฟ᮶るࣇࣛࢢ時に▐ࠊータにධຊしࣗࣆࣥ

したࣗࣆࣥࢥࠋータをICT教ᮦして᭷ຠに活用ࡍ

るにࡀ࢙࢘ࢺࣇࢯࠊࡣ㔜せ࡛࠶るࠋᕷ㈍のࢺࣇࢯ

࡛ࡇࡑࠋないࡣのࡶるࡍのᶵ⬟を᭷ࡑࠊࡣ࡛࢙࢘
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ඣ❺ࡀ⡆༢な᧯స࡛学習ฟ᮶る࢙࢘ࢺࣇࢯの開

発ࡀᚲせ࡛࠶るࡑࠋのたࡵ学習ᑓ用の࢙࢘ࢺࣇࢯ

を開発したࠋᮏࡣ࢙࢘ࢺࣇࢯ学習ᑓ用にࣗࣆࣥࢥ

ータࢢ࣑ࣥࣛࢢࣟࣉゝㄒのCゝㄒ࡛開発したࡶの࡛

⡆༢に᧯సࡀ❺ඣࠊࡣの特ᚩ࢙࢘ࢺࣇࢯᮏࠋる࠶

ฟ᮶ࠊ測定್データをධຊࡍるྠ時にࠊ▐時にࢢ

ࢯに開発した学習ᑓ用࠺ࡼるࢀࡉ♧⾲ࢀࡉࣇࣛ

�ࠋる࠶࡛࢙࢘ࢺࣇ

� ඣ❺ࡀᮏᐇ㦂を⾜いࠊ測定データをᚓるにࠊࡣඣ

❺㸯ே࡛ࠊࡣᐇࡍるࡣࡇฟ᮶ࡎྍ⬟࡛࠶るࠋ

⦆を（⌜）ࣉーࣝࢢඣ❺㸳ྡ⛬ᗘのே数࡛ࠊ࡛ࡇࡑ

成しࡑࠊのࣝࢢーࣉ（⌜）࡛ᙺศᢸをỴࡵてࠊ༠

ྠ学習ࡍるࡇにࠊࡾࡼᐇ㦂ࡀ成❧して測定データ

をᚓるࡀࡇฟ᮶る࠺ࡼにしたࡲࠋたᮏᐇ㦂࡛ࡣ

ࡑࠋ࠺ⅆയの༴㝤ᛶをకࠊࡾࡼの ᗘኚにࣥࣟ

のたࡵにࠊඣ❺のᏳを➨୍⪃࠼ὀពしてᐇ㦂ࡏࡉ

る࠺ࡼにᣦᑟしたࠋḟにࠊඣ❺ࢀࡒࢀࡑのᙺศᢸ

を♧ࠋࡍᙺศᢸのಀࠊࡣձࣥࣟをᣢࡘಀࠊⅆ

യ➼のᏳにたࠊࡵᡭ⿄を╔ࡏࡉるࠋղ ᗘィを

ᣢࡘಀྠࠊᵝにᡭ⿄を╔ࡏࡉるࠋ ᗘをㄞࡴಀࠊ

 ᗘィに⾲♧ࢀࡉる測定 ᗘのデࢪタࣝデータを

ኌをฟしてㄞࠋࡴմࣗࣆࣥࢥータධຊಀࠊ ᗘをㄞ

ࣗࣆࣥࢥࠊ測定データをࡔࢇኌをฟしてㄞࠊࡀಀࡴ

ータにධຊࡍるࠋյ時ィಀࠊ㸯㸮⛊ẖにࣉࢵࢺࢫࠊ

⛊㸯㸮ࠕの時ィをぢて➼ࢳࢵ࢜࢘ ⛊㸯㸮ࠕࠖ ཪࠖࠊࡣ

ಀにࡴճの ᗘをㄞࠊゝいてࠖࡗ測ࠕてࠖࡗ測ࠕ

測定ᣦ♧をฟࠋࡍնグ㘓ಀࠊ ᗘをㄞࡴಀࡀㄞࡔࢇ

測定್データを⣬にグ㘓ࡍるࠊࡣࢀࡇࠋմのࣆࣥࢥ

ࣗータධຊಀࡀධຊにኻᩋした時のたࡵにࠊ⣬にグ

㘓してࠊᐇ㦂⤊ᚋ࡛ࠊࡶ測定್データをմのࣥࢥ

௨ࠋる࠶࡛ࡵるたࡍࣉࢵࢡࢵࣂータධຊಀをࣗࣆ

ୖのಀをศᢸしてࠊ༠ྠ学習࡛測定ᐇ㦂ࡀฟ᮶るࡼ

ඣ❺の算ࠊࡣの開発࢙࢘ࢺࣇࢯᮏࠋにᕤኵした࠺

数࣭⌮⛉教育を㐺ษにᨭฟ᮶る教ᮦ開発࡛࠶る

�ࠋたࢀࡽ࠼⪄

�

� ⤖ᯝ�

� 小学校教育⌧ሙ࡛ࠊࡣICTᶵჾを授ᴗにᑟධࡍる

ࠊࡣ✲◊ᮏࡶࡽのほⅬࡑࠋているࢀࡽࡵồࡀࡇ

ICTᶵჾをຠᯝ的に学習ᣦᑟに活用してどぬ的に学

習ࡀฟ᮶る教ᮦ開発࡛࠶るࡽࢀࡇࠋのᐇ㦂方法にࡼ

ࡇるࡏࡉゎをಁ㐍⌮ࠊࡵඣ❺の学習ពḧを㧗ࠊࡾ

�ࠋฟ᮶たࡀ

� ᮏᐇ㦂方法ࠊࡣඣ❺ࡀᙺศᢸをỴࡵ༠ຊしࡗ࠶

て༠ྠ学習を⾜ࡶ࠺の࡛ࠊ小学校࡛のᐇ㦂してࠊ

᭷ຠᛶࡀ㧗いࢀࡽ࠼⪄たࠋᮏᐇ㦂ࠊࡣඣ❺ࢃࠕࡽ

�ࠋたࡗከࡀ⟆のᅇたࠖࡗࡍࡸࡾ

 
� ᅗ㸯（ୖ）� 測定したデータをࣇࣛࢢした⏬㠃�

  ᅗ㸰（ୗ）� ᮲௳ࡀ␗なる測定データを合成した

�の⏬㠃ࣇࣛࢢ

 
� ᮏ学習ᣦᑟࠊࡣ教育方法のഃ㠃ࡽඣ❺の᪤᭷▱

㆑を᪥ᖖ⏕活の⤒㦂ࡽ活ᛶࡏࡉてணࣇࣛࢢ

を⪃ࠊࡏࡉ࠼ඣ❺ࡑࡀのணᐇ㦂⤖ᯝのẚ㍑を⾜

いࠊඣ❺の⌮ゎをಁ㐍ࠊࡏࡉ᪂しい▱㆑を⋓ᚓࡏࡉ

る᭷ຠな教育方法࡛࠶るࠋ�

  ௨ୖにࠊࡾࡼඣ❺の主య的な学習をᨭࡍるࡇ

に࣭ࣛࣈࢸࢡࠊࡾࡼーࢢࣥࢽをᐇ㊶ࡍるࡀࡇ

ฟ᮶ࠊ構成主義学習を構⠏ࡍるࡀࡇฟ᮶た࠼⪄

�ࠋるࢀࡽ

  ⌮⛉教育ࠕA� ࣝࢿ࢚ーࠖにおける㟁Ẽࢠࣝࢿ࢚

る学習ᣦᑟを小学校ࡍーにኚࢠࣝࢿ࢚⇕ーをࢠ

࡛ᐇしたࡶの࡛ࠊࡾ࠶ᮏ授ᴗࡣ算数教育࣭⌮⛉教

育ᐙᗞ⛉教育ཬࡧ総合的な学習の時間のඹྠ

学習⨨࡙けたࡑࠋのたࡵ学習㢟ᮦࠊࡣᐙᗞ⛉教

育においてࠊ᪥ᖖ⏕活࡛㌟㏆に用ࢀࡉる㟁Ẽ
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ࣟࣥをタ定したࡶの࡛࠶るࠋ算数教育における教育

方法してࠊඣ❺の᪥ᖖ⏕活࡛の᪤᭷▱㆑を活用し

たࠋே間ࡀ᪂たな▱㆑を⌮ゎࡍるྂࠊࡣࡇい᪤᭷

▱㆑をᇶに⌮ゎฟ᮶るい࢟ࢫ࠺ー࣐⌮ㄽを㐺用

したࡑࠋのたࡵにࠊඣ❺に᪥ᖖ⏕活の᪤᭷▱㆑ࡽ

にኚ࠺ࡼのࠊࡣᗘ るࡍ時間⤒㐣ࠊࡣࣥࣟ

ࡍるࢀࡽ࠼⪄るをணࠊࡏࡉணࣇࣛࢢを⪃

ーࢠࣝࢿ࢚教育における㟁Ẽ⛉⌮ࡣࢀࡇࠋたࡏࡉ࠼

ののࡃーにኚしていࢠࣝࢿ࢚⇕に࠺ࡼのࡀ

㐣⛬࡛࠶るྛࠋඣ❺ࡀணしࣝࢢࠊーࣉෆ࡛ពぢ

ὶしたᚋࣝࢢྛࠊー࡛ࣉのணをࢫࣛࢡෆ࡛ពぢ発

⾲しᐇ㦂したࠋ 
ᐇ㦂ࣝࢢࠊࡣー࣭ࣉ⌜ෆ࡛主య的にᙺศᢸを⾜

いࠊඣ❺ࡀ✚ᴟ的にྲྀࠋࡔࢇ⤌ࡾᐇ㦂ࠊࡣICTᶵჾ

を活用してඣ❺ࡀ主య的にࣝࢢー࡛ࣉ༠ຊしたࡑࠋ

の測定 ᗘをICT࡛▐時にࣇࣛࢢしどぬ的に学習

ࠊࡾࡼのẚ㍑に᪤᭷▱㆑ࠋに開発した࠺ࡼるࡁ࡛

ඣ❺ࡀ主య的に学習にྲྀࠊࡵ⤌ࡾ᪂しい⌮ゎの⋓ᚓ

᪤᭷▱㆑をᇶにした᪂しい▱㆑を構成ࠊࢀࡉ㐍ಁࡀ

ࠊࡾࡼのẚ㍑にඣ❺の᪤᭷▱㆑ࠋฟ᮶たࡀࡇるࡍ

主య的に学習にྲྀࠊࡵ⤌ࡾ⌮ゎಁࡀ㐍ࣟࠊࢀࡉ

ࣥのෆ㒊にࠊࡣᕸࡆ↔ࡀない࠺ࡼにࠊ ᗘを୍定に

ࡀࡇているࢀࡲ㎸ࡳ⤌ࡀ⨨る⮬ື ᗘไᚚࡍ

⌮ゎฟ᮶たࡣࢀࡇࠋඣ❺ࡀ᪤᭷▱㆑をᇶにした᪂し

い▱㆑を構成ࡍるࡀࡇฟ᮶たࡶのࢀࡽ࠼⪄たࠋ�

�

� ⪃ᐹ�

� 小学校算数ࠊ⌮⛉教育においてࠊᐙᗞ⛉教育ཬࡧ

総合的な学習の時間を㐃ᦠをᅗࡗた教育方法の開

発を⾜ࡗたࠋ算数教育におけるデータの活用のほⅬ

⪄のᙧ≧をࣇࣛࢢࠊのデータをศᯒしࡽࢀࡑࠊࡽ

ᐹしてࣥࣟࠊの⤌ࡸࡳാࡁを⪃ᐹ࡛ࡁたࡇࠋ

ฟࡀࡇるࡆ⧄ຊの育成にุ᩿ࡸᛮ⪃ຊࡾࡼにࢀ

᮶たࡽࢀࡇࠋの教育方法ࡀ᭷ຠ࡛ࡗ࠶たせᅉࠊࡣ௨

ୗの㸲Ⅼ࡛ࠋ࠺ࢁ࠶�

1� ඣ❺の᪤᭷▱㆑を活ᛶした学習ᣦᑟࠋ�

2� ඣ❺ࡀᙺศᢸを⾜いࠊ༠ຊして主య的にᐇ㦂

を⾜いࠊ測定データをᚓࢀࡽたࠋࡇ�

3� 学習┠ᶆにᑐᛂした࢙࢘ࢺࣇࢯを開発してࠊ

ඣ❺ࡀ⡆༢な᧯స࡛用ࡍるࡀࡇฟ᮶るࢺࣇࢯ

�ࠋࡇICTᶵჾを᭷ຠに活用したࠊを開発し࢚࢘

4�� ඣ❺ࡣデータを活用して⪃ᐹࡀฟ᮶たࠋࡇ�

� ௨ୖにࡾࡼඣ❺ࠊࡀ構成主義学習ᣦᑟして༠ྠ

࡛ᑐヰ的な学習ࡀฟ᮶たࠋ�

ICT教ᮦをຠᯝ的に活用ࡾࡼを開発に࢙࢘ࢺࣇࢯ

してࠊ測定データをࣇࣛࢢしࠊ教ᖌࡀ教࠼㎸ࡴ教

育࡛なࠊࡃඣ❺ྠኈࡀᑐヰ的に学習して⪃࠼るࡇ

しての構成主義ࢢࣥࢽー࣭ࣛࣈࢸࢡฟ᮶るࡀ

的な学習ᣦᑟをタ定ฟ᮶たࠋ�

� ඣ❺ྠኈࣝࢢࡀーࡸࣉ⌜ෆ࡛ᑐヰしての学習を

るᣦᑟを࠼教ࡀた教ᖌࡲࠊるのࡍにタ定࠺ࡼの

算数教育のࠋる࠶㔜せ࡛ࡀるのࡍにタ定࠺ࡼの

データ活用ࣇࣛࢢࠊࡀ⌮⛉教育࡛のᐇ㦂学習活ື

の㉁をྥୖࡏࡉるࡀࡇฟ᮶たࡶのࢀࡽ࠼⪄るࠋ

ᮏ学習ᣦᑟ࡛ࠊࡣຠᯝ的に教⛉を㐃ᦠした教育方法

をᒎ開ࡍるࡀࡇฟ᮶たࢀࡽ࠼⪄る࡛ࠋ࠺ࢁ࠶�

�

� おࡾࢃに�

  ᚋࠊ算数教育ࠊࡣ⌮⛉教育ࠊᐙᗞ⛉教育ཬࡧ総

合的な学習の時間㐃ᦠをᅗࠊࡾ᪥ᖖ⏕活࡛のデー

タを活用して☜ࠊな算数教育の学ຊ育成を⾜いࠊ

の࣐ー࢟ࢫฟ᮶る⛉学ࡀࡍい᪥ᖖ⏕活に活ࡼ

育成をᐇࡏࡉ発ᒎをᅗࡾたい࠼⪄るࠋᮏ◊✲に

おけるඣ❺の学ຊ育成にࡘいてࠊࡣ⥆報において発

�ࠋる࠶るண定࡛ࡍ⾲

�

� ᘬ用ᩥ⊩� ཧ⪃ᩥ⊩�

㸯）ᩥ㒊⛉学┬� 小学校学習ᣦᑟせ㡿ゎㄝ� ⌮⛉⦅

� � 2017�
㸰� ࡃࢃࡃࢃ⌮⛉㸳� ၨᯘ㤋�

㸱）ࡃࢃࡃࢃ⌮⛉㸴� ၨᯘ㤋�

㸲）ᩥ㒊⛉学┬� 小学校学習ᣦᑟせ㡿ゎㄝ� 算数⛉

⦅� 2017�
㸳）ᩥ㒊⛉学┬� 小学校学習ᣦᑟせ㡿ゎㄝ� ᐙᗞ⛉

⦅� 2017�
㸴）ᩥ㒊⛉学┬� 小学校学習ᣦᑟせ㡿ゎㄝ� 総合的

な学習の時間⦅� 2018�
㸵）増尾慶裕� ⏕ᚐの学ຊᙧ成をᨭࡍる構成主義

的学習ᣦᑟࣔデࣝの開発�   㢼間᭩ᡣ� 2008�
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地域ケア推進会議と個別会議の連動性と課題について 
市町行政機関のインタビュー調査から見えてきたこと 

 

楢木博之 
 

Interconnection and Challenges between Community Care Promotion Meetings and Individual Meetings: 
Findings from Interviews with Municipal Government Entities 

 
Hiroyuki Naraki 

 
 

要旨 
� 地域ケア会議の課題について、委託型の地域包括支援センターが行う地域ケア会議の限界とジレンマ（楢木

2023）についても明らかにしているが、市町行政機関が実施する地域ケア推進会議の課題と方法については明ら

かにされていない。本論では、市町行政機関における地域ケア推進会議の課題、及び地域ケア個別会議と地域ケ

ア推進会議が連動し資源開発・政策形成に繋げていくための方法を明らかにしていくことを目的としている。 
地域ケア推進会議の課題は、会議の実施目的・方法を明確にしていくこと、参加者が会の目的を理解している

こと等であった。地域ケア推進会議を資源開発・政策形成に繋げていくための方法として、他の協議体と連動し

地域課題を共有していくこと、個別課題となっている個々のケースを理解して現場の問題意識を会議に繋げてい

くことができる人が参加すること等が考えられる。 
 
 
はじめに�

地域ケア会議は、地域包括ケアシステム構築の方法

の一つとして、2012（平成 24）年から各市区町村で

実施されることとなった。2011（平成 23）年介護保

険法改正の中で、地域包括支援センターは包括的支援

事業を実施するため、介護サービス事業者、医療機関、

民生委員等の関係者と連携することの努力義務が規定

された。（介護保険法第 115 条の 46 第 5 項） 
2012（平成 24）年 4 月に出された地域支援事業実

施要綱（「地域支援事業の実施について」）の中で、多

職種協働による地域包括支援ネットワークの構築のた

めの一つの手法として、「地域包括支援センター （ま

たは市町村）が、行政職員、地域包括支援センター職

員、介護支援専門員、介護サービス事業者、 医療関係

者、民生委員等を参集した「地域ケア会議」を設置・

運営する」1）としている。2013（平成 25）年 3 月に

出された「地域包括支援センターの設置運営について」

の中でも、地域包括支援ネットワークを構築する手法

として、「『行政職員をはじめ、地域の関係者から構成

される会議体』（地域ケア会議）を、地域包括支援セン

ター（又は市町村）が主催し、設置・運営する」2）と

地域ケア会議が位置付けられている。2018（平成 30）
年の介護報酬改定では、訪問介護（生活援助）の回数

の多いケアプランについて、地域ケア会議にて検証す

ることも位置付けられ、自立支援・重度化防止の方法

の一つにもなっている。 
� 地域ケア会議の目的は、「地域包括支援センターの設

置運営について」の中で、以下のように明示している。 
地域ケア会議の目的 
ア個別ケースの支援内容の検討を通じた、  
（ⅰ）地域の介護支援専門員の、法の理念に基づいた

高齢者の自立支援に資するケアマネジメントの支援 
（ⅱ）高齢者の実態把握や課題解決のための地域包括

支援ネットワークの構築  
（ⅲ）個別ケースの課題分析等を行うことによる地域

課題の把握  
イその他地域の実情に応じて必要と認められる事項 
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地域ケア会議は、個別事の検討をとおして、個別事

の解決、地域のネットワーク形成、地域課題の把握、

資源開発、政策形成を目的としているのである。 
地域ケア会議の機⬟として、個別課題解決機⬟、ネ

ットワーク構築機⬟、地域課題発見機⬟、地域づくࡾ・

資源開発機⬟、政策形成機⬟の 5 つがある。これらの

機⬟が┦に関係しྜい、ᚠ⎔していくこととなって

いる。地域ケア会議は個別ケースを検討する「地域ケ

ア個別会議」と地域課題を検討する「地域ケア推進会

議」の 2 種㢮ある。地域ケア推進会議は「地域づくࡾ、

資源開発、政策形成等でᑐ応することによって地域課

題を㍍ῶ・解決して、地域包括ケアを推進」3）するこ

とが目的となる。そして地域ケア個別会議と地域ケア

推進会議が連動していくことがྍḞである。 
しかし地域ケア個別会議と地域ケア推進会議との連

動については課題がᣦされている。楢木（2021）は、

地域ケア個別会議が「ᅪ域の地域課題が市体の課題

に繋がってこないこと、そのため政策形成までに⮳ら

ないこと」4）とし、地域ケア推進会議と連動していな

い現≧をᣦしている。➹者が 2021 年度に行った委

託型の地域包括支援センターのインタビュー調査の

⤖ᯝからも「地域ケア個別会議が地域ケア推進会議と

連動しておらࡎ、本᮶の目的である政策形成に繋がっ

ていない」5）と問題ᥦ㉳している。 
ඛ行◊✲では、地域ケア個別会議と地域ケア推進会

議が連動しておらࡎ、資源開発、政策形成まで行えて

いないという課題があることを明らかにしている。そ

の⫼ᬒとして、「地域ケア会議が資源開発や政策形成

とᒎ開しない問題Ⅼは、地域包括支援センターという

よࡾも、市区町村の問題がきい」6）（ ・ྡ㉺ᬛ 2019）
等がᣦされている。地域ケア推進会議と連動してい

ないことで、委託型の地域包括支援センターが行う地

域ケア個別会議の限界とジレンマ（楢木 2023）につい

ても明らかにしている。 
� 本論では、市町村における地域ケア推進会議の課題、

及び個別地域ケア会議と地域ケア推進会議が連動し資

源開発・政策形成に繋げていくための方法を明らかに

していくことを目的とする。 
 
◊✲᪉ἲ�

A ┴内の介護保険ไ度の市町村（3 かᡤ）に個別で

インタビュー調査を行った。調査ᑐ㇟ 3 かᡤの㑅定方

法は、2021 年度に調査を行った委託型地域包括支援セ

ンターのある市町村以እであること、実施している地

域ケア会議に課題をឤじていること、とした。インタ

ビューは、ᑐ㠃で実施し、IC レࢥーࢲーに㘓㡢、その

ᚋ、ᩥᏐ㉳こしを行った。 
分析方法は、ᩥᏐ㉳こししたࢹータをラࣝ࣋化して

いき、㢮ఝ性をᣢったラࣝ࣋をサ࢝ࣈテࣜࢦに分けた。

そしてサ࢝ࣈテࣜࢦを᭦に㢮ఝ性をᣢった࢝テࣜࢦに

⦅し、⾲ᮐをస成していった。そのᚋ、⾲にまとめ

て分析を行った。 
� インタビューは༙構㐀化㠃᥋とし、インタビュー㉁

問項目は以下のとおࡾである。事๓にインタビュー㉁

問項目をᥦ示し、ྠ意をᚓておくこととした。 
㉁問項目 
・㐣ཤ 3 年㛫の地域ケア推進会議の開催≧ἣ（年㛫の

回数、開催テーマ、参加者の職種）について 
・地域ケア推進会議のຠᯝについて 
・地域ケア個別会議と地域ケア推進会議の連動方法に

ついて 
・地域ケア個別会議を実施するୖでの課題について 
・ᅪ域の地域課題と市町村の地域課題について 
・地域ケア会議を資源開発・政策形成に繋げるための

方法について 
理的㓄៖として、インタビューᑐ㇟者に、事๓に

᭩㠃にて以下の事をㄝ明し、ྠ意をᚓた。ձ◊✲ᴫ

要とインタビュー㉁問項目、ղ調査の協力は௵意で

あࡾ調査実施㏵中であっても㎡㏥できること、ճ参

加や中㏵での㎡㏥によってᑐ㇟者に┈が及ࡪこと

はないこと、մ調査⤖ᯝは◊✲目的のࡳに⏝するこ

と、յᚓられた情報はࢹータや個人が≉定されないよ

うฎ理すること、նࢹータは施㘄できるとこࢁに保⟶

し、ྲྀᢅࡾいは◊✲者のࡳが行う。 
これらのㄝ明は調査実施ᙜ᪥にも確認し、ྠ意᭩を

᭩㠃で回することで◊✲活動のྠ意をᚓたことと

した。ྠ意᭩は 2 㒊స成し、◊✲実施者と◊✲協力者

の方がもつようにした。ᚓられたࢹータを㟁Ꮚグ᠈

፹体で保Ꮡする㝿にࣃスワーࢻ保護を行った。ࢹータ

は◊✲者である楢木が⟶理し、◊✲⤊ᚋは、ࢹータ

を 5 年㛫保Ꮡし◚Რすることとした。㟼ᒸ⚟♴Ꮫ◊

✲ィ⏬理ᑂ査に⏦ㄳし、௧ 4 年 10 月 14 ᪥にᢎ認

をᚓている。（ᢎ認␒ྕ SUW22-9） 
 
◊✲⤖ᯝ�

1� 地域ケア推進会議の位置づけ 
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各地域の地域ケア推進会議の位置づけは以下のとお

⾲）。であるࡾ 1）A 市のように地域ケア個別会議から

ᅪ域ࡈとの課題をᩚ理し、地域ケア推進会議に繋げて

いくとこࢁがあれࡤ、B 市・C 市のように、これまで

地域で行ってきた会議を地域ケア推進会議として位置

づけているとこࢁもあった。 
 
⾲ 1� 地域ケア推進会議の位置づけ 

$市�
⥲ྜ┦ㄯの中から個別会議にᙜたるケース

があれࡤ地域ケア個別会議を開催する。その

ᚋ、包括ᅪ域ࡈとのネットワーク会議が位置

付けられていて、ᅪ域の課題をᩚ理してい

く。そのୖに、地域包括支援センターの主௵

介護支援専門員の分⛉会があるので、各包括

ᅪ域からᐤࡏられた課題をྲྀࡾまとめ、第 1
ᒙ、第 2 ᒙの協議体も加ࡾࢃ、᭱⤊的に市の

地域ケア推進会議があ࣎、ࡾトムアップ形ᘧ

で実施している。 

% 市�
主௵介護支援専門員の集まࡾを年 12 回行っ

ていて、その中の数回を地域ケア個別会議で

ୖがった地域課題にἢった内容にしている。

年に数回行う地域づくࡾ会議の᭱ᚋの回を

地域ケア推進会議として位置づけている。 

&市�
地域ケア会議の運営マࢽュアࣝをస成し、そ

れࡒれの会議が、地域ケア個別会議なのか、

地域ケア推進会議なのかというᯟ⤌ࡳを明

確にしている。地域ケア推進会議としてᙜた

るのが、生活支援体ไᩚഛ事業の第 1 ᒙの協

議体、認▱に関する◊✲会、ᶒ᧦護ネッ

トワーク会議、地域包括支援センターの連⤡

会等を位置付けている。�
 
2� 地域ケア推進会議の課題と連動性の方法 
「地域ケア推進会議の課題」と「地域ケア個別会議と

の連動性の方法」の 2 つに分㢮した。 
（1）地域ケア推進会議の課題 
� 地域ケア推進会議の課題の࢝テࣜࢦとしてձ「地域

ケア推進会議の実施方法」ղ「個別会議との連動性」

ճ「参加者の意識」の 3 つに分㢮した。 
ձ「地域ケア推進会議の実施方法」のサ࢝ࣈテࣜࢦ

として、「会議の位置づけ」「会議の目的のࢬレ」とし

た。 
サ࢝ࣈテࣜࢦ「会議の位置づけ」のල体的意見とし

て「地域ケア推進会議についてのྲྀࡾ決めが、きࢇࡕ

とできてない」「᭱⤊確認してもらうようなイメージ

になっていて、ここで決めるというのが㞴しい」「地域

ケア推進会議で行うき内容が⥙⨶されてなくて、地

域包括支援センターの活動報࿌にとまっている」「高

齢者㒊門ࡔけではなくて、市体でうしましࡻうࡳ

たいなとこࢁまでに繋がࡾにくい体ไになっている」

「地域ケア推進会議についてのྲྀࡾ決めが、市のう

できࢇࡕとできてない」「地域ケア会議のマࢽュアࣝを

సったが、それに⦡られて㞴しいこともあった」等が

あった。 
サ࢝ࣈテࣜࢦ「会議の目的のࢬレ」のල体的意見と

して、「地域ケア推進会議を開催しているが、機⬟して

いない」「会議の目的やᙺがきࢇࡕとᩚ理されていな

いで、たࡔ、ᅔってるケースについてのヰしྜい、

情報で⤊ࡾࢃがࡕである」「課題の共有で⤊ࢃって

しまう」等があった。 
� ղ「個別会議との連動性」のサ࢝ࣈテࣜࢦとして、

「個別事の解決に␃まる」「資源開発・政策形成まで

繋がらない」の 2 つとした。 
サ࢝ࣈテࣜࢦ「個別事の解決に␃まる」のල体的

意見として「個別のケアのとこࢁの解決になってしま

っていて、地域の課題まで出すことができていない」

「個別会議で、そのケースࡈとの会議は⤊ࢃってしま

ってるという≧ἣ」「個別ケアのとこࢁの解決になって

しまっていて、地域の課題まで出ࡏてるかとゝࢃれる

と、そこまで⮳っていない」等があった。 
サ࢝ࣈテࢦ 「ࣜ資源開発・政策形成まで繋がらない」

のල体的意見として「地域課題から資源開発等のල体

的なヰにᣢっていくことが現≧㞴しい」「࣎トムアップ

できているが、ここで⤊ࢃってしまってる≧ἣ」「施策

とか資源開発に繋がってないので、事業者としては意

があるのかというようなᛮいも出てきてしまってい

る」等があった。 
� ճ「参加者の意識」のサ࢝ࣈテࣜࢦとして「会議の

目的の理解」「地域課題の意識」の 2 つとした。 
サ࢝ࣈテࣜࢦ「会議の目的の理解」のල体的意見と

して「地域ケア推進会議として行っているが、参加者

にもそのような認識がない」「会議の目的が分からなく

なってしまう」「⤖ᒁఝたようなメンࣂーがいࢇࢁな会

議に出ているので、会議の目的、ᙺをきࢇࡕとᩚ理

されていない」等があった。 
サ࢝ࣈテࣜࢦ「地域課題の意識」のල体的意見と
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して「地域課題として参加者が意識するとこࢁは、ま

ってしまう。自ࢃ⤊課題がある」「ᛮ考㐣⛬が個別でࡔ

分のᅔったケースをうにかしたいという意識」「こう

いうのがᅔってるよࡡという㏉事は㏉ってくるが、そ

れを地域課題として意識して、それを施策化しようと

いうヰにはなっていない」等があった。 
 
⾲ 2� 地域ケア推進会議の課題 
 ල体的意見 ࣜࢦテ࢝ࣈサ -ࣜࢦテ࢝
地 域 ケ ア

推 進 会 議

の 実 施 方

法 

会議の位置づけ 「地域ケア推進会議に

ついてのྲྀࡾ決めが、

きࢇࡕとできてない」 
「᭱⤊確認してもらう

ようなイメージになっ

ていて、ここで決める

というのは㞴しい」等 
会議の目的のࢬ

レ 
「地域ケア推進会議を

開催しているが、機⬟

していない」 
「会議の目的やᙺが

きࢇࡕとᩚ理されてい

ないで、たࡔ、ᅔっ

てるケースについての

ヰしྜい、情報で

 「であるࡕがࡾࢃ⤊
「課題の共有で⤊ࢃっ

てしまう」 
個 別 会 議

と の 連 動

性 

個別事の解決

に␃まる 
「個別のケアのとこࢁ

の解決になってしまっ

ていて、地域の課題ま

で出すことができてい

ない」 
「個別会議で、そのケ

ースࡈとの会議は⤊ࢃ

ってしまってるという

≧ἣ」等 
資源開発・政策

形成に繋がらな

い 

「地域課題から資源開

発等のල体的なヰにᣢ

っていくことが現≧㞴

しい」 
トムアップできて࣎」

るが、ここで⤊ࢃって

しまってる≧ἣ」等 

参 加 者 の

意識 
会議目的の理解 「地域ケア推進会議と

して行っているが、参

加者にそのような認識

がない」 
「会議の目的が分から

なくなってしまう」 
地域課題の意

識 
「地域課題として参加

者が意識するとこࢁ

は、まࡔ課題がある」 
「ᛮ考㐣⛬が個別で⤊

 ってしまう」等ࢃ
 
（2）地域ケア個別会議との連動性の方法 
� 地域ケア個別会議との連動性の方法の࢝テࣜࢦとし

てձ「地域ケア推進会議の位置づけ」ղ「他の協議体

との連動」ճ「現場の問題意識」の 3 つに分㢮した。

ձ「地域ケア推進会議の位置づけ」のサ࢝ࣈテࣜࢦは

「地域ケア推進会議の位置づけの明確化」「会議の参加

者」の 2 つとした。 
サ࢝ࣈテࣜࢦ「地域ケア推進会議の位置づけの明確

化」のල体的意見として「政策形成に᪂しくつながっ

てるࢃけではないが、ィ⏬の中には┒ࡾ㎸ࢇでる」「地

域ケア会議として認める᭱ప限の条௳というか、やっ

てもらいたいこと、意識してしいことを示さなくて

はいけないとឤじている」「地域ケア推進会議と位置付

けていた中でつながࡾが見えてきて、連動できるよう

になってきた」「地域ケア推進会議をきࢇࡕとした形で

推進会議として参加者に分かるような形で開催したୖ

で、課題をᢳ出して課題解決にྥけて議論を行う」「会

議ࡈとのᙺをᩚ理していく」等があった。 
サ࢝ࣈテࣜࢦ「会議の参加者」のල体的意見として

「地域ケア推進会議を各専門職・機関の௦⾲が会議に

参加しているが、このメンࣂーで決定することは㞴し

い」「地域ケア推進会議はこのような会議ࡔとྲྀࡾ決め

て、それに関ࢃる人たࡕが参加するうがよい」等が

あった。 
� ղ「他の協議体との連動」のサ࢝ࣈテࣜࢦは「第㸯

ᒙ・2 ᒙ協議体等との連動」「他㒊⨫との連動」の 2 つ

とした。 
サ࢝ࣈテࣜࢦ「第 1 ᒙ・2 ᒙ協議体等との連動」の

ල体的意見として「第 1 ᒙの協議体でヰしྜった内容

を地域ケア会議等でという動きがᚋできてくるとい

い」「2 ᒙの協議体の場でもうᑡしఫ民のኌをྲྀࡾධれ
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して「地域課題として参加者が意識するとこࢁは、ま

ってしまう。自ࢃ⤊課題がある」「ᛮ考㐣⛬が個別でࡔ

分のᅔったケースをうにかしたいという意識」「こう

いうのがᅔってるよࡡという㏉事は㏉ってくるが、そ

れを地域課題として意識して、それを施策化しようと

いうヰにはなっていない」等があった。 
 
⾲ 2� 地域ケア推進会議の課題 
 ල体的意見 ࣜࢦテ࢝ࣈサ -ࣜࢦテ࢝
地 域 ケ ア

推 進 会 議

の 実 施 方

法 

会議の位置づけ 「地域ケア推進会議に

ついてのྲྀࡾ決めが、

きࢇࡕとできてない」 
「᭱⤊確認してもらう

ようなイメージになっ

ていて、ここで決める

というのは㞴しい」等 
会議の目的のࢬ

レ 
「地域ケア推進会議を

開催しているが、機⬟

していない」 
「会議の目的やᙺが

きࢇࡕとᩚ理されてい

ないで、たࡔ、ᅔっ

てるケースについての

ヰしྜい、情報で

 「であるࡕがࡾࢃ⤊
「課題の共有で⤊ࢃっ

てしまう」 
個 別 会 議

と の 連 動

性 

個別事の解決

に␃まる 
「個別のケアのとこࢁ

の解決になってしまっ

ていて、地域の課題ま

で出すことができてい

ない」 
「個別会議で、そのケ

ースࡈとの会議は⤊ࢃ

ってしまってるという

≧ἣ」等 
資源開発・政策

形成に繋がらな

い 

「地域課題から資源開

発等のල体的なヰにᣢ

っていくことが現≧㞴

しい」 
トムアップできて࣎」

るが、ここで⤊ࢃって

しまってる≧ἣ」等 

参 加 者 の

意識 
会議目的の理解 「地域ケア推進会議と

して行っているが、参

加者にそのような認識

がない」 
「会議の目的が分から

なくなってしまう」 
地域課題の意

識 
「地域課題として参加

者が意識するとこࢁ

は、まࡔ課題がある」 
「ᛮ考㐣⛬が個別で⤊

 ってしまう」等ࢃ
 
（2）地域ケア個別会議との連動性の方法 
� 地域ケア個別会議との連動性の方法の࢝テࣜࢦとし

てձ「地域ケア推進会議の位置づけ」ղ「他の協議体

との連動」ճ「現場の問題意識」の 3 つに分㢮した。

ձ「地域ケア推進会議の位置づけ」のサ࢝ࣈテࣜࢦは

「地域ケア推進会議の位置づけの明確化」「会議の参加

者」の 2 つとした。 
サ࢝ࣈテࣜࢦ「地域ケア推進会議の位置づけの明確

化」のල体的意見として「政策形成に᪂しくつながっ

てるࢃけではないが、ィ⏬の中には┒ࡾ㎸ࢇでる」「地

域ケア会議として認める᭱ప限の条௳というか、やっ

てもらいたいこと、意識してしいことを示さなくて

はいけないとឤじている」「地域ケア推進会議と位置付

けていた中でつながࡾが見えてきて、連動できるよう

になってきた」「地域ケア推進会議をきࢇࡕとした形で

推進会議として参加者に分かるような形で開催したୖ

で、課題をᢳ出して課題解決にྥけて議論を行う」「会

議ࡈとのᙺをᩚ理していく」等があった。 
サ࢝ࣈテࣜࢦ「会議の参加者」のල体的意見として

「地域ケア推進会議を各専門職・機関の௦⾲が会議に

参加しているが、このメンࣂーで決定することは㞴し

い」「地域ケア推進会議はこのような会議ࡔとྲྀࡾ決め

て、それに関ࢃる人たࡕが参加するうがよい」等が

あった。 
� ղ「他の協議体との連動」のサ࢝ࣈテࣜࢦは「第㸯

ᒙ・2 ᒙ協議体等との連動」「他㒊⨫との連動」の 2 つ

とした。 
サ࢝ࣈテࣜࢦ「第 1 ᒙ・2 ᒙ協議体等との連動」の

ල体的意見として「第 1 ᒙの協議体でヰしྜった内容

を地域ケア会議等でという動きがᚋできてくるとい

い」「2 ᒙの協議体の場でもうᑡしఫ民のኌをྲྀࡾධれ

地域ケア推進会議と個別会議の連動性と課題について（楢木博之） 

- 5 - 
 

て、ල体的にこういうことできる等のように、もめる

ような場になっていくといい」「地域ケア推進会議の中

で解決できない課題については、市の他の会議に繋げ

ていくような⤌ࡳにしたい」等があった。 
サ࢝ࣈテࣜࢦ「他㒊⨫との連動」のල体的意見とし

て「まで⚟♴㒊門がᢪえてたが、別の㒊門をᕳき㎸

に、他のࡎけでまらࡔうでいる」「⚟♴⏬課のࢇ

課も考えていかないと解決しないというࡩうな≧ἣが

現場レࣝ࣋で㉳こっている」「⤖ᒁ他の課にもまたがっ

てくるような課題が⤖構あるので、そういったᡤと、

 。う課題を共有して進めていくか」等があった
� ճ「現場の問題意識」のサ࢝ࣈテࣜࢦは「現場の問

題を࣎トムアップする⤌ࡳ」「問題意識の共有化」「成

ຌ体㦂の✚ࡳ重ࡡ」の 3 つとした。 
サ࢝ࣈテࣜࢦ「現場の問題を࣎トムアップする⤌

とࡔトムアップをするの࣎」のල体的意見として「ࡳ

いう意識はある」「現場でᅔってることを、課題として

ୖげていって、その課題解決するために♫会資源開発

や政策形成につなげていくという㒊分の、現場レࣝ࣋

でないと繋がってこない」等があった。 
サ࢝ࣈテࣜࢦ「問題意識の共有化」のල体的意見と

して「3 職種の会議の中で、その専門職のどⅬで見た

に、これが課題ࡔというとこࢁは出てきてる」「お

いの地域包括支援センターが自分のᡤࡔけではなくて、

おいに協力しྜいながら、ࢇࡳなで確認して回るࡳ

たいなឤじで、やっているᡤもある」等があった。 
� サ࢝ࣈテࣜࢦ「成ຌ体㦂の✚ࡳ重ࡡ」のල体的意見

として「サービスの㐺正なᥦ౪ࡳたいなものが資源開

発によってできるようになってきている」「ケースにつ

いてはいࢁいࢁと改ၿされたࡾ、関係者㛫で共有ネッ

トワークづくࡾができたࡾと個別ケース༢⊂で見れࡤ

ある」「個別にまた専門職と連⤡をྲྀྜࡾって、ᅔった

に┦ㄯするというような、㢦つなࡂ、ネットワーク

形成には繋がってる」等があった。 
 
⾲ 2� 地域ケア個別会議との連動性の方法 
 ල体的意見 ࣜࢦテ࢝ࣈサ -ࣜࢦテ࢝
地 域 ケ ア

推 進 会 議

の 位 置 づ

け 

地域ケア推進会

議の位置づけの

明確化 

「ィ⏬の中に位置づけ

ている」 
「地域ケア会議として

認める᭱ప限の条௳と

いうか、やってもらい

たいこと、意識して

しいことを示さなくて

はいけない」 
「地域ケア推進会議と

位置付けていた中でつ

ながࡾが見えてきて、

連動できるようになっ

てきた」等 
会議の参加者 「地域ケア推進会議を

各専門職・機関の௦⾲

を会議に参加している

が、このメンࣂーで決

定することは㞴しい」 
「地域ケア推進会議は

このような会議ࡔとྲྀ

ࢃ決めて、それに関ࡾ

る人たࡕが参加する

うがよい」等 
他 の 協 議

体 と の 連

動 

第 1 ᒙ・2 ᒙ協

議体等との連動 
「1 ᒙの協議体でヰし

ྜった内容を地域ケア

会議等でという動きが

ᚋできてくるとい

い」 
「2 ᒙの協議体の場で

もうᑡしఫ民のኌをྲྀ

ධれて、ල体的にこࡾ

ういうことできる等を

もめるような場になっ

ていくといい」 
他㒊⨫との連動 「まで⚟♴㒊門がᢪ

えてたが、別の㒊門を

ᕳき㎸ࢇでいる」 
「⚟♴⏬課のうࡔ

けでまらࡎに、他の

課も考えていかないと

解決しないというࡩう

な≧ἣが現場レࣝ࣋で

㉳こっている」 
現 場 の 問

題意識 
現場の問題を࣎

トムアップする

⤌ࡳ 

トムアップをする࣎」

のࡔという意識はあ

る」 
「現場でᅔってること

を、課題としてୖげて

いって、その課題解決
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するために♫会資源開

発や政策形成に繋げて

いくという㒊分の、現

場レࣝ࣋でないと繋が

ってこない」等 
問題意識の共有

化 
「3 職種の会議の中

で、その専門職のどⅬ

で見たに、これが課

題ࡔというとこࢁは出

てきてる」 
「おいの地域包括支

援センターが自分のᡤ

けではなくて、おࡔ

いに協力しྜいなが

ら、ࢇࡳなで確認して

回るࡳたいなឤじで、

やっているᡤもあ

る」等 
成ຌ体㦂の✚ࡳ

重ࡡ 
「サービスの㐺正なᥦ

౪ࡳたいなものが資源

開発によってできるよ

うになってきている」 
「ケースについてはい

と改ၿされたࢁいࢁ

関係者㛫で共有ネ、ࡾ

ットワークづくࡾがで

きたࡾと個別ケース༢

⊂で見れࡤある」等 
 
⪃ᐹ�

� 地域ケア推進会議の課題は、ձ地域ケア推進会議を

市として明確に位置づけ・目的を明確にしていくこと、

ղ個別課題から地域課題連動し、資源開発・政策形

成に繋げていくこと、ճ地域ケア推進会議に参加する

人が目的を意識して⮫ࡴこと、の 3 Ⅼにまとめること

ができる。ձの地域ケア推進会議を市として明確に位

置づけ・目的を明確にしていくことについては、᪤Ꮡ

の会議を地域ケア推進会議にᙜてはめて実施していた

ってࢃ⤊各機関の௦⾲者会議として課題の共有で、ࡾ

しまったࡾして、地域ケア推進会議本᮶の目的が᭕

なまま実施している≧ἣがあった。市として地域ケア

推進会議の本᮶の目的を明確に位置付けて実施してい

くことを、まࡎは行っていく必要がある。 

� ղ個別課題から地域課題連動し、資源開発・政策

形成に繋げていくことについては、地域ケア個別会議

から地域課題を明らかにできていないことのᣦがあ

った。地域課題が明らかになっていなけれࡤ、地域ケ

ア推進会議を行っても資源開発・政策形成に繋げてい

くことはᅔ㞴である。そのため地域ケア個別会議が個

別の課題の解決に␃まらࡎ㺂地域課題を明確にしてい

くことの意識が必要になると考える。 
� ճ地域ケア推進会議に参加する者が目的を意識して

、ことについては、地域ケア推進会議の参加者がࡴ⮫

会議の位置付けや目的を意識しないで参加すると資源

開発・政策形成に繋げていくことはᅔ㞴である。参加

する者が地域ケア推進会議の市町村としての位置付け、

本᮶の目的を理解して会に⮫ࡴことが重要である。 
� 個別会議との連動性の方法は、ձ地域ケア推進会議

の目的にἢったメンࣂーが参加すること、ղ地域ケア

会議ࡔけではなく、他の会議体とも連動していくこと、

ճ個別課題から地域課題を明らかにし資源開発・政策

形成に繋げていく体㦂を共有していくこと、の 3 Ⅼに

まとめることができる。ձの地域ケア推進会議の目的

にἢったメンࣂーが参加することについては、市町村

内で位置づけた地域ケア推進会議の目的を㐩成するた

めの参加者はㄡなのかもྵめて検討する必要がある。

各機関の௦⾲者が集まって行ࢃれると、個別のケース

であがっていた問題意識が共有されࡎ、༢なる報࿌会

で⤊ࢃってしまうことがある。そうではなく地域ケア

推進会議の本᮶の目的である資源開発・政策形成に繋

げていくために、個別課題から地域課題を明らかにし、

課題を解決するためにఱが必要なのか、という問題意

識をᣢった者が参加していく必要があると考える。地

域ケア個別会議と地域ケア推進会議で、 度ᕪが生ま

れないような参加者であれࡤ、連動した会議になると

考える。 
� ղの地域ケア会議ࡔけではなく、他の会議体とも連

動していくことについては、インタビューでᣦがあ

った生活支援体ไᩚഛ事業の第 1 ᒙ・第 2 ᒙ協議体と

の連動ࡔけではなく、ୡᖏで考えると高齢者分㔝ࡔけ

では解決できࡎ、他の分㔝の機関・専門職との連動も

Ḟかࡏなくなってきている。」ྜ的な課題を解決する

ための重ᒙ的支援体ไᩚഛ事業の重ᒙ的支援会議との

連動は、ᚋḞかࡏなくなっていくのではないかと考

える。そのために各市町村が生活支援体ไᩚഛ事業の

第 1 ᒙ・第 2 ᒙ協議体や重ᒙ的支援体ไᩚഛ事業の重
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するために♫会資源開

発や政策形成に繋げて

いくという㒊分の、現

場レࣝ࣋でないと繋が

ってこない」等 
問題意識の共有

化 
「3 職種の会議の中

で、その専門職のどⅬ

で見たに、これが課

題ࡔというとこࢁは出

てきてる」 
「おいの地域包括支

援センターが自分のᡤ

けではなくて、おࡔ

いに協力しྜいなが

ら、ࢇࡳなで確認して

回るࡳたいなឤじで、

やっているᡤもあ

る」等 
成ຌ体㦂の✚ࡳ

重ࡡ 
「サービスの㐺正なᥦ

౪ࡳたいなものが資源

開発によってできるよ

うになってきている」 
「ケースについてはい

と改ၿされたࢁいࢁ

関係者㛫で共有ネ、ࡾ

ットワークづくࡾがで

きたࡾと個別ケース༢

⊂で見れࡤある」等 
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� 地域ケア推進会議の課題は、ձ地域ケア推進会議を

市として明確に位置づけ・目的を明確にしていくこと、

ղ個別課題から地域課題連動し、資源開発・政策形

成に繋げていくこと、ճ地域ケア推進会議に参加する

人が目的を意識して⮫ࡴこと、の 3 Ⅼにまとめること

ができる。ձの地域ケア推進会議を市として明確に位

置づけ・目的を明確にしていくことについては、᪤Ꮡ

の会議を地域ケア推進会議にᙜてはめて実施していた

ってࢃ⤊各機関の௦⾲者会議として課題の共有で、ࡾ

しまったࡾして、地域ケア推進会議本᮶の目的が᭕

なまま実施している≧ἣがあった。市として地域ケア

推進会議の本᮶の目的を明確に位置付けて実施してい

くことを、まࡎは行っていく必要がある。 

� ղ個別課題から地域課題連動し、資源開発・政策

形成に繋げていくことについては、地域ケア個別会議

から地域課題を明らかにできていないことのᣦがあ

った。地域課題が明らかになっていなけれࡤ、地域ケ

ア推進会議を行っても資源開発・政策形成に繋げてい

くことはᅔ㞴である。そのため地域ケア個別会議が個

別の課題の解決に␃まらࡎ㺂地域課題を明確にしてい

くことの意識が必要になると考える。 
� ճ地域ケア推進会議に参加する者が目的を意識して

、ことについては、地域ケア推進会議の参加者がࡴ⮫

会議の位置付けや目的を意識しないで参加すると資源

開発・政策形成に繋げていくことはᅔ㞴である。参加

する者が地域ケア推進会議の市町村としての位置付け、

本᮶の目的を理解して会に⮫ࡴことが重要である。 
� 個別会議との連動性の方法は、ձ地域ケア推進会議

の目的にἢったメンࣂーが参加すること、ղ地域ケア

会議ࡔけではなく、他の会議体とも連動していくこと、

ճ個別課題から地域課題を明らかにし資源開発・政策

形成に繋げていく体㦂を共有していくこと、の 3 Ⅼに

まとめることができる。ձの地域ケア推進会議の目的

にἢったメンࣂーが参加することについては、市町村

内で位置づけた地域ケア推進会議の目的を㐩成するた

めの参加者はㄡなのかもྵめて検討する必要がある。

各機関の௦⾲者が集まって行ࢃれると、個別のケース

であがっていた問題意識が共有されࡎ、༢なる報࿌会

で⤊ࢃってしまうことがある。そうではなく地域ケア

推進会議の本᮶の目的である資源開発・政策形成に繋

げていくために、個別課題から地域課題を明らかにし、

課題を解決するためにఱが必要なのか、という問題意

識をᣢった者が参加していく必要があると考える。地

域ケア個別会議と地域ケア推進会議で、 度ᕪが生ま

れないような参加者であれࡤ、連動した会議になると

考える。 
� ղの地域ケア会議ࡔけではなく、他の会議体とも連

動していくことについては、インタビューでᣦがあ

った生活支援体ไᩚഛ事業の第 1 ᒙ・第 2 ᒙ協議体と

の連動ࡔけではなく、ୡᖏで考えると高齢者分㔝ࡔけ

では解決できࡎ、他の分㔝の機関・専門職との連動も

Ḟかࡏなくなってきている。」ྜ的な課題を解決する

ための重ᒙ的支援体ไᩚഛ事業の重ᒙ的支援会議との

連動は、ᚋḞかࡏなくなっていくのではないかと考

える。そのために各市町村が生活支援体ไᩚഛ事業の

第 1 ᒙ・第 2 ᒙ協議体や重ᒙ的支援体ไᩚഛ事業の重
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ᒙ的支援会議と地域ケア推進会議等との位置付け、連

動していくための方法を明確にしていくことが必要に

なると考える。 
� ճの個別課題から地域課題を明らかにし資源開発・

政策形成に繋げていく体㦂を共有していくことについ

ては、地域ケア個別会議、地域ケア推進会議に関ࢃる

人たࡕが、地域ケア会議の本᮶の目的を実ឤするため

に、成ຌ体㦂を✚ࡳ重ࡡていくこと、それを共有して

いくことが必要である。このことをとおして地域ケア

個別会議と地域ケア推進会議のそれࡒれの目的を共有

することができ、そして連動していく方法を各市町村

で明確にすることができるのではないかと考える。 
� 本論は、地域ケア会議の実施機関である市町村のᢸ

ᙜ者のインタビュー調査から地域ケア推進会議の課題、

地域ケア個別会議との連動性について明らかにしてき

たが、調査ᑐ㇟者が一㒊のため、一⯡化するとこࢁま

では⮳っていない。そのため地域ケア会議を実施する

機関に地域ケア個別会議と地域ケア推進会議との連動

について等、ᘬき⥆き調査を行っていきたいと考えて

いる。 
� 回の調査に協力いたࡔいた各市町村のᢸᙜ者にឤ

ㅰしたい。 
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学習指導要領における｢資質･能力｣の意味について�

―育成すべき資質･能力を踏まえた教育目標･内容と評価の在り方に関

する検討会の議論からの考察―�

 
齋藤�剛�野津一浩 ���

 
Understanding "Competency" in the 2017 Announced Curriculum Guidelines: Reflections on Educational 

Goals, Content, and Evaluation Based on Desired Competencies - Insights from Review Committee 
Discussions 

 
Tsuyoshi Saito Kazuhiro Nozu 

 
���静岡大学教育学部�(Faculty of Education, Shizuoka University) 
 
本論文では､今次の学習指導要領の軸となっている｢資質･能力｣の解釈について､学習指導要領改訂につながる

論点整理を行った �� 回に渡る｢育成すべき資質･能力を踏まえた教育目標･内容と評価の在り方に関する検討会｣

の議論と参考資料をもとにして､｢資質･能力｣の解釈､重要性､そして教育目標･内容との関連性について考察を行

った｡その結果､｢資質･能力｣とは､認知的･社会的･情意的な汎用的なスキルとその教科等ならではのものの見方・

考え方、処理や表現の方法だと考えられた。後者の各教科等ならではの見方・考え方については､その教科特有の

状況だけでなく､他の様々な状況､場面においても活用できるものとして議論されていた｡｢資質･能力｣は各教科等

の内容を通して育成されるが､その教科特有のものだけでなく､教科横断的にも育成されうるものだと考えられ

た｡�

 
��はじめに�

2017 年に告示された学習指導要領の重要なキーワ

ードである「資質・能力」は、「言語能力，情報活用能

力，問題発見･解決能力等の学習の基盤となる資質･能

力や,現代的な諸課題に対応して求められる資質･能力

を教科等横断的な視点に基づき育成されるよう改善し

た｣(1)とあるように､すべての教科を通じて育成され

るものとして記述されている｡一方で､｢資質･能力｣の

意味については､包括的であるがゆえに教科ごと､教員

ごとで捉えが異なることも十分に考えられる｡そもそ

も､資質･能力に明確な定義があるわけでもなく､学習

指導要領ではどのような文脈でこの文言を使っている

のかが重要だと思われる｡2017 年告示の学習指導要領

において｢資質･能力｣を明記し重視するにいたたった

経緯を追うことで､｢資質･能力｣をどのように捉え､明

記するようになったのか検討したい｡ 

 今次の学習指導要領の｢資質･能力｣を考察するうえで､

本論文では､平成24(2012)年12月から平成26年(2014
年)3 月まで 13 回にわたり開かれた｢育成すべき資質･

能力を踏まえた教育目標･内容と評価の在り方に関す

る検討会｣(以後､資質･能力検討会と略)の議論につい

て取り上げる｡資質･能力検討会の内容は､2017 年告示

の学習指導要領の改定に向けた議論をする上で､基本

的な足場を提供するものであったと考えられるからで

ある｡実際に､検討会の報告書が公表(平成 26(2014)年
3 月 31 日)された同じ年(平成 26(2014)年 11 月 10 日)
には､文部科学大臣から中央教育審議会(以後､中教審

と略)に｢初等中等教育における教育課程の基準等の在

り方について｣諮問が行われ､学習指導要領の改訂がは

じまっている｡また､学習指導要領改訂の中心的役割を

担った教育課程部会(第 92 回)で配布された参考資料

『｢初等中等教育における教育課程の基準等の在り方
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について｣(諮問)参考資料 (࠘2)には､資質･能力検討会が

次ᮇ学習指導要領に向けての基♏的な資料をᚓること

を目的にしていたことが明記されている｡ 
 本論文では､13 回にわたる資質･能力検討会の議論の

中から､ձ｢資質･能力｣をどのように捉えようとしてい

たのか､ղ｢資質･能力｣を重視する⌮⏤はఱか､ճ｢資

質･能力｣と教育目標･内容との関ಀについてᩚ⌮し､そ

れらについて考察をヨࡳたい｡ 
 
��｢資質･能力｣をのࡼうにᤊえࡼうとしていた

の�

 第 1 回の検討会において､資料を基にこれまで提言さ

れてきた資質･能力の㺐㺰㺎㺚㺼ついてㄝ明がなされている｡

㺕㺎㺘㺻㺩㺽㺡㺻㺚㺎(OECD-DeSeCo きる⏕」、（ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ

力｣(平成 8 年中教審⟅⏦(21 ୡ⣖をᒎᮃしたᡃがᅜの

教育の在り方について))､｢学ኈ力｣(平成 20 年中教審⟅

⏦(学ኈ課程教育のᵓ⠏に向けて)､｢基♏的･ỗ用的能

力｣(平成 23 年中教審⟅⏦(今後の学ᰯにおける㺕㺊㺶㺏教

育･⫋ᴗ教育の在り方について)､｢ே㛫力｣(平成 15 年

ே㛫力ᡓ略◊✲会(内㛶ᗓ))､｢♫会ே基♏力｣(平成 18
年♫会ே基♏力に関する◊✲会(経῭⏘ᴗ┬))など資

質･能力を検討するうえで参考になるከᵝな｢力｣が⤂

された｡それࡒれの文脈でその捉えは異なるものの､

かなり重」している部分もあり､学ᰯ教育という文脈

の中でどうᩚ⌮するのかが課題と考えられた｡そもそ

も､平成 20(2008)年改訂の学習指導要領においても

｢資質･能力｣に関わる議論がはじまっており､その⤖ᯝ

として｢言語活ືの実｣がᡴࡕฟされていた｡資質･能

力検討会ではそのᘏ㛗⥺上での議論とも考えられた｡ 
 第 1 回の検討会では､｢資質･能力｣をどのように捉え

るのかについての意見もከくだされている｡えࡤ､教

育基本ἲにおける義ົ教育の目的にヱᙜする部分｢ྛ

ಶேの᭷する能力をఙࡤし｣｢ᅜᐙ･♫会のᙧ成⪅とし

てᚲ要とされる基本的な資質を㣴うこと｣をᘬ用して､

｢資質｣｢能力｣のᴫᛕがつ定されているとの発言や､

｢｢資質｣については､えࡤែᗘ㠃とかࣔ࣋ࢳーࣥࣙࢩ

もྵめて､｢能力｣よりᗈいᴫᛕと捉えている｡｢資質･能

力｣と一య的に使うことによって､よりỗ用ᛶのある一

⯡的なものにしたい｣(3)といった発言がࡳられた｡そ

れらの意見にはඹ通して､資質と能力をཝᐦに分ける

のではなく､それࡒれの言ⴥの意味を⿵さࡏて､より

ỗ用ᛶをもたࡏようとしたࡡらいが見てとれた｡ 
 第 6 回の検討会では､ᅜ❧教育ᨻ⟇◊✲ᡤによる｢教

育課程の⦅成に関する基♏的◊✲｣に関する発表があ

り､その発表と資料を基にした議論がなされている｡ୡ

⏺的な₻ὶとして､▱㆑だけでなく､㺛㺕㺷やែᗘをྵࢇ

だே㛫のయ的な資質･能力の育成を意㆑した教育課

程改㠉が㐍ࢇでいることが示された｡｢ఱを▱っている

か｣ではなく､｢ఱができるか｣という､実⏕活における

▱㆑の活用を目指しているとのことであった｡それら

の⫼ᬒにあるのは､OECD-DeSeCo におࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ

けるキー・ࢩࣥࢸࣆࣥࢥーや、࣓࢝ࣜ発で提された 21
ୡ⣖ᆺࢫキࣝがあるྍ能ᛶが指されたࠋこれらの能力を

ᩚ⌮すると｢基♏的ࣜࢩࣛࢸー」「ㄆ▱ࢫキࣝ」「♫会ࢫ

キࣝ」の 3 つに分けられることが示された｡ᵝࠎなᅜ

が、キーࢩࣥࢸࣆࣥࢥーや 21 ୡ⣖ࢫキࣝ等の育成が

目指される能力を࣋ーࢫに､それらをᵓ成するୗ能

力の定義を行っていることが⤂された｡ 
 この後､検討会ではᢡにゐれて資質･能力について議

論をしているが､ཝᐦに定義するのではなく､目の๓に

⏕じる課題をどう解決していくのかといったయ的な

よりỗ用ᛶの㧗い能力として検討していた｡▱㆑･ᢏ能

にຍえて､それらをᵝࠎな場㠃で活用するための思考

力等､ỗ用ᛶのあるㄆ▱ࢫキࣝや､⢓りᙉく問題解決に

取り⤌める意ᚿの力､ከᵝなேと༠力して課題解決す

るためのឤ情の⮬ᕫㄪᩚ能力､ࢣࢽ࣑ࣗࢥーࣥࣙࢩ能

力といった♫会ࢫキࣝもྵめてかなりᗈ⠊な力として

｢資質･能力｣を用いていると考えられた｡ 
 
��｢資質･能力｣を重どする理⏤について�

この⌮⏤については､資質･能力検討会のタ❧目的に

┤᥋的にかかわっている｡1990 年代から 2000 年代に

かけて OECD-DeSeC㹭ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉのキー・ࣆࣥࢥ

ーやࢩࣥࢸ 21 ୡ⣖ᆺ㺛㺕㺷が提㉳されたのは､ࣟࢢーࣂ

ࣝ､ከᵝしたୡ⏺の中で､ኚに対応できる力が求

められるようになったためだと考えられる｡日本にお

いても､ኚの⃭しい♫会の中で､ಶேの⮬❧と活力あ

る♫会のᙧ成を実現するためにᚲ要な力についてᵝࠎ

な文脈で提されてきた経緯がある｡᭱㏆では､現代♫

会を､VUCA 代と表現することがある｡VUCA とは､

Volatility( ኚ ື ᛶ ) ､ Uncertainty(  確 実 ᛶ ) ､

Complexity(」㞧ᛶ)､Ambiguity(᭕ᛶ)の㢌文Ꮠのこ

とであるが､ண ᅔ㞴な代にᚲ要な力こそ｢資質･能

力｣だと思われる｡資質･能力検討会は､ኚが⃭しくண

 ᅔ㞴な代において⮬分らしく⏕きていくための教

育や教育課程は､｢資質･能力｣を育成するものでなくて
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について｣(諮問)参考資料 (࠘2)には､資質･能力検討会が

次ᮇ学習指導要領に向けての基♏的な資料をᚓること
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質･能力｣と教育目標･内容との関ಀについてᩚ⌮し､そ

れらについて考察をヨࡳたい｡ 
 
��｢資質･能力｣をのࡼうにᤊえࡼうとしていた

の�

 第 1 回の検討会において､資料を基にこれまで提言さ
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質･能力を検討するうえで参考になるከᵝな｢力｣が⤂
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かなり重」している部分もあり､学ᰯ教育という文脈
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｢資質･能力｣に関わる議論がはじまっており､その⤖ᯝ

として｢言語活ືの実｣がᡴࡕฟされていた｡資質･能

力検討会ではそのᘏ㛗⥺上での議論とも考えられた｡ 
 第 1 回の検討会では､｢資質･能力｣をどのように捉え

るのかについての意見もከくだされている｡えࡤ､教

育基本ἲにおける義ົ教育の目的にヱᙜする部分｢ྛ

ಶேの᭷する能力をఙࡤし｣｢ᅜᐙ･♫会のᙧ成⪅とし

てᚲ要とされる基本的な資質を㣴うこと｣をᘬ用して､

｢資質｣｢能力｣のᴫᛕがつ定されているとの発言や､

｢｢資質｣については､えࡤែᗘ㠃とかࣔ࣋ࢳーࣥࣙࢩ

もྵめて､｢能力｣よりᗈいᴫᛕと捉えている｡｢資質･能

力｣と一య的に使うことによって､よりỗ用ᛶのある一

⯡的なものにしたい｣(3)といった発言がࡳられた｡そ

れらの意見にはඹ通して､資質と能力をཝᐦに分ける

のではなく､それࡒれの言ⴥの意味を⿵さࡏて､より

ỗ用ᛶをもたࡏようとしたࡡらいが見てとれた｡ 
 第 6 回の検討会では､ᅜ❧教育ᨻ⟇◊✲ᡤによる｢教

育課程の⦅成に関する基♏的◊✲｣に関する発表があ

り､その発表と資料を基にした議論がなされている｡ୡ

⏺的な₻ὶとして､▱㆑だけでなく､㺛㺕㺷やែᗘをྵࢇ

だே㛫のయ的な資質･能力の育成を意㆑した教育課

程改㠉が㐍ࢇでいることが示された｡｢ఱを▱っている

か｣ではなく､｢ఱができるか｣という､実⏕活における

▱㆑の活用を目指しているとのことであった｡それら

の⫼ᬒにあるのは､OECD-DeSeCo におࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ

けるキー・ࢩࣥࢸࣆࣥࢥーや、࣓࢝ࣜ発で提された 21
ୡ⣖ᆺࢫキࣝがあるྍ能ᛶが指されたࠋこれらの能力を

ᩚ⌮すると｢基♏的ࣜࢩࣛࢸー」「ㄆ▱ࢫキࣝ」「♫会ࢫ

キࣝ」の 3 つに分けられることが示された｡ᵝࠎなᅜ

が、キーࢩࣥࢸࣆࣥࢥーや 21 ୡ⣖ࢫキࣝ等の育成が

目指される能力を࣋ーࢫに､それらをᵓ成するୗ能

力の定義を行っていることが⤂された｡ 
 この後､検討会ではᢡにゐれて資質･能力について議

論をしているが､ཝᐦに定義するのではなく､目の๓に

⏕じる課題をどう解決していくのかといったయ的な

よりỗ用ᛶの㧗い能力として検討していた｡▱㆑･ᢏ能

にຍえて､それらをᵝࠎな場㠃で活用するための思考

力等､ỗ用ᛶのあるㄆ▱ࢫキࣝや､⢓りᙉく問題解決に

取り⤌める意ᚿの力､ከᵝなேと༠力して課題解決す

るためのឤ情の⮬ᕫㄪᩚ能力､ࢣࢽ࣑ࣗࢥーࣥࣙࢩ能

力といった♫会ࢫキࣝもྵめてかなりᗈ⠊な力として

｢資質･能力｣を用いていると考えられた｡ 
 
��｢資質･能力｣を重どする理⏤について�

この⌮⏤については､資質･能力検討会のタ❧目的に

┤᥋的にかかわっている｡1990 年代から 2000 年代に

かけて OECD-DeSeC㹭ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉのキー・ࣆࣥࢥ

ーやࢩࣥࢸ 21 ୡ⣖ᆺ㺛㺕㺷が提㉳されたのは､ࣟࢢーࣂ

ࣝ､ከᵝしたୡ⏺の中で､ኚに対応できる力が求

められるようになったためだと考えられる｡日本にお

いても､ኚの⃭しい♫会の中で､ಶேの⮬❧と活力あ

る♫会のᙧ成を実現するためにᚲ要な力についてᵝࠎ

な文脈で提されてきた経緯がある｡᭱㏆では､現代♫

会を､VUCA 代と表現することがある｡VUCA とは､

Volatility( ኚ ື ᛶ ) ､ Uncertainty(  確 実 ᛶ ) ､

Complexity(」㞧ᛶ)､Ambiguity(᭕ᛶ)の㢌文Ꮠのこ

とであるが､ண ᅔ㞴な代にᚲ要な力こそ｢資質･能

力｣だと思われる｡資質･能力検討会は､ኚが⃭しくண

 ᅔ㞴な代において⮬分らしく⏕きていくための教

育や教育課程は､｢資質･能力｣を育成するものでなくて
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はならないとの考えのもと❧ࡕ上がっている｡ 
一方で、キー・ࢩࣥࢸࣆࣥࢥーや 21 ୡ⣖ᆺࢫキࣝ

は､そのの♫会の問題解決につながる能力について

検討したものであるため､今後⏘ᴗや経῭のᵓ㐀がኚ

わっていったときに対応できるのかどうかの課題がṧ

る｡資質･能力検討会においても､」ᩘ回にわたってこ

の課題について議論を行っている｡現在の♫会で⮬分

らしく⏕きられるேを育成することで､ᑗ᮶の♫会も

今の♫会を⏕⏘することにならないのか､といった

視点でも問題提㉳された｡♫会をసりኚえていく能力

もేࡏて目標していくという考えも提示されたが､

本質的なṇ解はないため､その問題に⮬ぬ的であるこ

とが重要だと思われた(5)｡ 
 
��｢資質･能力｣と教育目標･内容との関ಀについ

て�

 えࡤ､｢資質･能力｣はඛ行き㏱明でኚが⃭しい

代の中で⮬分らしく⏕きていく力と考えた場ྜ､そ

の力は」㞧でከᵝであるため､育成するためには｢資

質･能力｣をᵓ成するୗの能力を定義し､それࡒれの

能力を育成するための教育目標､教育内容､教育方ἲ､

そして㐺ṇな評価方ἲがᚲ要になる｡また､これまで行

われてきた学ᰯ教育の教育目標､教育内容等との関㐃

ᛶについてᩚ⌮するᚲ要もある｡この点について､資

質･能力検討会ではከくの問題提㉳とともに､これまで

教育心⌮学､学習科学等の◊✲成ᯝをもとにした提

がなされている｡ここでは､｢資質･能力｣と教育目標･内

容に⤠って考察をする｡ 
これまでྛ教科で教えてきた｢内容｣を࣋ーࢫにして､

｢資質･能力｣を㌟にけていくという基本的な考え方

が提示されている(6)｡᪤に述べたが､平成 20(2008)年
改訂の学習指導要領で提示された｢言語活ືの実｣は､

ᅜ語など≉定の教科での｢内容｣ではなく､▱的活ືの

基盤､ࢣࢽ࣑ࣗࢥーࣥࣙࢩやឤᛶの基盤として､教科を

㈏く横୵としての｢資質･能力｣だと解㔘できる｡つまり､

ྛ教科等の内容や≉質に応じて言語活ືを明示的に

⨨づけることによって､ྛ教科等の言語活ືを通じて

ỗ用的な能力である思考力等を育成するᵓ㐀が初めて

示された｡資質･能力検討会は､この考え方をより発ᒎ

さࡏるためのものだと考えられた｡ 
 第 9 回の検討会では､｢内容｣を通じた｢資質･能力｣の

育成について､ලయ的でわかりやすい発言があった｡以

ୗにᘬ用する｡｢｢定義を明確にし、をฟしてㄝ明す

る｣｢関㐃する㇟をᵓ㐀的にᢕᥱして表現する｣とい

った活ືは、とてもࢡࢵࣜࢿ࢙ࢪなもの｡その意味で、

ここで｢資質･能力｣というものは、教科･領ᇦを㉸えて

Ꮚ供たࡕが㌟にけるべきものであるとともに、ලయ

的な教科の活ືを通して㌟にけるもの｡できる部分

は明確に⨨け、⮬ぬし、明示的にఏえることを

⧞り㏉すことで定╔さࡏる｡これは、いわゆる学ࡧ方の

学習、ࣛーࣥ・ࢺ・࢘ࣁ・ࣛーࣥの考え方に㏆い｡

一方で、≉定の資質･能力が≉定の教科とᙉく関わるこ

ともある｡えࡤ、⌮科の⣔⤫的なほ察やಶయᕪのฎ⌮

は、♫会科とは異なるものであり、⌮科の中でも、≀

⌮のようなಶయᕪがᑡない現㇟のฎ⌮と、⏕≀のよう

なಶయᕪがかなりฟる場ྜのฎ⌮の方は異なってい

る｡そのような資質･能力については、領ᇦ≉᭷のもの

として㌟にけるとともに、その活用においては、領

ᇦ内だけでなくඛࠎの♫会⏕活やࢫࢿࢪࣅ、ୡ⏺経῭

や⎔ቃ問題などをㄞࡳ解く際にも使ってしい｡その

意味では、資質･能力の中には、ỗ用ᛶが㧗く、明確な

⨨けと⧞り㏉しがᚲ要になるものと、教科や領ᇦ

や活ືにᅛ᭷なものがᏑ在している｡｣(7)との発言で

あった｡ここではᴟめて重要な示၀が提示されている｡

｢資質･能力｣には思考力等や学ࡧ方のようなどの教科

でも㘫えることのできるỗ用ᛶの㧗い力と､教科等に

ᅛ᭷にあるᴫᛕやἲ๎のようなものであって､の分

野にもその見方･考え方が⏕かࡏるような力と 2 つに

分けて考えることができることを示၀している｡この

考え方は､資質･能力検討会の論点ᩚ⌮で以ୗのように

ᩚ⌮された｡すなわ｣､ࡕ）教科等を横断する､ㄆ▱的･

♫会的･情意的なỗ用的なࢫキࣝ(ࢩࣥࢸࣆࣥࢥー)等
に関わるもの｣｢）教科等の本質に関わるもの｣「࢘）

教科等にᅛ᭷の▱㆑･ಶูࢫキࣝに関わるもの」であるࠋ

ࢣࢽ࣑ࣗࢥ、に関しては、「問題解決、論⌮的思考（

ーࢳ、ࣥࣙࢩー࣒ワーࢡなどのにㄆ▱や♫会ᛶに�

関わる能力や、意ḧや情ືไᚚなどのに情意に関わ

る能力など｣と｢࣓ࢱㄆ▱(⮬ᕫㄪᩚや内┬･ᢈุ的思考

等をྍ能にするもの)｣が､）に関しては､｢その教科等

ならではのものの見方･考え方､ฎ⌮や表現の方ἲ な
ど｡えࡤ､ྛ教科等における包括的な｢本質的な問い｣

と､それに⟅える 上で重要となる㌿⛣ྍ能なᴫᛕやࢫ

キࣝ、ฎ⌮に関わる」㞧な㺪㺽㺹㺜㺛等のᙧで明確するこ

となど｣と示されている(8)｡ 
 資質･能力検討会の論点ᩚ⌮で提示された､学力の 3
ᒙᵓ㐀の｢教科等の本質に関わるもの｣として､えࡤ
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⨾⾡や㡢ᴦにおいても､その内容をᢅうだけでなく､⨾

⾡や㡢ᴦならではの問題解決のᵝᘧ､㐀活ື､㚷㈹活

ືなどのฎ⌮の方､表現のᵝᘧは､⨾⾡や㡢ᴦだけで

なく､の領ᇦ､分野においても㌿⛣･ỗしていくྍ

能ᛶについて言ཬしている｡この学力の 3 ᒙᵓ㐀とい

う視ᗙは､教科横断的な｢資質･能力｣を考える足場とな

りうると考えられた｡ 

 

5 まとめ 

 本論文では､2017 年告示の学習指導要領の考え方の

㍈となっている｢資質･能力｣の解㔘について､｢育成す

べき資質･能力を踏まえた教育目標･内容と評価の在り

方に関する検討会｣の議論の内容をもとに考察を行っ

た｡その⤖ᯝ､学ᰯ教育における｢資質･能力｣とは､教科

等を横断するỗ用的なࢫキ （ࣝ問題解決、論⌮的思考、

意ḧ等)や教科等の本質に関わる、ࣥࣙࢩーࢣࢽ࣑ࣗࢥ

もの(その教科ならではの見方･考え方など)であり､そ

れらについて､ྛ教科等の内容を通じて㌟にけてい

くものであると考えられた｡ 

� 本◊✲は JSPS 科◊㈝ 23K02455 のຓ成をཷけたも

のですࠋ 
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特別児童扶養手当の支給に関する考察 

 

渡辺� 央 

 

Considerations on the Payment of Special Child Support Allowance 

 

Chika WATANABE 

 

はじめに�

� 2021 年 8 月末、新聞等で障害児のいる家庭に支給

される国の「特別児童扶養手当」に関する報道があっ

た。「自治体に申請しても『障害が基準より軽い』とし

て却下される件数が 2019 年度までの 10 年間で 3 倍近

く増えている」、「申請の 6 割超えを却下している自治

体もあった」というものであった。 

厚生労働省統計「福祉行政報告例」による 2009 年

度の却下件数は 1410 件、2019 年度 3950 件と 2.8 倍、

申請件数は 2019 年度に約 3 万 8 千件で 2009 年度の

1.4 倍、審査した件数に占める却下の割合は 2009 年度

の 5.3％から 2019 年度 10.5％であったとされている。

また、2019年度の却下率は横浜市が最も高く 63.5％、

千葉市 39.7％、宮崎県 26.2％、一方で秋田県は 0％、

岩手県 0.2％と自治体差も大きいことが示された。さ

らに、一度受給対象となった後も更新時の審査で打ち

切られるケースも増加し、2016 年度は 2009 年度の 2

倍近い 3,880 件に増えたとした。 

� 特別児童扶養手当の受給者数は、2022 年 3 月末現

在約 25 万 5 千人、2023 年度の支給額は障害の重い順

に 1 級で月額 53,700 円、2 級で 35,760 円と受給者数

も金額も大きい。申請の却下や更新時の打ち切りの背

景には、支給の可否を決める自治体の判定医の審査が

厳しくなっている可能性や、発達障害の認知度が高ま

ったことによる軽度の発達障害児の申請例の増加、審

査基準の曖昧さなどの指摘がある。いずれにしても、

申請の却下や更新時の打ち切りは、障害児のいる家庭

にとって経済的にも大きな意味を持ち、地域による判

定の大きな格差は、当事者の間に不公平感を生んでい

る。�  

� 本論では、特別児童扶養手当の概要を整理した上で、

争点となっている審査基準の曖昧さや、障害児のいる

家庭における当該手当の意味について考察していく。 

�．特別児童扶養手当とは�

特別児童扶養手当は 1964 年「特別児童扶養手当等

の支給に関する法律（制定時は重度精神薄弱児扶養手

当法）」に基づいており、精神又は身体に障害を有する

児童について特別児童扶養手当を支給し、これらの者

の福祉の増進を図ることを目的としている（法第 1 条）。

20 歳未満の障害児を監護する父または母（父母以外の

者が養育する場合は養育者）に支払われ（法 3 条 1 項）、

1級及び2級の障害等級に応じて支給月額が定められ、

原則として毎年 4 月、8 月、12 月に、それぞれの前月

分までが支給される（法第 5 条の 2� 3 項）。所得制限

があり、受給資格者（障害児の父母等）もしくはその

配偶者又は生計を同じくする扶養義務者（同居する父

母等の民法に定める者）の前年の所得が一定の額以上

であるときは支給されない（法第 6 条、法第 7 条）。

その他、以下の場合は手当の受給できないとしている

（法第 3 条） 

(1)対象児童が施設等に入所している方 

(2)対象児童が日本国内に住所を有しない方 

(3)対象児童が当該障害を支給事由とする年金を受給

している方 

(4)受給者（申請者）が、日本国内に住所を有しない方 

受給資格および手当の額の認定は都道府県知事・指

定都市の長の事務であるが（法 5 条 1 項）、認定請求

の受理および請求に係る事実についての審査は市町村

長が行う（法 38 条 1 項、同法施行令 13 条）。また、

手続き等の詳細については「特別児童扶養手当等の支

給に関する法律施行規則」、具体的な障害の程度は「特

別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第 3

における障害の認定について」などに定めている。障

害の種類や程度により異なるが、特別児童扶養手当の

認定を適正に行うため、必要に応じて 1～2 年の認定

期間が定められ、認定期間満了後、引き続き手当の支
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給を受けるためには更新手続きが必要となる。 
�  
�．特別児童扶養手当ࡢㄆᐃࢫࢭࣟࣉࡢ�

� まず必要᭩類等をᥦฟして申請する。ඛ㏙したよう

に❆ཱྀは市町村となる。その㝿必要となるものは、ձ

請求者と対象児童のᡞ⡠ㅞ本又はᢒ本、ղ対象児童の

障害程度についての医ᖌのデ᩿᭩（⒪育手ᖒまたは身

体障害者手ᖒがある場合はデ᩿᭩を省␎できる場合が

ある）ճ請求者ྡ義の㡸金㏻ᖒ又は࢝ࣗࢩࢵࣕ࢟ーࢻ、

մ請求者・配偶者・児童・同居ぶ᪘のಶ人␒ྕ࢝ーࢻ

等である。申請に基づき、都道府県・政令指定都市の

判定医が審査して支給の可否や等級を決めている。上

グのղのデ᩿᭩等に関して判᩿がᅔ㞴となっており、

また、審査するྛ自治体の判定医の判᩿のಶ人差など

がᅇの判定の地域による格差の要ᅉと関㐃するとさ

れている。特に精神障害、知的障害、発達障害は᳨査

数್や外ᙧでわかりやすい身体障害にẚて判定が㞴

しく、医ᖌがデ᩿᭩をどう᭩くか、デ᩿᭩をぢた判定

医がどう判᩿するかという㔞によるとこࢁがᑡなく

ないとされる。しかし、2021 年度の支給対象障害児数

254,706 人のうち、「知的障害のࡳ」が 92,854 人、「知

的障害及び知的障害以外の精神障害」が 79,344 人と、

知的障害のある児童がおよそ 6 割を占めている。 
� 1975 年 9 月 5 日児発第 576 ྕ「特別児童扶養手当

等の支給に関する法律施行令別表第 3 における障害の

認定について」が発ฟされ、認定要㡿の別ῧ 1 として

詳細な認定基準が示されている。その୰の精神障害（一

㒊グ㍕）と、知的障害、発達障害に関する内ᐜは以下

の㏻りである。 
࠙精神の障害ࠚ 
精神の障害による障害の程度は、ḟにより認定する。 
1� 認定基準 
精神の障害は、「統合ኻㄪ、統合ኻㄪᆺ障害及びዶ

性障害」、「Ẽ分(感)障害」、「≧性をྵࡴჾ㉁性

精神障害」、「てんかん」、「知的障害」、「発達障害」に

༊分する。 
D 知的障害 
(1)� 知的障害とは、知的ᶵ能の障害が発達期(おおࡴ

ࡡ 18 歳まで)にあらわれ、日ᖖ生άに持続的な支障が

生じているため、ఱらかの特別なຓを必要とする≧

ែにあるものをいう。 
(2)� ྛ等級に┦当すると認められるものを一㒊例示

するとḟのとおりである。 

1 級 
知的障害があり、㣗事や身のまわりのことを行うのに

㠃的なຓが必要であって、かつ、ヰによる意ᛮ

の㏻が不可能かⴭしくᅔ㞴であるため、日ᖖ生άが

ᅔ㞴でᖖ時ຓを必要とするもの 
2 級 
知的障害があり、㣗事や身のまわりのことなどの基本

的な行Ⅽを行うのにຓが必要であって、かつ、ヰ

による意ᛮの㏻が⡆༢なものに限られるため、日ᖖ

生άにあたってຓが必要なもの 
 

なお、この場合における精神発達㐜の 1 級と 2 級

の程度を例示すれࡤ、ᶆ準された知能᳨査による知

能指数がおおࡡࡴ 35 以下のものが 1 級に、おおࡡࡴ

50 以下のものが 2 級に┦当すると考えられる。 
(3)� 知的障害の認定に当たっては、知能指数のࡳに╔

║することなく、日ᖖ生άのさまࡊまな場㠃における

ຓの必要度を຺して⥲合的に判᩿する。また、知

的障害とその他認定の対象となる精神ᝈがేᏑして

いるときは、ే合認定のྲྀᢅいは行わず、ㅖ≧を⥲

合的に判᩿して認定する。 
(4)� 日ᖖ生ά能ຊ等の判定に当たっては、身体的ᶵ能

及び精神的ᶵ能を考៖の上、♫的な適応性の程度に

よって判᩿するようດめる。 
 
E� 発達障害 
(1)� 発達障害とは、自㛢、ス࢞ࣝ࣌ーೃ⩌その

他のᗈỗ性発達障害、Ꮫ⩦障害、ὀ意Ḟ㝗ከື性障害

その他これに類する⬻ᶵ能の障害であってその≧が

㏻ᖖప年㱋において発現するものをいう。 
(2)� 発達障害については、たとえ知能指数が高くても

♫行ືやࢽ࣑ࣗࢥケーࣥࣙࢩ能ຊの障害により対人

関係や意ᛮ㏻を円に行うことができないために日

ᖖ生άにⴭしい制限を受けることに╔目して認定を行

う。また、発達障害とその他認定の対象となる精神

ᝈがేᏑしているときは、ే 合認定のྲྀᢅいは行わず、

ㅖ≧を⥲合的に判᩿して認定する。 
(3)� ྛ等級に┦当すると認められるものを一㒊例示

するとḟのとおりである。 
1 級 
発達障害があり、♫性やࢽ࣑ࣗࢥケーࣥࣙࢩ能ຊが

Ḟዴしており、かつ、ⴭしく不適応な行ືがぢられる

ため、日ᖖ生άの適応がᅔ㞴でᖖ時ຓを必要とす
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給を受けるためには更新手続きが必要となる。 
�  
�．特別児童扶養手当ࡢㄆᐃࢫࢭࣟࣉࡢ�

� まず必要᭩類等をᥦฟして申請する。ඛ㏙したよう

に❆ཱྀは市町村となる。その㝿必要となるものは、ձ

請求者と対象児童のᡞ⡠ㅞ本又はᢒ本、ղ対象児童の

障害程度についての医ᖌのデ᩿᭩（⒪育手ᖒまたは身

体障害者手ᖒがある場合はデ᩿᭩を省␎できる場合が

ある）ճ請求者ྡ義の㡸金㏻ᖒ又は࢝ࣗࢩࢵࣕ࢟ーࢻ、

մ請求者・配偶者・児童・同居ぶ᪘のಶ人␒ྕ࢝ーࢻ

等である。申請に基づき、都道府県・政令指定都市の

判定医が審査して支給の可否や等級を決めている。上

グのղのデ᩿᭩等に関して判᩿がᅔ㞴となっており、

また、審査するྛ自治体の判定医の判᩿のಶ人差など

がᅇの判定の地域による格差の要ᅉと関㐃するとさ

れている。特に精神障害、知的障害、発達障害は᳨査

数್や外ᙧでわかりやすい身体障害にẚて判定が㞴

しく、医ᖌがデ᩿᭩をどう᭩くか、デ᩿᭩をぢた判定

医がどう判᩿するかという㔞によるとこࢁがᑡなく

ないとされる。しかし、2021 年度の支給対象障害児数

254,706 人のうち、「知的障害のࡳ」が 92,854 人、「知

的障害及び知的障害以外の精神障害」が 79,344 人と、

知的障害のある児童がおよそ 6 割を占めている。 
� 1975 年 9 月 5 日児発第 576 ྕ「特別児童扶養手当

等の支給に関する法律施行令別表第 3 における障害の

認定について」が発ฟされ、認定要㡿の別ῧ 1 として

詳細な認定基準が示されている。その୰の精神障害（一

㒊グ㍕）と、知的障害、発達障害に関する内ᐜは以下

の㏻りである。 
࠙精神の障害ࠚ 
精神の障害による障害の程度は、ḟにより認定する。 
1� 認定基準 
精神の障害は、「統合ኻㄪ、統合ኻㄪᆺ障害及びዶ

性障害」、「Ẽ分(感)障害」、「≧性をྵࡴჾ㉁性

精神障害」、「てんかん」、「知的障害」、「発達障害」に

༊分する。 
D 知的障害 
(1)� 知的障害とは、知的ᶵ能の障害が発達期(おおࡴ

ࡡ 18 歳まで)にあらわれ、日ᖖ生άに持続的な支障が

生じているため、ఱらかの特別なຓを必要とする≧

ែにあるものをいう。 
(2)� ྛ等級に┦当すると認められるものを一㒊例示

するとḟのとおりである。 

1 級 
知的障害があり、㣗事や身のまわりのことを行うのに

㠃的なຓが必要であって、かつ、ヰによる意ᛮ

の㏻が不可能かⴭしくᅔ㞴であるため、日ᖖ生άが

ᅔ㞴でᖖ時ຓを必要とするもの 
2 級 
知的障害があり、㣗事や身のまわりのことなどの基本

的な行Ⅽを行うのにຓが必要であって、かつ、ヰ

による意ᛮの㏻が⡆༢なものに限られるため、日ᖖ

生άにあたってຓが必要なもの 
 

なお、この場合における精神発達㐜の 1 級と 2 級

の程度を例示すれࡤ、ᶆ準された知能᳨査による知

能指数がおおࡡࡴ 35 以下のものが 1 級に、おおࡡࡴ

50 以下のものが 2 級に┦当すると考えられる。 
(3)� 知的障害の認定に当たっては、知能指数のࡳに╔

║することなく、日ᖖ生άのさまࡊまな場㠃における

ຓの必要度を຺して⥲合的に判᩿する。また、知

的障害とその他認定の対象となる精神ᝈがేᏑして

いるときは、ే合認定のྲྀᢅいは行わず、ㅖ≧を⥲

合的に判᩿して認定する。 
(4)� 日ᖖ生ά能ຊ等の判定に当たっては、身体的ᶵ能

及び精神的ᶵ能を考៖の上、♫的な適応性の程度に

よって判᩿するようດめる。 
 
E� 発達障害 
(1)� 発達障害とは、自㛢、ス࢞ࣝ࣌ーೃ⩌その

他のᗈỗ性発達障害、Ꮫ⩦障害、ὀ意Ḟ㝗ከື性障害

その他これに類する⬻ᶵ能の障害であってその≧が

㏻ᖖప年㱋において発現するものをいう。 
(2)� 発達障害については、たとえ知能指数が高くても

♫行ືやࢽ࣑ࣗࢥケーࣥࣙࢩ能ຊの障害により対人

関係や意ᛮ㏻を円に行うことができないために日

ᖖ生άにⴭしい制限を受けることに╔目して認定を行

う。また、発達障害とその他認定の対象となる精神

ᝈがేᏑしているときは、ే 合認定のྲྀᢅいは行わず、

ㅖ≧を⥲合的に判᩿して認定する。 
(3)� ྛ等級に┦当すると認められるものを一㒊例示

するとḟのとおりである。 
1 級 
発達障害があり、♫性やࢽ࣑ࣗࢥケーࣥࣙࢩ能ຊが

Ḟዴしており、かつ、ⴭしく不適応な行ືがぢられる

ため、日ᖖ生άの適応がᅔ㞴でᖖ時ຓを必要とす
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るもの 
2 級 
発達障害があり、♫性やࢽ࣑ࣗࢥケーࣥࣙࢩ能ຊが

ஈしく、かつ、不適応な行ືがぢられるため、日ᖖ生

άの適応にあたってຓが必要なもの 
(4)� 日ᖖ生ά能ຊ等の判定に当たっては、身体的ᶵ能

及び精神的ᶵ能を考៖の上、♫的な適応性の程度に

よって判᩿するようດめる。 
 

デ᩿᭩は「特別児童扶養手当認定デ᩿᭩（知的障害・

精神障害⏝）」を⏝いるが、数್等のᐈほ的基準はと

んどない。現行ᵝᘧでは「現」にྵまれ項目として

「շ知的障害等（知能᳨査あるいは発達᳨査による判

定（重度、重度、୰度、軽度）」等、ո発達障害関㐃

≧、չ意㆑障害、պ精神≧、ջၥ㢟行ື及び⩦Ⓑ、

ռ性格特ᚩ、ս日ᖖ生ά能ຊの程度（「1 㣗事」「2 Ὑ

㠃」「3 ἥ」「4 ⾰᭹」「5 入ᾎ」「6 ༴㝤≀」「7 ╧╀」

の 7 項目についての能ຊ程度を基本的に「ຓ」「༙

ຓ」「自❧」など 3～4 ẁ㝵でホ౯）վ要ὀ意度（3
ẁ㝵でホ౯）տ医Ꮫ的⥲合判定がある。ոչպջは当

てはまるものにࢡࢵ࢙ࢳをし、ռտはグ㏙するように

なっている。 
本田⚽ኵら（2021）は「特別児童扶養手当（精神の

障害）の認定事務の適正にྥけたㄪ査◊✲」の୰で、

「現」の「ս日ᖖ生ά能ຊの程度」は㸵項目のいず

れもが重度ないし最重度の知的障害児でない限りᏛ童

期以上になれࡤ「自❧」とホ౯できる可能性が高く、

知的障害のない発達障害等においてはこれらの項目で

は日ᖖ生άにおける家᪘など養育のᅔ㞴さ、ᅔり感・

ᅔり度をᫎできておらず、「ຓ」「༙ຓ」「自❧」

のఱれかにホ౯も年㱋に不┦応なỈ準なのかどうかわ

からないと指摘している。また、発達障害や精神ᝈ

による認定申請が増加してきた現在、IQ（知能指数）

や DQ（発達指数）にὀ目するࡔけではྛ精神ᝈの

特性による⥲合的な重度をᢕᥱすることが㞴しく、

「վ要ὀ意度」の 3 ẁ㝵ホ౯では୰間の㑅ᢥ⫥を㑅ᢥ

する可能性が高くなる可能性があるとしている。 
� このように、認定要㡿やデ᩿᭩を概ほすると、㔞

にጤࡡられている㒊分がከく、審査基準が᫂☜とはゝ

い㞴い。 
 
�．㞀ᐖ児ࢆᢪࡿ࠼ᐙᗞࡢᨭฟとẕぶࡢᑵປ�

さて、一方で障害児を養育する家庭の支ฟに目をྥ

けると、養育に係る㈝⏝やそれを⿵ሸするぶ、特に母

ぶのᑵ労にはᅔ㞴があることがわかる。 
田୰（2020）は知的障害者家᪘を対象とした家計ㄪ

査を行っているが、その୰で障害児ケにかかる㈝⏝

の᳨ウを行っている。ㄪ査対象は 36 ྡでᑵᏛ前 4 ྡ、

ᑠᏛ生 15 ྡ、୰Ꮫ生 8 ྡ、高ᰯ生 9 ྡ、⒪育手ᖒの

等級は重度 23 ྡ、୰度 5 ྡ、軽度 7 ྡ、㠀該当 1 ྡ

である。支ฟ合計は「日୰άື」「特別ฟ㈝」「スࢵࢺ

などで平ᆒ「家᪘等分」「本人支ฟ」「ࢡ 1 ࣨ月 92149.8
円であり、現行の特別児童扶養手当額を上ᅇっている。 

同ㄪ査では、障害にかかる㏣加㈝⏝のᏑ在が認めら

れ、重度は「福祉ࢧーࣅス⏝㈝・実㈝」、୰度は「Ꮫ

ᰯ経㈝」、軽度「⩦い事」の支ฟなど、障害の程度に

より異なるものの、Ꮚどもの障害の軽ῶやᡂ長を目的

とする♫資※が┦対的にᡂ人期よりもከくά⏝され

ていることを㏙ている。また、୰Ꮫ生以上の一⯡に

高額なᩍ育㈝がかかる時期においては、障害児のᩍ育

㈝は┦対的にప額な支ฟにとどまるものの、ᑠᏛ生で

は障害がない場合よりも支ฟが高額であることを示し

ている。 

表1　教育費年額における障害児と一般の比較
(単位：円）

田中氏の調査 全国生計費調査
就学前 1�������� 1������
小学生 ����1�2�0 2����0���
中学生 �2��80��2 ��1�1����
高校生 40��0�0�4 �1�����

田中（2020）「知的障害者家族の貧困」p48  
その理由として、田୰はカ⦎や⩦い事等のᑓ㛛的♫

資※の೫在を指摘している。居住する地域内に医

⒪ᶵ関が↓く⛣ື㊥㞳が長くなることや、障害児のカ

⦎や㏻ᅬの間、きࡻうࡔいが時間を㐣ࡈしたり、きࡻ

うࡔいを㡸けるための㏣加㈝⏝がかかることなども支

ฟのከさと関㐃けている。 
� 障害児の母ぶのᑵᴗ≧ἣについては、ᮌ（2019）
が特別児童支Ꮫᰯ在⡠児の母ぶのᑵᴗ率と、国民生

ά基♏ㄪ査の一⯡の母ぶのᑵᴗ率（厚生労働省 2017）
をẚ㍑し、障害児の母ぶのᑵᴗ率の方がపいことを᫂

らかにしている。障害児のᑠᏛ 1～3 年生の母ぶのᑵ

ᴗ率は 42.6％であったが、一⯡の母ぶはᑠᏛ 1 年生に

該当する 6 歳で 71％であった。障害児の母ぶの「↓⫋」
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のなかで 6 割がᑵᴗをᕼᮃしていたものの実現に⮳っ

ていないが、理由として、対象児のຓ度の高さや♫

からの母ぶのᏊ育てのᙺ割意㆑がᙳ㡪しており、

事を制限することに⧅がると考えられていた。 
また、田୰（2020）は障害児を育てる母ぶのᑵ労ಁ

進する要ᅉとしてᨺㄢ後等ࢧࢹーࣅスをはじめとす

る福祉ࢧーࣅス、♽父母による༠ຊをᣲࡆているが、

♽父母による༠ຊは࢛ࣇࣥー࣐ࣝであり、その関係

性や障害の理ゎ、家庭⎔ቃにᕥྑされ、また福祉ࢧ

ーࣅスについてもኪ間時間ᖏの⏝、Ꮫᰯとࢧーࣅス

事ᴗ者や自Ꮿの⛣ື、Ꮚ౪のẼの対応などさまࡊ

ま制約があるとしている。また、Ụᑼ（2014）は障害

児の母ぶのᑵ労について᳨ウした国内外の◊✲を⥲ぴ

し、これまでの知ぢをまとめているが、特に国内の◊

✲から障害児の母ぶにおいてᑵ労ᅔ㞴がࡳられ、その

背景にはᏊどものケに関わる♫的資※の不㊊をは

じめとしてさまࡊまな要ᅉがᏑ在していることを示し

ている。 
� このように、障害児を養育する家庭において、障害

児ケにかかる㈝⏝は、年㱋により異なり、また、障

害児本人の行ືにかかる支ฟࡔけでなく、きࡻうࡔい

の㡸けඛや、㏻㈝など本人をྵࡴ生άにかかる㈝⏝

など、表にぢえにくい支ฟがあることがわかる。また、

養育者である、特に母ぶはその⎔ቃからᑵ労したくて

もできない、あるいは、ᙺ割意㆑等から自らᑵ労を᥍

える実があり、現実には障害児の養育には୪ࠎなら

≦ⱞ労があることが᥎察される。そのような家庭のࡠ

ἣにおいて、特別児童扶養手当は当該児童ࡔけでなく、

その家᪘においても重要な意味を持つ。そして、自❧、

♫ཧ加をྵࡴ障害児の「福祉の増進を図ること」に

ᐤすると考えられる。そのためには、障害児の養育

者が不公平感を感じないよう、地域による格差のない、

適正な支給の判᩿が⫢要である。 
 
�．බᖹឤ࠸࡞ࡢ㐺ṇ࡞ᇶ‽�

一⯡♫ᅋ法人国手をつなࡄ育ᡂ㐃合は 2021
年 9 月 16 日に特別児童扶養手当の審査基準を᫂☜

するとともに、国の審査実ែを細にㄪ査すること

が不可Ḟであるとし、地域差が認められる場合には適

切な審査基準を設定した上で、国において一ᣓして審

査する方ᘧのᑟ入の᳨ウをする必要があるとኌ᫂をฟ

している。平ᡂ 29 年度～平ᡂ 30 年度厚生労働省行政

᥎進ㄪ査事ᴗ㈝⿵ຓ金（障害者政⟇⥲合◊✲事ᴗ）に

て行われた「特別児童扶養手当等（精神の障害）のㄢ

㢟分ᯒと実を図るためのㄪ査◊✲」の୰でも、当該

手当に地域間格差があることが᫂らかにされ、現行特

別児童扶養手当認定デ᩿᭩（知的障害・精神の障害⏝）

ᵝᘧのၥ㢟点をὙいฟしている。また、特別児童扶養

手当および障害児福祉手当の申請デ᩿᭩をグ㍕する㝿、

治医がఱを᭩くきかᢕᥱすることを支し、より

具体的なデ᩿᭩సᡂにᐤするというᡂᯝが上がるこ

とを期ᚅして、特別児童扶養手当認定デ᩿᭩（知的・

精神の障害⏝）のᨵ定⣲のᥦがなされた。厚生労

働省はこれらを基に、支給判定格差を正すく、精

神・知的・発達障害について判定の指㔪（ࣛࢻ࢞

ࣥ）を定める方㔪をᅛめ、2024 年度以㝆にᑟ入するぢ

㏻しとしている。 
後の不公平感のない適正な基準のᑟ入がᮃまれる。 
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厚生労働省（2017）「平ᡂ 29 年国民生ά基♏ㄪ査の概

要」 
厚生労働省「厚生統計要ぴ令 4 年度� 第 3 ⦅� ♫

福祉� 第 2 ❶� 児童福祉・母Ꮚ福祉� 特別児童扶養手

当受給者数・支給対象障害児数㸪年度別」 
㰻⸨万ẚ࿅ら（2019）「特別児童扶養手当等（精神の

障害）のㄢ㢟分ᯒと実を図るためのㄪ査◊✲」平ᡂ

29 年度～平ᡂ 30 年度厚生労働省行政᥎進ㄪ査事ᴗ㈝

⿵ຓ金（障害者政⟇⥲合◊✲事ᴗ） 
㟼ᒸ新聞（日ห）令 3 年 8 月 30 日「障害児手当却

下 10 年で 3 倍」 
田୰ᬛᏊ（2020）「知的障害者家᪘の㈋ᅔ� 㸫家᪘に

౫Ꮡするケ」法律ᩥ♫ 
ᮌ⿱実（2019）「Ꮫ㱋期の障害児を育てる母ぶのᑵ

ᴗについての実ែㄪ査㸫ᑵᴗᙧែ別のẚ㍑に↔点を当

てて」厚生の指ᶆ 66（7）㸪26-35 
ᮌ⿱実（2020）「Ꮫ㱋期の障害児を育てる母ぶのᑵ
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のなかで 6 割がᑵᴗをᕼᮃしていたものの実現に⮳っ

ていないが、理由として、対象児のຓ度の高さや♫

からの母ぶのᏊ育てのᙺ割意㆑がᙳ㡪しており、

事を制限することに⧅がると考えられていた。 
また、田୰（2020）は障害児を育てる母ぶのᑵ労ಁ

進する要ᅉとしてᨺㄢ後等ࢧࢹーࣅスをはじめとす

る福祉ࢧーࣅス、♽父母による༠ຊをᣲࡆているが、

♽父母による༠ຊは࢛ࣇࣥー࣐ࣝであり、その関係

性や障害の理ゎ、家庭⎔ቃにᕥྑされ、また福祉ࢧ

ーࣅスについてもኪ間時間ᖏの⏝、Ꮫᰯとࢧーࣅス

事ᴗ者や自Ꮿの⛣ື、Ꮚ౪のẼの対応などさまࡊ

ま制約があるとしている。また、Ụᑼ（2014）は障害

児の母ぶのᑵ労について᳨ウした国内外の◊✲を⥲ぴ

し、これまでの知ぢをまとめているが、特に国内の◊

✲から障害児の母ぶにおいてᑵ労ᅔ㞴がࡳられ、その

背景にはᏊどものケに関わる♫的資※の不㊊をは

じめとしてさまࡊまな要ᅉがᏑ在していることを示し

ている。 
� このように、障害児を養育する家庭において、障害

児ケにかかる㈝⏝は、年㱋により異なり、また、障

害児本人の行ືにかかる支ฟࡔけでなく、きࡻうࡔい

の㡸けඛや、㏻㈝など本人をྵࡴ生άにかかる㈝⏝

など、表にぢえにくい支ฟがあることがわかる。また、

養育者である、特に母ぶはその⎔ቃからᑵ労したくて

もできない、あるいは、ᙺ割意㆑等から自らᑵ労を᥍

える実があり、現実には障害児の養育には୪ࠎなら

≦ⱞ労があることが᥎察される。そのような家庭のࡠ

ἣにおいて、特別児童扶養手当は当該児童ࡔけでなく、

その家᪘においても重要な意味を持つ。そして、自❧、

♫ཧ加をྵࡴ障害児の「福祉の増進を図ること」に

ᐤすると考えられる。そのためには、障害児の養育

者が不公平感を感じないよう、地域による格差のない、

適正な支給の判᩿が⫢要である。 
 
�．බᖹឤ࠸࡞ࡢ㐺ṇ࡞ᇶ‽�

一⯡♫ᅋ法人国手をつなࡄ育ᡂ㐃合は 2021
年 9 月 16 日に特別児童扶養手当の審査基準を᫂☜

するとともに、国の審査実ែを細にㄪ査すること

が不可Ḟであるとし、地域差が認められる場合には適

切な審査基準を設定した上で、国において一ᣓして審

査する方ᘧのᑟ入の᳨ウをする必要があるとኌ᫂をฟ

している。平ᡂ 29 年度～平ᡂ 30 年度厚生労働省行政

᥎進ㄪ査事ᴗ㈝⿵ຓ金（障害者政⟇⥲合◊✲事ᴗ）に

て行われた「特別児童扶養手当等（精神の障害）のㄢ

㢟分ᯒと実を図るためのㄪ査◊✲」の୰でも、当該

手当に地域間格差があることが᫂らかにされ、現行特

別児童扶養手当認定デ᩿᭩（知的障害・精神の障害⏝）

ᵝᘧのၥ㢟点をὙいฟしている。また、特別児童扶養

手当および障害児福祉手当の申請デ᩿᭩をグ㍕する㝿、

治医がఱを᭩くきかᢕᥱすることを支し、より

具体的なデ᩿᭩సᡂにᐤするというᡂᯝが上がるこ

とを期ᚅして、特別児童扶養手当認定デ᩿᭩（知的・

精神の障害⏝）のᨵ定⣲のᥦがなされた。厚生労

働省はこれらを基に、支給判定格差を正すく、精

神・知的・発達障害について判定の指㔪（ࣛࢻ࢞

ࣥ）を定める方㔪をᅛめ、2024 年度以㝆にᑟ入するぢ

㏻しとしている。 
後の不公平感のない適正な基準のᑟ入がᮃまれる。 
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―いじめ防止教育に着目して― 
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Mai Toyama 

 
 
 

はじめに 

1980 年代半ばからいじめによる自死が社会問題と

してたびたび取り上げられるようになった。また、

2013 年には「いじめ防止対策推進法」が成立・施行さ

れ、いじめの防止・対策を講じることは国家・地方公

共団体・学校などの責務であるとされた。文部科学省

の調査によると 2022 年度のいじめ認知件数は 68 万

1948 件と過去最多を記録した。また、そのうち重大事

態となったいじめ件数は 923 件で、過去最多を記録し

ており、こちらも増加している。学校はいじめを積極

的に認知し、早期解消に努める一方で深刻な被害を把

握するまで学校がいじめとして捉えていない報告も上

がっており、学校の不適切な対応も浮き彫りになって

いる。 

このような文部科学省によるいじめに関する法律や

調査は対象が小学校以降に適用されるものであり、そ

れよりも年齢が低い幼児は適用の範囲外となっている。 
しかしながら、2021 年に大津市で公立保育園在籍時に

生じたいじめ事案に関して調査の申し入れがあり、第

三者委員会による調査が行われた。市の第三者委員会

は 6 日、服装をからかう行為や児童を叩く行為など計

11 件をいじめと認定した。この事案に関して浦田

（2023）は「小学校就学前においてもいじめが存在す

るということを公認」したと述べており、保育者がい

まいちど、いじめに関する見識を深めることを示唆し

ている。 
本稿ではこれまでの幼児期におけるいじめ研究につい

て概観し、幼児期のいじめ防止教育について検討した

い。1 
 

1 静岡福祉大学非常勤講師 

幼児期のいじめについて 

幼児期のいじめに関して、深谷（1996）が幼児期には

一般に、単発的なケンカや攻撃行動はみられるが、い

じめは成立しないという見解を示しているように過去

においては幼児期においていじめは存在しないという

考え方があった。橋本（2022）は『幼稚園教育要領解

説』でいじめに関してどのような指導・援助が記載さ

れているかを内容分析した。その結果、『幼稚園教育要

領解説』では子ども同士で起こる対人トラブルを「け

んか」や「いざこざ」といった言葉で表現しており、

それらを社会性発達の機会と好意的に受け止めている

ことを示唆している。また、牧（2001）らは相手を不

快にさせたり困らせたりする攻撃的な行為に、それが

冗談であることをほのめかす遊戯的なサインが伴われ

た行為を「からかい」とし、5 歳児の自由遊び場面の

観察を実施して、幼児の遊びにおけるからかいの機能

について分析した。その結果、からかいは幼児の遊び

の場面では日常的に様々な形で行われ、遊び仲間を形

成したり、遊びを盛り上げたりするうえで重要な役割

を果たしていることが示唆された。また、遠藤ら

（1997a）は幼児期の「日常生活で起こる様々なトラ

ブルを『いじめの芽』として捉え、それを『摘む』と

いう発想で指導を行ったとしたら幼児期の自己認識や

相手への思いやりを育てることはできない」と述べて

いる。 
このように、幼児期の対人トラブルには子どもが人

との関わりを学んだり、社会性の発達の機会とする見

方があり、小学生以降のいじめの考え方と異なってい

た。そのため、小学生以降の「いじめの芽を摘む」指

導は幼児期の対人トラブルに対する対応としては適さ
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ないと考えられてきた。 
 しかし、␊山ら（2003）は「幼児期に見られる攻撃・

ᣄྰ的行動が、いじめとしての要⣲をᣢつかどうかに

ついて検討すること」、「いじめ場面に見られる幼児の

仲間関ಀについて検討すること」、「いじめとしての性

㉁をᣢつとุ᩿された攻撃・ᣄྰ的行動のࢻ࣮ࢯࣆ࢚

の記述からいじめの様態について検討すること」、「い

じめに対する保育者の対応について検討すること」を

目的として、年㛗児のࢡラࢫを 1 年間にわたって観察

を行った。その結果≉定のዪ児に対して行われた攻

撃・ᣄྰ的行動が、いじめの要⣲をᣢっていたことか

ら、幼児期にもいじめとしての性㉁をᣢつ行動が見ら

れることが᫂らかにされた。また、ᮧ田ら（1998）は

「いじめ」の㉮りと捉えられる言動が見られることを

報告している。 
また、遠藤ら（1997a）も、幼児を対象にいじめに関

する⪺き取り調査を行い、ᅇ⟅の୰に、「ఱだかいじめ

たくなるときがある」といった「見過ࡈすことができ

ないᅇ⟅」があることをᣲげ、「自分とは『異㉁と思わ

れる者』に対して、あるいは、『ᙅい立場の者』に対し

て攻撃的な態度を取ったり、᩺したりすることがあ

るとれば大きな問題である」といじめに発ᒎしうるྍ

能性があることを示唆している。 
これらのことから、過去に幼児期のおいてはいじめ

は成立しないと考えられており、幼児期における対人

トラブルは社会性の発達の観Ⅼから好機と捉えられて

いた。しかし、㏆年の研究から幼児期においてもいじ

めは存在すること、対人トラブルの୰にはいじめに発

ᒎしうるものもྵまれていることが᫂らかとなってき

た。そして、2021 年には小学校以降のいじめ重大事態

にヱᙜするようないじめ事案が発生したのである。 
 

幼児ᩍ⫱にࡿࡅ࠾いじめのᑐᛂ 

遠藤ら（1997E）は保育者が保育の୰で子ども同士

の「見過ࡈすことができない」事に着目し、「見過ࡈ

すことができない行為」の内容分析を行い、保育者の

指導について考察している。その୰で、」数の子౪が

一人に対して本人にᝏཱྀを言ったり、「ᡓいࡈっこ」と

⛠して一人に対して」数が攻撃する場面を「見過ࡈす

ことができない」場面として取り上げ、「保育者が『見

過ࡈすことができない』とឤじるのは、その行為に『༴

機ឤ』をឤじているからである。この『༴機ឤ』を大

切にしたい。㏉せば、その一方で子どもたちがᑗ᮶

的にいじめに発ᒎしうる場面に㐼ったときに適切に対

ฎできるよう、「幼児の行為が行き過ࡂたときに『見過

せない』とឤじる目を、一人一人の保育者がᣢたなࡈ

ければならない」と述べている。また、᳃田（2017）
はいじめ防止のために、幼児期からの教員の指導が重

要であるとし、「教員の日々の子どもたちへの᥋し方、

子どもたちの関ಀ把握、それにᇶ࡙く的☜な指導」が

ᚲ要であるとしている。 
つまり、幼児期においては人間関ಀでのトラブルは

幼児期の成㛗過⛬で起こりうるもので、それらは社会

性を育む好機である一方、時にはそれが行き過ࡂた行

為である場ྜは小学校以降のいじめと同様の要⣲が生

まれるྍ能性がある。そのような場ྜには保育者の適

切な入、指導がᚲ要であると考えられる。これらの

いじめの要⣲をྵむかྵまないかの見極め、指導の方

法➼については᫂☜には示されておらࡎ、ಶ々の事

によってุ᩿が異なり、保育者の観によるもので⤒

㦂や㈨㉁に大きくᕥྑされやすいと考えられる。 
大津市の子どもをいじめからᏲる委員会報告᭩

（2022）によると、「ᙜヱ幼児ཬび保ㆤ者からの『い

じめられている』といったッえ、不Ᏻに対して、ᙜヱ

保育園の認識は『成㛗過⛬でありᚓること』『ちࡻっか

いのฟしྜい』『よくあるトラブル』といったとらえ方

であった」とあり、保育士の観が大きくᙳ㡪してい

ることが᫂らかとなっている。保育士のㄗった捉え方

をした⫼ᬒの一ᅉとして報告᭩では過去の幼児期のい

じめは成立しないという認識は、「幼児期もいじめは生

じᚓる」という知見にᨵまっているが、そのような知

見に関する研ಟがஈしく、保育現場、行ᨻでの認識が

ᨵまっていないことが指摘されている。さらに、大津

市の子どもをいじめからᏲる委員会（2022）によると、

ᙜヱ園児はいじめによる⢭⚄的ⱞ③から不Ⓩ園≧態と

なった。前田（1995）は幼稚園年୰児と年㛗児の୧時

Ⅼおよび幼稚園年㛗児と小 1 の୧時Ⅼにおいて࢜ࢩࢯ

࣓トࣜࢡࢵ指ྡ法とホ定法ཬび社会的行動≉ᚩの仲間

知ぬ指ྡ法を実施し、仲間関ಀとᏙ⊂ឤについて検討

した。その結果仲間からᣄྰされるといった不‶㊊な

仲間関ಀを⥅⥆的に⤒㦂すると幼児や小学校低学年で

もᏙ⊂ឤをឤじたり自ᑛᚰを低ୗさせるྍ能性がある

ことを指摘しており、これらを防ࡄためには大人の

入がᚲ要であることを示唆している。これらのことか

ら、幼児期におけるいじめの要⣲をྵんだ対人トラブ

ルにおいて、そのトラブルがいじめの要⣲をྵんだも
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ないと考えられてきた。 
 しかし、␊山ら（2003）は「幼児期に見られる攻撃・

ᣄྰ的行動が、いじめとしての要⣲をᣢつかどうかに

ついて検討すること」、「いじめ場面に見られる幼児の

仲間関ಀについて検討すること」、「いじめとしての性

㉁をᣢつとุ᩿された攻撃・ᣄྰ的行動のࢻ࣮ࢯࣆ࢚

の記述からいじめの様態について検討すること」、「い

じめに対する保育者の対応について検討すること」を

目的として、年㛗児のࢡラࢫを 1 年間にわたって観察

を行った。その結果≉定のዪ児に対して行われた攻

撃・ᣄྰ的行動が、いじめの要⣲をᣢっていたことか

ら、幼児期にもいじめとしての性㉁をᣢつ行動が見ら

れることが᫂らかにされた。また、ᮧ田ら（1998）は

「いじめ」の㉮りと捉えられる言動が見られることを

報告している。 
また、遠藤ら（1997a）も、幼児を対象にいじめに関

する⪺き取り調査を行い、ᅇ⟅の୰に、「ఱだかいじめ

たくなるときがある」といった「見過ࡈすことができ

ないᅇ⟅」があることをᣲげ、「自分とは『異㉁と思わ

れる者』に対して、あるいは、『ᙅい立場の者』に対し

て攻撃的な態度を取ったり、᩺したりすることがあ

るとれば大きな問題である」といじめに発ᒎしうるྍ

能性があることを示唆している。 
これらのことから、過去に幼児期のおいてはいじめ

は成立しないと考えられており、幼児期における対人

トラブルは社会性の発達の観Ⅼから好機と捉えられて

いた。しかし、㏆年の研究から幼児期においてもいじ

めは存在すること、対人トラブルの୰にはいじめに発

ᒎしうるものもྵまれていることが᫂らかとなってき

た。そして、2021 年には小学校以降のいじめ重大事態

にヱᙜするようないじめ事案が発生したのである。 
 

幼児ᩍ⫱にࡿࡅ࠾いじめのᑐᛂ 

遠藤ら（1997E）は保育者が保育の୰で子ども同士

の「見過ࡈすことができない」事に着目し、「見過ࡈ

すことができない行為」の内容分析を行い、保育者の

指導について考察している。その୰で、」数の子౪が

一人に対して本人にᝏཱྀを言ったり、「ᡓいࡈっこ」と

⛠して一人に対して」数が攻撃する場面を「見過ࡈす

ことができない」場面として取り上げ、「保育者が『見

過ࡈすことができない』とឤじるのは、その行為に『༴

機ឤ』をឤじているからである。この『༴機ឤ』を大

切にしたい。㏉せば、その一方で子どもたちがᑗ᮶

的にいじめに発ᒎしうる場面に㐼ったときに適切に対

ฎできるよう、「幼児の行為が行き過ࡂたときに『見過

せない』とឤじる目を、一人一人の保育者がᣢたなࡈ

ければならない」と述べている。また、᳃田（2017）
はいじめ防止のために、幼児期からの教員の指導が重

要であるとし、「教員の日々の子どもたちへの᥋し方、

子どもたちの関ಀ把握、それにᇶ࡙く的☜な指導」が

ᚲ要であるとしている。 
つまり、幼児期においては人間関ಀでのトラブルは

幼児期の成㛗過⛬で起こりうるもので、それらは社会

性を育む好機である一方、時にはそれが行き過ࡂた行

為である場ྜは小学校以降のいじめと同様の要⣲が生

まれるྍ能性がある。そのような場ྜには保育者の適

切な入、指導がᚲ要であると考えられる。これらの

いじめの要⣲をྵむかྵまないかの見極め、指導の方

法➼については᫂☜には示されておらࡎ、ಶ々の事

によってุ᩿が異なり、保育者の観によるもので⤒

㦂や㈨㉁に大きくᕥྑされやすいと考えられる。 
大津市の子どもをいじめからᏲる委員会報告᭩

（2022）によると、「ᙜヱ幼児ཬび保ㆤ者からの『い

じめられている』といったッえ、不Ᏻに対して、ᙜヱ

保育園の認識は『成㛗過⛬でありᚓること』『ちࡻっか

いのฟしྜい』『よくあるトラブル』といったとらえ方

であった」とあり、保育士の観が大きくᙳ㡪してい

ることが᫂らかとなっている。保育士のㄗった捉え方

をした⫼ᬒの一ᅉとして報告᭩では過去の幼児期のい

じめは成立しないという認識は、「幼児期もいじめは生

じᚓる」という知見にᨵまっているが、そのような知

見に関する研ಟがஈしく、保育現場、行ᨻでの認識が

ᨵまっていないことが指摘されている。さらに、大津

市の子どもをいじめからᏲる委員会（2022）によると、

ᙜヱ園児はいじめによる⢭⚄的ⱞ③から不Ⓩ園≧態と

なった。前田（1995）は幼稚園年୰児と年㛗児の୧時

Ⅼおよび幼稚園年㛗児と小 1 の୧時Ⅼにおいて࢜ࢩࢯ

࣓トࣜࢡࢵ指ྡ法とホ定法ཬび社会的行動≉ᚩの仲間

知ぬ指ྡ法を実施し、仲間関ಀとᏙ⊂ឤについて検討

した。その結果仲間からᣄྰされるといった不‶㊊な

仲間関ಀを⥅⥆的に⤒㦂すると幼児や小学校低学年で

もᏙ⊂ឤをឤじたり自ᑛᚰを低ୗさせるྍ能性がある

ことを指摘しており、これらを防ࡄためには大人の

入がᚲ要であることを示唆している。これらのことか

ら、幼児期におけるいじめの要⣲をྵんだ対人トラブ

ルにおいて、そのトラブルがいじめの要⣲をྵんだも
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のかどうかもྵめ、保育者のุ᩿にࡺだࡡられている。

そしてそれらのุ᩿や対応をㄗった場ྜ、その子ども

のᚋの成㛗に大きくᙳ㡪をえるྍ能性も考えられ

るのである。 
 

幼児ࢆᑐ㇟ࡓࡋいじめの◊✲ 

このように、幼児期にいじめがあるという事実は立

ドされており、保育現場におけるいじめに対する認識、

や対応に関しては検討されなければならない時期に

᮶ていると考えられる。しかし、学校現場においてい

じめを積極的に認知し、いじめ認知件数が年々上᪼し、

いじめに関する研究が様々な観Ⅼから行われている一

方で、幼児を対象としたいじめに関する研究は発ᒎ㏵

上のままである。橋本（2022）は幼児期の「いじめ」

に関する文⊩分析を行い、いじめ認知件数の推⛣から、

いじめの認知件数が低学年に多くなっていることに着

目し、そのような≧ἣにもかかわらࡎ、幼児期の「い

じめ」に関する文⊩がᑡないことから、幼児期の「い

じめ」への関ᚰの低さを指摘している。そして、小学

校低学年で多発する「いじめ」問題をᑡしでもῶᑡさ

せていくためには、「幼児期における『いじめ』のⴌ芽

を、自↛な成り行きに௵せて┳過することは」チされ

ないことであること、そして、保育現場では『いじめ』

防止にఱらかの方向性をもって保育にあたるべき」で

あることを示唆している。また、遠藤ら（1997E）は

「思期に見られるいじめの解Ỵ方策をồめるには、

㛗期的発達的などⅬからいじめ問題を考え、人᱁形成

のᇶ♏をᇵう幼児期にఱを育てておかなければならな

いかをᢚえおくことがᚲ要」と述べており、小学校以

降のいじめ防止の観Ⅼからも幼児期のいじめに関して

実態の把握や、対応や防止教育について検ドしていく

ことがᚲ要であると考える。 
 

幼児のいじめࣝ࢟ࢫࣝࣕࢩ࣮ࢯの㛵㐃 

大津市の子どもをいじめからᏲる委員会（2022）に

よると、ᙜ事案のいじめ被害の一ᅉとして「対人関ಀ

上の࢟ࢫルの不㊊」があげられている。また、␊山ら

（2003）の研究においても被害ዪ児のࢽ࣑ࣗࢥケ࣮ࢩ

ࣙン࢟ࢫルの低さを指摘している。また、大対ら

（2002）は対人ⴱ藤場面における問題解Ỵ課題を用い

て、社会的࢟ࢫルの㧗い幼児と低い幼児をẚ㍑した。

その結果、社会的࢟ࢫルが㧗い幼児は積極的に問題解

Ỵをしようとする方法を㑅ᢥできるഴ向があることを

᫂らかにした。遠藤ら（1997a）はいじめの芽の早期

発見の保育者の観察のどⅬとして、「『自分のឤをᢚ

えきれࡎ、࿘囲に攻撃的な行動をとったり、対に౫

存的な態度をとったりして、࿘囲の≧ἣの୰で適切な

行動をとることができない』といったጼはないか」と

いうⅬをᣲげ、ࣕࢩ࣮ࢯル࢟ࢫルの低さの現れがいじ

めの芽の手がかりにつながることを示唆している。ま

た、☾部ら（2003）は幼児を対象に↓どや仲間はࡎれ

といった関ಀ性攻撃と社会的࢟ࢫルの関ಀについて検

討した。その結果、関ಀ性攻撃を㧗く示す子どもはつ

律性࢟ࢫルが低いことやዪ児においては形成࢟ࢫ

ルが低いことが᫂らかとなった。 
これらのことより、社会的࢟ࢫルの低い子どもはい

じめの要⣲をྵんだ対人トラブルにᕳき㎸まれやすい

ことが考えられる。それは加害ഃ、被害ഃどちらにお

いてもそのྍ能性が考えられる。㏫説的に考えると社

会的࢟ࢫルの低さがいじめの要⣲をྵんだ対人トラブ

ルに発ᒎしうる要ᅉの一つとも考えられる。したがっ

て、社会的࢟ࢫルを⋓ᚓすることはいじめの要⣲をྵ

んだ対人トラブルを防ྍࡄ能性も考えられるのである。 
 
いじめண㜵ࡋての㞟ᅋࣝ࢟ࢫࣝࣕࢩ࣮ࢯᩍ⫱ 

これまで、小学生以上を対象にしたᚰ⌮教育やいじ

め防止教育は様々な現場で実㊶されており、そのຠ果

について検討されてきている。その୰の一つとして㞟

団ࣕࢩ࣮ࢯル࢟ࢫル教育がᣲげられる。小ᯘら（2017）
は୰学生を対象に㞟団 66T を行い、ࣞ と࣮ࢩン࢚ࣜࢪ

社会的࢟ࢫルと関ಀについて調査した。その結果、ࣞ

ルとの間に相関があること࢟ࢫと社会的࣮ࢩン࢚ࣜࢪ

が᫂らかになり、66T によって࢚ࣞࣜࢪンࢫが向上し

たことが᫂らかとなった。また、బ㔝（2010）は小学

6年生を対象にࣕࢩ࣮ࢯル࢟ࢫル教育を1年間行った。

その結果、学⣭内での対人トラブルがῶᑡし、学⣭‶

㊊度が上᪼し、ぶ的な学⣭㞟団になっているとの分

析結果を示している。また、㊊立ら（2015）は小学生

2 年生の学⣭を対象にࣕࢩ࣮ࢯル࢟ࢫルト࣮ࣞࢽンࢢ

を実施し、学⣭適応ឤや自ᑛឤにཬࡰすຠ果につい

て検討した。その結果、そ࣮ࣕࢩする࢟ルト࣮ࣞࢽン

が学⣭適応ឤや自ᑛឤの向上にᐤしたことが᫂ࢢ

らかとなった。⳻田ら（2011）は୰学生のいじめのᙳ

㡪と࢚ࣞࣜࢪンࢭ、࣮ࢩル࣒࣮ࢸࢫ࢚ࣇ、社会的ࢫ

、ル࢟ࢫࣇルといった、ライ࢟ࢫ対ฎࢫトࣞࢫ、ル࢟

。トとの関ಀについて調査を行った࣮࣏ルサࣕࢩ࣮ࢯ
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その結果、࢚ࣞࣜࢪンࣕࢩ࣮ࢯ、࣮ࢩルサ࣮࣏ト、ラ

イ࢟ࢫࣇルがそれࡒれ㧗い生ᚐは、いじめを受けにく

く、いじめを受けてもຠ果的に対ฎし、ᙳ㡪が小さい

ことが᫂らかとなった。 
 これらのことにより、ࣕࢩ࣮ࢯル࢟ࢫル教育はいじ

めண防教育としてຠ果をᣢつだけでなく、いじめண防

やいじめによる不適応ண防と関㐃をᣢつ࢚ࣞࣜࢪンࢫ

やࢭル࣒࣮ࢸࢫ࢚ࣇにもᙳ㡪があることが考えられ

る。 
 
ಖ⫱⌧ሙにࡿࡅ࠾㞟ᅋࣝ࢟ࢫࣝࣕࢩ࣮ࢯᩍ⫱ 

బ藤（2015）は㞟団生活の୰でࣕࢩ࣮ࢯル࢟ࢫルを

に⋓ᚓできない子どもがおり、様々な対人トラブ

ルやいじめのࣜࢡࢫが㧗いこと、小学校以降の適応に

ᙳ㡪することを指摘している。大内ら（2008）は年ᑡ

児を対象に非社会的遊び（࿘囲に遊びྍ能な相手がい

る≧ἣにおいて、社会的相స用の見られない遊び）

の観察、調査を 2 年間実施した。その結果、非社会的

遊びを多く見せる子どもの一部には㞟団生活の୰で社

会的࢟ࢫルが⋓ᚓされにくく、ᑗ᮶的に問題行動が現

れるྍ能性が示唆された。 
బ藤（2015）は幼児の㞟団生活での不適応のண防策

として、幼児を対象に㞟団ࣕࢩ࣮ࢯル࢟ࢫル教育を 2
年間にΏって実施した。その結果、自己ࢥント࣮ࣟル

ࢫルࣕࢩ࣮ࢯルといった࢟ࢫル、社会的ാきかけ࢟ࢫ

をࢢンࢽルト࣮ࣞ࢟ 2 年にわたって行い、社会的࢟ࢫ

ルと問題行動の観Ⅼからそのຠ果について検討した。

その結果、社会的ാきかけ࢟ࢫルや自己ࢥント࣮ࣟル

ル般が向上し、者への࢟ࢫルといった社会的࢟ࢫ

攻撃、ጉ害といった問題行動がῶᑡしたことが示され

た。ࣕࢩ࣮ࢯル࢟ࢫル教育によって者への攻撃、ጉ

害行動がῶったことを示唆している。またబ藤は࣮ࢯ

ࡪル教育を㞟団で行うⅬとして㞟団で学࢟ࢫルࣕࢩ

ことによって学⩦した࢟ࢫルが日常場面に定着しやす

いこと、仲間同士の受容が㧗まること、ᢸ௵の入に

よって学んだ࢟ࢫルを実行しやすい⎔ቃになるため、

ル࣊ルࢱルが定着しやすいこと、学⣭体の࣓ン࢟ࢫ

 。が向上し、不適応ண防になることなどをᣲげているࢫ
また、大対ら（2002）も「㞟団㹑㹑㹒の目的はࢡラࢫ

体の࢟ࢫルࣞ࣋ルを向上させ、子どもの社会性の発

達をಁ進することであり、その結果、ᑗ᮶的に社会不

適応問題をண防することができる」と述べている。 
また、㧘橋ら（2018）は幼児の問題行動のᨵၿが社会

的࢟ࢫルにおけるどの✀㢮の࢟ࢫルのᙳ㡪によるもの

かを検討した。その結果、非社会的問題行動に関して

はᙇ࢟ࢫル、攻撃的な問題行動に関しては༠調࢟ࢫ

ルがそれࡒれ問題行動のᨵၿにᙳ㡪をえることが᫂

らかとなった。したがって社会的࢟ࢫルの向上が㞟団

場面での様々な問題行動のᨵၿにຠ果をᣢち、幼児の

社会性の発達をಁすと考えられる。 
また、ᯇཎら（2019）は幼児の社会的࢟ࢫルと問題

行動が児童期の社会的࢟ࢫルとᢚうつ≧にえるᙳ

㡪について⦪᩿的研究を行った。その結果、幼児期の

༠調࢟ࢫルとᙇ࢟ࢫルが児童期の社会的࢟ࢫルを፹

としてᢚうつ≧の低ῶにᐤすることが᫂らかと

なった。つまり、「ᮃましい社会的࢟ࢫルをᣢつ幼児は

Ⰻ㉁な仲間関ಀや教師との関ಀをᵓ⠏することができ、

᪂たな社会的࢟ࢫルをᚓられる機会や仲間や教師から

のࢸࢪ࣏ブなࢡࢵࣂࢻ࣮ࣇを受けやすい⎔ቃにあ

る」ことを示唆している。また、「幼児期の社会的࢟ࢫ

ルと問題行動は㈇の関㐃が見られており、問題行動が

多い幼児は社会的࢟ࢫルが低いことが示され」ている。

つまり、「問題行動の多い幼児は社会的࢟ࢫルが低く、

社会的࢟ࢫルがᘬき≧態が⥆くことによってᢚうつ

≧が㧗まってしまうこと」を示唆している。 
ඛに述べてきたように、幼児教育において、人間関

ಀのトラブルは幼児の社会性の発達をಁす好機と捉え

られてきた。しかしながら、トラブルを⤒て、社会ࢫ

ルを⋓ᚓできる子どももいれば、⋓ᚓすることがで࢟

きࡎ、問題行動を⧞り㏉す子౪もいることがඛ行研究

により᫂らかになってきた。また、社会的࢟ࢫルを⋓

ᚓできないまま人間関ಀのトラブルを⧞り㏉すことに

よって、仲間からのᏙ立ឤを深めたり、自ᑛᚰの低ୗ、

ᢚうつഴ向を㧗めるといった様々な不適応にᙳ㡪を

えるྍ能性が示唆されてきている。これらのことを㋃

まえ、幼児教育における人間関ಀの指導に関しては、

「トラブルから学ࡪ」というどⅬから⬺༷し、「ṇしい

社会的࢟ࢫルを学ࡪ」というどⅬに大きく方向㌿を

していくことがᚲ要ではないかと考える。 
 
ಖ⫱⌧ሙࣝ࢟ࢫࣝࣕࢩ࣮ࢯᩍ⫱ 

本田（2018）はᚰ⌮学の立場と幼児教育のからみた

の考え方に㝸たりがあると指摘「ル࢟ࢫルࣕࢩ࣮ࢯ」

したうえで、幼児教育のᯟ⤌みの୰でࣕࢩ࣮ࢯル࢟ࢫ

ル教育がどのように⨨࡙けられるかを᫂☜にするこ

とをヨみた。その結果、保育内容のほࡰ体がࢩ࣮ࢯ
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その結果、࢚ࣞࣜࢪンࣕࢩ࣮ࢯ、࣮ࢩルサ࣮࣏ト、ラ

イ࢟ࢫࣇルがそれࡒれ㧗い生ᚐは、いじめを受けにく

く、いじめを受けてもຠ果的に対ฎし、ᙳ㡪が小さい

ことが᫂らかとなった。 
 これらのことにより、ࣕࢩ࣮ࢯル࢟ࢫル教育はいじ

めண防教育としてຠ果をᣢつだけでなく、いじめண防

やいじめによる不適応ண防と関㐃をᣢつ࢚ࣞࣜࢪンࢫ

やࢭル࣒࣮ࢸࢫ࢚ࣇにもᙳ㡪があることが考えられ

る。 
 
ಖ⫱⌧ሙにࡿࡅ࠾㞟ᅋࣝ࢟ࢫࣝࣕࢩ࣮ࢯᩍ⫱ 

బ藤（2015）は㞟団生活の୰でࣕࢩ࣮ࢯル࢟ࢫルを

に⋓ᚓできない子どもがおり、様々な対人トラブ

ルやいじめのࣜࢡࢫが㧗いこと、小学校以降の適応に

ᙳ㡪することを指摘している。大内ら（2008）は年ᑡ

児を対象に非社会的遊び（࿘囲に遊びྍ能な相手がい

る≧ἣにおいて、社会的相స用の見られない遊び）

の観察、調査を 2 年間実施した。その結果、非社会的

遊びを多く見せる子どもの一部には㞟団生活の୰で社

会的࢟ࢫルが⋓ᚓされにくく、ᑗ᮶的に問題行動が現

れるྍ能性が示唆された。 
బ藤（2015）は幼児の㞟団生活での不適応のண防策

として、幼児を対象に㞟団ࣕࢩ࣮ࢯル࢟ࢫル教育を 2
年間にΏって実施した。その結果、自己ࢥント࣮ࣟル

ࢫルࣕࢩ࣮ࢯルといった࢟ࢫル、社会的ാきかけ࢟ࢫ

をࢢンࢽルト࣮ࣞ࢟ 2 年にわたって行い、社会的࢟ࢫ

ルと問題行動の観Ⅼからそのຠ果について検討した。

その結果、社会的ാきかけ࢟ࢫルや自己ࢥント࣮ࣟル

ル般が向上し、者への࢟ࢫルといった社会的࢟ࢫ

攻撃、ጉ害といった問題行動がῶᑡしたことが示され

た。ࣕࢩ࣮ࢯル࢟ࢫル教育によって者への攻撃、ጉ

害行動がῶったことを示唆している。またబ藤は࣮ࢯ

ࡪル教育を㞟団で行うⅬとして㞟団で学࢟ࢫルࣕࢩ

ことによって学⩦した࢟ࢫルが日常場面に定着しやす

いこと、仲間同士の受容が㧗まること、ᢸ௵の入に

よって学んだ࢟ࢫルを実行しやすい⎔ቃになるため、

ル࣊ルࢱルが定着しやすいこと、学⣭体の࣓ン࢟ࢫ

 。が向上し、不適応ண防になることなどをᣲげているࢫ
また、大対ら（2002）も「㞟団㹑㹑㹒の目的はࢡラࢫ

体の࢟ࢫルࣞ࣋ルを向上させ、子どもの社会性の発

達をಁ進することであり、その結果、ᑗ᮶的に社会不

適応問題をண防することができる」と述べている。 
また、㧘橋ら（2018）は幼児の問題行動のᨵၿが社会

的࢟ࢫルにおけるどの✀㢮の࢟ࢫルのᙳ㡪によるもの

かを検討した。その結果、非社会的問題行動に関して

はᙇ࢟ࢫル、攻撃的な問題行動に関しては༠調࢟ࢫ

ルがそれࡒれ問題行動のᨵၿにᙳ㡪をえることが᫂

らかとなった。したがって社会的࢟ࢫルの向上が㞟団

場面での様々な問題行動のᨵၿにຠ果をᣢち、幼児の

社会性の発達をಁすと考えられる。 
また、ᯇཎら（2019）は幼児の社会的࢟ࢫルと問題

行動が児童期の社会的࢟ࢫルとᢚうつ≧にえるᙳ

㡪について⦪᩿的研究を行った。その結果、幼児期の

༠調࢟ࢫルとᙇ࢟ࢫルが児童期の社会的࢟ࢫルを፹

としてᢚうつ≧の低ῶにᐤすることが᫂らかと

なった。つまり、「ᮃましい社会的࢟ࢫルをᣢつ幼児は

Ⰻ㉁な仲間関ಀや教師との関ಀをᵓ⠏することができ、

᪂たな社会的࢟ࢫルをᚓられる機会や仲間や教師から

のࢸࢪ࣏ブなࢡࢵࣂࢻ࣮ࣇを受けやすい⎔ቃにあ

る」ことを示唆している。また、「幼児期の社会的࢟ࢫ

ルと問題行動は㈇の関㐃が見られており、問題行動が

多い幼児は社会的࢟ࢫルが低いことが示され」ている。

つまり、「問題行動の多い幼児は社会的࢟ࢫルが低く、

社会的࢟ࢫルがᘬき≧態が⥆くことによってᢚうつ

≧が㧗まってしまうこと」を示唆している。 
ඛに述べてきたように、幼児教育において、人間関

ಀのトラブルは幼児の社会性の発達をಁす好機と捉え

られてきた。しかしながら、トラブルを⤒て、社会ࢫ

ルを⋓ᚓできる子どももいれば、⋓ᚓすることがで࢟

きࡎ、問題行動を⧞り㏉す子౪もいることがඛ行研究

により᫂らかになってきた。また、社会的࢟ࢫルを⋓

ᚓできないまま人間関ಀのトラブルを⧞り㏉すことに

よって、仲間からのᏙ立ឤを深めたり、自ᑛᚰの低ୗ、

ᢚうつഴ向を㧗めるといった様々な不適応にᙳ㡪を

えるྍ能性が示唆されてきている。これらのことを㋃

まえ、幼児教育における人間関ಀの指導に関しては、

「トラブルから学ࡪ」というどⅬから⬺༷し、「ṇしい

社会的࢟ࢫルを学ࡪ」というどⅬに大きく方向㌿を

していくことがᚲ要ではないかと考える。 
 
ಖ⫱⌧ሙࣝ࢟ࢫࣝࣕࢩ࣮ࢯᩍ⫱ 

本田（2018）はᚰ⌮学の立場と幼児教育のからみた

の考え方に㝸たりがあると指摘「ル࢟ࢫルࣕࢩ࣮ࢯ」

したうえで、幼児教育のᯟ⤌みの୰でࣕࢩ࣮ࢯル࢟ࢫ

ル教育がどのように⨨࡙けられるかを᫂☜にするこ

とをヨみた。その結果、保育内容のほࡰ体がࢩ࣮ࢯ
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ࣕル࢟ࢫルཬびࣕࢩ࣮ࢯル࢟ࢫル教育と対応しᚓるも

のであることが᫂らかとなり、ᚋは幼児教育におい

て重どされている事㡯をᑛ重したࣕࢩ࣮ࢯル࢟ࢫル教

育の在り方を示すことがᚲ要であることを示唆してい

る。また、ΎỈ（2021）は幼児を対象としたࣕࢩ࣮ࢯ

ル࢟ࢫルト࣮ࣞࢽンࢢの研究動向をまとめていく୰で、

幼児に対する㞟団ࣕࢩ࣮ࢯル࢟ࢫルト࣮ࣞࢽンࢢの᭷

ຠ性を᫂らかにしていく一方で、「実㝿には幼児教育の

現場においてࣕࢩ࣮ࢯル࢟ࢫルという観Ⅼから子ども

への関わりが行われることは多くない」と、幼児教育

現場でࣕࢩ࣮ࢯル࢟ࢫル教育がᾐ㏱していないことを

指摘している。その要ᅉとして「幼児教育では（保育

者がタ定した⎔ቃではあるものの）生活や遊びの୰で

自↛に発生する場面を㏻して子どもの様々なຊをఙば

すことを目指す一方で、66T ではࣕࢩ࣮ࢯル࢟ࢫルを

ఙばすために≉ูな時間と入をタ定するという手法

の㞳がある」ྍ能性を指摘している。また、ࢩ࣮ࢯ

ࣕル࢟ࢫルト࣮ࣞࢽンࢢに関する知見が幼児教育現場

において༑分に࿘知されていないྍ能性も指摘してお

り、これまでのࣕࢩ࣮ࢯル࢟ࢫルト࣮ࣞࢽンࢢ研究に

おいて、ᚰ⌮学のᑓ㛛家の入によって行われている

ことを指摘している。 
 これらのことより、保育内容の୰にࣕࢩ࣮ࢯル࢟ࢫ

ルと同様の要⣲は᪤にྵまれてはいるが、保育現場で

はࣕࢩ࣮ࢯル࢟ࢫル教育のように、体⣔された教育

࣮ࢯ、とはなっていない現≧にある。また࣒ラࢢࣟࣉ

ル教育としてはまだまだ保育現場には࿘知࢟ࢫルࣕࢩ

されておらࡎ、ᑓ㛛家の入がなければ現場にᾐ㏱し

ていくことは㞴しい現≧にあると言える。 
 ㏆年、幼稚園・保育園の現場で⮫ᗋᚰ⌮士➼ᚰ⌮の

ᑓ㛛家の導入がなされている。୰山ら（2017）は幼稚

園保育園で⮫ᗋᚰ⌮士が活用されるためにどのような

と役割をᣢつことができるのかを᫂らかにするࢬ࣮ࢽ

ために、幼稚園教ㅍと保育士へのンケ࣮ト調査を行

った。その結果、⮫ᗋᚰ⌮士⤮のࢬ࣮ࢽとして、相談

ᨭ援のࢬ࣮ࢽのに、「お達とのかかり方の࢟ࢫルト

で活用できる園児のᚰの発達ࢫラࢡ」や「ࢢンࢽ࣮ࣞ

をಁす指導ᥦ案」といったࣕࢩ࣮ࢯル࢟ࢫル教育の要

⣲をᣢったࢬ࣮ࢽがあることが᫂らかになった。ᚋ、

幼稚園、保育園現場にᚰ⌮のᑓ㛛家がὴ㐵されていく

୰で、保育士や幼稚園教ㅍと༠同してࣕࢩ࣮ࢯル࢟ࢫ

ル教育を行っていくこともいじめ防止教育の一つの方

法として考えられるのではないだࢁうか。 

 
 にࡾࢃ⤊

本稿ではこれまでの幼児を対象としたいじめ研究を概

観し、いじめ防止教育の観Ⅼからࣕࢩ࣮ࢯル࢟ࢫル教

育の重要性に関して述べてきた。これまで幼児期にお

いて対人トラブルは起こりうるものであり、それは社

会性の発達の機会であると好意的に捉えられてきた。

しかしながら対人トラブルの୰にはいじめの要⣲をྵ

むものがあり、対応によっては子どもの成㛗に大きく

ᙳ㡪をཬࡰすことが᫂らかとなってきている。保育現

場においてはまでの対人トラブルの対応、見解をๅ

᪂していかࡡばならない。それと同時に保育現場では

ᚰ⌮のᑓ㛛家による入がᚎ々にᾐ㏱しつつある。保

育現場においてᚰ⌮のᑓ㛛家と༠同しながらいじめに

防止に関する研ಟ、ࣕࢩ࣮ࢯル࢟ࢫル教育を実㊶して

いくことによって子どもたちがより㇏かな社会性を学

 。場となっていくと考えるࡪ
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